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第１章 水 防 施 設 

 

１－１ 水防管理団体倉庫一覧表 

 

１．水防倉庫 

  水防管理団体管理の水防倉庫は、その重要水防地域内に、次の基準により設置し必要な 

資材を備えておくものとする。 

(1) 設置場所は、水防活動に便利な所を選ぶものとし、適当な場所がないときには、堤防裏 

法の定規断面外、その他治水上支障のない所に設置するものとする。 

(2) 常湿地帯で、土のう用土砂の採取不可能な地区については、水防管理団体において適当 

に土砂を備蓄するものとする。 

 

２．水防管理団体倉庫一覧表 

 郡市、市町村別 

 郡市別設置棟数 

                                                                       (棟) 

郡市別 市 鹿 角 北秋田 山 本 南秋田 仙 北 雄 勝 合 計 

棟 数 58 1 1 6 1 1 1 69 

 

 

 

 水防管理団体別水防倉庫数 

 

 

 

 

 

水系

別・

河川

別 

水防

倉庫所在表 

 

棟  数 棟  数 棟 数

秋 田 市 4 大 仙 市 8 三 種 町 3

能 代 市 4 鹿 角 市 3 五 城 目 町 1

横 手 市 8 北 秋 田 市 2 羽 後 町 1

大 館 市 4 仙 北 市 3 上 小 阿 仁 村 1

由 利 本 荘 市 9 美 郷 町 1 八 峰 町 2

湯 沢 市 10 小 坂 町 1

に か ほ 市 3 藤 里 町 1

市町村名 市町村名 市町村名
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米代川水系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 町 村 名 河　川　名 設　置　場　所

常　盤　川 常磐字高森下162

米　代　川 緑町2-22

〃 沢口56-4

〃 飛根字上野130

米代川　長木川
下内川　乱　川
花岡川　大森川

字長木川南269-2

米　代　川 比内町扇田字長岡85-4

犀　　　川 比内町大葛字大葛家後87

米　代　川 岩瀬字下軽石野3-17

米　代　川 花輪字新田町11-4

〃 花輪字下川原40

大　湯　川 十和田毛馬内字上陣場19-5

米　代　川 鷹巣字北中家下85

阿　仁　川 米内沢字田ノ沢32-3

小坂町 (1) 小　坂　川 小坂字中前田68-1

藤里町 (1) 藤琴川・粕毛川 大沢字豊田149

上小阿仁村 (1) 小 阿 仁 川 小沢田字向川原72-2

大館市 (4)

鹿角市 (3)

北秋田市 (2)

能代市 (4)
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雄物川水系 

市 町 村 名 河　川　名 設　置　場　所

雄　物　川 新屋比内町6-63

〃 四ツ小屋字柳原136番地1

太　平　川 太平目長崎字上目長崎212

岩　見　川 河辺三内字外川原83-31

雄　物　川 大曲あけぼの町

〃 花館中町556-1

〃 協和上淀川字中島17-1

〃 神宮寺字蓮沼21-1

〃 南外字下木直古川端330番地先

〃 刈和野字愛宕下87-1

玉　　　川 北長野字谷地中29-3

川　口　川 太田町太田字新田中嶋111-1

横　手　川 条里一丁目234

〃 上境字館63-3

成　瀬　川 増田町荻袋字真当72

雄　物　川 大森町字大中島248

〃 雄物川町今宿字鳴田1

〃 大雄字阿気13-4

皆　瀬　川 平鹿町浅舞字野々助158-3

〃 十文字町植田字古川端111-2

雄　物　川 裏門207-3

〃 山田字松ノ木

〃 下関字下本内

〃 小野字東水口122

皆　瀬　川 角間字白山下

〃 岩崎字岩崎105

〃 川連町字上平城120

〃 皆瀬字沢梨台35-1

白　子　川 金谷字樋口123

高　松　川 相川字須川119-7

玉　　　川 広久内舟場

桧 木 内 川 川原寺前

〃 西野川原

丸　子　川

出　　　川

羽後町 (1) 西馬音内川 貝沢字拾三本塚25

六郷字押切11

秋田市（4）

大仙市（8）

横手市（8）

湯沢市 (10)

仙北市 (3)

美郷町 (1)
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子吉川水系 

市 町 村 名 河　川　名 設　置　場　所

芋　　　川 松本字上川原

〃 岩谷町字日渡

〃 小栗山字小栗山

石　沢　川 東由利田代字高戸屋41

子　吉　川 石脇字田尻

〃 前郷字前郷

〃 荒町字向中島

〃 矢島町矢島町20

由利本荘市 (8)

 

その他の水系 

市 町 村 名 河　川　名 設　置　場　所

白　雪　川 樋目野字百目木1-1

奈　曽　川 関字村ノ上22-3

〃 本郷字盛160

由利本荘市 (1) 君 ヶ 野 川 由利本荘市岩城内道川字新鶴潟

三　種　川 鵜川字岩谷子8

〃 森岳字町尻35

鹿　渡　川 鹿渡字東二本柳29-3

真　瀬　川 八森字中浜63

塙　　　川 峰浜田中字鳥矢場11-1

五城目町 (1) 馬 場 目 川 富津内下山内字奈良崎90-1

にかほ市 (3)

三種町 (3)

八峰町 (2)
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１－２ 県管理倉庫一覧表 

 

県管理倉庫一覧表 

 

 

 

 

支　部　名 設　　　置　　　場　　　所

鹿角支部 鹿角市花輪字六月田1番地　（鹿角地域振興局庁舎敷地内）

北秋田支部 北秋田市脇神字からむし岱２１－９地先

山本支部 能代市御指南町1-10　（山本地域振興局庁舎敷地内）

秋田支部 秋田市向浜一丁目2-2

仙北支部 大仙市大曲上栄町13-62　（仙北地域振興局庁舎敷地内）

由利支部 由利本荘市水林366　（由利地域振興局庁舎敷地内）

平鹿支部 横手市赤坂字仁坂105-12　

雄勝支部 湯沢市千石町2丁目1-10　（雄勝地域振興局庁舎敷地内）



２－１　国土交通省直轄河川区間重要水防箇所評定基準、秋田県重要水防区域評定基準

Ａ　水防上最も重要な区間 Ｂ　水防上重要な区間

越水
（溢水）

計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）
が現況の堤防高を越える箇所｡

計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）
と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所｡

堤体漏水

　堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるも
の）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。
　堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生
じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災
状況が確認できるもの）がある箇所。
　水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が特に高いと考えら
れる箇所。

　堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるも
の）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じて
いないが、進行性がある堤体の変状が集中している箇所。
　堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるも
の）はないが、堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤
体の変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。
　水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が高いと考えられる
箇所。

基礎地盤
漏水

　堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況
が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。
　基礎地盤の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれ
があり、かつ堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴
（被災状況が確認できるもの）がある箇所。
　水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が特に高いと考
えられる箇所。

　堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況
が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能
に支障は生じていないが、進行性がある基礎地盤漏水に関係する変状が集中
している箇所。
　堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況
が確認できるもの）はないが、基礎地盤漏水の土質等からみて堤防の機能に
支障が生じる変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。
　水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が高いと考えら
れる箇所。

水衝・洗掘

　水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているが、その対策が未施工の
箇所。
　橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗
われ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所。
　波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した実績があるが、その対策が未施工
の箇所。

　水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されている
が、その対策が未施工の箇所。

工作物

　河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管そ
の他の工作物の設置されている箇所。
　橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位
（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）以下となる箇所。

　橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位
（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満た
ない箇所。

工事施工
　出水期間中に堤防を開削する工事箇
所又は仮締切等により本堤に影響を及
ぼす箇所。

新堤防
・破堤跡
・旧川跡

　新堤防で築造後３年以内の箇所。
破堤跡又は旧川跡の箇所。

陸　閘 　陸閘が設置されている箇所。

重要度等
要注意区間種別
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２－２　重要水防箇所別調書前年度比較表(能代河川国道事務所　その１)

令和８年度　重要水防箇所別調書
地区名 評定種別 地区名 評定種別 対　策 関連 水防警 関　連 出

河川名 距離標 及　び 及　び 距離標 及　び 及　び 水　防 変更理由等 計画 報対象 張

左右岸別 図面番号 A B A B 左右岸別 図面番号 A B A B 工法名 等 観測所 市町村 所

2.7 中島 工作物（橋梁） 1 2.7 中島 工作物（橋梁） 1 米代川橋梁（ＪＲ五能線） 向能代 能代市

（左） (1) （左） (1) 桁下高不足

4.9～ 中川原 堤体漏水 100 4.9～ 中川原 堤体漏水 100 月の輪工 詳細点検より 〃 〃

5.0 （左） (2) 0 5.0 （左） (2) 0 堤防脆弱性指標OUT

4.8～ 〃 越水・溢水 2,372 4.8～ 〃 越水・溢水 2,372 避難 完成堤 〃 〃

6.5 (3) 2,372 6.5 (3) 2,372 一番低い箇所は5.4k+180m付近

5.8～ 〃 堤体漏水 300 5.8～ 〃 堤体漏水 300 月の輪工 詳細点検より 〃 〃

6.1 (4) 0 6.1 (4) 0 堤防脆弱性指標OUT

6.5～ 〃 越水・溢水 100 6.5～ 〃 越水・溢水 100 避難 桧山川合流部 〃 〃

6.6 (5) 100 6.6 (5) 100 一番低い箇所は6.6k付近

7.6～ 鶴形 越水・溢水 3,146 7.6～ 鶴形 越水・溢水 3,146 避難 完成堤 〃 〃

12.0 （左） (6) 3,146 12.0 （左） (6) 3,146 一番低い箇所は7.6k付近

7.9～ 〃 堤体漏水 1,600 7.9～ 〃 堤体漏水 1,600 月の輪工 詳細点検より 〃 〃

9.5 (7) 0 9.5 (7) 0 堤防脆弱性指標OUT

9.0 〃 工作物（橋梁） 1 9.0 〃 工作物（橋梁） 1 米代新橋 〃 〃

(8) (8) 桁下高不足

9.6 〃 工作物（樋管） 1 9.6 〃 工作物（樋管） 1 積土のう工 門柱高不足（道地排水樋管） 〃 〃

(9) (9) S17年設置

10.4～ 〃 堤体漏水 400 10.4～ 〃 堤体漏水 400 月の輪工 詳細点検より 〃 〃

10.8 (10) 0 10.8 (10) 0 堤防脆弱性指標OUT

13.0 〃 工作物（樋管） 1 13.0 〃 工作物（樋管） 1 積土のう工 門柱高不足・門扉木製 〃 〃

(11) (11) （鶴形用水樋管）S17設置

5.8～ 吹越 越水・溢水 206 5.8～ 吹越 越水・溢水 206 避難 完成堤 〃 〃

6.6 （右） (12) 206 6.6 （右） (12) 206 一番低い箇所は5.8k+170m付近

7.6～ 〃 水衝・洗掘 420 7.6～ 〃 水衝・洗掘 420 木流し工 背後地集落有 〃 〃

8.2 (13) 222 8.2 (13) 222 無堤

7.6～ 〃 越水・溢水 198 7.6～ 〃 越水・溢水 198 避難 無堤（現地盤HWL以上） 〃 〃

7.8 (14) 198 7.8 (14) 198 一番低い箇所は7.8k付近

8.8～ 朴瀬･常盤 越水・溢水 2,665 8.8～ 朴瀬･常盤 越水・溢水 2,665 避難 完成堤 〃 〃

12.0 （右） (15) 2,665 12.0 （右） (15) 2,665 一番低い箇所は8.8k+30m付近

9.9～ 〃 堤体漏水 400 9.9～ 〃 堤体漏水 400 月の輪工 詳細点検より 〃 〃

10.3 (16) 0 10.3 (16) 0 堤防脆弱性指標OUT

11.37～ 〃 堤体漏水 730 11.37～ 〃 堤体漏水 730 月の輪工 詳細点検より 〃 〃

12.1 (17) 100 12.1 (17) 100 堤防脆弱性指標OUT

12.3～ 〃 堤体漏水 800 12.3～ 〃 堤体漏水 800 月の輪工 詳細点検より 〃 〃

13.1 (18) 800 13.1 (18) 800 堤防脆弱性指標OUT

15.8～ 常盤 越水・溢水 500 15.8～ 常盤 越水・溢水 500 避難 完成堤 〃 〃

16.2 （右） (19) 500 16.2 （右） (19) 500 一番低い箇所は15.8k付近

18.6～ 常盤上流 水衝・洗掘 100 18.6～ 常盤上流 水衝・洗掘 100 木流し工 背後県道 〃 〃

18.7 （右） (20) 100 18.7 （右） (20) 100 民家有り

令和８年度評定（当年度）

堤防(m)
工作物
(箇所)

令和７年度評定（前年度）

堤防(m)
工作物
(箇所)

二
ツ
井

米代川
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２－２　重要水防箇所別調書前年度比較表(能代河川国道事務所　その２)

令和８年度　重要水防箇所別調書
地区名 評定種別 地区名 評定種別 対　策 関連 水防警 関　連 出

河川名 距離標 及　び 及　び 距離標 及　び 及　び 水　防 変更理由等 計画 報対象 張

左右岸別 図面番号 A B A B 左右岸別 図面番号 A B A B 工法名 等 観測所 市町村 所

18.8～ 〃 越水・溢水 770 18.8～ 常盤上流 越水・溢水 770 避難 完成堤 向能代 能代市

19.2 (21) 770 19.2 （右） (21) 770 一番低い箇所は18.8k+40m付近

15.4～ 富根 越水・溢水 3,077 15.4～ 富根 越水・溢水 3,077 避難 完成堤 〃 〃

19.4 （左） (22) 3,077 19.4 （左） (22) 3,077 一番低い箇所は15.4k付近

16.3～ 〃 堤体漏水 1,600 16.3～ 〃 堤体漏水 1,600 月の輪工 詳細点検より 二ツ井 能代市

17.9 (23) 0 17.9 (23) 0 堤防脆弱性指標OUT

18.7～ 〃 堤体漏水 400 18.7～ 〃 堤体漏水 400 月の輪工 詳細点検より 〃 〃

19.1 (24) 0 19.1 (24) 0 堤防脆弱性指標OUT

19.5～ 〃 堤体漏水 180 19.5～ 〃 堤体漏水 180 月の輪工 詳細点検より 〃 〃

19.68 (25) 180 19.68 (25) 180 堤防脆弱性指標OUT

19.8 富根 工作物（橋梁） 1 19.8 富根 工作物（橋梁） 1 富根橋 〃 〃

（左） (26) （左） (26) 桁下高不足

19.8～ 〃 越水・溢水 696 19.8～ 〃 越水・溢水 696 避難 無堤（現地盤HWL以上） 〃 〃

20.4 (27) 696 20.4 (27) 696 一番低い箇所は20.2k+30m付近

21.0～ 切石 越水・溢水 4,539 21.0～ 切石 越水・溢水 4,539 避難 完成堤 〃 〃

26.0 （左） (28) 4,539 26.0 （左） (28) 4,539 一番低い箇所は21.0k+160m付近

25.8 〃 工作物（橋梁） 1 25.8 〃 工作物（橋梁） 1 米代川橋梁（JR奥羽線上り） 〃 〃

(29) (29) 桁下高不足

25.9 〃 工作物（橋梁） 1 25.9 〃 工作物（橋梁） 1 新米代川橋梁（JR奥羽線下り） 〃 〃

(30) (30) 桁下高不足

27.4～ 二ツ井左岸 越水・溢水 1,054 27.4～ 二ツ井左岸 越水・溢水 1,054 避難 完成堤 〃 〃

28.4 （左） (31) 1,054 28.4 （左） (31) 1,054 一番低い箇所は27.4k+120m付近

20.0～ 富田 越水・溢水 2,202 20.0～ 富田 越水・溢水 2,202 避難 完成堤 〃 〃

22.4 (右) (32) 2,202 22.4 (右) (32) 2,202 一番低い箇所は20.0k+40m付近

21.6～ 〃 水衝・洗掘 100 21.6～ 〃 水衝・洗掘 100 木流し工 根固めブロックの流失 〃 〃

21.7 (33) 0 21.7 (33) 0 上流部はR4災害対応済み

22.0 〃 工作物（樋管） 1 22.0 〃 工作物（樋管） 1 積土のう工 門柱高不足・門扉木製 〃 〃

(34) (34) （富田用水樋管）S28設置

26.4 二ツ井右岸 工作物（橋梁） 1 26.4 二ツ井右岸 工作物（橋梁） 1 米白橋 〃 〃

(右) (35) (右) (35) 桁下高不足

26.4～ 〃 越水・溢水 696 26.4～ 〃 越水・溢水 696 避難 完成堤 〃 〃

27.6 (36) 696 27.6 (36) 696 一番低い箇所は26.6k+50m付近

28.4 〃 工作物（橋梁） 1 28.4 〃 工作物（橋梁） 1 銀杏橋 〃 〃

(37) (37) 桁下高不足

28.6～ 二ツ井右岸 越水・溢水 1,214 28.6～ 二ツ井右岸 越水・溢水 1,214 避難 完成堤 〃 〃

29.8 (右) (38) 1,214 29.8 (右) (38) 1,214 一番低い箇所は28.6k+60m付近

29.7～ 〃 堤体漏水 200 29.7～ 〃 堤体漏水 200 月の輪工 詳細点検より 〃 〃

29.9 (39) 100 29.9 (39) 100 堤防脆弱性指標OUT

工作物
(箇所)

二
ツ
井

米代川

令和７年度評定（前年度） 令和８年度評定（当年度）

堤防(m)
工作物
(箇所)

堤防(m)
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２－２　重要水防箇所別調書前年度比較表(能代河川国道事務所　その３)

令和８年度　重要水防箇所別調書
地区名 評定種別 地区名 評定種別 対　策 関連 水防警 関　連 出

河川名 距離標 及　び 及　び 距離標 及　び 及　び 水　防 変更理由等 計画 報対象 張

左右岸別 図面番号 A B A B 左右岸別 図面番号 A B A B 工法名 等 観測所 市町村 所

43.8～ 南鷹巣 基礎地盤漏水 130 43.8～ 南鷹巣 基礎地盤漏水 130 釜段工 詳細点検より 鷹巣 北秋田市

43.9 左岸 (40) 130 43.9 左岸 (40) 130 基礎地盤漏水のおそれ

36.5～ 今泉 堤体漏水 200 36.5～ 今泉 堤体漏水 200 月の輪工 詳細点検より 〃 〃

36.7 （右） (41) 200 36.7 （右） (41) 200 堤防脆弱性指標OUT

38.5～  今泉･坊沢・舟場 基礎地盤漏水 3,570 38.5～  今泉･坊沢・舟場 基礎地盤漏水 3,570 釜段工 詳細点検より 〃 〃

42.0 （右） (42) 670 42.0 （右） (42) 670 基礎地盤漏水のおそれ

38.5～ 今泉 堤体漏水 400 38.5～ 今泉 堤体漏水 400 月の輪工 詳細点検より 〃 〃

38.9 （右） (43) 400 38.9 （右） (43) 400 堤防脆弱性指標OUT

39.2～ 今泉 堤体漏水 500 39.2～ 今泉 堤体漏水 500 月の輪工 詳細点検より 〃 〃

39.7 （右） (44) 500 39.7 （右） (44) 500 堤防脆弱性指標OUT

40.0～  坊沢・舟場 堤体漏水 2,000 40.0～  坊沢・舟場 堤体漏水 2,000 月の輪工 詳細点検より 〃 〃

42.0 （右） (45) 2,000 42.0 （右） (45) 2,000 堤防脆弱性指標OUT

41.1 坊沢 工作物（橋梁） 1 41.1 坊沢 工作物（橋梁） 1 坊沢大橋 〃 〃

（右） (46) （右） (46) 桁下高不足

44.7 鷹巣右岸 工作物（橋梁） 1 44.7 鷹巣右岸 工作物（橋梁） 1 鷹巣橋 〃 〃

（右） (47) （右） (47) 桁下高不足

46.7～ 〃 堤体漏水 400 46.7～ 〃 堤体漏水 400 月の輪工 詳細点検より 〃 〃

47.1 (48) 400 47.1 (48) 400 堤防脆弱性指標OUT

54.4～ 外川原 越水・溢水 872 54.4～ 外川原 越水・溢水 872 避難 完成堤 十二所 大館市

55.4 （左） (49) 872 55.4 （左） (49) 872 一番低い箇所は54.4k付近

55.05～ 〃 堤体漏水 350 55.05～ 〃 堤体漏水 350 月の輪工 詳細点検より 〃 〃

55.4 (50) 0 55.4 (50) 0 堤防脆弱性指標OUT

55.0 〃 工作物（橋梁） 1 55.0 〃 工作物（橋梁） 1 外川原橋 〃 〃

(51) (51) 桁下高不足

57.4～ 板沢 越水・溢水 3,041 57.4～ 板沢 越水・溢水 3,041 避難 暫々堤 〃 〃

60.4 （左） (52) 3,041 60.4 （左） (52) 3,041 一番低い箇所は57.6k+150m付近

58.2 〃 工作物（橋梁） 1 58.2 〃 工作物（橋梁） 1 新真中橋 〃 〃

(53) (53) 桁下高不足

61.5～ 吉富士 水衝・洗掘 100 61.5～ 吉富士 水衝・洗掘 100 木流し工 完成堤 〃 〃

61.6 （左） (54) 100 61.6 （左） (54) 100 H26.3出水で被災

63.3～ 〃 水衝・洗掘 80 63.3～ 〃 水衝・洗掘 80 木流し工 完成堤 〃 〃

63.4 (55) 80 63.4 (55) 80 H26.3出水で被災

63.9～ 〃 水衝・洗掘 90 63.9～ 〃 水衝・洗掘 90 木流し工 完成堤 〃 〃

64.0 (56) 90 64.0 (56) 90 H25.8出水で被災

64.8～ 二井田 越水・溢水 1,379 64.8～ 二井田 越水・溢水 1,379 避難 暫定堤 〃 〃

66.4 （左） (57) 1,379 66.4 （左） (57) 1,379 一番低い箇所は64.8k+30m付近

66.4～ 二井田 越水・溢水 394 66.4～ 二井田 越水・溢水 394 避難 暫定堤 〃 〃

66.6 （左） (58) 394 66.6 （左） (58) 394 一番低い箇所は66.4k+30m付近

66.6～ 二井田・扇田 越水・溢水 518 66.6～ 二井田・扇田 越水・溢水 518 避難 暫定堤 〃 〃

67.2 （左） (59) 518 67.2 （左） (59) 518 一番低い箇所は66.6k+40m付近

堤防(m)
工作物
(箇所)

米代川
鷹
巣

堤防(m)
工作物
(箇所)

令和７年度評定（前年度） 令和８年度評定（当年度）
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２－２　重要水防箇所別調書前年度比較表(能代河川国道事務所　その４)

令和８年度　重要水防箇所別調書
地区名 評定種別 地区名 評定種別 対　策 関連 水防警 関　連 出

河川名 距離標 及　び 及　び 距離標 及　び 及　び 水　防 変更理由等 計画 報対象 張

左右岸別 図面番号 A B A B 左右岸別 図面番号 A B A B 工法名 等 観測所 市町村 所

67.2 〃 工作物（橋梁） 1 67.2 〃 工作物（橋梁） 1 米代川第16橋梁 十二所 大館市

(60) (60) （JR花輪線）桁下高不足

68.2 扇田 工作物（橋梁） 1 68.2 扇田 工作物（橋梁） 1 扇田橋 〃 〃

(左) (61) (左) (61) 桁下高不足

56.6～ 川口 越水・溢水 1,204 57.4～ 川口 越水・溢水 609 避難 完成堤、暫々堤 〃 〃

58.0 （右） (62) 1,204 58.0 （右） (62) 609 一番低い箇所は57.6k付近

58.0～ 川口 越水・溢水 418 58.0～ 川口 越水・溢水 418 避難 暫々堤 〃 〃

58.4 （右） (63) 418 58.4 （右） (63) 418 一番低い箇所は58.0k+10m付近

58.4～ 川口 越水・溢水 1,575 58.4～ 川口 越水・溢水 1,575 避難 暫々堤 〃 〃

60.0 （右） (64) 1,575 60.0 （右） (64) 1,575 一番低い箇所は58.6k+180m付近

60.2～ 山田渡 越水・溢水 775 60.2～ 山田渡 越水・溢水 775 避難 暫定堤 〃 〃

61.0 （右） (65) 775 61.0 （右） (65) 775 一番低い箇所は60.2k+140m付近

61.0～  山田渡・小館花 越水・溢水 3,289 61.0～  山田渡・小館花 越水・溢水 3,289 避難 暫定堤 〃 〃

64.2 （右） (66) 3,289 64.2 （右） (66) 3,289 一番低い箇所は61.2k+190m付近

64.6～  山田渡・小館花 越水・溢水 2,200 64.6～  山田渡・小館花 越水・溢水 2,200 避難 暫定堤 〃 〃

67.0 （右） (67) 2,200 67.0 （右） (67) 2,200 一番低い箇所は64.6k+20m付近

66.5～ 金谷 堤体漏水 200 66.5～ 金谷 堤体漏水 200 月の輪工 詳細点検より 〃 〃

66.7 （右） (68) 0 66.7 （右） (68) 0 堤防脆弱性指標OUT

67.5～ 〃 堤体漏水 500 67.5～ 〃 堤体漏水 500 月の輪工 詳細点検より 〃 〃

68.0 (69) 500 68.0 (69) 500 堤防脆弱性指標OUT

小計 8,083 46,867 3 13 7,488 46,867 3 13

7,983 37,689 7,388 37,689

令和７年度評定（前年度） 令和８年度評定（当年度）

堤防(m)
工作物
(箇所)

堤防(m)
工作物
(箇所)

米代川

米代川
本川

鷹
巣
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２－２　重要水防箇所別調書前年度比較表(能代河川国道事務所　その５)

令和８年度　重要水防箇所別調書
地区名 評定種別 地区名 評定種別 対　策 関連 水防警 関　連 出

河川名 距離標 及　び 及　び 距離標 及　び 及　び 水　防 変更理由等 計画 報対象 張

左右岸別 図面番号 A B A B 左右岸別 図面番号 A B A B 工法名 等 観測所 市町村 所

なし なし 二ツ井 能代市

小計 0 0 0 0 小計 0 0 0 0

0 0 0 0

1.75～ 小猿部川 基礎地盤漏水 50 1.75～ 小猿部川 基礎地盤漏水 50 釜段工 詳細点検より 堂ヶ岱 北秋田市

1.8 （右） (70) 50 1.8 （右） (70) 50 基礎地盤漏水のおそれ

小計 0 50 0 0 小計 0 50 0 0

0 50 0 50

合計 8,083 46,917 3 13 合計 7,488 46,917 3 13

7,983 37,739 7,388 37,739

注） 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

重複の優先順位は、①越水・溢水、②堤体漏水、③基礎地盤漏水、④水衝・洗掘

米代川
水系

藤琴川
二
ツ
井

小猿部川
鷹
巣

堤防(m)
工作物
(箇所)

堤防(m)
工作物
(箇所)

令和７年度評定（前年度） 令和８年度評定（当年度）
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 ２－２　重要水防箇所別調書前年度比較表（秋田河川国道事務所　その12）

令和８年度　重要水防箇所別調書
様式－２－２
河 地区名 令和８年度評定 令和７年度評定 対 策 水 防 関 連 水防警報 関 連 出
川 距離標 及び 堤防（ｍ） 工作物（箇所） 堤防（ｍ） 工作物（箇所） 変更理由等 計 画 対象 張
名 左右岸別 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工 法 名 等 観測所 市町村 所

3.4k+100 豊巻 水衝洗掘 730 730 木流し工
4.2k 左岸 1 730 730 シート張り工

5.9k 豊巻 水衝洗掘 500 500 木流し工
6.4k+70 左岸 2 500 500 シート張り工

6.6k+10 小山 水衝洗掘 500 500 木流し工
7.0k+80 左岸 3 500 500 シート張り工

10.5k+208 小山 越水(溢水) 830 830 避難連絡
11.6k 左岸 4 830 830

11.6k 小山 越水(溢水) 467 467 避難連絡
12.1k 左岸 5 467 467

12.1k 黒瀬 越水(溢水) 2,305 2,305 避難連絡
13.8k+424 左岸 6 2,305 2,305

15.8k+130 黒瀬 越水(溢水) 176 176 避難連絡
16.2k 左岸 7 176 176

16.6k+279 黒瀬 越水(溢水) 264 264 避難連絡
16.8k+193 左岸 8 264 264

16.8k+264 黒瀬 越水(溢水) 500 500 避難連絡
17.2k+25 左岸 9 500 500

17.2k+25 黒瀬 越水(溢水) 403 403 避難連絡 暫々堤完成
17.4k+70 左岸 10 403 403

17.4k+70 黒瀬 越水(溢水) 1,995 1,995 避難連絡
19.6k 左岸 11 1,995 1,995

19.6k 黒瀬 越水(溢水) 575 575 避難連絡
20.4k 左岸 12 575 575

20.4k 黒瀬 越水(溢水) 133 133 避難連絡
20.6k 左岸 13 133 133

20.6k 黒瀬 越水(溢水) 219 219 避難連絡 流下能力精査による
20.8k 左岸 14 219 219

20.8k 黒瀬・女米木 越水(溢水) 536 536 避難連絡
21.2k+275 左岸 15 536 536

23.2k+255 新波 越水(溢水) 295 295 避難連絡
23.6k+150 左岸 16 295 295

23.6k+150 新波 越水(溢水) 383 383 避難連絡 暫々堤完成
24.0k+9 左岸 17 383 383

24.0k+9 女米木 越水(溢水) 1,558 1,558 避難連絡
25.6k 左岸 18 1,558 1,558

小　　計 6,326 6,043 0 0 6,326 6,043 0 0
6,326 6,043 0 0 6,326 6,043 0 0

　注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

雄
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流

椿
　
川
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田
　
市

茨
　
島
　
出
　
張
　
所

評定種別
及び

図面番号
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 ２－２　重要水防箇所別調書前年度比較表（秋田河川国道事務所　その13）

令和８年度　重要水防箇所別調書
様式－２－２
河 地区名 令和８年度評定 令和７年度評定 対 策 水 防 関 連 水防警報 関 連 出
川 距離標 及び 堤防（ｍ） 工作物（箇所） 堤防（ｍ） 工作物（箇所） 変更理由等 計 画 対象 張
名 左右岸別 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工 法 名 等 観測所 市町村 所

25.6k 女米木 越水(溢水) 577 577 避難連絡
26.0k 左岸 19 577 577

26.4k 女米木 越水(溢水) 817 817 避難連絡
27.2k 左岸 20 817 817

27.2k 新波 越水(溢水) 314 314 避難連絡
27.6k 左岸 21 314 314

27.6k 新波 越水(溢水) 3,439 3,439 避難連絡 暫々堤整備中
30.4k 左岸 22 3,439 3,439

30.4k 新波 越水(溢水) 424 424 避難連絡 暫々堤整備中
30.8(1)k 左岸 23 424 424

30.8(1)k 新波 越水(溢水) 134 134 避難連絡 暫々堤整備中
31.0k 左岸 24 134 134

31.0k 新波 越水(溢水) 154 154 避難連絡 暫々堤整備中
32.0k 左岸 25 154 154

32.0k 新波 越水(溢水) 357 357 避難連絡 暫々堤整備中
32.2k 左岸 越水(溢水) 26 357 357

32.2k 新波 越水(溢水) 230 230 避難連絡 暫々堤整備中
32.2k+230 左岸 27 230 230

34.0k+130 新波 越水(溢水) 160 160 避難連絡
34.0k+290 左岸 28 160 160

小　　計 6,446 160 0 0 6,446 160 0 0
6,446 160 0 0 6,446 160 0 0

左岸合計 12,772 6,203 0 0 12,772 6,203 0 0
12,772 6,203 0 0 12,772 6,203 0 0

　注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長
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及び

図面番号
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 ２－２　重要水防箇所別調書前年度比較表（秋田河川国道事務所　その14）

令和８年度　重要水防箇所別調書
様式－２－２
河 地区名 令和８年度評定 令和７年度評定 対 策 水 防 関 連 水防警報 関 連 出
川 距離標 及び 堤防（ｍ） 工作物（箇所） 堤防（ｍ） 工作物（箇所） 変更理由等 計 画 対象 張
名 左右岸別 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工 法 名 等 観測所 市町村 所

16.8k+317 椿川 越水(溢水) 31 31 避難連絡 流下能力精査による
17.0k 右岸 29 31 31

17.0k 椿川 越水(溢水) 637 637 避難連絡
17.2k 右岸 30 637 637

17.2k 椿川 越水(溢水) 避難連絡
17.2k+406 右岸 30

20.0k+90 種沢 水衝洗掘 540 540 木流し工
20.4k+130 右岸 31 47 47 シート張り工

20.0k+136 種沢 越水(溢水) 540 540 避難連絡
20.4k+176 右岸 32 540 540

21.0+44 種沢 越水(溢水) 3,301 3,301 避難連絡 暫々堤完成
24.0k+476 右岸 33 3,301 3,301

26.2+6 種沢 越水(溢水) 1,144 1,144 避難連絡 暫々堤完成
27.6k 右岸 34 1,144 1,144

27.6k 左手子 越水(溢水) 1,317 1,317 避難連絡
28.4k 右岸 35 1,317 1,317

28.4k 左手子 越水(溢水) 避難連絡
28.8k 右岸 35

28.8k 左手子 越水(溢水) 2,185 2,185 避難連絡 暫々堤完成
30.8k(3)+340 右岸 36 2,185 2,185

右岸合計 7,170 2,525 0 0 7,170 2,525 0 0
7,170 2,032 0 0 7,170 2,032 0 0

雄物川下流合計 19,942 8,728 0 0 19,942 8,728 0 0
19,942 8,235 0 0 19,942 8,235 0 0

　注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長
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 ２－２　重要水防箇所別調書前年度比較表（秋田河川国道事務所　その15）

令和８年度　重要水防箇所別調書

河 地区名 令和８年度評定 令和７年度評定 対 策 水 防 関 連 水防警報 関 連 出
川 及び 堤防（ｍ） 工作物（箇所） 堤防（ｍ） 工作物（箇所） 変更理由等 計画 対象 張
名 左右岸別 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工 法 名 等 観測所 市町村 所

23.4k+160 女米木・種沢 中川橋 0 1 桁下余裕高不足

小　　計 0 0 0 1
0 0 0 0

　注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

評定種別
及び

図面番号
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 ２－２　重要水防箇所別調書前年度比較表（秋田河川国道事務所　その16）

令和８年度　重要水防箇所別調書
様式－２－２
河 地区名 令和８年度評定 令和７年度評定 対 策 水 防 関 連 水防警報 関 連 出
川 距離標 及び 堤防（ｍ） 工作物（箇所） 堤防（ｍ） 工作物（箇所） 変更理由等 計 画 対象 張
名 左右岸別 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工 法 名 等 観測所 市町村 所

11.8k 南福田 越水(溢水) 404 404 避難連絡
12.2k 左岸 1 404 404

13.2k+67 黒沢 基盤漏水 13 13 釜段工
13.2k+80 左岸 2 13 13

13.6k+90 黒沢 基盤漏水 1,972 1,972 釜段工
15.6k+90 左岸 3 1,795 1,795

15.4k+120 黒沢 越水(溢水) 486 486 避難連絡
16.0k 左岸 (暫定堤) 4 486 486

15.8k 川西 基盤漏水 236 236 釜段工
16.0k+47 左岸 5 47 47

16.0k+117 川西 越水(溢水) 1,473 1,473 避難連絡
17.6k 左岸 (暫定堤) 6 1,473 1,473

16.2k+117 川西 基盤漏水 727 727 釜段工
17.0k 左岸 7 0 0

17.6k 川西 越水(溢水) 902 902 避難連絡
18.4k+81 左岸 (暫定堤) 8 902 902

18.0k+20 川西 基盤漏水 1,742 1,742 釜段工
19.8k 左岸 9 866 866

18.4k+81 川西 越水(溢水) 299 299 避難連絡
18.8k 左岸 10 0 0

18.8k 川西 越水(溢水) 219 219 避難連絡
19.0k 左岸 11 0 0

19.0k 川西 越水(溢水) 402 402 避難連絡
19.4k 左岸 12 402 402

19.4k 川西 越水(溢水) 348 348 避難連絡
19.8k 左岸 13 0 0

19.8k+135 川西 越水(溢水) 162 162 避難連絡
20.2k 左岸 (暫定堤) 14 162 162

20.2k 川西 越水(溢水) 272 272 避難連絡
20.4k+64 左岸 （無堤） 15 272 272

22.4k 吉沢 越水(溢水) 234 234 避難連絡
22.6k 左岸 (暫定堤) 16 234 234

22.6k 吉沢 越水(溢水) 846 846 避難連絡
23.4k 左岸 （無堤） 17 846 846

左岸合計 3,875 6,862 0 0 3,875 6,862 0 0
3,875 4,027 0 0 3,875 4,027 0 0

　注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長
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 ２－２　重要水防箇所別調書前年度比較表（秋田河川国道事務所　その17）

令和８年度　重要水防箇所別調書
様式－２－２
河 地区名 令和８年度評定 令和７年度評定 対 策 水 防 関 連 水防警報 関 連 出
川 距離標 及び 堤防（ｍ） 工作物（箇所） 堤防（ｍ） 工作物（箇所） 変更理由等 計 画 対象 張
名 左右岸別 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工 法 名 等 観測所 市町村 所

0.2k 石脇 基盤漏水 80 80 釜段工
0.2k+80 右岸 18 80 80

0.2k 石脇 堤体漏水 80 80 避難連絡
0.2k+80 右岸 19 0 0

0.2k+80 石脇 基盤漏水 962 962 釜段工
1.4k+6 右岸 20 962 962

0.2k+80 石脇 堤体漏水 962 962 避難連絡
1.4k+6 右岸 21 0 0

3.2k+100 石脇 堤体漏水 165 165 避難連絡
3.5k 右岸 22 165 165

4.0k+32 川口 越水(溢水) 1,597 1,597 避難連絡
5.4k+47 右岸 （無堤） 23 1,597 1,597

7.4k+22 二十六木 基盤漏水 1,372 1,372 釜段工
9.0k+93 右岸 24 1,372 1,372

10.2k+120 荒町 基盤漏水 564 564 釜段工
10.2k+684 右岸 25 323 323

10.2k+443 荒町 越水(溢水) 1,258 1,258 避難連絡
11.4k+12 右岸 (暫定堤) 26 1,258 1,258

11.4k+12 荒町 越水(溢水) 153 153 避難連絡
11.6k 右岸 (暫定堤) 27 153 153

14.0k+20 曲沢 基盤漏水 314 314 釜段工
14.2k+119 右岸 28 314 314

14.8k 前郷 越水(溢水) 98 0 避難連絡 流下能力精査による
15.0k 右岸 29 98 0

15.0k 前郷 越水(溢水) 828 828 避難連絡
15.8k 右岸 30 828 828

15.8k 前郷 越水(溢水) 762 762 避難連絡
16.4k+154 右岸 31 762 762

16.4k+154 久保田 越水(溢水) 58 58 避難連絡
16.6k 右岸 （暫定堤） 32 58 58

16.6k 久保田 越水(溢水) 251 251 避難連絡
16.8k+73 右岸 （暫定堤） 33 251 251

小　　計 1,597 7,907 0 0 1,597 7,809 0 0
1,597 6,624 0 0 1,597 6,526 0 0

　注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長
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 ２－２　重要水防箇所別調書前年度比較表（秋田河川国道事務所　その18）

令和８年度　重要水防箇所別調書
様式－２－２
河 地区名 令和８年度評定 令和７年度評定 対 策 水 防 関 連 水防警報 関 連 出
川 距離標 及び 堤防（ｍ） 工作物（箇所） 堤防（ｍ） 工作物（箇所） 変更理由等 計 画 対象 張
名 左右岸別 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工 法 名 等 観測所 市町村 所

17.4k+160 久保田 基盤漏水 941 941 釜段工
18.4k+131 右岸 34 941 941

19.2k 山本 越水(溢水) 2,108 2,108 避難連絡
21.4k 右岸 （暫定堤） 35 2,108 2,108

21.4k 山本 越水(溢水) 545 545 避難連絡
22.0k 右岸 36 545 545

小　　計 2,653 941 0 0 2,653 941 0 0
2,653 941 0 0 2,653 941 0 0

右岸合計 4,250 8,848 0 0 4,250 8,750 0 0
4,250 7,565 0 0 4,250 7,467 0 0

子吉川合計 8,125 15,710 0 0 8,125 15,612 0 0
8,125 11,592 0 0 8,125 11,494 0 0

　注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長
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 ２－２　重要水防箇所別調書前年度比較表（秋田河川国道事務所　その19）

令和８年度　重要水防箇所別調書
様式－２－２
河 地区名 令和８年度評定 令和７年度評定 対 策 水 防 関 連 水防警報 関 連 出
川 距離標 及び 堤防（ｍ） 工作物（箇所） 堤防（ｍ） 工作物（箇所） 変更理由等 計 画 対象 張
名 左右岸別 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工 法 名 等 観測所 市町村 所

0.0k 石沢川 基盤漏水 1,196 1,196 釜段工
1.2k+20 左岸 37 1,196 1,196 月の輪工

0.2k 石沢川 越水(溢水) 200 200 避難連絡
0.4k 左岸 (暫定堤) 38 0 0

0.4k 石沢川 越水(溢水) 169 169 避難連絡
0.4k+169 左岸 (暫定堤) 39 0 0

1.2k+25 石沢川 越水(溢水) 584 584 避難連絡
1.8k 左岸 （無堤） 40 584 584

2.0k+127 石沢川 越水(溢水) 128 128 避難連絡
2.2k 左岸 (暫定堤) 41 128 128

2.2k 石沢川 越水(溢水) 207 207 避難連絡
2.4k 左岸 (暫定堤) 42 207 207

2.4k 石沢川 越水(溢水) 165 165 避難連絡 流下能力精査による
2.6k 左岸 (暫定堤) 43 165 165

2.4k+144 石沢川 基盤漏水 6 6 釜段工
2.4k+150 左岸 44 0 0

2.4k+150 石沢川 基盤漏水 15 15 釜段工
2.6k 左岸 45 0 0

左岸合計 919 1,751 0 0 919 1,751 0 0
919 1,361 0 0 919 1,361 0 0

河 地区名 令和８年度評定 令和７年度評定 対 策 水 防 関 連 水防警報 関 連 出
川 距離標 及び 堤防（ｍ） 工作物（箇所） 堤防（ｍ） 工作物（箇所） 変更理由等 計 画 対象 張
名 左右岸別 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工 法 名 等 観測所 市町村 所

1.8k 石沢川 越水(溢水) 137 137 避難連絡
2.0k 右岸 (暫定堤) 46 137 137

2.0k 石沢川 越水(溢水) 65 65 避難連絡
2.0k+65 右岸 (暫定堤) 47 65 65

2.0k+65 石沢川 越水(溢水) 244 244 避難連絡 流下能力精査による
2.4k 右岸 (暫定堤) 48 244 244

2.4k 石沢川 越水(溢水) 230 230 避難連絡
2.6k 右岸 (暫定堤) 49 230 230

右岸合計 230 446 0 0 230 446 0 0
230 446 0 0 230 446 0 0

石沢川合計 1,149 2,197 0 0 1,149 2,197 0 0
1,149 1,807 0 0 1,149 1,807 0 0

　注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長
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 ２－２　重要水防箇所別調書前年度比較表（秋田河川国道事務所　その20）

令和８年度　重要水防箇所別調書
様式－２－２
河 地区名 令和８年度評定 令和７年度評定 対 策 水 防 関 連 水防警報 関 連 出
川 距離標 及び 堤防（ｍ） 工作物（箇所） 堤防（ｍ） 工作物（箇所） 変更理由等 計 画 対象 張
名 左右岸別 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工 法 名 等 観測所 市町村 所

4.0k+80 本荘 飛鳥大橋 (1) 桁下高-洪水時水位が余裕高未満

・川口 (流下能力不足)

7.6k 二十六木 1 1 桁下高-洪水時水位が余裕高未満

・岡本 50 (桁下余裕高不足)

15.2k+170 黒沢・前郷 滝沢川橋梁 1 1 桁下高-洪水時水位が余裕高未満

51 (桁下余裕高不足)

16.0k+30 川西・前郷 滝沢橋 (1) 桁下高-洪水時水位が余裕高未満

(流下能力不足)

16.6k+120 川西 森子橋 0 1 桁下高-洪水時水位が余裕高未満

・久保田 (桁下余裕高不足)

20.0k+70 川西・山本 長瀬橋 1 1 桁下高-洪水時水位が余裕高未満

52 (桁下余裕高不足)

22.2k+10 吉沢・山本 吉沢橋 (1) 桁下高-洪水時水位が余裕高未満

(流下能力不足)

22.2k+120 吉沢・山本 吉沢鉄道橋 (1) 桁下高-洪水時水位が余裕高未満

(流下能力不足)

2.4k+150 石沢川 烏川橋 (1) 桁下高-洪水時水位が余裕高未満

(流下能力不足)

小　　計 0 3 1 3
0 0 0 0

　注）　（）で示した流下能力不足による重要水防箇所は、様式－２－１の対象外とする
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地　区　名
河　　川　　名 距　　離　　標 及　　　び 延　　　長 図面番号 水防警報対象観測所 関連市町村 出　張　所

左右岸別

地　区　名
河　　川　　名 距　　離　　標 及　　　び 延　　　長 図面番号 水防警報対象観測所 関連市町村 出　張　所

左右岸別

0
合　計　

茨島出張所

２－２　「特定の区間」調書　（秋田河川国道事務所　その２）

子吉川 該　当　な　し 二十六木橋
由利本荘市 子吉川出張所

支川石沢川 該　当　な　し 鮎　瀬

5,900

２－２　「特定の区間」調書　（秋田河川国道事務所　その１）

椿川

合　計　

雄物川下流 2.1k～8.0k
割山地区～仁井田地区

右岸
5,900 秋田市
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様式－２－２

河 地 区 名 対 策 水 防 関連 水防警報 関   連 出

川 距 離 標 及    び 変  更  理  由  等 計画 対    象 張

名 左右岸別 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工 法 名 等 観 測 所 市 町 村 所

 30.8 福 部 羅 越 水 6,587 6,587 避難誘導 H.W.L-1m堤整備 神 宮 寺 大仙市

～  37.9 右  岸 （暫々堤） 6,587 6,587 （協和地区）

 32.3 清 水 木 協 雄 大 橋 避難誘導 桁下高不足 神 宮 寺 大仙市
福 部 羅 （協和地区）

34.8 強 首 越 水 221 221 避難誘導 正手沢樋門 神 宮 寺 大仙市

～  35.0 左　岸 （暫々堤） 221 221 （西仙北地区）

 36.2 強 首 越 水 3,843 3,843 避難誘導 H.W.L-1m堤整備 神 宮 寺 大仙市

 ～  40.4 左  岸 （暫々堤） 3,843 3,843 （西仙北地区）

 36.9 強 首 福 部 羅 橋 避難誘導 橋長不足、桁下高不足 神 宮 寺 大仙市
福 部 羅 （西仙北・協和地区）

 41.7 湯 野 沢 越 水 276 276 積土のう工 神 宮 寺 大仙市

 ～  42.0 右  岸 （無 堤） 276 276 避難誘導 （協和地区）

 42.0 強 首 強 首 橋 避難誘導 桁下高不足 神 宮 寺 大仙市
岩 瀬 （協和・西仙北地区）

 42.0 強 首 越 水 270 270 積土のう工 H.W.L-1m堤整備 神 宮 寺 大仙市

 ～  42.2 左  岸 （暫々堤） 270 270 避難誘導 （西仙北地区）

 42.0 岩 瀬 越 水 1,676 1,676 積土のう工 神 宮 寺 大仙市

 ～  43.8 右  岸 （無 堤） 1,676 1,676 避難誘導 （協和地区）

 42.2 寺 館 大 巻 越 水 5,125 5,125 積土のう工 H.W.L-1m堤整備 神 宮 寺 大仙市

 ～  47.0 左  岸 （暫々堤） 5,125 5,125 避難誘導 （西仙北地区）

 43.8 岩 瀬 越 水 1,087 1,087 積土のう工 H.W.L堤整備 神 宮 寺 大仙市

 ～  44.8 右  岸 （ 暫 堤 ） 1,087 1,087 避難誘導 （協和地区）

 45.0 中 村 越 水 2,763 2,763 避難誘導 H.W.L-1m堤整備 神 宮 寺 大仙市

 ～  47.6 右  岸 （暫々堤） 2,763 2,763 （協和地区）

 47.0 北 野 目 越 水 1,373 1,373 積土のう工 H.W.L-1m堤整備 神 宮 寺 大仙市

～  48.6 左  岸 （暫々堤） 1,373 1,373 避難誘導 （西仙北地区）

 47.6 芦 沢 越 水 1,044 1,044 避難誘導 H.W.L-1m堤整備 神 宮 寺 大仙市

～  48.5 右  岸 （暫々堤） 1,044 1,044 （協和地区）

 48.5 刈 和 野 越 水 239 239 避難誘導 神 宮 寺 大仙市

～  48.8 右  岸 （暫々堤） 239 239 （西仙北地区）

 48.8 北 野 目 越 水 842 613 842 613 積土のう工 H.W.L-1m堤整備 神 宮 寺 大仙市

～  50.4 左  岸 (暫々堤） 842 613 842 613 避難誘導 （西仙北地区）

 48.8 北 野 目 堤 体 漏 水 0 1,455 0 1,455 積土のう工 H.W.L-1m堤整備 神 宮 寺 大仙市

～  50.4 左  岸 (暫々堤） 0 642 0 642 避難誘導 49.0km～49.2km 重点監視区間 （西仙北地区）

 49.2 刈 和 野 越 水 797 797 避難誘導 流下能力不足 神 宮 寺 大仙市

～  50.0 右  岸 (特殊堤） 797 797 （西仙北地区）

 50.2 刈 和 野 越 水 531 531 避難誘導 H.W.L-1m堤整備 神 宮 寺 大仙市

～  50.7 右  岸 (暫々堤） 531 531 （西仙北地区）

25,877 2,865 25,877 2,865
25,877 2,052 25,877 2,052

注） 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長　　　《暫堤　ＨＷＬ以上の堤防》　《暫々堤　ＨＷＬ未満の堤防》 雄物川　①
白抜き は、危険水位設定箇所

※　堤防詳細点検において「堤体漏水」及び「基礎地盤漏水」に対して対策が必要な区間のうち、200m区間を重点監視区間（Ａ）として設定しています。
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様式－２－２

河 地 区 名 対 策 水 防 関連 水防警報 関   連 出

川 距 離 標 及    び 変  更  理  由  等 計画 対    象 張

名 左右岸別 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工 法 名 等 観 測 所 市 町 村 所

 50.7 宇留井谷地 越 水 1,780 1,780 避難誘導 H.W.L-1m堤整備 神 宮 寺 大仙市

～  52.4 右  岸 (暫々堤） 1,780 1,780 （神岡地区）

 52.4 神 宮 寺 越 水 2,054 150 2,054 150 避難誘導 H.W.L-1m堤整備 神 宮 寺 大仙市

～  54.6 右  岸 (暫々堤） 2,054 150 2,054 150 （神岡地区）

 52.6 皆 別 当 越 水 383 383 避難誘導 物渡台地区 神 宮 寺 大仙市

～  52.8 左  岸 （無 堤） 383 383 （南外地区）

 53.5 北 楢 岡 水衝・洗掘 54 54 木流し工 神 宮 寺 大仙市

～  53.9 右  岸 0 0 （神岡地区）

 54.0 西 板 戸 越 水 144 1,727 144 1,727 積土のう工 H.W.L堤整備 神 宮 寺 大仙市

～  55.7 左  岸 （暫 定） 144 1,727 144 1,727 避難誘導 （南外地区）

 54.6 神 宮 寺 基礎地盤漏水 1,107 1,107 釜  段  工 神 宮 寺 大仙市

～  55.7 右  岸 （暫 定） 1,107 1,107 （神岡地区）

 54.7 神 宮 寺 越 水 70 395 70 395 避難誘導 神 宮 寺 大仙市

～  55.3 右  岸 （暫 定） 0 0 0 0 （神岡地区）

 55.3 神 宮 寺 越 水 1,457 1,457 避難誘導 神 宮 寺 大仙市

 ～  56.6 右  岸 (暫 堤） 1,457 1,457 （神岡地区）

 55.7 神 宮 寺 基礎地盤漏水 382 614 382 614 釜  段  工 詳細点検による基礎地盤漏水の恐れ 神 宮 寺 大仙市

～  56.6 右  岸 (暫々堤） 0 0 0 0 55.9km～56.1km 重点監視区間 （神岡地区）

 55.8 楢 岡 川 越 水 505 505 避難誘導 神 宮 寺 大仙市

～  56.5 左  岸 （無 堤） 505 505 （南外地区）

 56.5 南 外 基礎地盤漏水 200 2,674 200 2,674 釜  段  工 詳細点検による基礎地盤漏水の恐れ 神 宮 寺 大仙市

～  59.0 左  岸 (完成堤） 200 2,674 200 2,674 56.5km～56.7km 重点監視区間 （南外地区）

 56.5 南 外 堤 体 漏 水 200 2,674 200 2,674 月の輪工 詳細点検結果による堤体漏水の恐れ 神 宮 寺 大仙市

～  59.0 左  岸 (完成堤） 0 0 0 0 56.5km～56.7km 重点監視区間 （南外地区）

 56.6 神 宮 寺 越 水 1,964 1,964 積土のう工 流下能力不足 神 宮 寺 大仙市

～  60.6 右  岸 (完成堤） 1,964 1,964 避難誘導 （神岡地区）

 58.8 南 外 越 水 230 230 避難誘導 流下能力不足 神 宮 寺 大仙市

～  59.1 左  岸 (完成堤） 230 230 （南外地区）

 59.0 南 外 岳 見 橋 避難誘導 桁下高不足　 神 宮 寺 大仙市
神 宮 寺 (神岡・南外地区)

 59.0 南 外 岳 見 橋 避難誘導 桁下高不足　 神 宮 寺 大仙市
神 宮 寺 側 道 橋 (神岡・南外地区)

 60.6 間 倉 越 水 673 673 積土のう工 流下能力不足 神 宮 寺 大仙市

～  61.2 右  岸 （完成堤） 673 673 避難誘導 （神岡地区）

 61.7 花 館 越 水 1,620 1,620 積土のう工 流下能力不足 大 曲 橋 大仙市

～  63.6 右  岸 (完成堤） 1,620 1,620 避難誘導 （大曲地区）

 62.1 大 曲 左 岸 越 水 3,417 3,417 積土のう工 流下能力不足 大 曲 橋 大仙市

～  66.2 左  岸 (完成堤） 3,417 3,417 避難誘導 （大曲地区）

5,772 18,702 5,772 18,702
5,066 15,019 5,066 15,019

注） 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長　　　《暫堤　ＨＷＬ以上の堤防》　《暫々堤　ＨＷＬ未満の堤防》 雄物川　②
白抜き は、危険水位設定箇所

※　堤防詳細点検において「堤体漏水」及び「基礎地盤漏水」に対して対策が必要な区間のうち、200m区間を重点監視区間（Ａ）として設定しています。
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様式－２－２

河 地 区 名 対 策 水 防 関連 水防警報 関   連 出

川 距 離 標 及    び 変  更  理  由  等 計画 対    象 張

名 左右岸別 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工 法 名 等 観 測 所 市 町 村 所

 62.4 大 曲 左 岸 基礎地盤漏水 250 250 釜  段  工 旧河道  １種側帯計画 有 大 曲 橋 大仙市

～ 62.6 左  岸 （完成堤） 0 0 （大曲地区）

 62.8 大 曲 左 岸 基礎地盤漏水 80 80 釜  段  工 旧河道  １種側帯計画 有 大 曲 橋 大仙市

～  62.9 左  岸 （完成堤） 0 0 （大曲地区）

 62.8 花 館 水衝・洗掘 300 300 木流し工 大 曲 橋 大仙市

～  63.1 右  岸 0 0 （大曲地区）

 63.0 大 曲 左 岸 大 曲 大 橋 避難誘導 桁下高不足 大 曲 橋 大仙市
大 曲 右 岸 （大曲地区）

 63.6 大 曲 左 岸 姫 神 橋 避難誘導 桁下高不足 大 曲 橋 大仙市
大 曲 右 岸 （大曲地区）

 63.6 大 曲 右 岸 水衝・洗掘 0 127 木流し工 R7年度対策済み 大 曲 橋 大仙市

～  63.7 右  岸 0 0 （大曲地区）

 63.6 大 曲 右 岸 越 水 1,849 1,849 積土のう工 流下能力不足 大 曲 橋 大仙市

～  66.0 右  岸 (完成堤） 1,849 1,849 避難誘導 （大曲地区）

 65.2 大 曲 左 岸 大曲花火大橋 避難誘導 桁下高不足 大 曲 橋 大仙市
大 曲 右 岸 （大曲地区）

 66.0 大 曲 右 岸 堤 体 漏 水 904 904 月の輪工 大 曲 橋 大仙市

～  67.8 右  岸 (完成堤） 904 904 （大曲地区）

 66.4 大 曲 右 岸 越 水 1,180 1,180 積土のう工 流下能力不足 大 曲 橋 大仙市

～  67.8 右  岸 (完成堤） 1,180 1,180 避難誘導 （大曲地区）

 67.8 大 曲 右 岸 堤 体 漏 水 1,201 1,201 月の輪工 大 曲 橋 大仙市

～  69.4 右  岸 (完成堤） 1,201 1,201 （大曲地区）

 67.8 大 曲 右 岸 基礎地盤漏水 1,201 1,201 釜  段  工 大 曲 橋 大仙市

～  69.4 右  岸 (完成堤） 0 0 （大曲地区）

 68.0 大 曲 右 岸 越 水 198 198 積土のう工 流下能力不足 大 曲 橋 大仙市

～  68.2 右  岸 (完成堤） 0 0 避難誘導 （大曲地区）

 68.0 大 曲 左 岸 基礎地盤漏水 80 80 釜  段  工 旧河道  １種側帯計画 有 大 曲 橋 大仙市

～  68.1 左  岸 (完成堤） 0 0 （大曲地区）

 68.5 大 曲 左 岸 基礎地盤漏水 150 150 釜  段  工 旧河道  １種側帯計画 有 大 曲 橋 大仙市

～  68.7 左  岸 (完成堤） 0 0 （大曲地区）

 69.2 大 曲 右 岸 越 水 301 301 積土のう工 流下能力不足 大 曲 橋 大仙市

～  69.4 右　岸 (完成堤） 301 301 避難誘導 （大曲地区）

 70.2 小 中 島 越 水 2,061 2,061 積土のう工 雄物川橋 大仙市

～  71.3 左  岸 （無 堤） 2,061 2,061 避難誘導 （大曲地区）

2,361 7,394 2,488 7,394
2,061 5,435 2,061 5,435

注） 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長　　　《暫堤　ＨＷＬ以上の堤防》　《暫々堤　ＨＷＬ未満の堤防》 雄物川　③
白抜き は、危険水位設定箇所

※　堤防詳細点検において「堤体漏水」及び「基礎地盤漏水」に対して対策が必要な区間のうち、200m区間を重点監視区間（Ａ）として設定しています。
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様式－２－２

河 地 区 名 対 策 水 防 関連 水防警報 関   連 出

川 距 離 標 及    び 変  更  理  由  等 計画 対    象 張

名 左右岸別 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工 法 名 等 観 測 所 市 町 村 所

 71.0 角間川第一 越 水 189 189 積土のう工 流下能力不足 雄物川橋 大仙市

～  71.2 右　岸 (完成堤） 189 189 避難誘導 （大曲地区）

 71.3 小 中 島 越 水 136 136 積土のう工 流下能力不足 雄物川橋 横手市

～  71.4 左　岸 (完成堤） 136 136 避難誘導 （大森地区）

 71.3 小 中 島 大 川 橋 避難誘導 桁下高不足 雄物川橋 横手市
角間川第一 （大森地区）

 71.4 小 中 島 雄物川第1橋梁 避難誘導 桁下高不足 雄物川橋 横手市
角間川第一 （大森地区）

 71.3 小 中 島 堤 体 漏 水 200 4,017 200 4,017 月の輪工 詳細点検結果による堤体漏水の恐れ 雄物川橋 横手市

～  75.3 左  岸 (暫 堤） 0 4,017 0 4,017 72.2km～72.4km 重点監視区間 （大森地区）

 71.4 小 中 島 越 水 676 487 676 487 積土のう工 雄物川橋 横手市

～  72.5 左  岸 (暫 堤） 676 487 676 487 避難誘導 （大森地区）

 71.6 角間川第二 越 水 3,140 3,140 積土のう工 流下能力不足 雄物川橋 大仙市

～  74.6 右　岸 (完成堤） 3,140 3,140 避難誘導 （大曲地区）

 72.5 川 西 越 水 2,234 2,234 積土のう工 流下能力不足 雄物川橋 横手市

～  74.6 左  岸 (完成堤） 0 0 避難誘導 （大森地区）

 74.6 野 崎 越 水 631 631 積土のう工 雄物川橋 大仙市

～  75.2 右  岸 (暫 堤） 631 631 避難誘導 （大曲地区）

 74.5 川 西 基礎地盤漏水 700 700 釜 段 工 雄物川橋 横手市

～  75.3 左  岸 (完成堤） 700 700 （大森地区）

 76.0 阿 気 越 水 266 266 積土のう工 流下能力不足 雄物川橋 横手市

～  76.2 右  岸 (完成堤） 266 266 避難誘導 （大森地区）

 77.0 阿 気 水衝・洗掘 0 80 木流し工 R7年度対策済み 雄物川橋 横手市

～  77.1 右  岸 0 0 （大森地区）

 77.0 大 森 越 水 358 358 積土のう工 流下能力不足 雄物川橋 横手市

～  77.4 左  岸 (完成堤） 358 358 避難誘導 （大森地区）

 77.8 館 合 越 水 221 221 積土のう工 流下能力不足 雄物川橋 横手市

～  78.0 右  岸 (完成堤） 221 221 避難誘導 （大森地区）

 78.2 館 合 越 水 185 185 積土のう工 流下能力不足 雄物川橋 横手市

～  78.6 右  岸 (完成堤） 185 185 避難誘導 （大森地区）

 78.6 大 森 越 水 2,352 2,352 積土のう工 流下能力不足 雄物川橋 横手市

～  80.6 左  岸 (完成堤） 2,352 2,352 避難誘導 （大森地区）

 79.4 鳥 屋 場 越 水 185 185 積土のう工 雄物川橋 横手市

～  79.6 右  岸 (暫 堤） 185 185 避難誘導 (雄物川地区)

 79.6 大 森 山 城 堰 避難誘導 浸透路長不足 雄物川橋 横手市
左  岸 用 水 樋 管 許可工作物 (大森地区)

 80.0 鳥 屋 場 越 水 248 347 248 347 積土のう工 雄物川橋 横手市

～  80.8 右  岸 ( 暫 堤 ） 248 347 248 347 避難誘導 (雄物川地区)

1,755 14,817 1,835 14,817
1,555 12,583 1,555 12,583

注） 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長　　　《暫堤　ＨＷＬ以上の堤防》　《暫々堤　ＨＷＬ未満の堤防》 雄物川　④
白抜き は、危険水位設定箇所

※　堤防詳細点検において「堤体漏水」及び「基礎地盤漏水」に対して対策が必要な区間のうち、200m区間を重点監視区間（Ａ）として設定しています。
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様式－２－２

河 地 区 名 対 策 水 防 関連 水防警報 関   連 出

川 距 離 標 及    び 変  更  理  由  等 計画 対    象 張

名 左右岸別 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工 法 名 等 観 測 所 市 町 村 所

 80.0 鳥 屋 場 堤 体 漏 水 200 1,968 200 1,968 月の輪工 詳細点検結果による堤体漏水の恐れ 雄物川橋 横手市

～  82.4 右  岸 (暫 堤） 0 1,621 0 1,621 82.2km～82.4km 重点監視区間 (雄物川地区)

 80.2 大 森 山城堰頭首工 避難誘導 流下能力不足 雄物川橋 横手市
鳥 屋 場 （大森地区）

 80.8 鳥 屋 場 越 水 48 1,276 48 1,276 避難誘導 雄物川橋 横手市

～  82.4 右  岸 （無 堤） 48 1,276 48 1,276 (雄物川地区)

 81.2 矢 神 越 水 2,464 2,464 避難誘導 流下能力不足 雄物川橋 横手市

～83.6 左  岸 (完成堤） 2,464 2,464 (雄物川地区)

 82.4 沼 館 越 水 2,463 2,463 積土のう工 流下能力不足     雄物川橋 横手市
～85.0 右  岸 ( 完 成 堤 ） 2,463 2,463 避難誘導 (雄物川地区)

 82.4 沼 館 堤 体 漏 水 2,518 2,518 避難誘導 雄物川橋 横手市

 ～  84.6 右  岸 ( 完 成 堤 ） 0 0 (雄物川地区)

 83.2 矢 神 沼 館 橋 避難誘導 橋長不足、桁下高不足 雄物川橋 横手市
沼 館 (雄物川地区)

 83.9 今 宿 越 水 284 284 避難誘導 雄物川橋 横手市

～  84.2 左  岸 (暫 堤） 284 284 (雄物川地区)

 84.2 今 宿 越 水 293 293 避難誘導 雄物川橋 横手市

～  84.4 左  岸 （無 堤） 293 293 (雄物川地区)

 84.4 今 宿 越 水 557 557 避難誘導 雄物川橋 横手市

～  85.0 左  岸 (暫々堤） 557 557 (雄物川地区)

 85.0 今 宿 越 水 545 545 避難誘導 雄物川橋 横手市

～  85.7 左  岸 （無 堤） 545 545 （雄物川地区）

 85.2 福 地 越 水 493 493 避難誘導 85.2～85.6k霞堤区間 雄物川橋 横手市

～  85.6 右  岸 （ 無 堤 ） 493 493 （雄物川地区）

 85.2 福 地 堤 体 漏 水 330 330 避難誘導 85.2～85.6k霞堤区間 雄物川橋 横手市

～  85.4 右  岸 （ 無 堤 ） 0 0 （雄物川地区）

 85.4 福 地 水衝・洗掘 0 70 木流し工 R7年度対策済み 雄物川橋 横手市

～  85.5 右  岸 0 0 （雄物川地区）

 86.8 福 地 越 水 729 729 積土のう工 流下能力不足 雄物川橋 横手市

～  87.6 右  岸 （完成堤） 729 729 避難誘導 （雄物川地区）

 88.0 鵜 の 巣 越 水 687 687 積土のう工 流下能力不足 雄物川橋 羽後町

～ 88.7 左  岸 （完成堤） 687 687 避難誘導

 88.32 福 地 堤 体 漏 水 1,352 1,352 月の輪工 詳細点検結果による堤体漏水の恐れ 雄物川橋 横手市

～ 89.4 右  岸 (完成堤） 1,352 1,352 （雄物川地区）

 88.7 鵜 の 巣 越 水 547 547 避難誘導 流下能力不足 雄物川橋 羽後町

～ 89.1 左  岸 (特殊堤） 547 547

 89.2 鵜 の 巣 越 水 135 135 積土のう工 流下能力不足 雄物川橋 羽後町
左  岸 (完成堤） 135 135 避難誘導

2,750 14,139 2,820 14,139
2,220 11,274 2,220 11,274

注） 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長　　　《暫堤　ＨＷＬ以上の堤防》　《暫々堤　ＨＷＬ未満の堤防》 雄物川　⑤
白抜き は、危険水位設定箇所

※　堤防詳細点検において「堤体漏水」及び「基礎地盤漏水」に対して対策が必要な区間のうち、200m区間を重点監視区間（Ａ）として設定しています。
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様式－２－２

河 地 区 名 対 策 水 防 関連 水防警報 関   連 出

川 距 離 標 及    び 変  更  理  由  等 計画 対    象 張

名 左右岸別 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工 法 名 等 観 測 所 市 町 村 所

 89.2 下 川 原 越 水 353 353 積土のう工 流下能力不足 雄物川橋 羽後町

～ 89.6 左  岸 (完成堤） 353 353 避難誘導

 89.8 下 川 原 水衝・洗掘 0 220 木流し工 R7年度対策済み 雄物川橋 羽後町

～ 90.8 左  岸 0 0

 91.8 下 川 原 堤 体 漏 水 441 441 月の輪工 詳細点検結果による堤体漏水の恐れ 雄物川橋 羽後町

～  92.2 左  岸 (完成堤） 0 0

 92.8 睦 合 堤 体 漏 水 400 400 月の輪工 詳細点検結果による堤体漏水の恐れ 雄物川橋 横手市

～ 93.2 右  岸 (完成堤） 400 400 （十文字地区）

 93.0 大 久 保 越 水 806 1,526 806 1,526 避難誘導 流下能力不足 雄物川橋 羽後町

～ 95.4 左  岸 (完成堤） 806 1,526 806 1,526

 93.0 睦 合 越 水 1,122 1,122 積土のう工 流下能力不足 雄物川橋 横手市

～ 94.0 右  岸 (完成堤） 1,122 1,122 避難誘導 （十文字地区）

 93.15 福 島 堤 体 漏 水 210 210 月の輪工 詳細点検結果による堤体漏水の恐れ 雄物川橋 羽後町

～ 93.35 左  岸 (完成堤） 0 0

 93.2 福 島 今 泉 橋 避難誘導 桁下高不足 雄物川橋 横手市
睦 合 （十文字地区）

 93.4 大 久 保 水衝・洗掘 200 200 木流し工 雄物川橋 羽後町

～ 93.6 左  岸 0 0

 93.9 陸 合 下堰用水樋管 避難誘導 浸透路長不足 雄物川橋 横手市
右  岸 ゲート改善　許可工作物 （十文字地区）

 93.9 大 久 保 水衝・洗掘 120 120 木流し工 　 雄物川橋 羽後町

～ 94.0 左  岸 0 0

 94.2 白 子 川 越 水 667 667 積土のう工 　 雄物川橋 湯沢市

～ 95.0 右  岸 (暫 堤） 667 667 避難誘導 （湯沢地区）

 94.5 大 久 保 水衝・洗掘 550 550 木流し工 　 雄物川橋 羽後町

～ 95.1 左  岸 0 0 柳 田 橋

 95.0 柳 田 越 水 210 604 210 604 積土のう工 　 柳 田 橋 湯沢市

～ 95.8 右  岸 (暫々堤） 210 0 210 0 避難誘導 　 （湯沢地区）

 95.1 柳 田 堤 体 漏 水 200 2,144 200 2,144 月の輪工 詳細点検結果による堤体漏水の恐れ 柳 田 橋 湯沢市

～ 97.3 右  岸 (暫々堤） 0 2,144 0 2,144 96.6km～96.8km 重点監視区間 （湯沢地区）

 95.5 羽 後 越 水 158 338 158 338 避難誘導 柳 田 橋 湯沢市

～ 96.2 左  岸 (暫 堤） 158 338 158 338 （湯沢地区）

 95.5 羽 後 水衝・洗掘 100 100 木流し工 柳 田 橋 湯沢市

～ 95.6 左  岸 0 0 （湯沢地区）

 95.8 羽 後 水衝・洗掘 100 100 木流し工 柳 田 橋 羽後町

～ 96.0 左  岸 0 0

 95.8 柳 田 越 水 593 593 積土のう工 柳 田 橋 湯沢市

～ 96.9 右  岸 (暫 堤） 0 0 避難誘導 （湯沢地区）

2,361 8,481 2,581 8,481
1,841 5,883 1,841 5,883

注） 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長　　　《暫堤　ＨＷＬ以上の堤防》　《暫々堤　ＨＷＬ未満の堤防》 雄物川　⑥
白抜き は、危険水位設定箇所

※　堤防詳細点検において「堤体漏水」及び「基礎地盤漏水」に対して対策が必要な区間のうち、200m区間を重点監視区間（Ａ）として設定しています。
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様式－２－２

河 地 区 名 対 策 水 防 関連 水防警報 関   連 出

川 距 離 標 及    び 変  更  理  由  等 計画 対    象 張

名 左右岸別 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工 法 名 等 観 測 所 市 町 村 所

 96.2 羽 後 越 水 360 84 360 84 避難誘導 柳 田 橋 羽後町

～ 96.7 左  岸 （無 堤） 360 84 360 84

 96.5 羽 後 京 塚 橋 避難誘導 橋長不足 柳 田 橋 湯沢市（湯沢地区）

柳 田 羽後町

 96.7 羽 後 越 水 83 83 避難誘導 柳 田 橋 湯沢市

～ 97.1 左  岸 (暫々堤） 83 83 （湯沢地区）

97.04 柳 田 越 水 100 100 避難誘導 柳 田 橋 湯沢市

 ～ 97.14 右  岸 (暫々堤） 0 0 （湯沢地区）

 97.1 羽 後 越 水 305 305 積土のう工 流下能力不足 柳 田 橋 羽後町

～ 97.5 左  岸 (完成堤） 305 305 避難誘導

 97.2 柳 田 越 水 50 112 50 112 避難誘導 柳 田 橋 湯沢市

 ～ 97.6 右  岸 （ 無 堤 ） 50 112 50 112 （湯沢地区）

 97.5 羽 後 越 水 1,081 1,081 積土のう工 柳 田 橋 羽後町

 ～ 98.4 左  岸 (暫 堤） 1,081 1,081 避難誘導 岩 館

 97.6 柳 田 越 水 865 397 865 397 積土のう工 流下能力不足 岩 館 湯沢市

～ 99.0 右  岸 (完成堤） 865 397 865 397 避難誘導 （湯沢地区）

 97.7 羽 後 柳 田 橋 避難誘導 桁下高不足 柳 田 橋 湯沢市（湯沢地区）

柳 田 羽後町

 97.9 柳 田 堤 体 漏 水 2,170 2,170 月の輪工 詳細点検結果による堤体漏水の恐れ 岩 館 湯沢市

～100.12 右  岸 (暫 堤） 0 0 （湯沢地区）

 98.4 羽 後 越 水 90 294 90 294 積土のう工 流下能力不足 岩 館 羽後町

～ 98.8 左  岸 (完成堤） 90 294 90 294 避難誘導

 98.8 山 田 越 水 190 2,889 190 2,889 避難誘導 岩 館 湯沢市

～ 101.9 左  岸 (暫 堤） 190 2,889 190 2,889 （湯沢地区）

 99.0 柳 田 越 水 667 1,703 667 1,703 避難誘導 岩 館 湯沢市

～ 101.1 右  岸 (暫 堤） 667 1,703 667 1,703 （湯沢地区）

 99.0 山 田 堤 体 漏 水 2,057 2,057 月の輪工 岩 館 湯沢市

～ 101.15 左  岸 (暫 堤） 0 0 （湯沢地区）

101.1 山 田 文 月 橋 避難誘導 橋長不足、桁下高不足 岩 館 湯沢市
湯 沢 （湯沢地区）

101.1 湯 沢 水衝・洗掘 0 50 木流し工 R7年度対策済み 岩 館 湯沢市

～ 101.2 右  岸 0 0 （湯沢地区）

101.1 湯 沢 越 水 752 752 積土のう工 流下能力不足 岩 館 湯沢市

～ 101.9 右  岸 （完成堤） 752 752 避難誘導 （湯沢地区）

101.6 湯 沢 水衝・洗掘 0 260 木流し工 R7年度対策済み 岩 館 湯沢市

～ 101.9 右  岸 0 0 （湯沢地区）

101.9 山 田 越 水 301 301 積土のう工 岩 館 湯沢市

～ 102.8 左  岸 (暫 堤） 301 301 避難誘導 （湯沢地区）

3,403 11,147 3,713 11,147
3,303 6,920 3,303 6,920

注） 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長　　　《暫堤　ＨＷＬ以上の堤防》　《暫々堤　ＨＷＬ未満の堤防》 雄物川　⑦
白抜き は、危険水位設定箇所

※　堤防詳細点検において「堤体漏水」及び「基礎地盤漏水」に対して対策が必要な区間のうち、200m区間を重点監視区間（Ａ）として設定しています。
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様式－２－２

河 地 区 名 対 策 水 防 関連 水防警報 関   連 出

川 距 離 標 及    び 変  更  理  由  等 計画 対    象 張

名 左右岸別 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工 法 名 等 観 測 所 市 町 村 所

102.8 山 田 水衝・洗掘 0 220 木流し工 R7年度対策済み 岩 館 湯沢市

～ 103.0 左  岸 0 0 （湯沢地区）

103.2 山 田 越 水 203 632 203 632 積土のう工 流下能力不足 岩 館 湯沢市

～ 105.0 左  岸 (暫 堤） 203 632 203 632 避難誘導 （湯沢地区）

103.6 湯 沢 越 水 347 347 積土のう工 流下能力不足 岩 館 湯沢市
～ 104.2 右  岸 (完成堤） 347 347 避難誘導 （湯沢地区）

105.0 山 田 越 水 177 177 積土のう工 岩 館 湯沢市

～ 105.2 左  岸 (暫々堤） 177 177 避難誘導 （湯沢地区）

105.2 山 田 上 宿 橋 避難誘導 桁下高不足 岩 館 湯沢市
湯 沢 （湯沢地区）

105.2 酒 蒔 越 水 198 379 198 379 積土のう工 岩 館 湯沢市

～ 105.8 左  岸 (暫 堤） 198 379 198 379 避難誘導 （湯沢地区）

106.9 酒 蒔 山田頭首工 避難誘導 流下能力不足 岩 館 湯沢市
三 関 （湯沢地区）

107.0 三 関 越 水 1,000 1,411 1,000 1,411 積土のう工 岩 館 湯沢市

～ 109.3 右  岸 (暫 堤） 1,000 1,411 1,000 1,411 避難誘導 （湯沢地区）

107.0 酒 蒔 越 水 608 771 608 771 積土のう工 岩 館 湯沢市

～ 108.4 左  岸 (暫 堤） 608 771 608 771 避難誘導 （湯沢地区）

107.9 酒 蒔 酒 蒔 橋   避難誘導 桁下高不足 岩 館 湯沢市
三 関 （湯沢地区）

108.4 雄 勝 左 岸 越 水 586 171 586 171 避難誘導 岩 館 湯沢市

～ 109.4 左  岸 (暫 堤） 586 171 586 171 （雄勝地区）

110.2 雄 勝 左 岸 水衝・洗掘 0 100 木流し工 R7年度対策済み 岩 館 湯沢市

～ 110.3 左  岸 0 0 （雄勝地区）

112.0 雄 勝 左 岸 岩 館 橋 避難誘導 桁下高不足 岩 館 湯沢市
雄 勝 右 岸 （雄勝地区）

112.0 雄 勝 右 岸 越 水 437 　 437 　 積土のう工 流下能力不足 岩 館 湯沢市

～ 112.4 右  岸 (完成堤） 437 　 437 　 避難誘導 （雄勝地区）

2,772 4,148 3,092 4,148
2,772 4,148 2,772 4,148

47,051 81,693 48,178 81,693
44,695 63,314 44,695 63,314

注） 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長　　　《暫堤　ＨＷＬ以上の堤防》　《暫々堤　ＨＷＬ未満の堤防》 雄物川　⑧
白抜き は、危険水位設定箇所

※　堤防詳細点検において「堤体漏水」及び「基礎地盤漏水」に対して対策が必要な区間のうち、200m区間を重点監視区間（Ａ）として設定しています。
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様式－２－２

河 地 区 名 対 策 水 防 関連 水防警報 関   連 出

川 距 離 標 及    び 変  更  理  由  等 計画 対    象 張

名 左右岸別 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工 法 名 等 観 測 所 市 町 村 所

 0.0 玉川右岸下流 越 水 259 259 積土のう工 流下能力不足 長 野 大仙市

～　0.4 右  岸 （完成堤） 259 259 避難誘導 （大曲地区）

 0.7 玉川左岸下流 越 水 248 248 積土のう工 長 野 大仙市

～　1.0 左  岸 （完成堤） 248 248 避難誘導 （大曲地区）

 0.6 玉川左岸下流 玉 川 橋 避難誘導 桁下高不足 長 野 大仙市
玉川右岸下流 （大曲地区）

 1.0 玉川左岸下流 玉川鉄道橋 避難誘導 桁下高不足 長 野 大仙市
玉川右岸下流 （大曲地区）

 1.6 玉川左岸下流 越 水 1,053 1,053 積土のう工 流下能力不足 長 野 大仙市

～   2.8 左  岸 （完成堤） 1,053 1,053 避難誘導 （大曲地区）

 1.6 玉川右岸下流 越 水 180 180 積土のう工 流下能力不足 長 野 大仙市

～   2.2 右  岸 （完成堤） 180 180 避難誘導 （大曲地区）

 2.2 玉川右岸下流 越 水 225 225 積土のう工 長 野 大仙市

～   2.4 右  岸 （暫 堤） 225 225 避難誘導 （大曲地区）

 2.4 玉川右岸下流 越 水 762 762 避難誘導 長 野 大仙市

～　3.2 右  岸 （無 堤） 762 762 （大曲地区）

 3.2 玉川右岸上流 越 水 815 815 積土のう工  長 野 大仙市

～   4.2 右  岸 （暫 堤） 815 815 避難誘導 （大曲地区）

 6.6 玉川左岸上流 越 水 190 190 避難誘導 長 野 大仙市

～   7.0 左  岸 （無 堤） 190 190 （大曲地区）

 7.0 高 瀬 越 水 2,072 2,072 避難誘導 長 野 大仙市

～   9.2 左  岸 （無 堤） 2,072 2,072 （中仙地区）

 8.3 高 瀬 水衝・洗掘 50 50 木流し工 長 野 大仙市
左  岸 0 0 （中仙地区）

3,024 2,830 3,024 2,830
3,024 2,780 3,024 2,780

注） 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長　　　《暫堤　ＨＷＬ以上の堤防》　《暫々堤　ＨＷＬ未満の堤防》
白抜き は、危険水位設定箇所

※　堤防詳細点検において「堤体漏水」及び「基礎地盤漏水」に対して対策が必要な区間のうち、200m区間を重点監視区間（Ａ）として設定しています。
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様式－２－２

河 地 区 名 対 策 水 防 関連 水防警報 関   連 出

川 距 離 標 及    び 変  更  理  由  等 計画 対    象 張

名 左右岸別 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工 法 名 等 観 測 所 市 町 村 所

 0.0 丸 子 川 越 水 1,168 1,168 積土のう工 流下能力不足 大 曲 橋 大仙市

～   1.2 左  岸 （完成堤） 1,168 1,168 避難誘導 （大曲地区）

 0.0 丸 子 川 堤 体 漏 水 863 863 月の輪工 詳細点検結果による堤体漏水の恐れ 大 曲 橋 大仙市

～   0.9 左  岸 （完成堤） 0 0 （大曲地区）

 0.0 丸 子 川 基礎地盤漏水 863 863 釜 段 工 詳細点検結果による基礎地盤漏水の恐れ 大 曲 橋 大仙市

～   0.9 左  岸 （完成堤） 0 0 （大曲地区）

 0.0 丸 子 川 越 水 1,160 1,160 積土のう工 流下能力不足 大 曲 橋 大仙市

～   1.2 右　岸 （完成堤） 1,160 1,160 避難誘導 （大曲地区）

0 4,054 0 4,054
0 2,328 0 2,328

 0.0 横 手 川 越 水 157 157 積土のう工 流下能力不足 大 曲 橋 大仙市

～   0.2 左  岸 （完成堤） 157 157 避難誘導 （大曲地区）

 0.2 横 手 川 藤 木 下 橋   避難誘導 桁下高不足 大 曲 橋 大仙市
（大曲地区）

 0.2 横 手 川 越 水 373 373 積土のう工 大 曲 橋 大仙市

～   1.2 左  岸 （暫 堤） 373 373 避難誘導 （大曲地区）

 0.0 横 手 川 堤 体 漏 水 1,096 1,096 月の輪工 詳細点検結果による堤体漏水の恐れ 大 曲 橋 大仙市

～   1.2 左  岸 （暫 堤） 566 566 （大曲地区）

 0.3 横 手 川 水衝・洗掘 230 230 木流し工 大 曲 橋 大仙市

～   0.6 右  岸 0 0 （大曲地区）

 0.6 横 手 川 藤 木 上 橋   避難誘導 桁下高不足 大 曲 橋 大仙市
（大曲地区）

 0.6 横 手 川 藤 木 上 橋   避難誘導 桁下高不足 大 曲 橋 大仙市
側 道 橋 （大曲地区）

0 1,856 0 1,856
0 1,096 0 1,096

注） 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長　　　《暫堤　ＨＷＬ以上の堤防》　《暫々堤　ＨＷＬ未満の堤防》
白抜き は、危険水位設定箇所

※　堤防詳細点検において「堤体漏水」及び「基礎地盤漏水」に対して対策が必要な区間のうち、200m区間を重点監視区間（Ａ）として設定しています。
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様式－２－２

河 地 区 名 対 策 水 防 関連 水防警報 関   連 出

川 距 離 標 及    び 変  更  理  由  等 計画 対    象 張

名 左右岸別 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工 法 名 等 観 測 所 市 町 村 所

 0.0 横 手 川 堤 体 漏 水 1,196 1,196 月の輪工 詳細点検結果による堤体漏水の恐れ 大 曲 橋 大仙市

～   1.2 右  岸 (暫々堤） 783 783 避難誘導 （大曲地区）

 0.8 〃 越 水 413 413 避難誘導 大 曲 橋 大仙市

～   1.2 右  岸 （無 堤） 413 413 （大曲地区）

413 1,196 413 1,196
413 783 413 783
413 3,052 413 3,052
413 1,879 413 1,879

注） 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長　　　《暫堤　ＨＷＬ以上の堤防》　《暫々堤　ＨＷＬ未満の堤防》
白抜き は、危険水位設定箇所

※　堤防詳細点検において「堤体漏水」及び「基礎地盤漏水」に対して対策が必要な区間のうち、200m区間を重点監視区間（Ａ）として設定しています。

大
曲
出
張
所

-
3
2
-

小　　計

横手川合計

0

令和８年度 重 要 水 防 箇 所 別 調 書

　
横
　
手
　
川

評 定 種 別

及      び 堤  防 (m)

161

162

0

00 0

図 面 番 号

3 30

丸子・横手川　②　

令 和 8 年 度 評 定

工作物(箇所)堤  防 (m)

令 和 7 年 度 評 定

工作物(箇所)



様式－２－２

河 地 区 名 対 策 水 防 関連 水防警報 関   連 出

川 距 離 標 及    び 変  更  理  由  等 計画 対    象 張

名 左右岸別 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工 法 名 等 観 測 所 市 町 村 所

雄94.8 弁 天 越 水 215 215 避難誘導 岩 崎 橋 湯沢市

～   0.1 左  岸 （無 堤） 215 215 （湯沢地区）

 1.0 弁 天 越 水 216 216 積土のう工 流下能力不足 岩 崎 橋 湯沢市

～   1.2 左  岸 （完成堤） 216 216 避難誘導 （湯沢地区）

 0.9 岩 崎 堤 体 漏 水 200 5,050 200 5,050 月の輪工 詳細点検結果による堤体漏水の恐れ 岩 崎 橋 湯沢市

～   6.2 左  岸 （完成堤） 200 4,834 200 4,834 2.7km～2.9km 重点監視区間 （湯沢地区）

 6.1 岩 崎 十文字大橋 避難誘導 橋長不足、桁下高不足 岩 崎 橋 横手市（十文字地区）

古 内 湯沢市（湯沢地区）

 7.4 増 田 越 水 1,492 1,492 避難誘導 7.4～成瀬川0.0ｋまで在来堤有り 岩 崎 橋 横手市

～成 0.0 右  岸 （無 堤） 1,492 1,492 （増田地区）

 8.4 戸 波 越 水 550 550 避難誘導 8.5～成瀬川0.0ｋまで在来堤有り 岩 崎 橋 横手市

～成 0.0 左  岸 （無 堤） 550 550 （増田地区）

 8.5 増 田 水衝・洗掘 0 200 木流し工 R7年度対策済み 岩 崎 橋 横手市

～ 8.7 右  岸 0 0 （増田地区）

2,457 5,266 2,657 5,266
2,457 5,050 2,457 5,050

注） 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長　　　《暫堤　ＨＷＬ以上の堤防》　《暫々堤　ＨＷＬ未満の堤防》 皆瀬川　①
白抜き は、危険水位設定箇所

※　堤防詳細点検において「堤体漏水」及び「基礎地盤漏水」に対して対策が必要な区間のうち、200m区間を重点監視区間（Ａ）として設定しています。

165

166

167

168

1 1

十

文

字

出

張

所

令 和 8 年 度 評 定 令 和 7 年 度 評 定評 定 種 別
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令和８年度 重 要 水 防 箇 所 別 調 書

及      び 工作物(箇所)

図 面 番 号



様式－２－２

河 地 区 名 対 策 水 防 関連 水防警報 関   連 出

川 距 離 標 及    び 変  更  理  由  等 計画 対    象 張

名 左右岸別 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工 法 名 等 観 測 所 市 町 村 所

 0.0 増 田 越 水 284 293 284 293 積土のう工 岩 崎 橋 横手市

～　 0.5 右  岸 （暫々堤） 284 293 284 293 避難誘導 （増田地区）
 0.0 成瀬川左岸 越 水 1,297 1,297 避難誘導 0.0～0.8ｋまで在来堤有り 岩 崎 橋 横手市

～   0.8 左  岸 （無 堤） 1,297 1,297 （増田地区）

 0.4 成瀬川右岸 基礎地盤漏水 200 1,414 200 1,414 釜 段 工 詳細点検による基礎地盤漏水の恐れ 岩 崎 橋 横手市

～　 2.0 右  岸 （完成堤） 200 1,314 200 1,314 1.7km～1.9km 重点監視区間 （増田地区）

 1.8 成瀬川左岸 越 水 1,344 1,344 避難誘導 1.8～3.2ｋまで在来堤有り 岩 崎 橋 横手市

～   3.2 左  岸 （無 堤） 1,344 1,344 （増田地区）

 2.0 成瀬川右岸 基礎地盤漏水 212 212 釜 段 工 詳細点検による基礎地盤漏水の恐れ 岩 崎 橋 横手市

～　 2.2 右  岸 （完成堤） 157 157 （増田地区）

 2.0 成瀬川右岸 越 水 1,008 1,008 積土のう工 岩 崎 橋 横手市

～   3.2 右  岸 （暫 堤） 1,008 1,008 避難誘導 （増田地区）

 3.0 成瀬川右岸 基礎地盤漏水 186 186 釜 段 工 詳細点検による基礎地盤漏水の恐れ 岩 崎 橋 横手市

～   3.2 右  岸 （完成堤） 0 0 3.0km～3.2km 重点監視区間 （増田地区）

3,311 2,927 3,311 2,927
3,125 2,772 3,125 2,772

注） 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長　　　《暫堤　ＨＷＬ以上の堤防》　《暫々堤　ＨＷＬ未満の堤防》
白抜き は、危険水位設定箇所

※　堤防詳細点検において「堤体漏水」及び「基礎地盤漏水」に対して対策が必要な区間のうち、200m区間を重点監視区間（Ａ）として設定しています。
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様式－２－２

河 地 区 名 対 策 水 防 関連 水防警報 関   連 出

川 距 離 標 及    び 変  更  理  由  等 計画 対    象 張

名 左右岸別 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工 法 名 等 観 測 所 市 町 村 所

 0.0 大 納 川 堤 体 漏 水 1,174 1,174 月の輪工 雄物川橋 横手市

～　 1.2 左  岸 （完成堤） 1,174 1,174 （大森地区）

0 1,174 0 1,174
0 1,174 0 1,174

注） 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長　　　《暫堤　ＨＷＬ以上の堤防》　《暫々堤　ＨＷＬ未満の堤防》
白抜き は、危険水位設定箇所

※　堤防詳細点検において「堤体漏水」及び「基礎地盤漏水」に対して対策が必要な区間のうち、200m区間を重点監視区間（Ａ）として設定しています。

令和８年度 重 要 水 防 箇 所 別 調 書

図 面 番 号

及      び

令 和 7 年 度 評 定令 和 8 年 度 評 定評 定 種 別

堤  防 (m) 堤  防 (m) 工作物(箇所)工作物(箇所)
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張

所

0

大納川　①

-
3
5
-

176

大納川合計 000

　
大
　
納
　
川



２－３ 令和８年度　秋田県重要水防区域一覧表 水防支部名 鹿角支部

評定基準

市町村 大字 字 種別
Ａ
(m)

Ｂ
(m)

Ａ
(箇所)

Ｂ
(箇所)

20,000

20,000 8,000

10,000 7,000

10,000 7,000

7,000 2,000

7,000 2,000

5,000 2,500

5,000 2,500

2,000 2,000

2,000 2,000

2,000 500

2,000 500

2,500 2,500

2,500 2,500

6,000 1,000

6,000

15,000 7,000

15,000 2,500

3,000 1,000

3,000 1,000

2,500 1,500

2,500 1,500

5,000 2,500

5,000 2,500

4,000 1,000

4,000 1,000

3,000 1,000

3,000 1,000

3,000 3,000

3,000

20,000 70,000 0 0 0 0 34,500

20,000 70,000 0 0 0 0 34,000

工事施工中
又は陸閘
（箇所）

延長
(m)

重　　要　　水　　防　　区　　域

予想される
危険概要

対策水防工法

1 米代川 米代川 鹿角市
第1,2,5,9,10,12
12,15分団

鹿角市
十和田
～

八幡平

末広
～
掟

番
号

水系名
河　川
海岸名

担当水防管理
団体名

水防分団名
(消防)

特に警戒を要する延長

関連計画等 摘　要位　置
左右岸
の区分

堤防 工作物 新堤・破堤跡
・旧河川
(延長m)

大湯川 鹿角市 第12,14,16分団 鹿角市

両岸
堤体
漏水
水衝

氾濫、溢水、
河岸欠壊

土のう積
木流し

両岸 洗掘 河岸欠壊 木流し

両岸 水衝 河岸欠壊 木流し

3 米代川 根市川 鹿角市 第4,17分団 鹿角市
花輪
～

十和田

鶴田
～

二本柳

十和田
毛馬内
～
大湯

2 米代川

5 米代川 福士川 鹿角市 第1分団 鹿角市 花輪
下夕町
～

産土神

花輪
鶴田
～
上台

両岸 洗掘 河岸欠壊 木流し4 米代川 間瀬川 鹿角市 第3分団 鹿角市

黒沢川 鹿角市
第1分団
第10分団

鹿角市

両岸
越水
（溢水）
水衝

家屋浸水 土のう積

両岸
水衝
洗掘

河岸欠壊 木流し7 米代川 夜明島川 鹿角市 第11分団 鹿角市 八幡平
野尻
～
白欠

花輪 玉内 両岸
堤防
断面

氾濫 土のう積6 米代川

9 米代川 小坂川   鹿角市小坂町
第12,14分団
小坂第1，3分団

鹿角市
～

小坂町

十和田
～
小坂

毛馬内
～
野口

八幡平
長嶺
～
永田

両岸 水衝 河岸欠壊 木流し8 米代川 熊沢川 鹿角市 第7,8,11分団 鹿角市

夏井川 鹿角市 第8分団 鹿角市

両岸
水衝
洗掘

河岸欠壊 木流し

両岸
水衝

河岸欠壊 木流し11 米代川 樫内川 鹿角市 第8分団 鹿角市 八幡平 樫内

八幡平 夏井 両岸
水衝

河岸欠壊 木流し10 米代川

13 米代川 荒川 小坂町 小坂第4分団 小坂町 小坂 小坂

十和田 毛馬内 両岸
水衝
洗掘

河岸欠壊 木流し12 米代川 汁毛川 鹿角市 第12,13分団 鹿角市

砂子沢川 小坂町 小坂第2分団 小坂町

両岸
水衝

河岸欠壊 木流し

両岸
水衝
洗掘

河岸欠壊 木流し15 米代川 古遠部川 小坂町 小坂第2分団 小坂町 小坂 濁川

小坂 砂子沢 両岸
水衝

河岸欠壊 木流し14 米代川

計 15 箇所

36



２－３ 令和８年度　秋田県重要水防区域一覧表 水防支部名 北秋田支部

評定基準

市町村 大字 字 種別
Ａ
(m)

Ｂ
(m)

Ａ
(箇所)

Ｂ
(箇所)

900 900

300 100

600 400

150 150

1,500 1,300

1,000 500

800 1 400

1,000 2 200

500 1 500

100 1 50

500 1 500

500 300

200 200

400 400

700 500

500 200

700 100

600 100

700 700

1,500 500

300 300

右岸 水衝 河岸決壊 木流し

予想される
危険概要

対策水防工法

1 米代川 米代川 大館市 大館市水防団第17分団 大館市 葛原

特に警戒を要する延長

関連計画等 摘　要位　置
左右岸
の区分

堤防 工作物 新堤・破堤跡
・旧河川
(延長m)

工事施工中
又は陸閘
（箇所）

延長
(m)

番
号

水系名
河　川
海岸名

担当
水防管理
団体名

水防分団名
(消防)

重　　要　　水　　防　　区　　域

右岸 溢水 耕地冠水 積み土嚢3 米代川 米代川 大館市 大館市水防団第18分団 大館市 軽井沢

十二所 左岸 洗掘 河岸決壊 木流し2 米代川 米代川 大館市 大館市水防団第17分団 大館市

両岸 溢水 耕地冠水 積み土嚢
市立病院・特別養
護老人ホーム

5 米代川 米代川 大館市
大館市比内水防団第1分団
大館市水防団第11・12分団

大館市 比内町扇田
犀田
中山

大滝 右岸 水衝 河岸決壊 木流し4 米代川 米代川 大館市 大館市水防団第18分団 大館市

右岸 溢水 耕地冠水 積み土嚢7 米代川 阿仁川 北秋田市
北秋田市水防団
阿仁支団第1分団

北秋田市 阿仁水無 湯口内

阿仁銀山 上新町 右岸 溢水 耕地冠水 積み土嚢6 米代川

右岸 越水 耕地冠水 積み土嚢9 米代川 阿仁川 北秋田市
北秋田市水防団
阿仁支団第5分団

北秋田市 阿仁小渕 小渕

阿仁水無 湯口内 左岸 溢水 河岸決壊 木流し8 米代川

12 米代川

右岸 越水 家屋浸水 積み土嚢11 米代川 阿仁川 北秋田市
北秋田市水防団
森吉支団第4分団

北秋田市 五味堀

阿仁吉田 吉田 左岸 洗掘 河岸決壊 木流し10 米代川

阿仁前田 両岸 越水 家屋浸水 積み土嚢14 米代川

左岸 越水 家屋浸水 積み土嚢13 米代川 阿仁川 北秋田市
北秋田市水防団
森吉支団第4分団

北秋田市 阿仁前田

神成 左岸 越水 家屋浸水 積み土嚢

右岸 越水 耕地冠水 積み土嚢15 米代川 阿仁川 北秋田市
北秋田市水防団
森吉支団第3分団

北秋田市 桂瀬

右岸 洗掘 河岸決壊 木流し17 米代川 阿仁川 北秋田市
北秋田市水防団
森吉支団第3分団

北秋田市 桂瀬

浦田 左岸 越水 耕地冠水 積み土嚢16 米代川

左岸 洗掘 河岸決壊 木流し19 米代川 阿仁川 北秋田市
北秋田市水防団
森吉支団第1分団

北秋田市 本城

柳田 左岸 越水 耕地冠水 積み土嚢18 米代川 阿仁川 北秋田市
北秋田市水防団
森吉支団第1分団

北秋田市

阿仁川 北秋田市
北秋田市水防団
森吉支団第4･5分団

北秋田市

阿仁川 北秋田市
北秋田市水防団
森吉支団第3分団

北秋田市

阿仁川 北秋田市
北秋田市水防団
阿仁支団第4分団

北秋田市

阿仁川 北秋田市
北秋田市水防団
森吉支団第4分団

北秋田市

阿仁川 北秋田市
北秋田市水防団
阿仁支団第1分団

北秋田市

阿仁川 北秋田市
北秋田市水防団
阿仁支団第1分団

北秋田市
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２－３ 令和８年度　秋田県重要水防区域一覧表 水防支部名 北秋田支部

評定基準

市町村 大字 字 種別
Ａ
(m)

Ｂ
(m)

Ａ
(箇所)

Ｂ
(箇所)

予想される
危険概要

対策水防工法

特に警戒を要する延長

関連計画等 摘　要位　置
左右岸
の区分

堤防 工作物 新堤・破堤跡
・旧河川
(延長m)

工事施工中
又は陸閘
（箇所）

延長
(m)

番
号

水系名
河　川
海岸名

担当
水防管理
団体名

水防分団名
(消防)

重　　要　　水　　防　　区　　域

1,700 1,700

50 1 50

2,200 2,200

800 600

800 600

800 300

1,000 700

400 400

500 500

500 500

1,000 500

2,000 2,000

500 500

1,000 1,000

300 300

800 800

100 100

7,000 7,000

6,500 6,500

2,300 2,300

2,300 2,300

2,500 2,000

2,500 2,000

100 100

500 500

600 460

600 460

左岸 越水 耕地冠水 積み土嚢21 米代川 阿仁川 北秋田市
北秋田市水防団
合川支団第2分団

北秋田市 増沢

木戸石 両岸 越水 耕地冠水 積み土嚢20 米代川 阿仁川 北秋田市

左岸 越水 耕地冠水 積み土嚢23 米代川 小阿仁川 上小阿仁村
上小阿仁村水防団

第4分団
上小阿仁村 南沢

羽根山 両岸 越水 耕地冠水 積み土嚢22 米代川 羽根山沢川 北秋田市
北秋田市水防団
合川支団第3分団

北秋田市

左岸 越水 耕地冠水 積み土嚢25 米代川 小阿仁川 上小阿仁村
上小阿仁村水防団

第4分団
上小阿仁村 大林

小田瀬 右岸 越水 耕地冠水 積み土嚢24 米代川 小阿仁川 上小阿仁村
上小阿仁村水防団

第4分団
上小阿仁村

右岸 越水 耕地冠水 積み土嚢27 米代川 小阿仁川 上小阿仁村
上小阿仁村水防団

機動分団
上小阿仁村 福館向

鴨沢 両岸 越水 耕地冠水 積み土嚢26 米代川 小阿仁川 上小阿仁村
上小阿仁村水防団

第1分団
上小阿仁村

両岸 越水 耕地冠水 積み土嚢29 米代川 小阿仁川 上小阿仁村
上小阿仁村水防団

機動分団
上小阿仁村 堂川

小沢田 左岸 越水 耕地冠水 積み土嚢28 米代川 小阿仁川 上小阿仁村
上小阿仁村水防団

機動分団
上小阿仁村

左岸 溢水 耕地冠水 積み土嚢31 米代川 小阿仁川 上小阿仁村
上小阿仁村水防団

機動分団
上小阿仁村 大阿瀬

羽立 右岸 溢水 耕地冠水 積み土嚢30 米代川

両岸 越水 耕地冠水 積み土嚢33 米代川 小阿仁川 北秋田市
北秋田市水防団
合川支団第4分団

北秋田市
杉山田
三里

長信田 右岸 越水 耕地冠水 積み土嚢32 米代川

両岸 溢水 耕地冠水 積み土嚢35 米代川 仏社川 上小阿仁村
北秋田市水防団
合川支団第5分団

上小阿仁村 大岱

羽根山 両岸 堤体漏水 堤防決壊 シート張り34 米代川

右岸 溢水 耕地冠水 積み土嚢37 米代川 五反沢川 上小阿仁村
上小阿仁村水防団

第3分団
上小阿仁村 中五反沢

上五反沢 右岸 溢水 耕地冠水 積み土嚢36 米代川

根森田 両岸 溢水 耕地冠水 積み土嚢38 米代川

北秋田市水防団
合川支団第2分団

北秋田市

小又川 北秋田市
北秋田市水防団
森吉支団第6分団

北秋田市

小阿仁川 北秋田市
北秋田市水防団
合川支団第3分団

北秋田市

五反沢川 上小阿仁村
上小阿仁村水防団

第3分団
上小阿仁村

小阿仁川 上小阿仁村
上小阿仁村水防団

第2分団
上小阿仁村

小阿仁川 上小阿仁村
上小阿仁村水防団

第2分団
上小阿仁村
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２－３ 令和８年度　秋田県重要水防区域一覧表 水防支部名 北秋田支部

評定基準

市町村 大字 字 種別
Ａ
(m)

Ｂ
(m)

Ａ
(箇所)

Ｂ
(箇所)

予想される
危険概要

対策水防工法

特に警戒を要する延長

関連計画等 摘　要位　置
左右岸
の区分

堤防 工作物 新堤・破堤跡
・旧河川
(延長m)

工事施工中
又は陸閘
（箇所）

延長
(m)

番
号

水系名
河　川
海岸名

担当
水防管理
団体名

水防分団名
(消防)

重　　要　　水　　防　　区　　域

100 25

350 350

200 100

500 1 500

100 1 100

600 600

600 600

1,200 1,000

1,200 1,000

800 500

800 500

500 500

500 500

1,000 500

150 150

1,500 1,000

400 400

400 400

2,300 1,200

2,300 1,000

50 30

100 50

100 50

3,000 1,500

2,000 1,000

1,000 500

1,000 500

500 500

200 200

800

800 300

河岸決壊 木流し39 米代川 小又川 北秋田市
北秋田市水防団
森吉支団第4分団

北秋田市 巻渕 右岸 水衝

耕地冠水 積み土嚢41 米代川 小様川 北秋田市
北秋田市水防団
阿仁支団第11分団

北秋田市 阿仁小様 小様

細越 両岸 溢水 耕地冠水 積み土嚢40 米代川

右岸 溢水

耕地冠水 積み土嚢43 米代川 今泉川 北秋田市
北秋田市水防団
鷹巣支団第2分団

北秋田市 今泉 今泉

阿仁小様 小様 右岸 溢水 河岸決壊 木流し42 米代川

両岸 越水

小様川 北秋田市
北秋田市水防団
阿仁支団第11分団

北秋田市

耕地冠水 積み土嚢45 米代川 前山川 北秋田市
北秋田市水防団
鷹巣支団第2分団

北秋田市 前山 前山

坊沢 蟹沢 両岸 溢水 耕地冠水 積み土嚢44 米代川 蟹沢川 北秋田市
北秋田市水防団
鷹巣支団第3分団

北秋田市

47 米代川 小猿部川 北秋田市
北秋田市水防団
鷹巣支団第9分団

北秋田市 七日市 妹尾館

前山 前山 両岸 越水 耕地冠水 積み土嚢46 米代川

49 米代川

脇神 堂ヶ岱 左岸 水衝 河岸決壊 木流し48 米代川

右岸 越水 耕地冠水 積み土嚢

両岸 越水 耕地冠水 積み土嚢51 米代川

両岸 洗掘 河岸決壊 木流し50 米代川

右岸 溢水 耕地冠水 積み土嚢

右岸 溢水 耕地冠水 積み土嚢53 米代川

両岸 溢水 耕地冠水 積み土嚢52 米代川

57 米代川

両岸 溢水 耕地冠水 積み土嚢56 米代川

両岸 溢水 家屋浸水 積み土嚢55 米代川

両岸 越水
家屋浸水
耕地冠水

積み土嚢54 米代川

両岸 越水 耕地冠水 積み土嚢

両岸 越水

旧小猿部 北秋田市
北秋田市水防団
鷹巣支団第7分団

北秋田市 脇神 小ヶ田

前山川 北秋田市
北秋田市水防団
鷹巣支団第2分団

北秋田市

小猿部川 北秋田市
北秋田市水防団
鷹巣支団第7分団

北秋田市

小又川 北秋田市
北秋田市水防団
森吉支団第4分団

北秋田市

品類川 北秋田市
北秋田市水防団
鷹巣支団第9分団

北秋田市 七日市 品類

小森川 北秋田市
北秋田市水防団
鷹巣支団第7分団

北秋田市 脇神 藤株

小森川 大館市
大館市比内水防団

第5分団
大館市

比内町
小坪沢

小坪沢

谷地川 北秋田市
北秋田市水防団
鷹巣支団第4分団

北秋田市 綴子 大堤

綴子川 北秋田市
北秋田市水防団
鷹巣支団第4分団

北秋田市 綴子 田中

綴子川 北秋田市
北秋田市水防団
鷹巣支団第4分団

北秋田市 綴子 綴子

摩当川 北秋田市
北秋田市水防団
鷹巣支団第6分団

北秋田市 栄 摩当

摩当川 北秋田市
北秋田市水防団
鷹巣支団第6分団

北秋田市 栄 摩当

39



２－３ 令和８年度　秋田県重要水防区域一覧表 水防支部名 北秋田支部

評定基準

市町村 大字 字 種別
Ａ
(m)

Ｂ
(m)

Ａ
(箇所)

Ｂ
(箇所)

予想される
危険概要

対策水防工法

特に警戒を要する延長

関連計画等 摘　要位　置
左右岸
の区分

堤防 工作物 新堤・破堤跡
・旧河川
(延長m)

工事施工中
又は陸閘
（箇所）

延長
(m)

番
号

水系名
河　川
海岸名

担当
水防管理
団体名

水防分団名
(消防)

重　　要　　水　　防　　区　　域

500 300

500 300

700 500

700 500

500 200

500 300

160 160

160 160

150 50

100 50

2,850 2,850

2,850 2,850

600 600

600 600

500 500

500 500

1,200 1,200

2,700 2,700

500 500

500 500

1,700 1,700

1,400 1,400

200 100

200 200

1,100 1,100

1,100 1,100

100 100

1,000 200

200 200

500 500

両岸 溢水 耕地冠水 積み土嚢59 米代川

両岸 洗掘 河岸決壊 木流し58 米代川

63 米代川

両岸 溢水 耕地冠水 積み土嚢62 米代川

左岸 溢水 家屋浸水 積み土嚢61 米代川

右岸 溢水 耕地冠水 積み土嚢60 米代川

糠沢川 北秋田市
北秋田市水防団
鷹巣支団第5分団

北秋田市

両岸 越水 耕地冠水 積み土嚢65 米代川

左岸 水衝 河岸決壊 木流し64 米代川

右岸 溢水 耕地冠水 積み土嚢

岩瀬川 大館市
大館市田代水防団

第3分団
大館市 下岩瀬

岩瀬川 大館市
大館市田代水防団

第8分団
大館市

69 米代川

両岸 溢水 耕地冠水 積み土嚢68 米代川

両岸 溢水 耕地冠水 積み土嚢67 米代川

両岸 溢水 耕地冠水 積み土嚢66 米代川

片山

長木川 大館市
大館市水防団
第7･8分団

大館市

右岸 水衝 河岸決壊 木流し71 米代川

両岸 越水 耕地冠水 積み土嚢70 米代川

両岸 洗掘 河岸決壊 木流し

長木川 大館市
大館市水防団
第5･6分団

大館市 沼館

長木川 大館市
大館市水防団
第3･4分団

大館市

75 米代川

右岸 水衝 河岸決壊 木流し74 米代川

両岸 堤体漏水 堤防決壊 木流し73 米代川

右岸 越水 家屋浸水 積み土嚢72 米代川

沼館

下内川 大館市
大館市水防団
第5･6分団

大館市

両岸 溢水 耕地冠水 積み土嚢76 米代川

左岸 越水 家屋浸水 積み土嚢

乱川 大館市
大館市水防団
第5･6分団

大館市 商人留

下内川 大館市
大館市水防団
第5･6分団

大館市

綴子 大畑

早口川 大館市
大館市田代水防団

第1分団
大館市 早口

早口川 大館市
大館市田代水防団

第4分団
大館市 本郷

糠沢川 北秋田市
北秋田市水防団
鷹巣支団第5分団

北秋田市 綴子 糠沢

田茂の木

岩瀬川 大館市
大館市田代水防団

第8分団
大館市 大石渡

山田川 大館市
大館市水防団
第9･10分団

大館市 川口

板戸川 大館市
大館市比内水防団

第5分団
大館市

比内町
八木橋

坂戸

引欠川 大館市
大館市水防団
第15･16分団

大館市 大披出川

茂内

下内川 大館市
大館市水防団
第5･6分団

大館市 松峰

下内川 大館市
大館市水防団
第5･6分団

大館市 長面

下内川 大館市
大館市水防団
第22･24分団

大館市 陣馬

松木
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２－３ 令和８年度　秋田県重要水防区域一覧表 水防支部名 北秋田支部

評定基準

市町村 大字 字 種別
Ａ
(m)

Ｂ
(m)

Ａ
(箇所)

Ｂ
(箇所)

予想される
危険概要

対策水防工法

特に警戒を要する延長

関連計画等 摘　要位　置
左右岸
の区分

堤防 工作物 新堤・破堤跡
・旧河川
(延長m)

工事施工中
又は陸閘
（箇所）

延長
(m)

番
号

水系名
河　川
海岸名

担当
水防管理
団体名

水防分団名
(消防)

重　　要　　水　　防　　区　　域

100 100

100 100

200 100

200 100

500 500

500 500

50 50

50 50

300 200

100 100

500 500

600 200

600 600

1,800 1,000

1,800 1,000

150 50

300 300

300 300

100 50

2,000 500

2,000 500

5,500 1,500

2,800 1,000

500 100

500 500

800 800

8,450 53,510 0 2 0 0 47,500

4,400 58,110 0 7 0 0 45,345
計 95

両岸 溢水 家屋浸水 積み土嚢77 米代川

81 米代川

両岸 洗掘 河岸決壊 木流し80 米代川

両岸 溢水 家屋浸水 木流し79 米代川

両岸 堤体漏水 堤防決壊 木流し78 米代川

比内町独鈷 独鈷

犀川 大館市
大館市比内水防団

第3分団
大館市

左岸 堤体漏水 河岸決壊 木流し

福祉保健セン
ター

83 米代川

右岸 溢水 耕地冠水 積み土嚢82 米代川

右岸 溢水 耕地冠水 積み土嚢

犀川 大館市
大館市比内水防団

第1分団
大館市 比内町扇田 館下

犀川 大館市
大館市比内水防団

第2分団
大館市

87 米代川

両岸 溢水
家屋浸水
耕地冠水

積み土嚢86 米代川

右岸 越水 耕地冠水 積み土嚢85 米代川

左岸 溢水 家屋浸水 積み土嚢84 米代川

大滝

谷地川 北秋田市
北秋田市水防団
鷹巣支団第4分団

北秋田市

左岸 越水
家屋浸水
耕地冠水

積み土嚢89 米代川

両岸 越水 家屋浸水 積み土嚢88 米代川

左岸 溢水 家屋浸水 積み土嚢

犀川 大館市
大館市比内水防団

第2分団
大館市

比内町
新舘

駒橋

米代川 大館市
大館市水防団
第18分団

大館市

93 米代川

左岸 堤体漏水 堤防決壊 月の輪92 米代川

右岸 越水
家屋浸水
耕地冠水

積み土嚢91 米代川

両岸 越水
家屋浸水
耕地冠水

積み土嚢90 米代川

阿仁川 北秋田市
北秋田市水防団
森吉支団第1分団

北秋田市 米内沢

耕地冠水 積み土嚢95 米代川

左岸 越水 道路･耕地冠水 積み土嚢94 米代川

左岸 越水 耕地冠水 積み土嚢

阿仁川 北秋田市
北秋田市水防団
阿仁支団第1分団

北秋田市 吉田

阿仁川 北秋田市
北秋田市水防団
森吉支団第4分団

北秋田市 五味堀

箇所

小渕 右岸 越水阿仁川 北秋田市
北秋田市水防団
森吉支団第5分団

北秋田市

花岡川 大館市
大館市水防団
第19･23分団

大館市 花岡

大森川 大館市
大館市水防団
第19･23分団

大館市 粕田

乱川 大館市
大館市水防団
第5･6分団

大館市 釈迦内

比内町独鈷 向田

阿仁川 北秋田市
北秋田市水防団
森吉支団第3分団

北秋田市 浦田 白坂

炭谷川 大館市
大館市比内水防団

第2分団
大館市 比内町独鈷 炭谷

犀川 大館市
大館市比内水防団

第1分団
大館市 比内町扇田 森下才川

綴子 掛泥

小猿部川 北秋田市
北秋田市水防団
鷹巣支団第7･8分団

北秋田市 鷹巣
脇神～七日

市

大茂内川 大館市
大館市水防団
第7･8分団

大館市 大茂内

長木川 大館市
大館市水防団
第9分団

大館市 山田渡
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２－３ 令和８年度　秋田県重要水防区域一覧表 水防支部名 山本支部

評定基準

市町村 大字 字 種別
Ａ
(m)

Ｂ
(m)

Ａ
(箇所)

Ｂ
(箇所)

300 300

1000 1,000

500 500

1200 1,200

1200 1,200

1200 1,200

1500 1,500

2300 2,300

1040 200

1040 200

200 200

200 200

700 400

300 200

300 200

700 400

700 400

1000 500

1000 500

300 300

300 300

600 600

5600 2,600

5600 2,600

2000 800

2000 800

300 100

300 100

100 100

100 100

200 100

1 米代川 藤琴川 藤里町 第５分団 藤　里 藤　琴 寺屋布

特に警戒を要する延長

位　置
左右岸
の区分

堤防 工作物 新堤・破堤跡
・旧河川
(延長m)

工事施工中
又は陸閘
（箇所）

延長
(m)

番
号

水系名
河　川
海岸名

担当
水防管理
団体名

水防分団名
(消防)

重　　要　　水　　防　　区　　域

第５分団 藤　里

両岸 越水（溢水） 耕地冠水 土のう積

予想される
危険概要

対策水防工法
関連計画等 摘　要

冠水 土のう積

両岸 越水（溢水） 冠水 土のう積3 米代川 藤琴川 藤里町  第1分団 藤　里 藤　琴 馬　坂

藤　琴 坊　中 右岸 越水（溢水）2 米代川 藤琴川 藤里町

5 米代川 藤琴川 藤里町  第1分団 藤　里 藤　琴 鳥谷場

藤　琴 藤　琴4 米代川 藤琴川 藤里町  第1分団 藤　里

第８分団 能　代

左岸 堤体漏水 破堤
土のう積
杭　打

町立病院・特別養
護老人ホーム

左岸
越水（溢水）
堤体漏水

破堤冠水
土のう積
杭　打

冠水 土のう積

両岸 越水（溢水） 冠水 土のう積7 米代川 小比内川 藤里町  第1分団 藤　里 藤　琴 小比内

二ツ井町
荷上場

左岸 越水（溢水）6 米代川 藤琴川 能代市

9 米代川 内川 能代市 第９分団 能　代
二ツ井町
仁鮒

河原田

二ツ井町
小掛

8 米代川 内川 能代市 第９分団 能　代

第９分団 能　代

左岸 越水（溢水） 冠水 土のう積

左岸 越水（溢水） 冠水 土のう積

冠水 土のう積

両岸 堤体漏水 冠水 土のう積11 米代川 比井野川 能代市 第８分団 能　代
二ツ井町
薄井

二ツ井町
仁鮒

小掛道 右岸 越水（溢水）10 米代川 内川 能代市

13 米代川 種梅川 能代市 第８分団 能　代
二ツ井町
種

二ツ井町
梅内

12 米代川 種梅川 能代市 第８分団 能　代

第６分団 能　代

両岸 越水（溢水） 冠水 土のう積
県単河川
改良

両岸 越水（溢水） 冠水 土のう積

冠水 土のう積

右岸 越水（溢水） 冠水 土のう積15 米代川 常盤川 能代市 第６分団 能　代 常　盤 苅橋～魔面

常　盤 山　谷 両岸 越水（溢水）14 米代川 常盤川 能代市

17 米代川 悪土川 能代市 第４・５分団 能　代 悪土

檜山16 米代川 檜山川 能代市 第７分団 能　代

両岸 堤体漏水 冠水 土のう積
県単河川
改良

県単河川
改良

両岸 堤体漏水

19 米代川 湯の沢川 藤里町  第5分団 藤　里 湯の沢

二ツ井町
下田平

18 米代川 阿仁川 能代市 第８分団 能　代

第1分団 藤　里

両岸 堤体漏水 冠水 土のう積

両岸 堤体漏水

寺　沢 左岸 堤体漏水20 米代川 寺沢川 藤里町

冠水 土のう積

冠水 土のう積

破堤冠水 土のう積
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２－３ 令和８年度　秋田県重要水防区域一覧表 水防支部名 山本支部

評定基準

市町村 大字 字 種別
Ａ
(m)

Ｂ
(m)

Ａ
(箇所)

Ｂ
(箇所)

特に警戒を要する延長

位　置
左右岸
の区分

堤防 工作物 新堤・破堤跡
・旧河川
(延長m)

工事施工中
又は陸閘
（箇所）

延長
(m)

番
号

水系名
河　川
海岸名

担当
水防管理
団体名

水防分団名
(消防)

重　　要　　水　　防　　区　　域

予想される
危険概要

対策水防工法
関連計画等 摘　要

300 200

800 500

300 200

300 200

300 200

300 200

3000 1000

1000 1000

300 300

200 200

300 300

300 300

2000 1000

2000 1000

200 200

200 200

200 200

200 200

3150 1950

3150 1950

2500 2500

2500 2500

350 300

350 300

500 500

500 500

2000 2000

2000 2000

150 150

150 150

300 300

300 200

300 200

1000 200

1000 200

800 300

800 300

左岸 越水（溢水） 冠水 土のう積21 米代川 長場内川 藤里町 第4分団 藤　里 長場内

23 米代川 薄井沢川 藤里町 第3分団 藤　里 矢　坂

真　土 右岸 越水（溢水） 冠水 土のう積22 米代川 粕毛川 藤里町 第3分団 藤　里

院内沢川 藤里町 第2分団 藤　里

両岸  堤体漏水 破堤冠水 土のう積

両岸 堤体漏水 破堤冠水 土のう積25 米代川 大沢川 藤里町 第2分団 藤　里 大　沢

大　沢 両岸 越水（溢水） 冠水 土のう積24 米代川

27 米代川 天内川 能代市 第６分団 能　代 常　盤 天　内

二ツ井町
仙ノ台

両岸  越水（溢水） 冠水 土のう積26 米代川 濁川 能代市 第９分団 能　代

久喜沢川 能代市 第３分団 能　代

両岸  越水（溢水） 冠水 土のう積

両岸  越水（溢水） 冠水 土のう積29 馬場目川 三種川 三種町
三種
第7分団

三　種 川　尻

朴　瀬 築法師 両岸  越水（溢水） 冠水 土のう積28 米代川

広域河川改修

31 馬場目川 三種川 三種町
三種
第4分団

三　種 森　岳

森　岳 木戸沢 両岸  越水（溢水） 冠水 土のう積30 馬場目川 三種川 三種町
三種
第4分団

三　種

三種川 三種町
三種
第4分団

三　種

両岸  越水（溢水） 冠水 土のう積 広域河川改修

両岸  越水（溢水） 冠水 土のう積

広域河川改修

33 馬場目川 三種川 三種町
三種
第3分団

三　種 落　合

森　岳 泉八日 両岸  越水（溢水） 冠水 土のう積32 馬場目川

35 馬場目川 鹿渡川 三種町
三種
第1分団

三　種 鹿　渡

高屋敷 両岸  堤体漏水 冠水 土のう積34 馬場目川 糸流川 三種町
三種
第1分団

三　種

鯉　川 三種町
三種
第2分団

三　種

両岸  堤体漏水 冠水 土のう積

右岸  堤体漏水 冠水 土のう積37 馬場目川 種沢川 三種町
三種
第2分団

三　種 種　沢

鯉　川 両岸  堤体漏水 冠水 土のう積36 馬場目川

39 馬場目川 小又川 三種町
三種
第3分団

三　種 二本杉

勝　平 両岸  堤体漏水 冠水 土のう積38 馬場目川 西又川 三種町
三種
第3分団

三　種

添畑川 三種町
三種
第6分団

三　種

両岸  堤体漏水 冠水 土のう積

長　面 両岸  堤体漏水 冠水 土のう積40 馬場目川
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２－３ 令和８年度　秋田県重要水防区域一覧表 水防支部名 山本支部

評定基準

市町村 大字 字 種別
Ａ
(m)

Ｂ
(m)

Ａ
(箇所)

Ｂ
(箇所)

特に警戒を要する延長

位　置
左右岸
の区分

堤防 工作物 新堤・破堤跡
・旧河川
(延長m)

工事施工中
又は陸閘
（箇所）

延長
(m)

番
号

水系名
河　川
海岸名

担当
水防管理
団体名

水防分団名
(消防)

重　　要　　水　　防　　区　　域

予想される
危険概要

対策水防工法
関連計画等 摘　要

300 200

300 200

100 100

100 100

200 300

200 300

300 300

300 300

100 100

100 100

500 500

500 500

200 200

900 900

900 900

500 500

500 500

300 300

300 300

350 350

350 350

500 400

500 400

200 200

200 200

10,400 14,540 0 0 0 0 15,400

8,700 11,540 0 0 0 0 12,300

1,600 14,100 0 0 0 0 12,950

1,600 14,000 0 0 0 0 12,850

12,000 28,640 0 0 0 0 28,350

10,300 25,540 0 0 0 0 25,150

両岸  堤体漏水 冠水 土のう積41 馬場目川 谷地沢川 三種町
三種
第6分団

三　種 達　子

43 馬場目川 金光寺川 三種町
三種
第4分団

三　種 森　岳

志戸橋 両岸  堤体漏水 破堤冠水 土のう積42 馬場目川 仁助川 三種町
三種
第5分団

三　種

鵜川川 三種町
三種
第5分団

三　種

両岸  堤体漏水 冠水 土のう積

右岸  堤体漏水 冠水 土のう積45 馬場目川 鵜川川 三種町
三種
第5分団

三　種 外　岡

割　道 両岸  堤体漏水 冠水 土のう積44 馬場目川

47 塙　川 塙　川 八峰町 第6分団 八　峰 峰浜塙 塙

八　森 立　石46 真瀬川 真瀬川 八峰町 第13分団 八　峰

第7分団 八　峰

両岸  越水（溢水） 冠水 土のう積

右岸  越水（溢水） 冠水 土のう積

冠水 土のう積

県単河川
改良

49 塙　川 塙　川 八峰町 第3分団 八　峰 峰浜田中 川　向

峰浜塙 横　内 左岸  越水（溢水） 冠水 土のう積48 塙　川 塙　川 八峰町

県単河川
改良

51 竹生川 竹生川 八峰町 第7分団 八　峰 峰浜小手萩 萩ノ城

峰浜高野野 真　山 両岸  堤体漏水 冠水 土のう積50 塙　川 塙　川 八峰町 第1分団 八　峰

53 竹生川 竹生川 能代市 第3分団 能　代 竹　生

比八田 両岸  堤体漏水 冠水 土のう積52 竹生川 竹生川 能代市 第3分団 能　代

55 水沢川 水沢川 八峰町 第4分団 八　峰 峰浜水沢 手這坂

峰浜水沢 下中田表 左岸  堤体漏水 冠水 土のう積54 水沢川 水沢川 八峰町 第1分団 八　峰

2級河川 27 箇所

1級河川 28 箇所

計 55 箇所

左岸  堤体漏水 冠水 土のう積

両岸  堤体漏水 冠水 土のう積

両岸  堤体漏水 冠水 土のう積

両岸  堤体漏水
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２－３ 令和８年度　秋田県重要水防区域一覧表 水防支部名 山本支部

評定基準

市町村 大字 字 種別
Ａ
(m)

Ｂ
(m)

Ａ
(箇所)

Ｂ
(箇所)

特に警戒を要する延長

位　置
左右岸
の区分

堤防 工作物 新堤・破堤跡
・旧河川
(延長m)

工事施工中
又は陸閘
（箇所）

延長
(m)

番
号

水系名
河　川
海岸名

担当
水防管理
団体名

水防分団名
(消防)

重　　要　　水　　防　　区　　域

予想される
危険概要

対策水防工法
関連計画等 摘　要

3,100 1,500

5,600 200

8,000 500

6,300 700

23,000 2,900

Ａ 八森海岸 八峰町 第10分団 八　峰 八　森 浜　田

Ｃ 浅内海岸 能代市 第５分団 能　代 浅　内

峰浜沼田
～水沢

浸　食
高　潮

耕地流失
消波直立護岸
ブロック

Ｂ 峰浜海岸 八峰町 第3分団 八　峰

計 4 箇所

釜　谷 浸　食 耕地流失 消波ブロックＤ 八竜海岸 三種町
三種
第8分団

三　種

浸　食
高　潮

家屋流失 消波ブロック

浸　食
高　潮

家屋耕地流失
消波直立護岸
ブロック
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２－３ 令和８年度　秋田県重要水防区域一覧表 水防支部名 秋田支部

評定基準

市町村 大字 字 種別
Ａ
(m)

Ｂ
(m)

Ａ
(箇所)

Ｂ
(箇所)

3,400

3,400 400

2,300

2,300 300

1,400

1,400 500

1,200 100

1,200

1,500 300

1,500

1,500 500

700 700

2,800 1,000

6,000

6,000 200

1,500 300

1,500

3,000

3,000 300

2,500

2,500 100

1,100

1,100 200

800 600

800 600

1,600 400

1,600 400

100 100

5,600 600

5,400 600

2,000 400

1,500 500

1,500 500

7,000

7,000

馬場目川 五城目町 第6分団 五城目町

予想される
危険概要

対策水防工法

特に警戒を要する延長

関連計画等 摘　要

冠水 土のう積

左右岸
の区分

堤防 工作物 新堤・破堤跡
・旧河川
(延長m)

工事施工中
又は陸閘
（箇所）

延長
(m)

1 馬場目川 馬場目川 五城目町 第7分団 五城目町 馬場目 杉沢恋地

番
号

水系名
河　川
海岸名

担当
水防管理
団体名

水防分団名
(消防)

位　置

重　　要　　水　　防　　区　　域

左岸
右岸

越水（溢水）

左岸
右岸

越水（溢水） 冠水 土のう積3 馬場目川 馬場目川 五城目町 第5分団 五城目町 馬場目 帝釈寺

馬場目 寺庭
左岸
右岸

越水（溢水） 冠水 土のう積2 馬場目川

S36～S635 馬場目川 馬場目川 五城目町 第1分団 五城目町 五城目

高崎 久保
左岸
右岸

越水（溢水） 冠水 土のう積4 馬場目川 馬場目川 五城目町 第2･3分団 五城目町

馬場目川 八郎潟町 第6分団 八郎潟町

左岸
右岸

越水（溢水） 冠水 土のう積 県単河川改良

左岸
右岸

越水（溢水） 冠水 土のう積7 馬場目川 馬場目川 八郎潟町 第7分団 八郎潟町 － 上昼根

川崎 嘉美
左岸
右岸

越水（溢水） 冠水 土のう積6 馬場目川

9 馬場目川 富津内川 五城目町 第8･9分団 五城目町 富津内

－ 一日市
左岸
右岸

越水（溢水） 冠水 土のう積8 馬場目川 馬場目川 八郎潟町 第1分団 八郎潟町

富津内川 五城目町 第8･9分団 五城目町

左岸
右岸

越水（溢水）
河川断面狭小
のため冠水

土のう積

左岸
右岸

越水（溢水） 冠水 土のう積11 馬場目川 内川川 五城目町 第10･11分団 五城目町 内川 湯ノ又

富津内 下山内
左岸
右岸

越水（溢水） 冠水 土のう積10 馬場目川

ほ場整備関連
担い手育成基
盤整備事業
H10～H19

13 馬場目川 井川 井川町 第8分団 井川町 井内 屋布合

施田 中ノ目
左岸
右岸

越水（溢水） 冠水 土のう積12 馬場目川 井川 井川町 第7分団 井川町

豊川 潟上市
昭和支団
第10分団

潟上市

左岸
右岸

越水（溢水） 冠水 土のう積

左岸
右岸

越水（溢水） 堤防決壊氾濫 土のう積15 馬場目川 豊川 潟上市
昭和支団
第11分団

潟上市 豊川 小泉新所

豊川 塔田
左岸
右岸

越水（溢水）
河川断面狭小
のため冠水

土のう積14 馬場目川

H5～R917 馬場目川 馬踏川 秋田市 金足分団 秋田市 金足 岩瀬

下虻川 土場向
左岸
右岸

水衝部 堤防法尻決壊 木流し工16 馬場目川 豊川 潟上市
飯田川支団
第1分団

潟上市

西部承水路 大潟村 大潟村水防団 大潟村

左岸
右岸

水衝部 堤防法尻決壊 木流し工 広域河川改修

左岸
右岸

水衝部 堤防法尻決壊 木流し工 ほ場整備関連
農地集積加速
化基盤整備事
業

19 馬場目川 赤沢川 井川町 第6分団 井川町 八田大倉 縄手内

西部 承水路
左岸
右岸

水衝部 堤防法尻決壊 木流し工18 馬場目川

旭川
左岸
右岸

越水（溢水） 冠水 土のう積20 雄物川 旭川 秋田市
旭川・保戸野・秋田
旭・秋田中央分団

秋田市
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２－３ 令和８年度　秋田県重要水防区域一覧表 水防支部名 秋田支部

評定基準

市町村 大字 字 種別
Ａ
(m)

Ｂ
(m)

Ａ
(箇所)

Ｂ
(箇所)

予想される
危険概要

対策水防工法

特に警戒を要する延長

関連計画等 摘　要左右岸
の区分

堤防 工作物 新堤・破堤跡
・旧河川
(延長m)

工事施工中
又は陸閘
（箇所）

延長
(m)

番
号

水系名
河　川
海岸名

担当
水防管理
団体名

水防分団名
(消防)

位　置

重　　要　　水　　防　　区　　域

1,400

2,000 700

 2,000

2,300

2,300 600

3,000 700

2,500

2,500 1,100

3,800

4,500 1,000

5,000

800

800

8,000 1,000

8,000

5,000 900

5,000

2,200

2,800 700

2,150

2,150 1,000

2,700 1,000

2,700

700

700

2,200

2,200 500

3,500 300

3,500 300

500 200

500 200

2,500 300

2,500 300

2,000 200

2,000 200

18 雄物川 岩見川 秋田市 河辺第2分団 秋田市 河辺戸島 豊成

岩見川 秋田市 河辺第3分団 秋田市

左岸
右岸

越水（溢水） 堤防法尻決壊 土のう積

左岸
右岸

越水（溢水）
河川断面狭小
のため冠水

土のう積20 雄物川 新波川 秋田市 雄和第1分団 秋田市 雄和大正寺 萱ヶ沢

河辺岩見 東
左岸
右岸

越水（溢水） 堤防法尻決壊 土のう積19 雄物川

S56～R1822 雄物川 草生津川 秋田市 外旭川分団 秋田市 外旭川 外旭川

雄和大正寺 梵天野
左岸
右岸

越水（溢水）
河川断面狭小
のため冠水

土のう積21 雄物川 新波川 秋田市 雄和第1分団 秋田市

下浜鮎川 秋田市 下浜分団 秋田市

左岸
右岸

越水（溢水）
河川断面狭小
のため冠水

土のう積 広域河川改修

左岸
右岸

越水（溢水）
河川断面狭小
のため冠水

土のう積24 下浜鮎川 下浜鮎川 秋田市 下浜分団 秋田市 下　浜 羽　川

下浜 田中
左岸
右岸

越水（溢水）
河川断面狭小
のため冠水

土のう積23 下浜鮎川

26 雄物川 猿田川 秋田市 仁井田分団 秋田市 仁井田 福　島

太　平
左岸
右岸

越水（溢水）
河川断面狭小
のため冠水

土のう積25 雄物川 太平川 秋田市
下北手・秋田東・秋田
中央・牛島・城東分団

秋田市

八田川 秋田市 太平分団 秋田市

左岸
右岸

越水（溢水）
河川断面狭小
のため冠水

土のう積

左岸
右岸

越水（溢水）
河川断面狭小
のため冠水

土のう積 広域河川改修 S41～H20

広域河川改修 H16～H21

28 雄物川 梵字川 秋田市 河辺第2分団 秋田市 河辺和田 黒　沼

太　平 八　田
左岸
右岸

越水（溢水）
河川断面狭小
のため冠水

土のう積27 雄物川

30 雄物川 三内川 秋田市 河辺第3分団 秋田市 河辺三内 砂子渕

河辺奥出 奥　出
左岸
右岸

越水（溢水）
河川断面狭小
のため冠水

土のう積29 雄物川 神内川 秋田市 河辺第1分団 秋田市

平尾鳥川 秋田市 雄和第3分団 秋田市

左岸
右岸

越水（溢水）
河川断面狭小
のため冠水

土のう積

左岸
右岸

越水（溢水）
河川断面狭小
のため冠水

土のう積32 滝川 滝川 男鹿市 第8分団 男鹿市 男鹿中 山　田

雄和平尾鳥 竹ノ花
左岸
右岸

越水（溢水）
河川断面狭小
のため冠水

土のう積31 雄物川

34 比詰川 男鹿市 第3分団 男鹿市 船川港 比　詰

男鹿中 浜間口
左岸
右岸

越水（溢水）
河川断面狭小
のため冠水

土のう積33 滝川 滝川 男鹿市 第8分団 男鹿市

五里合 谷　地
左岸
右岸

越水（溢水）
河川断面狭小
のため冠水

土のう積35 鮎川川 鮪川川 男鹿市 第7分団 男鹿市

比詰川
左岸
右岸

越水（溢水）
河川断面狭小
のため冠水

土のう積
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２－３ 令和８年度　秋田県重要水防区域一覧表 水防支部名 秋田支部

評定基準

市町村 大字 字 種別
Ａ
(m)

Ｂ
(m)

Ａ
(箇所)

Ｂ
(箇所)

予想される
危険概要

対策水防工法

特に警戒を要する延長

関連計画等 摘　要左右岸
の区分

堤防 工作物 新堤・破堤跡
・旧河川
(延長m)

工事施工中
又は陸閘
（箇所）

延長
(m)

番
号

水系名
河　川
海岸名

担当
水防管理
団体名

水防分団名
(消防)

位　置

重　　要　　水　　防　　区　　域

5,000 2,000

5,000 2,000

5,600 89,850 0 0 0 0 12,700

5,400 91,250 0 0 0 0 12,100

3,700 2,500

700 500

広域河川改修 H3～R2036 雄物川 新城川 秋田市 下新城分団 秋田市 下新城

計 河川 36 箇所

左岸
右岸

越水（溢水）
河川断面狭小
のため冠水

2 日本海 門前海岸 男鹿市 第2分団 男鹿市 船川港 小　浜

男鹿中 浜間口1 日本海
浜間口
海岸

男鹿市 第8分団 男鹿市 侵食 家屋耕地流失

侵食 家屋耕地流失

土のう積
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２－３ 令和８年度　秋田県重要水防区域一覧表 水防支部名 由利支部

評定基準

市町村 大字 字 種別
Ａ
(m)

Ｂ
(m)

Ａ
(箇所)

Ｂ
(箇所)

400 400

0 0

200 200

0 0

0 0

400 400

500 0

0 0

2,700 0

3,100 0

700 0

800 200

500 0

600 600

600 600

0 0

1,800 400

1,900 0

1,400 1,400

1,000 0

600 0

700 0

500 500

0 0

0 0

200 200

200 200

100 100

400 400

400 400

400 400

400 400

100 100

100 100

0 0

100 100

0 0

200 200

300 0

0 0

工事施工中
又は陸閘
（箇所）

延長
(m)

重　　要　　水　　防　　区　　域

左　岸
水　衝
洗　掘

家屋耕地流失
土　俵
杭　打

予想される
危険概要

対策水防工法

特に警戒を要する延長

関連計画等 摘　要左右岸
の区分

堤防 工作物 新堤・破堤跡
・旧河川
(延長m)

1 子吉川 子吉川 由利本荘市
矢島分団
第4部

由利本荘
矢島
元町

新　所

番
号

水系名
河　川
海岸名

担当
水防管理
団体名

水防分団名
(消防)

位　置

3 子吉川 子吉川 由利本荘市
鳥海分団
第1部

由利本荘
鳥海
伏見

久　保

矢島
元町

郷　内 左　岸 越　水 家屋耕地流失
土　俵
杭　打

2 子吉川 子吉川 由利本荘市
矢島分団
第4部

由利本荘

芋　川 由利本荘市
大内分団
第2部

由利本荘

右　岸 溢　水 氾濫溢水 土俵積

両　岸 越　水
広域河川
改修工事

広域河川
改修工事

5 子吉川 芋　川 由利本荘市
大内分団
第2部

由利本荘 加賀沢 加賀沢

西ノ沢 左　岸 越　水4 子吉川

7 子吉川 芋　川 由利本荘市
大内分団
第4部

由利本荘 平　岫 上　野

松　本 前　野 両　岸 越　水 破堤越水 土俵積6 子吉川 芋　川 由利本荘市
大内分団
第4部

由利本荘

芋　川 由利本荘市
本荘分団
第4部

由利本荘

両　岸 越　水 破堤越水 土俵積  

両　岸 越　水 破堤越水 土俵積
県単河川
改良工事

9 子吉川 赤田川 由利本荘市
本荘分団
第6部

由利本荘 赤　田
百部岡
～牛寺

葛　岡 宮ノ越 左　岸 溢　水 氾濫溢水 土俵積8 子吉川

11 子吉川 小友川 由利本荘市
本荘分団
第3分団部

由利本荘 金　山
須　郷

大　沢 南　関 両　岸
堤　体
漏　水

破堤越水 土俵積10 子吉川 小友川 由利本荘市
本荘分団
第3部

由利本荘

石沢川 由利本荘市
東由利分団
第4部

由利本荘

両　岸
堤　体
漏　水

　

右　岸 溢　水 氾濫溢水 土俵積
県単河川
改良工事

県単河川
改良工事

13 子吉川 石沢川 由利本荘市
東由利分団
第3部

由利本荘
東由利
老方

下川原

東由利
蔵

島　田 左　岸 溢　水 氾濫溢水 土俵積12 子吉川

県単河川
改良工事

15 子吉川 鮎川 由利本荘市
由利分団
第5部

由利本荘 平　石 平　石

東由利方 寺　田 両　岸 溢　水 氾濫溢水 土俵積14 子吉川 祝沢川 由利本荘市
東由利分団
第3部

由利本荘

田沢川 由利本荘市
矢島支分団
第4分団部

由利本荘

両　岸 溢　水 氾濫湓水 土俵積
県単河川
改良工事

両　岸 溢　水 氾濫湓水 土俵積17 子吉川 鶯川 由利本荘市
鳥海分団
第2部

由利本荘
鳥海町
下川内

牛　越

矢島町
元町

大川原 両　岸 溢　水 氾濫湓水 土俵積16 子吉川

19 子吉川 笹子川 由利本荘市
鳥海分団
第2部

由利本荘
鳥海町
栗　沢

芦ヶ渕

鳥海町
伏見

久　保 右　岸 溢　水 氾濫湓水 土俵積18 子吉川 笹子川 由利本荘市
鳥海分団
第1部

由利本荘

百宅川 由利本荘市
鳥海分団
第7部

由利本荘

右　岸 溢　水 氾濫湓水 土俵積

鳥海町
百　宅

中　村 左　岸
堤　体
漏　水

20 子吉川

49



２－３ 令和８年度　秋田県重要水防区域一覧表 水防支部名 由利支部

評定基準

市町村 大字 字 種別
Ａ
(m)

Ｂ
(m)

Ａ
(箇所)

Ｂ
(箇所)

工事施工中
又は陸閘
（箇所）

延長
(m)

重　　要　　水　　防　　区　　域

予想される
危険概要

対策水防工法

特に警戒を要する延長

関連計画等 摘　要左右岸
の区分

堤防 工作物 新堤・破堤跡
・旧河川
(延長m)

番
号

水系名
河　川
海岸名

担当
水防管理
団体名

水防分団名
(消防)

位　置

2,100 300

2,100 300

3,900 500

3,900 500

100 100

0 0

200 200

0 0

800 800

800 800

200 0

200 0

0 0

400 400

0 0

400 400

0 0

100 0

600 600

0 0

200 200

0 0

0 0

300 300

700 700

700 700

300 300

0 0

0 0

500 500

300 300

0 0

400 400

400 400

2,900 18,200 0 0 0 0 9,000

2,000 17,800 0 0 0 0 7,000

両　岸 越　水 破堤越水 土俵積21 白雪川 白雪川 にかほ市 第5分団 にかほ 三　森 浜　田

23 衣川 衣川 由利本荘市
本荘分団
第7部

由利本荘 松ヶ崎
荒　町
北　側

田　狐 石　脇 両　岸
水衝
洗掘

破堤越水 土俵積22 白雪川 白雪川 にかほ市
第6分団
第7分団

にかほ

衣川 由利本荘市
岩城分団
第3部

由利本荘

左　岸 溢　水 氾濫溢水 土俵積

両　岸 溢　水 氾濫?水 土俵積25 衣川 蛇川 由利本荘市
岩城分団
第2部

由利本荘
岩　城
上蛇田

御所ノ前

岩　城
滝　俣

観音前 左　岸 溢　水 氾濫?水 土俵積24 衣川

27 君ヶ野川 君ヶ野川 由利本荘市
岩城分団
第4部

由利本荘
岩　城
内道川

岩ノ沢

岩　城
内道川

川　向 両　岸 溢　水26 君ヶ野川 君ヶ野川 由利本荘市
岩城分団
第4部

由利本荘

象潟川 にかほ市 第1分団 にかほ

右　岸 溢　水 氾濫溢水 土俵積

右　岸 溢　水29 二古川 二古川 由利本荘市
岩城分団
第4分団

由利本荘
岩　城
二　古 川　尻

象　潟 弁天島 右　岸 溢　水 氾濫溢水 土俵積28 象潟川

31 奈曽川 清水川 にかほ市 第2分団 にかほ 本　郷 盛

横　岡 仲　岡 左　岸 溢　水 氾濫溢水 土俵積30 奈曽川 清水川 にかほ市 第2分団 にかほ

大沢川 にかほ市 第5分団 にかほ

左　岸 溢　水 氾濫溢水 土俵積

両　岸 溢　水 氾濫溢水 土俵積
　　総合流域
　防災対策工事

33 大沢川 大沢川 にかほ市 第5分団 にかほ 平　沢 島ノ子渕

平　沢 書書面 右　岸 溢　水 破堤溢水 土俵積32 大沢川

35 西目川 西目川 由利本荘市
西目支団
第4分団

由利本荘
西目町
海士剥

海士剥下

院　内 杉　山 左　岸 　溢　水 氾濫溢水 土俵積34 大沢川 大沢川 にかほ市 第6分団 にかほ

赤石川 にかほ市 第4分団 にかほ

右　岸 溢　水 氾濫溢水 土俵積

両　岸 溢　水 氾濫溢水 土俵積37 赤石川 赤石川 にかほ市 第4分団 にかほ 大　竹 下　後

金　浦 赤　石 左　岸 溢　水 氾濫溢水 土俵積36 赤石川

計 河川 37 箇所
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２－３ 令和８年度　秋田県重要水防区域一覧表 水防支部名 由利支部

評定基準

市町村 大字 字 種別
Ａ
(m)

Ｂ
(m)

Ａ
(箇所)

Ｂ
(箇所)

工事施工中
又は陸閘
（箇所）

延長
(m)

重　　要　　水　　防　　区　　域

予想される
危険概要

対策水防工法

特に警戒を要する延長

関連計画等 摘　要左右岸
の区分

堤防 工作物 新堤・破堤跡
・旧河川
(延長m)

番
号

水系名
河　川
海岸名

担当
水防管理
団体名

水防分団名
(消防)

位　置

900 391

375 0

110 0

400 0

1,050 956

150 0

250 0

200 0

300 0

350 350

350 350

350 350

600 0

700 700

200 0

0 6,285 0 0 0 0 3,097

岩城海岸 由利本荘市
岩城分団
第5部

由利本荘

浸　食 家屋耕地流失

海岸浸食対策

B 日本海 岩城海岸 由利本荘市
岩城分団
第4部

由利本荘
岩　城
内道川

岩　城
新　谷 浸　食 家屋耕地流失A 日本海

D 日本海 本荘海岸 由利本荘市
岩城分団
第7部

由利本荘 神　沢 神　沢

岩　城
二　古

浸　食 家屋耕地流失C 日本海 岩城海岸 由利本荘市
岩城分団
第4分団

由利本荘

本荘海岸 由利本荘市
本荘分団
第7部

由利本荘

浸　食 家屋耕地流失

家屋耕地流失

海岸浸食対策

F 日本海 本荘海岸 由利本荘市
本荘分団
第7部

由利本荘 芦　川

芦　川 折　林 家屋耕地流失E 日本海

H 日本海 本荘海岸 由利本荘市
西目分団
第1部

由利本荘 浜三川
三　川
2　号

浜三川
三　川
1　号

家屋耕地流失G 日本海 本荘海岸 由利本荘市
本荘分団
第1部

由利本荘

本荘海岸 由利本荘市
西目分団
第1部

由利本荘

家屋耕地流失

家屋耕地流失J 日本海 西目海岸 由利本荘市
西目分団
第4部

由利本荘
西目町
出　戸

中高屋
1　号

浜三川
三　川
3　号

家屋耕地流失I 日本海

L 日本海 西目海岸 由利本荘市
西目分団
第4部

由利本荘
西目町
出　戸

上高屋

西目町
　出　戸

中高屋
2　号

家屋耕地流失K 日本海 西目海岸 由利本荘市
西目分団
第4部

由利本荘

西目海岸 由利本荘市
西目分団
第14部

由利本荘

家屋耕地流失

家屋耕地流失N 日本海 象潟海岸 にかほ市 第3分団 にかほ 立　石

西目町
出　戸

出戸 家屋耕地流失M 日本海

計 海岸 15 箇所

関 家屋耕地流失O 日本海 象潟海岸 にかほ市 第3分団 にかほ
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２－３ 令和８年度　秋田県重要水防区域一覧表 水防支部名 由利支部

評定基準

市町村 大字 字 種別
Ａ
(m)

Ｂ
(m)

Ａ
(箇所)

Ｂ
(箇所)

工事施工中
又は陸閘
（箇所）

延長
(m)

重　　要　　水　　防　　区　　域

予想される
危険概要

対策水防工法

特に警戒を要する延長

関連計画等 摘　要左右岸
の区分

堤防 工作物 新堤・破堤跡
・旧河川
(延長m)

番
号

水系名
河　川
海岸名

担当
水防管理
団体名

水防分団名
(消防)

位　置

徳沢橋

市道橋

国道橋

JR橋

あ 子吉川 芋川 由利本荘市
大内支団
第5分団

由利本荘

う 大沢川 大沢川 にかほ市 第5分団 にかほ 平　沢

平　沢 鳥の子渕い 大沢川 大沢川 にかほ市 第5分団 にかほ

大沢川 にかほ市 第5分団 にかほ

計 工作物 4 箇所

平　沢 田角森え 大沢川
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２－３ 令和８年度　秋田県重要水防区域一覧表 水防支部名 仙北支部

評定基準

市町村 大字 字 種別
Ａ
(m)

Ｂ
(m)

Ａ
(箇所)

Ｂ
(箇所)

300 200

3,100 300

2,000

3,200 2,100

2,500 2,100

3,500 900

4,000 900

1,400 500

900 400

500

500 300

500 100

3,200

700 500

100

100

1,000

2,800

3,400 400

1,700

2,800 300

500 200

500 500

1,200 600

1,400 600

1,400 600

400 400

400 400

堤体漏水 3,300 3,200 川倉

水衝洗掘 シ－ト張

堤体漏水 590 590 川倉

水衝洗掘 シ－ト張
左　岸 家田畑浸水薗田 古川20 雄物川 玉川 仙北市

仙北市
第8分団

仙北市

左　岸 家田畑浸水19 雄物川 玉川 大仙市
中仙支団
第2分団

大仙市 下鴬野 遠藤

南　外 落合
左　岸
右　岸

越水（溢水） 家田畑浸水 土のう積18 雄物川 西の又川 大仙市
南外支団
第6分団

大仙市

左　岸 越水（溢水） 田畑浸水 土のう積

左　岸 越水（溢水） 家田畑浸水 土のう積

17 雄物川 西の又川 大仙市
南外支団
第6分団

大仙市 南　外 及位

南　外 西の又16 雄物川 西の又川 大仙市
南外支団
第6分団

大仙市

左　岸
右　岸

越水（溢水） 家田畑浸水 土のう積15 雄物川 小出川 大仙市
南外支団
第4分団

大仙市 南　外 小出

南　外 田中
左　岸
右　岸

越水（溢水）
田畑浸水
道路通行止

土のう積14 雄物川 楢岡川 大仙市
南外支団
第1分団

大仙市

左　岸
右　岸

越水（溢水） 家田畑浸水 土のう積13 雄物川 楢岡川 大仙市
南外支団
第2分団

大仙市 南　外 金屋

南　外 田尻
左　岸
右　岸

越水（溢水） 家田畑浸水 土のう積12 雄物川 楢岡川 大仙市
南外支団
第2分団

大仙市

右　岸 越水（溢水）
田畑浸水
道路通行止

土のう積11 雄物川 布又川 大仙市
西仙北支団
第7分団

大仙市 円行寺 下布又

円行寺 布又
左　岸
右　岸

越水（溢水）
田畑浸水
道路通行止

土のう積10 雄物川 布又川 大仙市
西仙北支団
第7分団

大仙市

左　岸
右　岸

越水（溢水） 家田畑浸水 土のう積9 雄物川 栩平川 大仙市
西仙北支団
第7分団

大仙市 大沢郷宿 尊仏

大沢郷宿 滝ノ沢 左　岸 越水（溢水） 家田畑浸水 土のう積8 雄物川 栩平川 大仙市
西仙北支団
第7分団

大仙市

左　岸
右　岸

越水（溢水） 家田畑浸水 土のう積7 雄物川 大滝川 大仙市
西仙北支団
第3分団

大仙市 土川 添ノ又

土川 今泉  左　岸 越水（溢水） 田畑浸水 土のう積6 雄物川 心像川 大仙市
西仙北支団
第2分団

大仙市

右　岸 越水（溢水） 田畑浸水 土のう積5 雄物川 心像川 大仙市
西仙北支団
第3分団

大仙市 土川 添ノ又

土川
小杉山 左　岸

右　岸
越水（溢水） 家田畑浸水 土のう積4 雄物川 土買川 大仙市

西仙北支団
第2、7分団

大仙市

3 雄物川 大沢川 大仙市
西仙北支団
第7分団

大仙市 大沢郷宿
金剛寺
箱井

大沢郷宿
円行寺
八木山

2 雄物川

家田畑浸水 土のう積

左　岸
右　岸

越水（溢水） 田畑浸水 土のう積

左　岸
右　岸

越水（溢水） 田畑浸水 土のう積

堤防 工作物 新堤・破堤跡
・旧河川
(延長m)

大沢川 大仙市
西仙北支団
第7分団

大仙市

左　岸 越水（溢水）

工事施工中
又は陸閘
（箇所）

延長
(m)

重　　要　　水　　防　　区　　域

予想される
危険概要

対策水防工法

1 雄物川 大沢川 大仙市
西仙北支団
第7分団

大仙市 円行寺 坂繋

番
号

水系名
河　川
海岸名

担当
水防管理
団体名

水防分団名
(消防)

特に警戒を要する延長

関連計画等 摘　要位　置
左右岸
の区分
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２－３ 令和８年度　秋田県重要水防区域一覧表 水防支部名 仙北支部

評定基準

市町村 大字 字 種別
Ａ
(m)

Ｂ
(m)

Ａ
(箇所)

Ｂ
(箇所)

堤防 工作物 新堤・破堤跡
・旧河川
(延長m)

工事施工中
又は陸閘
（箇所）

延長
(m)

重　　要　　水　　防　　区　　域

予想される
危険概要

対策水防工法

番
号

水系名
河　川
海岸名

担当
水防管理
団体名

水防分団名
(消防)

特に警戒を要する延長

関連計画等 摘　要位　置
左右岸
の区分

800 400

堤体漏水 川倉

水衝洗掘 4,000 600 シ－ト張

1,000 1,000

1,000 800

180

700 300

800 400

210 210

2,100 1,000

2,100 1,000

800 700

1,000 500

2,600 700

3,300 2,600

300

200 100

1,500 500

700 200

600 500

500

200 200

200 200

800 400

800

1,600 400

400 400

400 400
太田 東今泉

左　岸
右　岸

越水（溢水） 家田畑浸水 土のう積40 雄物川 窪堰川 大仙市
大田支団
第1分団

大仙市

右　岸 越水（溢水） 家屋浸水 土のう積39 雄物川 福部内川 大仙市
大曲支団
第1分団 大仙市 大曲 須和町

生保内 小先達
左　岸
右　岸

越水（溢水） 家屋浸水 土のう積38 雄物川 小先達川 仙北市
仙北市
第1分団

仙北市

左　岸
右　岸

越水（溢水） 家田畑浸水 土のう積37 雄物川 堀内沢川 仙北市
仙北市
第6分団

仙北市 上桧木内 堀内

梅沢 東田  右　岸 越水（溢水） 家田畑浸水 土のう積36 雄物川 刺市川 仙北市
仙北市
第4分団

仙北市

左　岸 越水（溢水） 家田畑浸水 土のう積35 雄物川 刺市川 仙北市
仙北市
第4分団

仙北市 梅沢 東田

岡崎 新屋敷
左　岸
右　岸 越水（溢水） 家田畑浸水 土のう積34 雄物川 院内川 仙北市

仙北市
第4分団

仙北市

 左　岸 越水（溢水） 家田畑浸水 土のう積33 雄物川 桧木内川 仙北市
仙北市
第6分団

仙北市 小山田 西下戸沢

上桧内 鳥屋森  左　岸 越水（溢水） 家田畑浸水 土のう積32 雄物川 桧木内川 仙北市
仙北市
第6分団

仙北市

左　岸
右　岸

越水（溢水） 家田畑浸水 土のう積31 雄物川 桧木内川 仙北市
仙北市
第6分団

仙北市 上桧内 桁沢

下桧内 下田 右　岸 越水（溢水） 家田畑浸水 土のう積30 雄物川 桧木内川 仙北市
仙北市
第6分団

仙北市

 左　岸 水衝洗掘 家田畑浸水 土のう積29 雄物川 桧木内川 仙北市
仙北市
第5分団

仙北市 小山田 高野

西長野 川下田
左　岸
右　岸

越水（溢水） 家田畑浸水 土のう積28 雄物川 入見内川 仙北市
仙北市
第9分団

仙北市

右　岸 越水（溢水） 家田畑浸水 土のう積27 雄物川 入見内川 仙北市
仙北市
第9分団

仙北市 西長野 月見堂

田沢 鎧畑 左　岸 堤体漏水 田畑浸水 土のう積26 雄物川 玉川 仙北市
仙北市
第1分団

仙北市

 左　岸 堤体漏水 田畑浸水 土のう積25 雄物川 玉川 仙北市
仙北市
第1分団

仙北市 田沢 見付田

田沢 下田沢
左　岸
右　岸

堤体漏水 田畑浸水 土のう積24 雄物川 玉川 仙北市
仙北市
第1分団

仙北市

 左　岸 越水（溢水）
下水処理場
田畑浸水

土のう積23 雄物川 玉川 仙北市
仙北市
第3分団

仙北市
生保内

舟場

雲然 掟 右　岸 家田畑浸水22 雄物川 玉川 仙北市
仙北市
第9分団

仙北市

 左　岸 堤体漏水 家田畑浸水 土のう積21 雄物川 玉川 仙北市
仙北市
第8分団

仙北市
白岩
広久内

舟場
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２－３ 令和８年度　秋田県重要水防区域一覧表 水防支部名 仙北支部

評定基準

市町村 大字 字 種別
Ａ
(m)

Ｂ
(m)

Ａ
(箇所)

Ｂ
(箇所)

堤防 工作物 新堤・破堤跡
・旧河川
(延長m)

工事施工中
又は陸閘
（箇所）

延長
(m)

重　　要　　水　　防　　区　　域

予想される
危険概要

対策水防工法

番
号

水系名
河　川
海岸名

担当
水防管理
団体名

水防分団名
(消防)

特に警戒を要する延長

関連計画等 摘　要位　置
左右岸
の区分

1,000

1,000

600 600

600 600

600 300

600 300

500 300

1,000 500

1,000

100 0

145 0

1,500 0

1,500 0

600 0

600 0

400 200

300 300

50 50

150

350 350

100 100

400 400

450 450

150 150

300 300

300 300

雄物川48 下深井 南谷地

左　岸

右　岸

越水（溢水） 土のう積

 左　岸

田沢湖田沢 潟前  左　岸 越水（溢水） 田畑浸水 土のう積59 雄物川 田沢湖 仙北市 仙北市

越水（溢水） 田畑浸水 土のう積58 雄物川 田沢湖 仙北市 仙北市 田沢湖田沢 潟前

田沢湖田沢 潟前 右　岸 越水（溢水） 田畑浸水 土のう積57 雄物川 田沢湖 仙北市 仙北市

右　岸 越水（溢水） 田畑浸水 土のう積56 雄物川 田沢湖 仙北市 仙北市 田沢湖田沢

西木町桧木
内

相内潟  右　岸 越水（溢水） 歩道浸水 土のう積55 雄物川 田沢湖 仙北市 仙北市

 右　岸 越水（溢水） 家浸水 土のう積54 雄物川 田沢湖 仙北市 仙北市
西木町桧木

内
相内潟

西木町西明
寺

潟尻  右　岸 越水（溢水） 歩道浸水 土のう積53 雄物川 田沢湖 仙北市 仙北市

左　岸 越水（溢水） 田畑浸水 土のう積52 雄物川 田沢湖 仙北市 仙北市 田沢湖潟 一ノ渡

田沢湖潟 蛭児堂 左　岸 越水（溢水） 田畑浸水 土のう積51 雄物川 田沢湖 仙北市 仙北市

右　岸 水衝洗掘 家田畑浸水 シート張り50 雄物川 斎内川 大仙市
中仙支団
第4、5分団

大仙市 栗沢 柏木野

豊川 八丁堀 右　岸 水衝洗掘 家田畑浸水 土のう積49 雄物川 斎内川 大仙市
中仙支団
第4分団

大仙市

道家田畑浸水

美郷町
美郷町
第7分団

美郷町

大仙市
大曲支団
第1、7分団

大仙市

上総川

左　岸
右　岸

越水（溢水） 家田畑浸水 土のう積47 雄物川 土熊沢川 仙北市
仙北市
第6分団

仙北市 下桧木内 畑中

仙南 野荒町
左　岸
右　岸

越水（溢水） 田畑浸水 土のう積46 雄物川 出川 美郷町
美郷町
第9分団

美郷町

左　岸
右　岸

越水（溢水） 家田畑浸水 土のう積45 雄物川 小友川 大仙市
大曲支団
第5分団

大仙市 内小友 館前

千屋 小森
左　岸

越水（溢水） 家田畑浸水 土のう積44 雄物川 赤倉川 美郷町
美郷町
第2分団

美郷町

左　岸
右　岸

越水（溢水） 田畑浸水 土のう積43 雄物川 矢島川 美郷町
美郷町
第1分団

美郷町 浪花 一丈木

本堂城回 吉清水
左　岸
右　岸

越水（溢水） 田畑浸水 土のう積42 雄物川 矢島川 美郷町
美郷町
第2分団

美郷町

左　岸
右　岸

越水（溢水） 土のう積 土のう積41 雄物川 川口川 大仙市
大田支団
第3分団

大仙市 太田 三本扇
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２－３ 令和８年度　秋田県重要水防区域一覧表 水防支部名 仙北支部

評定基準

市町村 大字 字 種別
Ａ
(m)

Ｂ
(m)

Ａ
(箇所)

Ｂ
(箇所)

堤防 工作物 新堤・破堤跡
・旧河川
(延長m)

工事施工中
又は陸閘
（箇所）

延長
(m)

重　　要　　水　　防　　区　　域

予想される
危険概要

対策水防工法

番
号

水系名
河　川
海岸名

担当
水防管理
団体名

水防分団名
(消防)

特に警戒を要する延長

関連計画等 摘　要位　置
左右岸
の区分

3,100 3,100

2,720 2,700

557 557

1,167 1,167

1,454 1,454

2,498 2,498

2,632 2,632

1,980 1,980

550 550

550 550

0 56,832 0 0 550 0 28,232

0 50,249 0 0 550 0 23,754

左　岸
右　岸

家田畑浸水
県単河川
改良事業

左　岸
右　岸

越水（溢水） 家田畑浸水 土のう積 河川災害関連事業

左　岸
右　岸

越水（溢水） 家田畑浸水 土のう積
河川災害復旧等関
連緊急事業

計 64 箇所

河川災害復旧助成
事業

暫定

64 雄物川 福部内川 大仙市
大曲支団
第2分団

大仙市 大曲 戸蒔

南　外 揚土
左　岸
右　岸

越水（溢水） 家田畑浸水 土のう積63 雄物川 楢岡川 大仙市
南外支団
第4、5分団

大仙市

暫定

河川災害関連事業 暫定

62 雄物川 土買川 大仙市
西仙北支団
第2分団

大仙市 土川
半導寺

協和 下淀川
左　岸
右　岸

越水（溢水） 家田畑浸水 土のう積61 雄物川 淀川 大仙市
協和支団
第7分団

大仙市

暫定60 雄物川 淀川 大仙市
協和支団
第7分団

大仙市 協和 小種
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２－３ 令和８年度　秋田県重要水防区域一覧表 水防支部名 平鹿支部

評定基準

市町村 大字 字 種別
Ａ
(m)

Ｂ
(m)

Ａ
(箇所)

Ｂ
(箇所)

1,700 1,150

1,700 1,250

3,300 2,300

3,300 2,300

2,300 1,000

2,300 1,000

900 900

900 900

1,700 1,500

900 900

500 500

500 500

400 400

400 400

800 800

800 800

1,500 1,500

1,000 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000

600 600

600 600

1,200 1,200

1,200 1,200

6,000 2,600

6,000 2,800

3,300 500

3,300 500

2,600 500

2,600 1,500

2,000 2,000

2,000 2,000

5,500 1,000

5,500 1,000

500 500

500 500

2,000 1,000

2,000 1,000

500 300

500 300
猪岡

左　岸
右　岸

耕地冠水

左　岸
右　岸

家屋浸水
耕地冠水

堤体漏水 土のう積

堤体漏水 土のう積20 雄物川 皿川 横手市
横手市消防団横手支団

第4分団
横手市

19 雄物川 頭無川 横手市
横手市消防団横手支団

第4分団
横手市 前郷、赤坂

婦気
左　岸
右　岸

堤体漏水
河岸決壊
耕地冠水

木流し
土のう積

18 雄物川 頭無川 横手市
横手市消防団横手支団

第5分団
横手市

左　岸
右　岸

堤体漏水
越水

家屋浸水
耕地冠水

土のう積17 雄物川 大戸川 横手市
横手市消防団横手支団

第4,6,7分団
横手市

　塚堀、下境
　黒川

金沢中野
左　岸
右　岸

洗掘 河床洗掘 土のう積16 雄物川 厨川 横手市
横手市消防団横手支団

第8分団
横手市

左　岸
右　岸

水衝
洗掘

堤防決壊
耕地冠水

木流し
シート張り

15 雄物川 横手川 横手市
横手市消防団横手支団

第7分団
横手市 黒川 寺村

安本
左　岸
右　岸

堤体漏水 河岸決壊 木流し14 雄物川 横手川 横手市
横手市消防団横手支団

第6分団
横手市

左　岸
右　岸

越水
洗掘

家屋浸水
耕地冠水

木流し
土のう積

13 雄物川 横手川 横手市
横手市消防団横手支団

第1～3分団
横手市 睦成 本郷

大沢
羽根山
回立

左　岸
右　岸

水衝
越水

河岸決壊
耕地冠水

木流し
土のう積

12 雄物川 横手川 横手市
横手市消防団横手支団

第2分団
横手市

左　岸
右　岸

堤体漏水 耕地冠水 土のう積11 雄物川 横手川 横手市
横手市消防団横手支団

第7分団
横手市 黒川 落合

山内土渕 板井沢
左　岸
右　岸

水衝
越水

河岸決壊
耕地冠水

木流し
土のう積

10 雄物川 横手川 横手市
横手市消防団山内支団

第1分団
横手市

左　岸
右　岸

水衝
堤体漏水

河岸決壊
耕地冠水

土のう積9 雄物川 横手川 横手市
横手市消防団山内支団

第1分団
横手市 山内土渕 岩瀬

山内平野沢 相野々
左　岸
右　岸

洗掘 河岸決壊 土のう積8 雄物川 横手川 横手市
横手市消防団山内支団

第2分団
横手市

左　岸
右　岸

堤体漏水 耕地冠水 土のう積7 雄物川 横手川 横手市
横手市消防団山内支団

第4分団
横手市 山内南郷 高林

山内南郷 沢田
左　岸
右　岸

堤体漏水 耕地冠水 土のう積6 雄物川 横手川 横手市
横手市消防団山内支団

第4分団
横手市

左　岸
右　岸

越水
洗掘

家屋浸水
耕地冠水

木流し
土のう積

5 雄物川 横手川 横手市
横手市消防団山内支団

第4分団
横手市 山内南郷 下南郷

山内南郷 上南郷
左　岸
右　岸

堤体漏水
河岸決壊
耕地冠水

木流し
土のう積

4 雄物川 横手川 横手市
横手市消防団山内支団

第4分団
横手市

3 雄物川 横手川 横手市
横手市消防団山内支団

第4分団
横手市 山内三又

粕子瀬
松沢

大森町
八沢木

太平宮脇2 雄物川

河岸決壊
耕地冠水

土のう積

左　岸
右　岸

洗　掘
河岸決壊
家屋浸水

木流し
土のう積

左　岸
右　岸

水衝
堤体漏水

河岸決壊
耕地冠水

木流し
土のう積

堤防 工作物 新堤・破堤跡
・旧河川
(延長m)

楢岡川 横手市
横手市消防団大森支団

第3分団
横手市

左　岸
右　岸

水衝
堤体漏水

工事施工中
又は陸閘
（箇所）

延長
(m)

重　　要　　水　　防　　区　　域

予想される
危険概要

対策水防工法

1 雄物川 楢岡川 横手市
横手市消防団大森支団

第3分団
横手市

大森町
八沢木

上八沢木

番
号

水系名
河　川
海岸名

担当
水防管理
団体名

水防分団名
(消防)

特に警戒を要する延長

関連計画等 摘　要位　置
左右岸
の区分
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２－３ 令和８年度　秋田県重要水防区域一覧表 水防支部名 平鹿支部

評定基準

市町村 大字 字 種別
Ａ
(m)

Ｂ
(m)

Ａ
(箇所)

Ｂ
(箇所)

堤防 工作物 新堤・破堤跡
・旧河川
(延長m)

工事施工中
又は陸閘
（箇所）

延長
(m)

重　　要　　水　　防　　区　　域

予想される
危険概要

対策水防工法

番
号

水系名
河　川
海岸名

担当
水防管理
団体名

水防分団名
(消防)

特に警戒を要する延長

関連計画等 摘　要位　置
左右岸
の区分

3,900 1,000

3,900 1,000

1,400 1,400

1,400 1,400

400 400

1,700 500

1,900 900

1,400

1,400 800

2,100 150

2,100 100

1,000 1,000

1,000 1,000

500 500

500 500

500 500

500 500

500 500

500 500

350 350

350 350

2,500 1,000

1,800 1,000

1,800 1,100

3,600 1,500

3,600 1,500

500 300

700 700

700 700

900 300

900 300

800 800

800 800

3,200 2,500

3,200 2,500

1,800 1,800

1,800 1,800

堤体漏水 土のう積

左　岸
右　岸

 堤体漏水 耕地冠水
木流し
土のう積

40 雄物川 地竹川 横手市
横手市消防団雄物川支団

第5分団
横手市 雄物川大沢 坂ノ下

雄物川大沢 上法寺
左　岸
右　岸

水衝
堤体漏水

河岸決壊
耕地冠水

木流し
土のう積

39 雄物川 上法寺川 横手市
横手市消防団雄物川支団

第5分団
横手市

左　岸
右　岸

堤体漏水
河岸決壊
耕地冠水

土のう積38 雄物川 七滝川 横手市
横手市消防団大森支団

第2分団
横手市 大森町上溝 横沢

大森町上溝 極楽寺
左　岸
右　岸

堤体漏水 耕地冠水 土のう積37 雄物川 七滝川 横手市
横手市消防団大森支団

第2分団
横手市

左　岸
右　岸

堤体漏水
河岸決壊
耕地冠水

木流し
土のう積

36 雄物川 七滝川 横手市
横手市消防団雄物川支団

第1分団
横手市

雄物川町
二井山

水沢

大森町上溝 武道 右　岸
水衝
堤体漏水

河岸決壊
耕地冠水

木流し
土のう積

35 雄物川 七滝川 横手市
横手市消防団大森支団

第2分団
横手市

左　岸
右　岸

堤体漏水
越水

河岸決壊
耕地冠水

木流し
土のう積

34 雄物川 上溝川 横手市
横手市消防団大森支団

第1・2分団
横手市 大森町 本郷

大森町上溝 末野
左　岸
右　岸

堤体漏水
河岸決壊
耕地冠水

木流し
土のう積

33 雄物川 上溝川 横手市
横手市消防団大森支団

第2・3分団
横手市

右　岸 堤体漏水 耕地冠水 土のう積32 雄物川 大納川 横手市
横手市消防団大森支団

第1・2分団
横手市 大森町 菅生田

大森町猿田 中村
左　岸
右　岸

堤体漏水 耕地冠水 土のう積31 雄物川 大納川 横手市
横手市消防団大森支団

第2分団
横手市

左　岸
右　岸

堤体漏水 耕地冠水 土のう積30 雄物川 大納川 横手市
横手市消防団大森支団

第2分団
横手市 大森町猿田 鉢山

山内平野沢 桧沢
左　岸
右　岸

水衝
堤体漏水

河岸決壊
耕地冠水

木流し
土のう積

29 雄物川 武道川 横手市
横手市消防団山内支団

第2分団
横手市

左　岸
右　岸

堤体漏水
河岸決壊
耕地冠水

木流し
土のう積

28 雄物川 武道川 横手市
横手市消防団山内支団

第2分団
横手市 山内平野沢 吉谷地

山内平野沢 武道
左　岸
右　岸

堤体漏水
河岸決壊
家屋浸水

木流し
土のう積

27 雄物川 武道川 横手市
横手市消防団山内支団

第2分団
横手市

26 雄物川 松川 横手市
横手市消防団山内支団

第3分団
横手市 山内大松川 落合

山内大松川 赤倉25 雄物川

左　岸
右　岸

越水
家屋浸水
耕地冠水

木流し

左　岸
右　岸

洗　掘 河岸決壊 木流し

土のう積

松川 横手市
横手市消防団山内支団

第3分団
横手市

左　岸
右　岸

水衝 河岸決壊 木流し

23 雄物川 黒沢川 横手市
横手市消防団山内支団

第3分団
横手市

24 雄物川 黒沢川 横手市
横手市消防団山内支団

第2分団
横手市 山内平野沢 相野々

山内小松川 落合 左　岸 溢水 耕地冠水

22 雄物川 黒沢川 横手市
横手市消防団山内支団

第3分団
横手市 山内小松川 岩瀬

杉沢
左　岸
右　岸

堤体漏水 耕地冠水 土のう積21 雄物川 杉沢川 横手市
横手市消防団横手支団

第3分団
横手市

左　岸
右　岸

家屋浸水
耕地冠水
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２－３ 令和８年度　秋田県重要水防区域一覧表 水防支部名 平鹿支部

評定基準

市町村 大字 字 種別
Ａ
(m)

Ｂ
(m)

Ａ
(箇所)

Ｂ
(箇所)

堤防 工作物 新堤・破堤跡
・旧河川
(延長m)

工事施工中
又は陸閘
（箇所）

延長
(m)

重　　要　　水　　防　　区　　域

予想される
危険概要

対策水防工法

番
号

水系名
河　川
海岸名

担当
水防管理
団体名

水防分団名
(消防)

特に警戒を要する延長

関連計画等 摘　要位　置
左右岸
の区分

900 900

900 900

700 700

700 700

4,600 1,300

4,600 1,300

500 500

500 500

1,000 1,000

1,000 1,000

200 200

1,000 1,000

1,000 1,000

800 800

800 800

7,500 65,250 0 0 0 0 40,750

7,500 66,550 0 0 0 0 42,900

0 1,800 0 0 0 0 1,800

0 1,800 0 0 0 0 1,800

7,500 67,050 0 0 0 0 42,550

7,500 68,350 0 0 0 0 44,700

木流し
土のう積

河岸決壊
耕地冠水

計 48 箇所

子吉川 2 箇所

雄物川 46 箇所

横手市 大森町坂部 開
左岸
右岸

水衝
堤体漏水

48 子吉川 坂部川 横手市
横手市消防団大森支団

第3分団

大森町坂部 金井神
左　岸
右　岸

水衝
堤体漏水

河岸決壊
耕地冠水

木流し
土のう積

47 子吉川 坂部川 横手市
横手市消防団大森支団

第3分団
横手市

左　岸 越水 家屋浸水 土のう積46 雄物川 皆瀬川 横手市
横手市消防団増田支団

第1分団
横手市 増田町戸波 戸波

増田町戸波 戸波
左　岸
右　岸

溢水 耕地冠水 土のう積45 雄物川 皆瀬川 横手市
横手市消防団増田支団

第1分団
横手市

左　岸
右　岸

堤体漏水
越水

河岸決壊
耕地冠水

木流し
土のう積

44 雄物川 狙半内川 横手市
横手市消防団増田支団

第4分団
横手市

増田町
狙半内

小栗山

増田町
狙半内

中村
左　岸
右　岸

堤体漏水
溢水

家屋浸水
耕地冠水

木流し
土のう積

43 雄物川 狙半内川 横手市
横手市消防団増田支団

第4分団
横手市

左　岸
右　岸

堤体漏水
家屋浸水
耕地冠水

木流し
土のう積

42 雄物川 成瀬川 横手市
横手市消防団増田支団

第3分団
横手市 増田町増田 真人

雄物川大沢 鳶ヶ沢
左　岸
右　岸

溢水 耕地冠水 土のう積41 雄物川 地竹川 横手市
横手市消防団雄物川支団

第5分団
横手市
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２－３ 令和８年度　秋田県重要水防区域一覧表 水防支部名 雄勝支部

評定基準

市町村 大字 字 種別
Ａ
(m)

Ｂ
(m)

Ａ
(箇所)

Ｂ
(箇所)

1,930

1,930 430

1,100

900

1,200 400

1,750 700

2,000

2,000

600

600

1,700

800

1,200 300

1,200 300

750 500

500 100

600

150

600

600

4,500 500

350

300

3,000 1,000

3,000 1,000

820 820

820 820

500 500

500 500

800

1,400

1,400
下関 下関 両　岸 越水（溢水）

家屋浸水
田畑冠水

積土のう20 雄物川 立川 湯沢市 三関分団 湯沢市

右　岸 越水（溢水）
家屋浸水
田畑冠水

積土のう
木流し

19 雄物川 戸沢川 湯沢市 三関分団 湯沢市 関口 戸沢

関口 本内 両　岸
工作物
ＪＲ橋

家屋浸水
田畑冠水

積土のう18 雄物川 戸沢川 湯沢市 三関分団 湯沢市

両　岸 越水（溢水）
家屋浸水
田畑冠水

積土のう17 雄物川 姉倉沢川 湯沢市 湯沢北分団 湯沢市 大森

大島 両　岸 越水（溢水）
家屋浸水
田畑冠水

積土のう
木流し

16 雄物川 白子川 湯沢市 湯沢分団 湯沢市

両　岸 越水（溢水）
家屋浸水
田畑冠水

積土のう15 雄物川 駒形黒沢川 湯沢市 駒形分団 湯沢市 駒形町 東福寺

田子内 下田
左　岸
右　岸 越水（溢水）

家屋浸水
田畑冠水

積土のう
木流し

14 雄物川 大沢川 東成瀬村 第1分団 東成瀬村

左　岸 堤体漏水 河川埋塞 土砂撤去13 雄物川 成瀬川 東成瀬村 第3分団 東成瀬村 椿川 谷地

岩井川 真戸 両　岸 越水（溢水）
河岸欠壊
田畑冠水

積土のう12 雄物川 成瀬川 東成瀬村 第2分団 東成瀬村

左　岸 堤体漏水 河川埋塞 土砂撤去11 雄物川 皆瀬川 湯沢市 駒形分団 湯沢市 駒形町

川連町 大舘 右　岸
水衝
洗掘

家屋浸水
積土のう
木流し

10 雄物川 皆瀬川 湯沢市 川連分団 湯沢市

左　岸
水衝
洗掘

堤防欠壊
田畑流出

積土のう
木流し

9 雄物川 皆瀬川 湯沢市 稲庭分団 湯沢市 稲庭町 岩城

稲庭町 稲庭 右　岸
水衝
洗掘

田畑冠水 積土のう8 雄物川 皆瀬川 湯沢市 稲庭分団 湯沢市

両　岸 越水（溢水）
家屋浸水
田畑冠水

積土のう7 雄物川 切畑川 湯沢市 山田分団 湯沢市 松岡 切畑

田沢
左　岸
右　岸

越水（溢水）
河岸欠壊
家屋浸水

積土のう6 雄物川 田沢川 羽後町 第2分団 羽後町

両　岸
水衝
洗掘

家屋浸水
田畑冠水

積土のう5 雄物川 羽後大戸川 羽後町 第1分団 羽後町 杉宮

石塚 両　岸 越水（溢水）
家屋浸水
田畑冠水

積土のう4 雄物川 羽後大戸川 湯沢市 山田分団 湯沢市

左　岸
右　岸

越水（溢水）
河岸欠壊
田畑冠水

積土のう
木流し

3 雄物川 西馬音内川 羽後町 第6分団 羽後町 赤沢口

林崎
左　岸
右　岸

越水（溢水）
家屋浸水
田畑冠水

積土のう
木流し

2 雄物川 新町川 羽後町 第5分団 羽後町

1 雄物川 雄物川 湯沢市 院内横堀分団 湯沢市 下院内 馬場

番
号

水系名
河　川
海岸名

担当
水防管理
団体名

水防分団名
(消防)

位　置 工事施工中
又は陸閘
（箇所）

延長
(m)

重　　要　　水　　防　　区　　域

両　岸 越水（溢水）
家屋浸水
田畑冠水

積土のう

予想される
危険概要

対策水防工法

特に警戒を要する延長

関連計画等 摘　要左右岸
の区分

堤防 工作物 新堤・破堤跡
・旧河川
(延長m)
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２－３ 令和８年度　秋田県重要水防区域一覧表 水防支部名 雄勝支部

評定基準

市町村 大字 字 種別
Ａ
(m)

Ｂ
(m)

Ａ
(箇所)

Ｂ
(箇所)

番
号

水系名
河　川
海岸名

担当
水防管理
団体名

水防分団名
(消防)

位　置 工事施工中
又は陸閘
（箇所）

延長
(m)

重　　要　　水　　防　　区　　域

予想される
危険概要

対策水防工法

特に警戒を要する延長

関連計画等 摘　要左右岸
の区分

堤防 工作物 新堤・破堤跡
・旧河川
(延長m)

400 400

400 400

1,200

1,200

2,000

2,000

14,000

14,000

6,250 18,900 0 0 0 0 4,020

6,250 15,300 0 0 0 0 4,650

0 14,000 0 0 0 0 0

0 14,000 0 0 0 0 0

6,250 32,900 0 0 0 0 4,020

6,250 29,300 0 0 0 0 4,650

上到米 古米沢 両　岸 越水（溢水）
家屋浸水
田畑冠水

積土のう
木流し

24 子吉川 石沢川 羽後町 第7分団 羽後町

計 24 箇所

子吉川 1 箇所

雄物川 23 箇所

両　岸 越水（溢水）
家屋浸水
田畑冠水

積土のう
木流し

23 雄物川 役内川 湯沢市 秋ノ宮分団 湯沢市 秋ノ宮 磯

宇留院内 葭長 両　岸 越水（溢水）
家屋浸水
田畑冠水

積土のう
木流し

22 雄物川 宇留院内川 湯沢市 須川分団 湯沢市

両　岸 越水（溢水）
家屋浸水
田畑冠水

積土のう
木流し

21 雄物川 高松川 湯沢市 須川分団 湯沢市 相川 須川
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市 町 村 名 河 川 名
水 防 団
待機水位

氾 濫
注意水位

観 測 所 名 設 置 場 所 観 測 者 名 電 話 番 号

鹿 角 市 米 代 川 1.50 2.00 花 輪 尾去沢字下モ平
鹿角地域振
興局建設部

0186
　　(23)2316

〃 〃 1.50 2.20 末 広 十和田末広 〃 〃

〃 熊 沢 川  0.75  1.35 谷 内 八幡平字夏井上田表 〃 〃

〃 小 坂 川 1.00 2.00 毛 馬 内 1 十和田瀬田石 〃 〃

〃 大 湯 川 1.50 1.80 毛 馬 内 2 十和田毛馬内 〃 〃

〃 間 瀬 川 1.50 2.00 間 瀬 川 花輪字高市向 〃 〃

〃 福 士 川 0.50 0.65 福 士 川 花輪字下沢田 〃 〃

小 坂 町 古 遠 部 川 1.50 2.00 古 遠 部 川 小坂字新田 〃 〃

〃 小 坂 川 - - 矢 柄 平 小坂字矢柄平 〃 〃

大 館 市 長 木 川 1.20 2.00 有 浦 有浦六丁目
北秋田地域振
興 局 建 設 部

0186
　　(62)3111

〃 〃 1.20 2.00 餅 田 餅田石渕袋 〃 〃

〃 下 内 川 1.30 1.60 松 峰 松峰村下 〃 〃

〃 〃 0.80 1.00 白 沢 白沢伊勢堂下 〃 〃

〃 引 欠 川 1.50 2.00 小 袴 小袴家の下 〃 〃

〃 犀 川 1.35 2.00 二 井 田 二井田上出向 〃 〃

北 秋 田 市 綴 子 川 1.35 1.85 田 中 綴子字柳中 〃 〃

〃 小 猿 部 川 2.00 2.50 脇 神 脇神字白砂坂 〃 〃

〃 糠 沢 川 1.50 2.00 大 畑 大畑家下 〃 〃

大 館 市 米 代 川 2.70 3.50 扇 田 扇田本道端 〃 〃

北 秋 田 市 阿 仁 川 2.10 3.00 阿 仁 前 田 阿仁前田字下川端 〃 〃

〃 〃 2.50 3.00 米 内 沢 米内沢字出向中島 〃 〃

〃 〃 2.50 3.00 新 田 目 新田目川向 〃 〃

〃 〃 3.00 4.30 木 戸 石 木戸石字上務田 〃 〃

〃 小 阿 仁 川 1.80 2.20 三 木 田 三木田字三木田 〃 〃

上小阿仁村 小 阿 仁 川 1.60 2.30 杉 花 杉花 〃 〃

３－１　県所管水位観測所（従来型水位観測局）

第３章　　水　位　観　測　所
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市 町 村 名 河 川 名
水 防 団
待機水位

氾 濫
注意水位

観 測 所 名 設 置 場 所 観 測 者 名 電 話 番 号

能 代 市 檜 山 川 1.50 1.80 桧 山 檜山
山本地域振
興局建設部

0185
　　(52)6109

〃 悪 土 川 2.00 2.40 悪 土 川 下悪土 〃 〃

〃 〃 - - 松 長 布 松長布 〃 〃

〃 常 盤 川 1.30 1.80 常 盤 常盤 〃 〃

〃 竹 生 川 1.60 2.10 竹 生 竹生 〃 〃

〃 藤 琴 川 3.00 3.50 高 岩 橋 荷上場字町館 〃 〃

〃 比 井 野 川 1.28 1.36 比 井 野 川 字下野川端 〃 〃

〃 阿 仁 川 2.50 3.00 下 田 平 麻生字下田平 〃 〃

三 種 町 三 種 川 2.50 3.00 森 岳 森岳字小中野 〃 〃

〃 〃 2.00 2.30 下 岩 川 下岩川 〃 〃

藤 里 町 藤 琴 川 1.80 2.30 藤 琴 藤琴字相の図 〃 〃

八 峰 町 塙 川 1.30 3.80 塙 川 高野野字真山 〃 〃

秋 田 市 太 平 川 1.20 1.50 太 平 本 町 太平中関
秋田地域振
興局建設部

018
　 (860)3482

〃 〃 2.50 2.90 牛 島 牛島 〃 〃

〃 馬 踏 川 2.20 2.50 金 足 堀 内 金足堀内字堀内 〃 〃

〃 草 生 津 川 1.80 2.80 寺 内 寺内 〃 〃

〃 新 城 川
1.30

1.50 笠 岡 下新城笠岡 〃 〃

〃 〃 1.30 1.60 五 十 丁 上新城五十丁 〃 〃

〃 猿 田 川 1.40 2.30 仁 井 田 仁井田 〃 〃

〃 下 浜 鮎 川 1.90 3.00 下 浜 羽 川 下浜羽川 〃 〃

〃 旭 川 2.20 2.73 中 島 保戸野中町 〃 〃

五 城 目 町 内 川 川 1.10 1.90 黒 土 黒土 〃 〃

〃 馬 場 目 川 2.00 2.60 久 保 久保 〃 〃

潟 上 市 豊 川 1.40 1.60 槻 木 昭和豊川槻木 〃 〃

井 川 町 井 川 0.80 1.30 葹 田 葹田 〃 〃

秋 田 市 岩 見 川 1.20 2.30 坂 本 河辺坂本 〃 〃

〃 梵 字 川 1.20 1.90 和 田 河辺和田 〃 〃
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市 町 村 名 河 川 名
水 防 団
待機水位

氾 濫
注意水位

観 測 所 名 設 置 場 所 観 測 者 名 電 話 番 号

秋 田 市 新 波 川 1.30 1.80 新 波 雄和新波
秋田地域振
興局建設部

018
　 (860)3482

〃 地蔵川水門 - -
地 蔵 川
（ 内 ）

四ツ小屋 〃 〃

由利本荘市 赤 田 川 1.00 1.50 御 橋 赤田字代官免
由利地域振
興局建設部

0184
　　(22)5439

〃 芋 川 3.20 4.30 館 前 内越字家の前 〃 〃

〃 衣 川 0.80 1.80 荒 町 松ヶ崎舘下川原 〃 〃

に か ほ 市 白 雪 川 1.50 2.50 中 野 中三地字堰端 〃 〃

〃 大 沢 川 1.50 2.00 院 内 院内字沢田 〃 〃

由利本荘市 子 吉 川 2.00 3.10 立 石 矢島町城内字築館 〃 〃

〃 芋 川 2.00 2.50 見 岫 小栗山字見岫 〃 〃

〃 〃 2.90 3.50 松 本 松本字前野 〃 〃

〃 石 沢 川 1.00 1.60 老 方 東由利老方字下川原 〃 〃

〃 子 吉 川 1.50 2.00 伏 見 鳥海町伏見字久保 〃 〃

〃 笹 子 川 1.50 2.00 楢 ノ 木 平 鳥海町小川字倉隅 〃 〃

〃 鮎 川 1.00 1.60 町 村 町村字小鮎川 〃 〃

大 仙 市 淀 川 1.40 1.90 船 岡 協和船岡
仙北地域振
興局建設部

0187
　 (63)3111

〃 荒 川 1.60 2.00 荒 川 協和荒川 〃 〃

〃 大 沢 川 2.00 2.30 大 沢 郷 宿 大沢郷宿 〃 〃

〃 土 買 川 1.00 1.50 土 川 土川 〃 〃

〃 心 像 川 1.50 2.10 殿 屋 敷 土川 〃 〃

〃 楢 岡 川 2.20 3.50 南 楢 岡 南外南楢岡 〃 〃

仙 北 市 玉 川 3.70 4.10 岩 瀬 角館町 〃 〃

大 仙 市 〃 3.40 4.00 下 鶯 野 下鶯野字長瀬 〃 〃

〃 斉 内 川 1.40 1.70 新 町 長野字新町 〃 〃

仙 北 市 入 見 内 川 1.20 1.30 田 中 角館町雲然字田中 〃 〃

〃 桧 木 内 川 1.40 1.70 宮 田 西木町上桧木内 〃 〃

〃 〃 1.60 2.62 吉 田 西木町桧木内 〃 〃

〃 〃 2.00 2.70 門 屋 西木町小山田 〃 〃
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市 町 村 名 河 川 名
水 防 団
待機水位

氾 濫
注意水位

観 測 所 名 設 置 場 所 観 測 者 名 電 話 番 号

仙 北 市 桧 木 内 川 2.10 3.20 赤 平 橋 田沢湖角館東前郷
仙北地域振
興局建設部

0187
　 (63)3111

〃 〃 2.60 3.90 古 城 橋 角館町 〃 〃

大 仙 市 丸 子 川 2.00 2.30 仙 北 上 郷 払田 〃 〃

〃 〃 3.00 3.20 田 茂 木 高梨字田茂木 〃 〃

〃 〃 4.00 5.80 昭 代 橋 大曲丸子町 〃 〃

〃 福 部 内 川 1.20 1.60 福 見 大曲福見町 〃 〃

〃 〃 - -
福 部 内
遊 水 池

〃 〃

〃 〃 - -
福部内水門
外 水 位

〃 〃

〃 〃 - -
福部内水門
内 水 位

〃 〃

〃 窪 堰 川 1.40 2.10 高 関 上 郷 高関上字鳥谷場 〃 〃

〃 川 口 川 2.60 4.00 板 見 内 板見内字蛇塚 〃 〃

美 郷 町 矢 島 川 0.90 1.60 本 堂 城 回 本堂城回字島田 〃 〃

〃 出 川 1.90 2.70 金 沢 西 根 金沢西根 〃 〃

横 手 市 横 手 川 1.20 2.00 上 の 橋 羽黒町
平鹿地域振
興局建設部

0182
   (32)6205

〃 〃 1.80 2.50 寺 村 黒川字寺村 〃 〃

〃 〃 1.80 2.50 朝 倉 朝倉 〃 〃

〃 横手大戸川 2.10 3.40 横 手 大 戸 黒川字余目 〃 〃

〃 成 瀬 川 1.50 2.50 安 養 寺 安養寺 〃 〃

〃 上 溝 川 2.00 3.10 町 田 大森町字町田 〃 〃

〃 黒 沢 川 2.00 2.50 相 野 々 相野々　 〃 〃

〃 横 手 川 2.00 2.50 岩 瀬 土渕字下虫内 〃 〃

〃 松 川 1.25 2.45 大 松 川 大松川 〃 〃

湯 沢 市 戸 沢 川 1.10 1.40 関 口 下関字下本内
雄勝地域振
興局建設部

0183
    (73)6168

〃 白 子 川 1.00 1.40 森 森 〃 〃

〃 雄 物 川 1.20 1.70 下 院 内 下院内上田野 〃 〃

〃 役 内 川 1.00 1.50 横 堀 横堀 〃 〃

〃 高 松 川 2.00 2.42 三 ツ 村 桑ヶ崎字上川原 〃 〃
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市 町 村 名 河 川 名
水 防 団
待機水位

氾 濫
注意水位

観 測 所 名 設 置 場 所 観 測 者 名 電 話 番 号

湯 沢 市 皆 瀬 川 2.00 2.30 川 連 川連町
雄勝地域振
興局建設部

0183
    (73)6168

羽 後 町 西馬音内川 1.35 1.90 元 西 元西 〃 〃

〃 羽後大戸川 1.70 2.40 大 戸 川 橋 杉宮字西杉宮 〃 〃

東 成 瀬 村 成 瀬 川 1.50 2.50 田 子 内 橋 田子内若宮下 〃 〃

水位観測所　　110カ所
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（危機管理型水位計）

河川名 観 測 所 名
市町村

名
設 置 場 所

観測者
名

電話番
号

米代川 ダンブリ橋 鹿角市
八幡平字湯瀬
大岩井

鹿角地域
振興局建設部

0186
(23)2316

米代川 新八幡平橋 鹿角市 八幡平字小豆沢碇
鹿角地域

振興局建設部
0186
(23)2316

米代川 松 谷 橋 鹿角市 八幡平字永田
鹿角地域

振興局建設部
0186
(23)2316

米代川 用 野 目 橋 鹿角市 花輪字用野目川向
鹿角地域

振興局建設部
0186
(23)2316

米代川 高 屋 橋 鹿角市 花輪字後谷地
鹿角地域

振興局建設部
0186
(23)2316

米代川 錦 木 橋 鹿角市
十和田末広字
神田川原

鹿角地域
振興局建設部

0186
(23)2316

大湯川 大 湯 新 橋 鹿角市
十和田大湯字
湯の岱二丁目

鹿角地域
振興局建設部

0186
(23)2316

汁毛川 坂 の 下 橋 鹿角市 十和田山根字森崎
鹿角地域

振興局建設部
0186
(23)2316

根市川 寺 坂 橋 鹿角市 花輪字大用
鹿角地域

振興局建設部
0186
(23)2316

福士川
産土神２号

橋
鹿角市 花輪字百合沢

鹿角地域
振興局建設部

0186
(23)2316

福士川 六 月 田 橋 鹿角市 花輪字六月田
鹿角地域

振興局建設部
0186
(23)2316

間瀬川 上 台 橋 鹿角市 花輪字横長根
鹿角地域

振興局建設部
0186
(23)2316

黒沢川 黒 沢 川 橋 鹿角市 花輪字月竹沢
鹿角地域

振興局建設部
0186
(23)2316

夜明島
川

長 内 橋 鹿角市 八幡平字長内
鹿角地域

振興局建設部
0186
(23)2316

熊沢川 熊 沢 橋 鹿角市 八幡平字熊沢
鹿角地域

振興局建設部
0186
(23)2316

夏井川 夏 井 川 橋 鹿角市 八幡平字夏井
鹿角地域

振興局建設部
0186
(23)2316

樫内川 樫 内 川 橋 鹿角市 八幡平字樫内
鹿角地域

振興局建設部
0186
(23)2316
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（危機管理型水位計）

河川名 観 測 所 名
市町村

名
設 置 場 所

観測者
名

電話番
号

小坂川 中 島 橋 小坂町 小坂鉱山字尾樽部
鹿角地域

振興局建設部
0186
(23)2316

荒 川 荒 川 橋 小坂町 荒谷字荒川
鹿角地域

振興局建設部
0186
(23)2316

砂子沢
川

真木ノ平橋 小坂町 小坂字村下
鹿角地域

振興局建設部
0186
(23)2316

古遠部
川

若 木 立 橋 小坂町 小坂字若木立
鹿角地域

振興局建設部
0186
(23)2316

米代川 曲 田 橋 大館市 道目木字下谷地
北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116

阿仁川 向 山 橋
北秋田

市
阿仁銀山字上新町

北秋田地域
振興局建設部

0186
(62)3116

阿仁川 喜 鵲 橋
北秋田

市
阿仁水無字湯口内 北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116

羽根山
沢 川

沢口２号橋
北秋田

市
羽根山字家ノ下 北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116

小阿仁
川

菊 桜 岱 橋
上小阿
仁 村

大林字上村下夕
北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116

小阿仁
川

やしろ大橋
北秋田

市
鎌沢字上新田

北秋田地域
振興局建設部

0186
(62)3116

仏社川 脇 ノ 田 橋
上小阿
仁 村

仏社字田ノ沢
北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116

五反沢
川

中五反沢橋
上小阿
仁 村

五反沢字伊勢堂岱
北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116

小又川 平 里 橋
北秋田

市
小又字新田

北秋田地域
振興局建設部

0186
(62)3116

小様川 新 小 様 橋
北秋田

市
阿仁小様字小様

北秋田地域
振興局建設部

0186
(62)3116

今泉川 泉 流 橋
北秋田

市
今泉字今泉 北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116

蟹沢川
蟹 沢
（ BOX ）

北秋田
市

坊沢字屋敷岱
北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116

前山川 前 山 橋
北秋田

市
前山字小館

北秋田地域
振興局建設部

0186
(62)3116
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（危機管理型水位計）

河川名 観 測 所 名
市町村

名
設 置 場 所

観測者
名

電話番
号

綴子川 田子ヶ沢橋
北秋田

市
綴子字家下

北秋田地域
振興局建設部

0186
(62)3116

小猿部
川

明 利 又 橋
北秋田

市
七日市字赤利又

北秋田地域
振興局建設部

0186
(62)3116

小猿部
川

小 猿 部 橋
北秋田

市
七日市字上川原

北秋田地域
振興局建設部

0186
(62)3116

旧小猿
部 川

川口（河川
護 岸 ）

北秋田
市

脇神字川口下悪戸
北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116

小森川
小坪沢２号

橋
大館市 比内町小坪沢字金助沢

北秋田地域
振興局建設部

0186
(62)3116

小森川 四 渡 橋
北秋田

市 小森字四渡
北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116

品類川 品 類 橋
北秋田

市 七日市字品類中島
北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116

谷地川 掛泥１号橋
北秋田

市 綴子字掛泥
北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116

摩当川 向 町 橋
北秋田

市 栄字摩当
北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116

糠沢川 二 本 杉 橋
北秋田

市 綴子字塚ノ岱
北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116

早口川
早 口 川
（ 河 川 護
岸 ）

大館市 早口字出口
北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116

岩瀬川 越 山 橋 大館市 岩瀬字越山向井岱
北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116

引欠川 本 宮 橋 大館市 本宮字本田
北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116

板戸川
板戸第３号

橋
大館市 比内町八木橋字板戸

北秋田地域
振興局建設部

0186
(62)3116

山田川 前 田 橋 大館市 山田字寺下
北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116

長木川 宮 袋 新 橋 大館市 東字寺の沢口
北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116

下内川 松 原 橋 大館市 白沢字松原
北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116
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（危機管理型水位計）

河川名 観 測 所 名
市町村

名
設 置 場 所

観測者
名

電話番
号

下内川 松 木 橋 大館市 松木字家下
北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116

乱 川 髪 垂 橋 大館市 釈迦内字桜下
北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116

乱 川
商人留２号

橋
大館市 商人留字商人留

北秋田地域
振興局建設部

0186
(62)3116

大森川 粕 田 橋 大館市 花岡町字大森下
北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116

花岡川 信 正 寺 橋 大館市 花岡町字前田
北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116

大茂内
川

大茂内新橋 大館市 大茂内字舘下
北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116

大茂内
川

大 茂 内 橋 大館市 大茂内字諏訪下
北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116

犀 川 犀 川 東 橋 大館市
比内町独鈷字独鈷 北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116

犀 川 犀 川 橋 大館市
比内町扇田字白砂 北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116

炭谷川
沢 村
（ 河 川 護
岸 ）

大館市 比内町独鈷字沢村
北秋田地域

振興局建設部
0186
(62)3116

常盤川 大 岱 能代市
常盤字大岱
（市道大岱橋）

山本地域
振興局建設部

0185
(52)6104

種梅川 種 能代市
二ツ井町種字上樋ノ口
（県道樋ノ口橋）

山本地域
振興局建設部

0185
(52)6104

内 川 小 掛 能代市
二ツ井町小掛字上ミ山
（市道鬼っこ橋）

山本地域
振興局建設部

0185
(52)6104

内 川 田 代 能代市
二ツ井町田代字水沢
（県道八兵衛１号橋）

山本地域
振興局建設部

0185
(52)6104

三種川 川 尻 三種町
川尻字熊屋敷
(国道川尻橋上流右岸)

山本地域
振興局建設部

0185
(52)6104

三種川 落 合 三種町 三種町上岩川塚ノ岱
山本地域

振興局建設部
0185
(52)6104

鯉 川 鯉 川 三種町
鯉川字鯉川
(国道鯉川橋下流左岸)

山本地域
振興局建設部

0185
(52)6104

種沢川 川 代 三種町
鯉川字川代
（町道川代新橋）

山本地域
振興局建設部

0185
(52)6104
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（危機管理型水位計）

河川名 観 測 所 名
市町村

名
設 置 場 所

観測者
名

電話番
号

鹿渡川 鹿 渡 三種町
鹿渡字八幡越
（町道八幡越橋）

山本地域
振興局建設部

0185
(52)6104

糸流川 浜 村 三種町
鹿渡字深馬内川端
(町道浜村橋上流右岸)

山本地域
振興局建設部

0185
(52)6104

鵜川川 鵜 川 三種町
鵜川字下笠岡
(町道鵜川6号線1号橋
上流左岸)

山本地域
振興局建設部

0185
(52)6104

金光寺
川

豊 岡 金 田 三種町
豊岡金田字カヘラ川
（県道佐渡川橋上流右
岸)

山本地域
振興局建設部

0185
(52)6104

小又川 砂 子 沢 三種町
上岩川字下砂子沢
（県道砂子沢新橋）

山本地域
振興局建設部

0185
(52)6104

塙 川 横 内 八峰町
峰浜塙字横内家下
(町道横内橋上流左岸)

山本地域
振興局建設部

0185
(52)6104

真瀬川 山 内 八峰町
八森字立石
(県道真瀬橋上流左岸)

山本地域
振興局建設部

0185
(52)6104

水沢川 岩 子 八峰町
八峰町峰浜目名潟字岩
子

山本地域
振興局建設部

0185
(52)6104

旭 川 湯 沢 橋 秋田市 添川
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

太平川 広面1号橋 秋田市 広面
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

太平川 新皿見内橋 秋田市 太平山谷
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

猿田川 館 ノ 下 橋 秋田市 上北手
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

八田川 八 田 橋 秋田市 太平
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

草生津
川

草生津川小
橋

秋田市 外旭川
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

新城川 槻 ノ 木 橋 秋田市 下新城
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

道 川 深 川 橋 秋田市 上新城
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

岩見川 芝 野 橋 秋田市 四ツ小屋
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

岩見川 東 橋 秋田市 河辺岩見
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482
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（危機管理型水位計）

河川名 観 測 所 名
市町村

名
設 置 場 所

観測者
名

電話番
号

岩見川 新 川 橋 秋田市 河辺岩見
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

梵字川 榊 表 橋 秋田市 河辺和田
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

神内川 奥 出 橋 秋田市 河辺神内
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

三内川 砂 子 渕 橋 秋田市 河辺三内
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

岩見小
又 川

鵜 養 秋田市 河辺岩見
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

安養寺
川

嘉右衛門橋 秋田市 雄和椿川
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

猿田川
開中道二号

橋
秋田市 卸町

秋田地域
振興局建設部

018
  (860)3482

猿田川 御 茶 屋 橋 秋田市 仁井田
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

平尾鳥
川

田 向 橋 秋田市 雄和平尾鳥
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

新波川 山田1号橋 秋田市 雄和碇田
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

新波川 下 道 橋 秋田市 雄和萱ヶ沢
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

繋 川 脇 の 沢 橋 秋田市 雄和繋
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

神ヶ村
川

舟 卸 橋 秋田市 雄和神ヶ村
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

馬場目
川

竜 馬 橋
五城目

町
大川大川

秋田地域
振興局建設部

018
  (860)3482

馬場目
川

昭 辰 橋
五城目

町
上町

秋田地域
振興局建設部

018
  (860)3482

馬場目
川

中 屋 敷 橋
五城目

町
馬場目

秋田地域
振興局建設部

018
  (860)3482

馬踏川 馬 踏 川 橋 潟上市 昭和乱橋
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482
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（危機管理型水位計）

河川名 観 測 所 名
市町村

名
設 置 場 所

観測者
名

電話番
号

馬踏川 舟 辺 橋 秋田市 金足片田
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

馬踏川 黒 川 橋 秋田市 金足黒川
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

豊 川 小 泉 潟上市 昭和豊川上虻川
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

井 川 井 川 新 橋 井川町 北川尻
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

富津内
川

富 田 橋
五城目

町
富津内富田

秋田地域
振興局建設部

018
  (860)3482

比詰川 田 中 橋 男鹿市 船川港比詰
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

賀茂川 賀 茂 川 橋 男鹿市 北浦北浦
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

鮪川川 五 里 合 男鹿市 五里合
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

赤沢川 八 幡 橋 井川町 八田大倉
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

滝 川 杉 下 橋 男鹿市 男鹿中滝川
秋田地域

振興局建設部
018
  (860)3482

芋 川 日 渡 橋
由利本
荘 市

平岫
由利地域

振興局建設部
0184
(22)5438

芋 川 徳 沢 橋
由利本
荘 市

徳沢
由利地域

振興局建設部
0184
(22)5438

芋 川
桂川排水樋

管
由利本
荘 市

岩谷町
由利地域

振興局建設部
0184
(22)5438

小関川 岩 瀬 橋
由利本
荘 市

中帳
由利地域

振興局建設部
0184
(22)5438

石沢川 石 沢 橋
由利本
荘 市

館
由利地域

振興局建設部
0184
(22)5438

石沢川 石 田 坂 橋
由利本
荘 市

東由利法内
由利地域

振興局建設部
0184
(22)5438

法内川 細 田 橋
由利本
荘 市

東由利法内
由利地域

振興局建設部
0184
(22)5438

久保田
川

久 保 田 橋
由利本
荘 市

久保田正満
由利地域

振興局建設部
0184
(22)5438
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（危機管理型水位計）

河川名 観 測 所 名
市町村

名
設 置 場 所

観測者
名

電話番
号

荒沢川 栩 木 田 橋
由利本
荘 市

矢島町七日町
由利地域

振興局建設部
0184
(22)5438

白雪川 茜 橋
にかほ

市
芹田

由利地域
振興局建設部

0184
(22)5438

白雪川 立 居 地 橋
にかほ

市
樋目野

由利地域
振興局建設部

0184
(22)5438

衣 川 熊 野 大 橋
由利本
荘 市

岩城亀田亀田町
由利地域

振興局建設部
0184
(22)5438

蛇 川 下 蛇 田 橋
由利本
荘 市

岩城下蛇田
由利地域

振興局建設部
0184
(22)5438

奈曽川 奈 曽 白 橋
にかほ

市
本郷

由利地域
振興局建設部

0184
(22)5438

清水川 重 利 田 橋
にかほ

市
本郷

由利地域
振興局建設部

0184
(22)5438

赤石川 大 竹 大 橋
にかほ

市
大竹

由利地域
振興局建設部

0184
(22)5438

大沢川
田角森２号

橋
にかほ

市
平沢

由利地域
振興局建設部

0184
(22)5438

西目川 中 島 橋
由利本
荘 市

西目町沼田
由利地域

振興局建設部
0184
(22)5438

君が野
川

高 畑 橋
由利本
荘 市

岩城内道川
由利地域

振興局建設部
0184
(22)5438

淀 川 新 田 橋 大仙市
協和上淀川字千着前田
表

仙北地域
振興局建設部

0187
(63)8127

淀 川 日 暮 橋 大仙市 協和上淀川字横渕
仙北地域

振興局建設部
0187
(63)8127

荒 川 木ノ目沢橋 大仙市 協和荒川字横道
仙北地域

振興局建設部
0187
(63)8127

土買川 水 尺 橋 大仙市
刈和野字水尺川向大道
西

仙北地域
振興局建設部

0187
(63)8127

心像川 新 寺 村 橋 大仙市 土川字松原
仙北地域

振興局建設部
0187
(63)8127
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（危機管理型水位計）

河川名 観 測 所 名
市町村

名
設 置 場 所

観測者
名

電話番
号

栩平川 大 場 台 橋 大仙市 大沢郷宿字大場台
仙北地域

振興局建設部
0187
(63)8127

楢岡川 北 田 橋 大仙市 南外字北田黒瀬
仙北地域

振興局建設部
0187
(63)8127

楢岡川 薬 師 堂 大仙市 南外字薬師堂
仙北地域

振興局建設部
0187
(63)8127

西の又
川

大 和 野 大仙市 南外字大和野
仙北地域

振興局建設部
0187
(63)8127

後 川 神 が 岡 橋 大仙市 神宮寺字館ノ北
仙北地域

振興局建設部
0187
(63)8127

斉内川 斉 内 川 橋 大仙市 豊川字美濃川
仙北地域

振興局建設部
0187
(63)8127

斉内川 川 原 大仙市 太田町斉内字川原
仙北地域

振興局建設部
0187
(63)8127

小滝川 谷 地 中 橋 大仙市 豊川字大宮田
仙北地域

振興局建設部
0187
(63)8127

入見内
川

熊 堂 橋 仙北市 角館町西長野熊堂
仙北地域

振興局建設部
0187
(63)8127

才津川 都 野 橋 仙北市 田沢湖梅沢字東田
仙北地域

振興局建設部
0187
(63)8127

山谷川 安 久 戸 橋 仙北市 角館町川原下袋
仙北地域

振興局建設部
0187
(63)8127

先達川 先 達 新 橋 仙北市 田沢湖田沢字供養仏
仙北地域

振興局建設部
0187
(63)8127

丸子川 湯 ノ 沢 橋 美郷町 金沢東根字大石
仙北地域

振興局建設部
0187
(63)8127

福部内
川

東 川 橋 １ 大仙市 東田字東川
仙北地域

振興局建設部
0187
(63)8127

窪堰川 ふるさと橋 大仙市 太田町国見字窪堰
仙北地域

振興局建設部
0187
(63)8127

川口川 北 川 口 大仙市 太田町川口字北川口
仙北地域

振興局建設部
0187
(63)8127

小友川 川原﨑上橋 大仙市 大曲西根字嶋下
仙北地域

振興局建設部
0187
(63)8127
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河川名 観 測 所 名
市町村

名
設 置 場 所

観測者
名

電話番
号

横手川 大 久 保 橋 大仙市 金沢西根字道東
仙北地域

振興局建設部
0187
(63)8127

出 川
第二大久保

橋
大仙市 藤木字乙新藤木

仙北地域
振興局建設部

0187
(63)8127

上総川 追 分 橋 大仙市 藤木字追分
仙北地域

振興局建設部
0187
(63)8127

横手川 本 郷 橋 横手市 本郷町
平鹿地域

振興局建設部
0182
(32)6210

横手大
戸 川

おちあい橋 横手市 黒川字下共和
平鹿地域

振興局建設部
0182
(32)6210

頭無川 丸 柳 橋 横手市 赤川字樋掛
平鹿地域

振興局建設部
0182
(32)6210

楢岡川 前 田 橋 横手市 大森町八沢木字本木
平鹿地域

振興局建設部
0182
(32)6210

大納川 菅 生 田 橋 横手市 大森町字菅生田
平鹿地域

振興局建設部
0182
(32)6210

上溝川 寄木1号橋 横手市 大森町八沢木字中房
平鹿地域

振興局建設部
0182
(32)6210

七滝川 和 田 橋 横手市 雄物川町二井山字水沢
平鹿地域

振興局建設部
0182
(32)6210

狙半内
川

小 栗 山 橋 横手市 増田町狙半内字小栗山
平鹿地域

振興局建設部
0182
(32)6210

宇留院
内 川

宇 留 院 内 湯沢市 川前
雄勝地域

振興局建設部
0183
(73)6168

役内川 湯 ノ 岱 橋 湯沢市 秋ノ宮
雄勝地域

振興局建設部
0183
(73)6168

石沢川 麓 橋 羽後町 田代
雄勝地域

振興局建設部
0183
(73)6168

雄物川 中 乃 橋 湯沢市 上院内
雄勝地域

振興局建設部
0183
(73)6168

新町川 七 窪 橋 羽後町 堀内
雄勝地域

振興局建設部
0183
(73)6168

西馬音
内 川

西馬音内橋 羽後町 西馬音内
雄勝地域

振興局建設部
0183
(73)6168
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河川名 観 測 所 名
市町村

名
設 置 場 所

観測者
名

電話番
号

羽後大
戸 川

羽後大戸川
橋

羽後町 床舞
雄勝地域

振興局建設部
0183
(73)6168

羽後大
戸 川

間木ノ沢橋 湯沢市 松岡字間木ノ沢
雄勝地域

振興局建設部
0183
(73)6168

田沢川 曲 師 橋 羽後町 田沢
雄勝地域

振興局建設部
0183
(73)6168

切畑川 切 畑 中 橋 湯沢市 松岡字切畑
雄勝地域

振興局建設部
0183
(73)6168

皆瀬川 清水小屋橋 湯沢市 三梨町清水小屋
雄勝地域

振興局建設部
0183
(73)6168

皆瀬川 岩 城 橋 湯沢市 稲庭町岩城
雄勝地域

振興局建設部
0183
(73)6168

皆瀬川 新 菅 生 橋 湯沢市 皆瀬下菅生
雄勝地域

振興局建設部
0183
(73)6168

成瀬川 真 戸 橋
東成瀬

村
岩井川

雄勝地域
振興局建設部

0183
(73)6168

大沢川 大 沢 橋
東成瀬

村
田子内

雄勝地域
振興局建設部

0183
(73)6168

駒形黒
沢 川

東福寺山根
橋

湯沢市 駒形町
雄勝地域

振興局建設部
0183
(73)6168

白子川 湯 ノ 原 橋 湯沢市 裏門
雄勝地域

振興局建設部
0183
(73)6168

姉倉沢
川

内 沢 橋 湯沢市 杉沢
雄勝地域

振興局建設部
0183
(73)6168

戸沢川 戸 沢 湯沢市 関口
雄勝地域

振興局建設部
0183
(73)6168

立 川 堀 ノ 内 橋 湯沢市 上関
雄勝地域

振興局建設部
0183
(73)6168

高松川 明 戸 橋 湯沢市 高松
雄勝地域

振興局建設部
0183
(73)6168

山谷川
湯沢墓地公

園
園 路 橋

湯沢市 字山谷
雄勝地域

振興局建設部
0183
(73)6168

松沢川
松 沢 川
３ 号 橋 梁

湯沢市 愛宕町
雄勝地域

振興局建設部
0183
(73)6168
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河川名 観 測 所 名
市町村

名
設 置 場 所

観測者
名

電話番
号

寺田川
大沢田200
地 先
床 止 工

湯沢市 小野字大沢田
雄勝地域

振興局建設部
0183
(73)6168

赤平田
川

真木1号橋 湯沢市 秋ノ宮字真木
雄勝地域

振興局建設部
0183
(73)6168

危機管理型水位計　191箇所　　
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水 防 団
待 機 水 位

氾 濫 注 意
水 位
( 警 戒 水
位 )

避 難 判 断
水 位

氾 濫
危 険 水 位

氾 濫
発 生 水 位

十 二 所 大 館 市 米 代 川
十 二 所

橋
下 流

2.50 3.00 6.10 6.40 7.50

鷹 巣
北 秋 田

市
〃

鷹 巣 橋
上 流

5.60 6.10 7.80 7.90 9.80

二 ツ 井 能 代 市
米 代 川
藤 琴 川

比 井 野 3.00 4.50 6.30 6.80 8.10

向 能 代 能 代 市 米 代 川
能 代 橋
下 流

1.50 1.90 3.00 3.40 4.30

堂 ヶ 岱
北 秋 田

市
小 猿 部

川

堂 ヶ 岱
橋

下 流
1.70 2.70 4.00 4.90 6.80

椿 川 秋 田 市 雄 物 川 黒 瀬 橋 5.60 6.60
無堤部 8.00
有堤部 9.70

無堤部 8.10
有堤部 9.80

8.60

新 屋 〃 〃
新 屋 水

門
3.23 3.80 － － －

矢 島
由 利 本
荘 市

子 吉 川 長 泥 橋 2.90 4.10 － － －

明 法 〃 〃 滝 沢 橋 1.50 2.20 4.00 4.70 5.30

二 十 六
木 橋

〃 〃
二 十 六
木 橋

3.30 4.00 5.60 6.00 6.80

由 利 橋 〃 〃 由 利 橋 2.20 2.80 － － －

鮎 瀬 〃 石 沢 川 鮎 瀬 橋 2.50 3.40 4.20 4.50 4.90

岩 館 湯 沢 市 雄 物 川 岩 館 橋 2.60 3.10 3.20 3.90 4.80

柳 田 橋 〃 〃 柳 田 橋 1.40 2.00 3.50 4.20 4.40

岩 崎 橋 〃 皆 瀬 川
十 文 字
大 橋
上 流

1.00 1.70 2.40 2.60 3.40

安 養 寺 横 手 市 成 瀬 川 萓 刈 場 1.50 2.40 3.50 ※ 3.80 4.10

雄 物 川
橋

横 手 市 雄 物 川
雄 物 川

橋
2.00 3.00 4.20 4.50 5.00

大 曲 橋 大 仙 市 〃 大 曲 橋 2.50 3.40 6.00 6.20 7.50

神 宮 寺 〃 〃
岳 見 橋
上 流

3.50 5.00 6.10 6.70 7.80

長 野 〃 玉 川
長 野 大

橋
2.30 2.90 3.70 4.00 5.00

※安養寺観測所：氾濫危険水位に記載している水位「3.8m」は特別警戒水位。

能
 
代
 
河
 
川
 
国
 
道

秋
 
田
 
河
 
川
 
国
 
道

湯
 
沢
 
河
 
川
 
国
 
道

３－２　国土交通省所管水位観測所　（従来型水位観測局）

水位観測所　20カ所

水　　　　　　　　　　　位
河 川 国

道
事 務 所

観 測 所 市 町 村 河 川 名 場 所
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河川国道事務所 観 測 所 市 町 村 河 川 名 場 所

能 代 下 悪 戸 能 代 市 米 代 川 中 嶋

桧 山 川 合 流点 能 代 市 米 代 川 悪 戸

荷 八 田 能 代 市 米 代 川 朴 瀬

朴 瀬 能 代 市 米 代 川 朴 瀬

能 代 市 扇 田 能 代 市 米 代 川 能 代 市 扇 田

産 物 能 代 市 米 代 川 産 物

飛 根 能 代 市 米 代 川 二 ツ 井 町 飛根

常 盤 能 代 市 米 代 川 二 ツ 井 町 飛根

大 林 能 代 市 米 代 川 二 ツ 井 町 飛根

外 面 能 代 市 米 代 川 二 ツ 井 町 種

仁 鮒 能 代 市 米 代 川 二 ツ 井 町 仁鮒

二ツ井町中心部 能 代 市 米 代 川 二ツ井町比井野

小 繋 能 代 市 米 代 川 二 ツ 井 町 小繋

麻 生 下 流 能 代 市 米 代 川 二 ツ 井 町 麻生

下 田 平 能 代 市 米 代 川 北 秋 田 市 今泉

今 泉 北 秋 田 市 米 代 川 今 泉

坊 沢 大 橋 北 秋 田 市 米 代 川 坊 沢

（危機管理型水位計）
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河川国道事務所 観 測 所 市 町 村 河 川 名 場 所

能 代
内 陸 線 米 代川
橋 梁 下 流

北 秋 田 市 米 代 川 脇 神

内 陸 線 米 代川
橋 梁 上 流

北 秋 田 市 米 代 川 脇 神

小猿部川合流点 北 秋 田 市 米 代 川 脇 神

東 鷹 巣 橋 北 秋 田 市 米 代 川 鷹 巣

摩 当 川 合 流点 北 秋 田 市 米 代 川 栄

向 黒 沢 北 秋 田 市 米 代 川 綴 子

長 坂 橋 下 流 大 館 市 米 代 川 長 坂

早 口 川 合 流点
下 流

大 館 市 米 代 川 外 川 原

外 川 原 橋 大 館 市 米 代 川 外 川 原

櫃 崎 大 館 市 米 代 川 櫃 崎

山 田 渡 大 館 市 米 代 川 立 花

餅 田 字 沖 大 館 市 米 代 川 餅 田

根 下 戸 大 館 市 米 代 川 池 内

犀 川 合 流 点 大 館 市 米 代 川 池 内

二 井 田 大 館 市 米 代 川
二 井 田

中 川 原 能 代 市 米 代 川 中 川 原

餅 田 大 館 市 米 代 川 餅 田

富 根 能 代 市 米 代 川 二 ツ 井 町 飛根
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河川国道事務所 観 測 所 市 町 村 河 川 名 場 所

能 代 前 山 北 秋 田 市 米 代 川 前 山

川 口 大 館 市 米 代 川 川 口

秋 田 豊 巻 排 水 樋管 秋 田 市 雄 物 川
豊岩豊巻字中谷

地

下 袋 排 水 樋管 秋 田 市 雄 物 川
雄和芝野新田下

袋

小 山 排 水 樋管 秋 田 市 雄 物 川 豊岩小山字神田

鹿 野 戸 第 二
排 水 樋 管

秋 田 市 雄 物 川
雄和椿川字鹿野

戸

妙 法
排 水 樋 門

秋 田 市 雄 物 川 雄 和 妙 法 薊沢

平 尾 鳥 地 区 秋 田 市 雄 物 川 雄和平尾鳥西野

茨 島 工 業 団地 秋 田 市 旧 雄 物 川 新 屋 町

石 脇 第 一
排 水 樋 管

由 利 本 荘 市 子 吉 川 石 脇 石 ノ 花

Ｊ Ｒ 子 吉 川
橋 梁 下 流

由 利 本 荘 市 子 吉 川 赤 沼 下

境 川
排 水 樋 門

由 利 本 荘 市 子 吉 川 三 条 岡 本

下 下 野
排 水 樋 管

由 利 本 荘 市 子 吉 川 宮 内 字 二 ノ段

堀 切
排 水 樋 管

由 利 本 荘 市 子 吉 川 南 福 田

前 田 表
排 水 樋 管

由 利 本 荘 市 子 吉 川 黒 沢 字 黒 沢

下 野
排 水 樋 管

由 利 本 荘 市 子 吉 川
森 子 字
八 乙 女 下

正 満
排 水 樋 管

由 利 本 荘 市 子 吉 川 久 保 田 高 畠

山 本 第 二
排 水 樋 管

由 利 本 荘 市 子 吉 川 蟹 沢 字 戸 沢見
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河川国道事務所 観 測 所 市 町 村 河 川 名 場 所

秋 田 山 本 地 区 由 利 本 荘 市 子 吉 川 新 上 条

上 野 地 区 由 利 本 荘 市 石 沢 川 上 野 塒 崎

湯 沢 協 雄 大 橋 大 仙 市 雄 物 川 協 和 小 種

杉 山 田 樋 門 大 仙 市 雄 物 川 強 首

強 首 橋 大 仙 市 雄 物 川 協 和 峰 吉 川

白 滝 川 樋 門 大 仙 市 雄 物 川 協 和 峰 吉 川

寺 館
排 水 樋 門

大 仙 市 雄 物 川 寺 館

北 野 目
排 水 樋 門

大 仙 市
雄 物 川 北 野 目

宇 留 井 谷 地
排 水 樋 管

大 仙 市
雄 物 川

神 宮 寺
宇 留 井 谷 地

川 口
排 水 樋 管

大 仙 市 雄 物 川 南 外

姫 神 橋 大 仙 市 雄 物 川 大 曲 船 場 町

角 間 川
排 水 樋 管

大 仙 市 雄 物 川 角 間 川 町

大 川 橋 大 仙 市 雄 物 川 内 小 友

高 瀬 樋 管 大 仙 市 雄 物 川 鑓 見 内

権 十 郎 樋 管 横 手 市 玉 川 大 雄

湯 の 島
横 手 市

雄 物 川 大 森 町 湯 の島

矢 神 第 一
排 水 樋 管

横 手 市 雄 物 川 雄 物 川 町 矢神

沼 館 橋 横 手 市 雄 物 川 雄 物 川 町 沼館
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河川国道事務所 観 測 所 市 町 村 河 川 名 場 所

湯 沢
大 森
揚 水 機 場

横 手 市 雄 物 川 雄 物 川 町 今宿

左 馬 境
排 水 樋 管

横 手 市
皆 瀬 川

十 文 字 町
陸 合 左 馬 境

内 山
排 水 樋 門

羽 後 町 雄 物 川 新 町

大 久 保
排 水 樋 管

羽 後 町 雄 物 川 大 久 保

貝 沢
排 水 樋 門

羽 後 町 雄 物 川 貝 沢

京 塚 橋 湯 沢 市 雄 物 川 八 幡

柳 田 第 一
排 水 樋 門

湯 沢 市 雄 物 川 柳 田

横 揚 第 一
排 水 樋 管

湯 沢 市 雄 物 川 上 関 横 揚

泉 沢 橋 湯 沢 市 雄 物 川 桑 崎

可 成 沢 第 一
排 水 樋 管

湯 沢 市 雄 物 川 小 野 可 成 沢

角 間 湯 沢 市 皆 瀬 川 角 間 向 川 原

戸 波 橋 横 手 市 皆 瀬 川 増 田 町 戸 波

上 川 原 樋 管 横 手 市 成 瀬 川 増 田 町 上 川原

成 瀬 頭 首 工 横 手 市 成 瀬 川 増 田 町 萩 袋

危機管理型水位計　８５箇所
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４－１　消防機関設置雨量観測

機　　　関　　　名 設　　置　　場　　所 電　　話

鹿 角 広 域 行 政 組 合 消 防 署
小 坂 分 署

鹿角郡小坂町小坂字中前田68-1
0186
(29)2119

鹿 角 広 域 行 政 組 合 消 防 署 鹿角市花輪字向畑100-2
0186
(23)5601

能 代 山 本 広 域 市 町 村 圏 組 合
二 ツ 井 消 防 署

能代市二ツ井町字中坪41-4
0185
(73)2327

能 代 山 本 広 域 市 町 村 圏 組 合
二 ツ 井 消 防 署
藤 里 分 署

山本郡藤里町粕毛字家の下9-2
0185
(79)1119

能 代 山 本 広 域 市 町 村 圏 組 合
三 種 消 防 署

山本郡三種町川尻字東大堤下23-1
0185
   (85)3100

能 代 山 本 広 域 市 町 村 圏 組 合
能 代 消 防 署

能代市緑町2-22
0185
   (52)3311

能 代 山 本 広 域 市 町 村 圏 組 合
八 峰 消 防 署

山本郡八峰町峰浜目名潟字下タ谷地152-3
0185
   (76)3119

五 城 目 町 消 防 署 五城目町富津内下山内字奈良崎90-1
018
  (852)2028

由 利 本 荘 市 消 防 本 部
本 荘 消 防 署

由利本荘市美倉町27-2
0184
   (22)0011

大 曲 仙 北 広 域 市 町 村 圏 組 合
大 曲 消 防 署

大仙市大曲栄町13-47
0187
   (63)0150

横 手 市 消 防 本 部 横手市条里一丁目1-1
0182
   (32)1111

湯沢雄勝広域市町村圏組合消防署 湯沢市表町三丁目3-14
0183
　(73)3151

湯沢雄勝広域市町村圏組合消防署
稲 川 分 署

湯沢市川連町字上平城2-1
0183
　(42)2330

湯沢雄勝広域市町村圏組合消防署
雄 勝 分 署

湯沢市寺沢字中川原1-2
0183
　(52)3080

湯沢雄勝広域市町村圏組合消防署
羽 後 分 署

羽後町西馬音内堀廻字元城下112-5
0183
　(62)0119

湯沢雄勝広域市町村圏組合消防署
東 成 瀬 分 署

東成瀬村田子内字仙人下30-1
0182
　(47)2189

湯沢雄勝広域市町村圏組合消防署
皆 瀬 分 署

湯沢市皆瀬字沢梨台53-5
0183
　(46)2101

第４章　雨　量　観　測　所
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４－２　気象庁所管雨量観測所

観測所名 所　　　　在　　　　地 観測所名 所　　　　在　　　　地

八 森  山本郡八峰町八森字チコキ47-1 仁 別  秋田市仁別字マンタラメ115-6

藤 里  山本郡藤里町藤琴字大落4-5 鎧 畑  仙北市田沢湖田沢字鎧畑121-1

陣 場  大館市長走字陣場121-5 雄 和  秋田市雄和椿川字山籠49（秋田空港）

藤 原  鹿角郡小坂町上向字藤原40-2 角 館  仙北市角館町小勝田鵜の崎45-4

能 代  能代市緑町2-22 田 沢 湖  仙北市田沢湖生保内字宮の後39

鷹 巣  北秋田市旭町4-32 田 沢 湖 高 原  仙北市田沢湖生保内字駒ケ岳2-24

大 館  大館市出川字上野30-2 大 正 寺  秋田市雄和新波字寺沢32-8

鹿 角  鹿角市花輪字荒田4-1 大 曲  大仙市四ツ屋字下古道3

脇 神  北秋田市脇神字葈岱21-144（大館能代空港） 本 荘  由利本荘市埋田字用堰南68

湯 瀬  鹿角市八幡平湯瀬字一羽根45-2 東 由 利  由利本荘市東由利老方字後田70-3

八 幡 平  鹿角市八幡平字熊沢外8国有林　3130林班イ小班 横 手  横手市横手町字大樋18-4

男 鹿 真 山  男鹿市北浦相川字小屋ヶ沢18-4 に か ほ  にかほ市金浦字南金浦12-1

男 鹿  男鹿市脇本脇本字上野62-1 矢 島  由利本荘市矢島町城内字築館451番地

大 潟  南秋田郡大潟村字大潟6 笹 子  由利本荘市鳥海町上笹子字石神10-1

五 城 目  南秋田郡五城目町上樋口字屋岸123 湯 沢  湯沢市金谷字樋ノ口136

阿 仁 合  北秋田市阿仁水無字畑町東裏143 東 成 瀬  雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下36

比 立 内  北秋田市阿仁幸屋渡字山根31 湯 の 岱  湯沢市秋ノ宮字湯ノ岱82-2

桧 木 内  仙北市西木町上桧木内字宮田54

秋 田  秋田市山王7丁目1-4（秋田地方気象台）

岩 見 三 内  秋田市河辺三内字外川原34-1
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４－３　県所管雨量観測所

観 測 所 名 観  測  者 位　　　　　　　　置 河 川 名
観測器
の種類

鹿 角 地 域 振 興 局
鹿 角 地 域 振 興 局
建 設 部

鹿角市花輪字六月田1番地 － テレメータ

谷 内 〃 鹿角市八幡平字谷内 熊 沢 川 〃

小 坂 川 〃 小坂町小坂字湯谷 小 坂 川 〃

小 坂 〃 小坂町小坂字中前田44 － 〃

大 湯 川 〃 鹿角市十和田大湯字白沢　 大 湯 川 〃

大 沼 〃 鹿角市八幡平字熊沢国有林133林班 － 〃

水 沢 〃 鹿角市八幡平字湯坂62-19 － 〃

大 湯 〃 鹿角市十和田大湯字下の湯51 － 〃

大 川 岱 〃 小坂町十和田湖字大川岱 － 〃

北秋田地域振興局
北 秋 田 地 域 振 興 局
建 設 部

北秋田市鷹巣字東中岱 － テレメータ

米 内 沢 〃 北秋田市米内沢字出向中島 阿 仁 川 〃

阿 仁 前 田 〃 北秋田市阿仁前田字下川端 〃 〃

有 浦 〃 大館市有浦六丁目 長 木 川 〃

長 走 〃 大館市長走字長走 － 〃

雪 沢 〃 大館市雪沢字蕷ヶ岱 － 〃

浦 山 〃 大館市軽井沢字曲谷地 － 〃

大 葛 〃 大館市比内町大葛字大葛家後 － 〃

湯 ノ 岱 〃 北秋田市小森字湯ノ岱 － 〃

岩 瀬 〃 大館市岩瀬字羽貫谷地中島 － 〃

大 野 〃 大館市早口字大野 － 〃

木 戸 石 〃 北秋田市木戸石字東屋布岱 － 〃

沖 田 面 〃 上小阿仁村沖田面字野中 － 〃

山 本 地 域 振 興 局
山 本 地 域 振 興 局
建 設 部

能代市御指南町 － テレメータ

八 森 〃 八峰町字椿台 真 瀬 川 〃

藤 琴 〃 藤里町藤琴相の図 藤 琴 川 〃

松 長 布 〃 能代市松長布 悪 土 川 〃

下 岩 川 〃 三種町下岩川 三 種 川 〃

上 岩 川 〃 三種町上岩川字小新沢 三 種 川 〃

琴 丘 〃 三種町鯉川 鯉    川 〃

桧 山 〃 能代市桧山 桧 山 川 〃

森 岳 〃 三種町森岳 三 種 川 〃

岩 館 〃 八峰町字ノケソリ － 〃

塙 川 〃 八峰町高野野 塙    川 〃

比 井 野 川 〃 能代市二ツ井町字下野川端 比井野川 〃

秋 田 地 域 振 興 局
秋 田 地 域 振 興 局
建 設 部

秋田市山王四丁目 －
テレメータ
（有線）

水 沢 〃 五城目町馬場目字水沢 馬場目川 テレメータ
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観 測 所 名 観  測  者 位　　　　　　　　置 河 川 名
観測器
の種類

新 波 〃 秋田市雄和品神ヶ村字陳笠 新 波 川 〃

太 平 本 町 〃 秋田市太平中関字本宿 太 平 川 〃

金 足 堀 内 〃 秋田市金足堀内字堀内 馬 踏 川 〃

男 鹿 山 〃 男鹿市戸賀加茂青砂字男鹿山国有林 － 〃

船 川 〃 男鹿市船川港船川字泉台 － 〃

戸 賀 〃 男鹿市戸賀浜塩谷字大水沢 － 〃

若 美 〃 男鹿市角間崎字宇津木花 － 〃

秋 田 空 港 〃 秋田市雄和椿川字駒坂台 安養寺川 〃

大 張 野 〃 秋田市河辺大沢字中島 岩見川 〃

福 米 沢 〃 男鹿市福米沢字八卦 西部承水路 〃

五 城 目 〃 五城目町小池字森山下 馬場目川 〃

北 浦 〃 男鹿市男鹿中中間口字千刈田 － 〃

羽 川 〃 秋田市下浜羽川字下山 下浜鮎川 〃

下 新 城 〃 秋田市下新城笠岡字堰場 新城川 〃

五 十 丁 〃 秋田市上新城五十丁字小林 新城川 〃

由 利 地 域 振 興 局
由 利 地 域 振 興 局
建 設 部

由利本荘市水林 － テレメータ

小 栗 山 〃 由利本荘市小栗山字森ノ腰 芋    川 〃

笹 子 〃 由利本荘市鳥海町下笹子字落合 笹 子 川 〃

川 内 〃 由利本荘市鳥海町下川内字泥ノ木台 子 吉 川 〃

老 方 〃 由利本荘市東由利老方字下川原 石 沢 川 〃

中 野 〃 にかほ市中三地字堰端 白 雪 川 〃

町 村 〃 由利本荘市町村字中畑 鮎　　川 〃

滝 俣 〃 由利本荘市岩城滝俣字谷地 衣    川 〃

中 俣 〃 由利本荘市中俣字碇 － 〃

岩 谷 〃 由利本荘市岩谷麓 － 〃

赤 田 〃 由利本荘市赤田字肥作 － 〃

山 内 〃 由利本荘市山内字上ノ台 － 〃

猿 倉 〃 由利本荘市鳥海町猿倉 － 〃

上 川 内 〃 由利本荘市鳥海町上川内字堰ノ上 － 〃

直 根 〃 由利本荘市鳥海町中直根字前ノ沢 － 〃

仙 北 地 域 振 興 局
仙 北 地 域 振 興 局
建 設 部

大仙市大曲上栄町 －
テレメータ
（有線）

下 鶯 野 〃 大仙市下鶯野字長瀬 玉    川 テレメータ

真 木 〃 大仙市太田町太田字真木 斉 内 川 〃

小 神 成 〃 大仙市太田町斉内字栗木 窪 堰 川 〃

南 外 ダ ム
仙 北 地 域 振 興 局
建 設 部

大仙市南外字細越 西ノ又川 テレメータ

宮 田 〃 仙北市西木町上桧木内字寺村 桧木内川 〃

小 山 田 〃 仙北市西木町小山田字石川原 大石沢川 〃

六 郷 東 根 〃 美郷町六郷東根 湯田沢川 〃
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観 測 所 名 観  測  者 位　　　　　　　　置 河 川 名
観測器
の種類

荒 川 〃 大仙市協和荒川字川前 繋　川 〃

峰 吉 川 〃 大仙市協和峰吉川字南明谷地 雄物川 〃

土 川 〃 大仙市土川字半道寺西野 土買川 〃

大 沢 郷 宿 〃 大仙市大沢郷宿字横山 － 〃

大 台 〃 大仙市太田町川口字大台 －
テレメータ
（有線）

坊 田 〃 大仙市南外字坊田 楢岡川 テレメータ

卒 田 〃 仙北市田沢湖梅沢字都野 － 〃

西 木 〃 仙北市西木 －
テレメータ
（有線）

下 桧 木 内 〃 仙北市西木町桧木内字高屋 － テレメータ

角 館 〃 仙北市角館町雲然字田中 － 〃

大 曲 〃 大仙市 －
テレメータ
（有線）

平 鹿 地 域 振 興 局
平 鹿 地 域 振 興 局
建 設 部

横手市旭川一丁目 － テレメータ

山 内 〃 横手市山内三又 横 手 川 〃

袴 形 〃 横手市大森町板井田字境田 － 〃

保 呂 羽 〃 横手市大森町坂部字金井神 － 〃

平 石 〃 横手市山内大松川字上台 － 〃

南 郷 〃 横手市山内南郷字下南郷 － 〃

武 道 〃 横手市山内平野沢字武道 － 〃

外 畑 〃 横手市増田町狙半内字外畑 － 〃

庁 舎 〃 横手市旭川一丁目 － 〃

雄 勝 地 域 振 興 局
雄 勝 地 域 振 興 局
建 設 部

湯沢市千石町二丁目 － テレメータ

秋 の 宮 〃 湯沢市秋の宮字水無 役 内 川 〃

三 途 川 〃 湯沢市高松字大日台 高 松 川 〃

湯 沢 〃 湯沢市千石町二丁目 － 〃

雄 勝 〃 湯沢市横堀字六郎川原 － 〃

稲 川 〃 湯沢市川連町字上平城 － 〃

草 ノ 台 〃 雄勝郡東成瀬村椿川字草ノ台 － 〃

八 乙 女 〃 湯沢市高松字八乙女 － 〃

手 倉 〃 雄勝郡東成瀬村椿川字中村 － テレメータ

牛 ノ 沢 〃 雄勝郡羽後町軽井沢字明通山 － 〃

塩 出 〃 羽後町西馬音内堀回字上湯ノ崎 － 〃

作 内 川 〃 湯沢市石塚字新町 － 〃

ダ ム 関 係

砂 子 沢 ダ ム 砂 子 沢 ダ ム 小坂町大字小坂字向 小 坂 川 テレメータ

萩 形 ダ ム 萩 形 ダ ム 北秋田郡上小阿仁村南沢 小阿仁川 〃

高 殻 沢 〃 　　〃 〃 〃

森 吉 ダ ム サ イ ト 森 吉 ダ ム 北秋田市砂子沢 小 又 川 〃

早 口 ダ ム 早 口 ダ ム 大館市早口 早 口 川 〃
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観 測 所 名 観  測  者 位　　　　　　　　置 河 川 名
観測器
の種類

澄 川 沢 〃 　　〃 〃 〃

鳥 帽 子 〃 　　〃 〃 〃

山 瀬 ダ ム 山 瀬 ダ ム 大館市岩瀬 岩 瀬 川 〃

蕗 原 〃 　　〃 〃 〃

内 町 沢 〃 　　〃 〃 〃

素 波 里 ダ ム 素 波 里 ダ ム 山本郡藤里町粕毛 藤 琴 川 〃

大 臼 岳 〃 　　〃 〃 〃

駒 ヶ 岳 〃 　　〃 〃 〃

水 沢 ダ ム 水 沢 ダ ム 山本郡八峰町峰浜水沢 水 沢 川 〃

鰐 沢 〃 　　〃 〃 〃

旭 川 ダ ム 旭 川 ダ ム 秋田市仁別字マンタラメ 旭    川 〃

旭 又 〃 秋田市仁別字務沢国有林 〃 〃

岩 見 ダ ム 岩 見 ダ ム 秋田市河辺三内 三 内 川 〃

小 屋 沢 〃 　　〃 〃 〃

井 出 の 舞 沢 〃 　　〃 〃 〃

大 内 ダ ム 大 内 ダ ム 由利本荘市小栗山字岩船 畑　　川 〃

鎧 畑 ダ ム 鎧 畑 ダ ム 仙北市田沢湖中山 玉    川 〃

赤 沢 〃 　　〃 〃 〃

様 沢 〃 　　〃 〃 〃

椈 森 〃 　　〃 〃 〃

協 和 ダ ム 協 和 ダ ム 大仙市協和船岡 淀    川 〃

大 倉 沢 〃 　　〃 〃 〃

大 松 川 ダ ム 大 松 川 ダ ム 横手市山内大松川 横 手 川 〃

外 山 〃 　　〃 〃 〃

皆 瀬 ダ ム 皆 瀬 ダ ム 湯沢市皆瀬 皆 瀬 川 〃

秣 岳 〃 　　〃 〃 〃

滝 ノ 沢 〃 　　〃 〃 〃

雨量観測所 138 ヶ所
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資料５－１ 直轄河川洪水予報発表形式（能代河川国道事務所）

（見出し）

（主文）

（警戒レベル相当情報等早見表）

新着
新着

新着

市区町村ごとの警戒レベル相当の数値は、同一洪水予報区間内の基準水位観測所の 警戒レベル５相当

受け持ち区間ごとの警戒レベル相当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸水が 警戒レベル４相当

想定される地区が含まれる市区町村に対して一律に表示しているものです。 警戒レベル３相当

警戒レベル相当早見表の見方について 警戒レベル２未満

[防災用語ウェブサイト：早見表]

https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?key=hayamihyo

（雨量）
多いところでは１時間に〇〇ミリの雨が降っています。
この雨は今後一層強まるでしょう。

米代川
よねしろがわ

では、氾濫注意水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み

【警戒レベル２】十二所
じゅうにしょ

基準観測所（大館市
おおだてし

）受け持ち区間

米代川
よねしろがわ

の十二所
じゅうにしょ

基準観測所（大館市
おおだてし

）では、「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み

です。洪水に関する情報に注意してください。

【警戒レベル２】鷹巣
たかのす

基準観測所（北秋田市
きたあきたし

）受け持ち区間

米代川
よねしろがわ

の鷹巣
たかのす

基準観測所（北秋田市
きたあきたし

）では、「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み

です。洪水に関する情報に注意してください。

【警戒レベル２】二
ふた

ツ井
い

基準観測所（能代市
のしろし

）受け持ち区間

米代川
よねしろがわ

の二
ふた

ツ井
い

基準観測所（能代市
のしろし

）では、「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み

です。洪水に関する情報に注意してください。

【警戒レベル２】向能代
むかいのしろ

基準観測所（能代市
のしろし

）受け持ち区間

米代川
よねしろがわ

の向能代
むかいのしろ

基準観測所（能代
のしろ

市
し

）では、「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み

です。洪水に関する情報に注意してください。

米代川レベル２氾濫注意報（警戒レベル２情報）

正規

米代川
よねしろがわ

レベル２氾濫注意報
（警戒レベル２情報）

米 代 川 洪 水 予 報 第 〇 号
令 和 〇 〇 年 〇 月 〇 日 〇 〇 時 〇 〇 分

能 代 河 川 国 道 事 務 所
　　のしろかせんこくどうじむしょ

秋 田 地 方 気 象 台
　　あきたちほうきしょうだい

共 同 発 表

向能代
対象河川 米代川 米代川 米代川 藤琴川 米代川

新
着
・
更
新

新着・更新 新着 新着 新着 新着
基準水位観測所名 十二所 鷹巣 二ツ井

警戒レベル（　）相当  ２  ２  ２  ２

現況水位 ２
（レベル2水位超過）

２
（レベル2水位超過）

２
（レベル2水位超過）

２
（レベル2水位超過）

予測水位

大館市  ２ - - -

５

４

３

２ 警戒レベル２

北秋田市 -  ２ - -
能代市 - -  ２  ２

流域
〇日〇〇時〇〇分～〇日〇〇時〇〇分

までの流域平均雨量
〇日〇〇時〇〇分～〇日〇〇時〇〇分

までの流域平均雨量の見込み

米代川流域 〇〇〇ミリ 〇〇ミリ
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（水位または流量）

水位（m）

水位（m）

水位（m）

水位（m）

・ゼロ点高に関する解説　
　https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/kwb_apend/html/reference.html

〇〇日
基準観測所 00:00現在 01:00予測 02:00予測 03:00予測 04:00予測 05:00予測 06:00予測

X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX

01:00予測 02:00予測 03:00予測 04:00予測 05:00予測 06:00予測

警戒レベル２

十二所

（大館市）

〇〇日
基準観測所 00:00現在

X.XX

警戒レベル２

鷹巣

（北秋田市）

〇〇日
基準観測所 00:00現在 01:00予測 02:00予測 03:00予測

X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX

04:00予測 05:00予測 06:00予測

X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX

01:00予測 02:00予測 03:00予測 04:00予測 05:00予測 06:00予測

警戒レベル２

二ツ井

（能代市）

〇〇日
基準観測所 00:00現在

X.XX

警戒レベル２

向能代

（能代市）

X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX

氾濫危険水位6.40m
避難判断水位6.10m

氾濫注意水位3.00m

ゼロ点高EL=68 .40

氾濫危険水位7.90m
避難判断水位7.80m

氾濫注意水位6.10m

ゼロ点高EL＝17.69m

氾濫危険水位6.80m

避難判断水位6.30m

氾濫注意水位4.50m

ゼロ点高EL＝10 .10m

氾濫危険水位3.40m

避難判断水位3.00m

氾濫注意水位1.90m

ゼロ点EL=0 .03m

氾濫発生水位7.20m

氾濫発生水位9.80m

氾濫発生水位8.10m

氾濫発生水位4.30m
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（参考）

（受け持ち区間）

受け持ち区間

□雨の情報を知りたい方はこちら

□洪水予報文、川の水位を確認したい方はこちら

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

十二所 鷹巣 二ツ井

米代川 米代川 米代川

左岸　大館市比内町扇田地区から
      大館市外川原地区(北秋田
      市境)まで

左岸　北秋田市向黒沢地区(大館
      市境)から北秋田市蟹沢地
      区まで

左岸　能代市二ツ井町麻生地区か
      ら能代市富根地区まで

基準観測所 基準観測所 基準観測所 基準観測所
大館市 北秋田市 能代市

向能代
基準観測所 基準観測所

受け持ち区間

右岸　大館市山館地区から大館市
      長坂地区まで

右岸　北秋田市糠沢地区から北
　　　秋田市今泉地区まで

右岸　能代市二ツ井町小繋地区か
      ら能代市二ツ井町富根地区
      まで

藤琴川

左岸　能代市二ツ井町荷上場地区
      から米代川合流点まで受け持ち区間

右岸　能代市二ツ井町荷上場地区
      から米代川合流点まで

左岸　能代市鶴形地区から能代市
      下浜地区まで

右岸　能代市常盤地区から能代市
      落合地区まで

能代市

米代川

浸水ナビ
https://suiboumap.gsi.go.jp/ShinsuiMap/Map//?x=140.670277800&y=
40.216666700&z=13

問い合わせ先
水位関係：国土交通省 能代河川国道事務所 流域治水課 電話：0185-70-1176
気象関係：気象庁 仙台管区気象台 気象防災部 予報課  電話：022-290-5320

今後の雨（解析雨量、降水短時間予報）
https://www.jma.go.jp/bosai/kaikotan/#zoom:8/lat:40.216666700/lon:
140.670277800/colordepth:normal/elements:slmcs&slmcs_fcst&rasr

川の防災情報　洪水予報画面
https://www.river.go.jp/kawabou/pc/rw?rwtype=10&rwcd=820210010
0

水害リスクライン https://frl.river.go.jp/TopViewMain?header=1&areacd=82

川の防災情報

洪水予報画面

水害リスクライン 浸水ナビ今後の雨（解析雨量、

降水短時間予報）
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資料５－１ 直轄河川洪水予報発表形式（秋田河川国道事務所）

（見出し）

（主文）

（警戒レベル相当情報等早見表）

新着

市区町村ごとの警戒レベル相当の数値は、同一洪水予報区間内の基準水位観測所の 警戒レベル５相当

受け持ち区間ごとの警戒レベル相当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸水が 警戒レベル４相当

想定される地区が含まれる市区町村に対して一律に表示しているものです。 警戒レベル３相当

警戒レベル相当早見表の見方について 警戒レベル２未満

[防災用語ウェブサイト：早見表]

https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?key=hayamihyo

（雨量）
多いところでは１時間に〇〇ミリの雨が降っています。
この雨は今後一層強まるでしょう。

秋 田 河 川 国 道 事 務 所
　　　あきたかせんこくどうじむしょ

秋 田 地 方 気 象 台
　あきたちほうきしょうだい

共 同 発 表

正規

雄物川下流
おものがわかりゅう

レベル２氾濫注意報
（警戒レベル２情報）

雄 物 川 下 流 洪 水 予 報 第 〇 号
令 和 〇 〇 年 〇 月 〇 日 〇 〇 時 〇 〇 分

雄物川下流
おものがわかりゅう

では、氾濫注意水位に到達し、今後、水位はさらに

上昇する見込み

【警戒レベル２】椿川
つばきがわ

基準観測所（秋田市
あきたし

）受け持ち区間

雄物川
おものがわ

の椿川
つばきがわ

基準観測所（秋田市
あきたし

）では、「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに

上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意してください。

雄物川下流レベル２氾濫注意報（警戒レベル２情報）

新
着
・
更
新

新着・更新 新着

基準水位観測所名 椿川
対象河川 雄物川

２ 警戒レベル２

警戒レベル（　）相当 ２

現況水位
２

（レベル２水位超過）

予測水位

秋田市 ２

５

４

３

流域
〇日〇〇時〇〇分～〇日〇〇時〇〇分

までの流域平均雨量
〇日〇〇時〇〇分～〇日〇〇時〇〇分

までの流域平均雨量の見込み

雄物川流域 〇〇〇ミリ 〇〇ミリ
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（水位または流量）

水位（m）

・ゼロ点高に関する解説　
　https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/kwb_apend/html/reference.html

（参考）

（受け持ち区間）

□雨の情報を知りたい方はこちら

□洪水予報文、川の水位を確認したい方はこちら

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

〇〇日
基準観測所 00:00現在 01:00予測 02:00予測 04:00予測 05:00予測 06:00予測

X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX
03:00予測

警戒レベル２

椿川

（秋田市）

椿川
基準観測所 基準観測所

秋田市
雄物川

左岸　秋田市雄和新波から
　雄物川河口まで受け持ち区間

右岸　大仙市協和小種から
　雄物川河口まで

今後の雨（解析雨量、降水短時間予報）
https://www.jma.go.jp/bosai/kaikotan/#zoom:8/lat:39.616268/lo
n:140.158081/colordepth:normal/elements:slmcs&slmcs_fcst&ra
srf

問い合わせ先
水位関係：国土交通省秋田河川国道事務所 流域治水課 電話：018-864-2288
気象関係：気象庁 仙台管区気象台 気象防災部 予報課 電話：022-290-5320

川の防災情報　洪水予報画面
https://www.river.go.jp/kawabou/pc/rw?rwtype=10&rwcd=8202
200102

水害リスクライン https://frl.river.go.jp/TopViewMain?header&areacd=82

浸水ナビ
https://suiboumap.gsi.go.jp/ShinsuiMap/Map//?x=140.15722274
780276&y=39.61468103631424&z=13

川の防災情報 水害リスクライン 浸水ナビ今後の雨（解析雨量、

降水短時間予報）

氾濫危険水位8.10m

避難判断水位8.00m

氾濫注意水位6.60m

ゼロ点高EL=0 .00m

氾濫発生水位8.60m
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資料５－１ 直轄河川洪水予報発表形式（湯沢河川国道事務所）

（見出し）

（主文）

（警戒レベル相当情報等早見表）

新着
新着
新着
新着
新着

市区町村ごとの警戒レベル相当の数値は、同一洪水予報区間内の基準水位観測所の 警戒レベル５相当

受け持ち区間ごとの警戒レベル相当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸水が 警戒レベル４相当

想定される地区が含まれる市区町村に対して一律に表示しているものです。 警戒レベル３相当

警戒レベル相当早見表の見方について 警戒レベル２未満

[防災用語ウェブサイト：早見表]

https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?key=hayamihyo

雄物川上流
おものがわじょうりゅう

では、氾濫注意水位に到達し、今後、水位はさらに

上昇する見込み

【警戒レベル２】岩館
いわだて

基準観測所（湯沢市
ゆざわし

）受け持ち区間

雄物川
おものがわ

の岩館
いわだて

基準観測所（湯沢市
ゆざわし

）では、「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込

みです。洪水に関する情報に注意してください。

【警戒レベル２】柳田橋
やなぎだばし

基準観測所（湯沢市
ゆざわし

）受け持ち区間

雄物川
おものがわ

の柳田橋
やなぎだばし

基準観測所（湯沢市
ゆざわし

）では、「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見

込みです。洪水に関する情報に注意してください。

【警戒レベル２】雄物川橋
おものがわばし

基準観測所（横手市
よこてし

）受け持ち区間

雄物川
おものがわ

の雄物川橋
おものがわばし

基準観測所（横手市
よこてし

）では、「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する

見込みです。洪水に関する情報に注意してください。

【警戒レベル２】大曲橋
おおまがりばし

基準観測所（大仙市
だいせんし

）受け持ち区間

雄物川
おものがわ

の大曲橋
おおまがりばし

基準観測所（大仙市
だいせんし

）では、「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見

込みです。洪水に関する情報に注意してください。

【警戒レベル２】神宮寺
じんぐうじ

基準観測所（大仙市
だいせんし

）受け持ち区間

雄物川
おものがわ

の神宮寺
じんぐうじ

基準観測所（大仙市
だいせんし

）では、「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見

込みです。洪水に関する情報に注意してください。

正規

雄物川上流
おものがわじょうりゅう

レベル２氾濫注意報
（警戒レベル２情報）

雄 物 川 上 流 洪 水 予 報 第 〇 号
令 和 〇 〇 年 〇 月 〇 日 〇 〇 時 〇 〇 分

湯 沢 河 川 国 道 事 務 所
　　　ゆざわかせんこくどうじむしょ

秋 田 地 方 気 象 台
　　　あきたちほうきしょうだい

共 同 発 表

雄物川上流レベル２氾濫注意報（警戒レベル２情報）

新
着
・
更
新

新着・更新 新着 新着 新着 新着 新着

基準水位観測所名 岩館
雄物川 雄物川

警戒レベル（　）相当  ２  ２  ２ ２  ２

柳田橋 雄物川橋 大曲橋 神宮寺
対象河川 雄物川 雄物川 雄物川 丸子川 横手川

予測水位

現況水位
２

（レベル２
水位超過）

２
（レベル２
水位超過）

２
（レベル２
水位超過）

２
（レベル２水位超過）

２
（レベル２
水位超過）

雄勝郡羽後町  ２  ２  ２ - -
湯沢市  ２  ２ - - -

大仙市 - -  ２ ２  ２
横手市 - -  ２ -

５

４

３

２ 警戒レベル２

仙北郡美郷町 - -  ２  ２ -
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（雨量）
多いところでは１時間に〇〇ミリの雨が降っています。
この雨は今後一層強まるでしょう。

（水位または流量）

水位（m）

水位（m）

水位（m）

水位（m）

水位（m）

・ゼロ点高に関する解説　
　https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/kwb_apend/html/reference.html

〇〇日
基準観測所 00:00現在 01:00予測 02:00予測 03:00予測

流域
〇日〇〇時〇〇分～〇日〇〇時〇〇分

までの流域平均雨量
〇日〇〇時〇〇分～〇日〇〇時〇〇分

までの流域平均雨量の見込み

雄物川上流域 〇〇〇ミリ 〇〇ミリ

04:00予測 05:00予測 06:00予測

X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX

01:00予測 02:00予測 03:00予測 04:00予測 05:00予測 06:00予測

警戒レベル２

岩館

（湯沢市）

〇〇日
基準観測所 00:00現在

X.XX

警戒レベル２

柳田橋

（湯沢市）

〇〇日
基準観測所 00:00現在 01:00予測 02:00予測 03:00予測

X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX

04:00予測 05:00予測 06:00予測

X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX

01:00予測 02:00予測 03:00予測 04:00予測 05:00予測 06:00予測

警戒レベル２

雄物川橋

（横手市）

〇〇日
基準観測所 00:00現在

X.XX

警戒レベル２

大曲橋

（大仙市）

〇〇日
基準観測所 00:00現在 01:00予測 02:00予測 03:00予測

X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX

警戒レベル２

神宮寺

（大仙市）

04:00予測 05:00予測 06:00予測

X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX

氾濫危険水位3.90m

避難判断水位3.20m

氾濫注意水位3.10m

ゼロ点高EL=128 .16m

氾濫危険水位4.20m

避難判断水位3.50m

氾濫注意水位2.00m

ゼロ点EL=67 .00m

氾濫危険水位4.50m

避難判断水位4.20m

氾濫注意水位3.00m

ゼロ点高EL=43 .86m

氾濫危険水位6.20m

避難判断水位6.00m

氾濫注意水位3.40m

ゼロ点高EL=19 .30m

氾濫危険水位6.70m

避難判断水位6.10m

氾濫注意水位5.00m

ゼロ点高EL=14 .57m

氾濫発生水位4.80m

氾濫発生水位4.40m

氾濫発生水位5.00m

氾濫発生水位7.50m

氾濫発生水位6.70m
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（参考）

（受け持ち区間）

□雨の情報を知りたい方はこちら

□洪水予報文、川の水位を確認したい方はこちら

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

岩館 柳田橋 雄物川橋

雄物川 雄物川 雄物川
左岸　湯沢市役内川合流点から
      湯沢市・羽後町柳田橋ま
      で

左岸　湯沢市・羽後町柳田橋か
      ら湯沢市・羽後町皆瀬川
      合流点まで

左岸　湯沢市・羽後町皆瀬川合
      流点から大仙市横手川合
      流点まで

基準観測所 基準観測所 基準観測所 基準観測所
湯沢市 湯沢市 横手市

基準観測所 基準観測所 基準観測所
大仙市 大仙市

受け持ち区間

右岸　湯沢市役内川合流点から
      湯沢市・羽後町柳田橋
      まで

右岸　湯沢市・羽後町柳田橋か
      ら湯沢市・羽後町皆瀬川
      合流点まで

右岸　湯沢市・羽後町皆瀬川合
      流点から大仙市横手川合
      流点まで

大曲橋 神宮寺

横手川
左岸　大仙市出川合流点付近か
      ら大仙市雄物川合流点ま
　　　で受け持ち区間

雄物川 雄物川

左岸　大仙市横手川合流点から
      大仙市玉川合流点まで

左岸　大仙市玉川合流点から
      大仙市秋田市行政境まで

右岸　大仙市横手川合流点から
      大仙市玉川合流点まで

右岸　大仙市玉川合流点から
      大仙市秋田市行政境まで

左岸　大仙市大盛橋から大仙市
      雄物川合流点まで

右岸　大仙市大盛橋から大仙市
      雄物川合流点まで

右岸　大仙市出川合流点付近か
      ら大仙市雄物川合流点ま
　　　で

丸子川

浸水ナビ
https://suiboumap.gsi.go.jp/ShinsuiMap/Map//?x=140.4538536071777
6&y=39.075576592420575&z=13

問い合わせ先
水位関係：国土交通省 湯沢河川国道事務所 流域治水課 電話：0183-73-5544
気象関係：気象庁 仙台管区気象台 気象防災部 予報課 電話： 022-290-5320

今後の雨（解析雨量、降水短時間予報）
https://www.jma.go.jp/bosai/kaikotan/#zoom:8/lat:39.076776/lon:140.
454712/colordepth:normal/elements:slmcs&slmcs_fcst&rasrf

川の防災情報　洪水予報画面
https://www.river.go.jp/kawabou/pc/rw?rwtype=10&rwcd=820220010
1

水害リスクライン https://frl.river.go.jp/TopViewMain?header&areacd=82

川の防災情報

洪水予報画面

水害リスクライン 浸水ナビ今後の雨（解析雨量、

降水短時間予報）
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　加入電話・ＦＡＸ等

　気象庁通信系

　 防災情報提供ｼｽﾃﾑ

　 ﾃﾚﾋﾞ、ﾗｼﾞｵ、新聞、広報車等

　県通信系

凡例

TEL 0185(89)2115

　国土交通省通信系
（洪水予警報等作成ｼｽﾃﾑによるEﾒｰﾙ）

FAX 0185(89)1792

住　　　民

水防管理団体
（市町村）

関係市町村

    TEL 0185(52)6109

    FAX 0185(54)5226

山本地域振興局 建設部

 　FAX  753-62-40

TEL 0186(30)0299

FAX 0186(30)1122

鹿角市総務課危機管理室

鹿角地域振興局 建設部

秋田県水防支部

北秋田地域振興局 建設部

秋田県水防支部

大館市危機管理課

TEL 0186(43)7100

FAX 0186(49)1198

北秋田市総務課危機管理係

TEL 0186(62)1111

能代河川国道事務所
    FAX 018(860)3809

FAX 0186(63)2586

能代市総合防災課

報道機関

    TEL 0186(62)3116

    FAX 0186(62)9540

秋田県水防支部

TEL 018(825)2750

TEL 018(825)8141

東日本旅客鉄道(株)
秋田支社

    FAX 0186(23)6074

FAX 018(831)4098

    TEL 0186(23)2316

東北電力(株)秋田支店

TEL 018(863)3151(代表)

FAX 018(865)7357

（東北電力気象情報ｼｽﾃﾑから受信）

秋田県総合防災課

 鷹巣出張所
　  ﾏｲｸﾛ　759-32

TEL 018(860)4563

   TEL 0186-62-1226
　  FAX   759-51

FAX 018(824)1190

 　ﾏｲｸﾛ 753-62-21,22,25

FAX 018(831)0585

 二ツ井出張所

   TEL 0185-73-5432

 　ﾏｲｸﾛ 753-61-21,22,25
秋田県水防本部

 　FAX  753-61-40
建設部河川砂防課

    TEL 018(860)2511 日本放送協会秋田放送局

FAX  018(862)5199
能代河川国道事務所    TEL 0185(70)1176

NTT五反田センタ
※警報のみ

能代河川国道事務所

森吉山ダム管理支所    FAX 0185(70)1141

 　FAX  753-63-40

共
同
発
表

秋田地方気象台
能代河川国道事務所

TEL  018(864)3955
流域治水課

総務省消防庁
   TEL 0186(60)7231  　ﾏｲｸﾛ　753-351,354

TEL 03(5253)5111     　ﾏｲｸﾛ 753-63-21,25  　FAX　 753-359

資料５－２　直轄河川洪水予報伝達系統図（能代河川国道事務所）

　　FAX   718-60,61
            3871

　 FAX   82-3790,

　　　　　　3791,3792

米代川　洪水予報伝達系統図

(一財)河川情報センター
 水災害予報センター

TEL 022(268)7471
   TEL 022(225)2171

FAX 022(225)5506
   FAX 022(225)7763

　　ﾏｲｸﾛ　718-21,22
　 ﾏｲｸﾛ　82-3866,3861,

「川の防災情報」管理者
東北地方整備局

※注 東日本電信電話㈱又は西
日本電信電話㈱への指定河川洪
水警報の通知は、一般の利用に
適合する洪水警報の通知をもっ
て代える場合がある（気象業務
法第15条第1項、同施行令第8条
第4号）。

※注 ＮＴＴ五反田センタへ

の指定河川洪水警報の通知は、

一般の利用に適合する洪水警

報の通知をもって代える場合

がある（気象業務法第15条第1
項、同施行令第8条第4号）。
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東北地方整備局

「川の防災情報」管理者

TEL 022(268)7471

FAX 022(225)5506

（(一財)河川情報センター）

ﾏｲｸﾛ　718-22　　

　 ﾃﾚﾋﾞ、ﾗｼﾞｵ、新聞等、広報車等

　加入電話・FAX

　県通信系

　気象庁通信系

　国土交通省通信系

　(洪水予警報ｼｽﾃﾑによるEﾒｰﾙ)

凡例

 　FAX   751-6250

 玉川ダム管理所

   TEL 0187(49)2170

 　ﾏｲｸﾛ　754-332

　防災情報提供ｼｽﾃﾑ

住　　　民

水防管理団体
（市町村）

関係市町村

秋田市防災安全対策課

由利地域振興局 建設部   TEL 018(888)5434

    TEL 0184(22)5439 　FAX 018(888)5435

    FAX 0184(22)5493

秋田県水防支部

由利本荘市危機管理課

   TEL 0184(24)6238

 　FAX 0184(23)8191

FAX 018(860)3809

 　ﾏｲｸﾛ　751-6221,6222   ﾏｲｸﾛ　759-32

             6232   FAX   759-51

   TEL 0184(22)6360

   TEL 018(864)2288

   TEL 0183(73)5544    FAX 018(864)5204

 　ﾏｲｸﾛ　752-351・354

 子吉川出張所 TEL 018(860)2514

 　ﾏｲｸﾛ　751-351,352

 　FAX   752-359

建設部河川砂防課

雄物川下流・子吉川　洪水予報伝達系統図

水災害予報センター

TEL 022(225)2171

FAX 022(225)7763

　 ﾏｲｸﾛ　82-3866,3861

            3871,3852

　 FAX   82-3790

             355,512

　 FAX   751-359

 茨島出張所

   TEL 018(862)4362

 　ﾏｲｸﾛ　751-6121,6122

             6132

 　FAX   751-6150
秋田県水防本部

秋田地域振興局 建設部

秋田支社

 　FAX   754-400

    TEL 018(860)3481

TEL 018(825)2750

    FAX 018(860)3826

FAX 018(831)4098

東北電力(株)秋田支店
秋田県水防支部

 　ﾏｲｸﾛ　754-333・335

報道機関

秋田県総合防災課

TEL 018(860)4563

FAX 018(824)1190

日本放送協会秋田放送局

TEL 018(825)8141

FAX 018(831)0585

東日本旅客鉄道(株)

            3791,3792

資料５－２　直轄河川洪水予報伝達系統図（秋田河川国道事務所）

  TEL 018(863)3151(代表)

  FAX 018(865)7357

（東北電力気象情報ｼｽﾃﾑから受信）

秋田地方気象台

TEL  018(864)3955

FAX  018(862)5199

総務省消防庁

TEL 03(5253）5111

NTT五反田センタ
※警報のみ

FAX   718-60,61 

秋田河川国道事務所
共
同
発
表

流域治水課

 湯沢河川国道事務所 

※注 東日本電信電話㈱又は西
日本電信電話㈱への指定河川洪
水警報の通知は、一般の利用に
適合する洪水警報の通知をもっ
て代える場合がある（気象業務
法第15条第1項、同施行令第8条
第4号）。

※注 ＮＴＴ五反田センタへの

指定河川洪水警報の通知は、一

般の利用に適合する洪水警報の

通知をもって代える場合がある

（気象業務法第15条第1項、同

施行令第8条第4号）。
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 　FAX 0182(36)0261

水防管理団体
（市町村）

関係市町村

TEL 018(825)2750

FAX 018(831)4098

雄勝地域振興局 建設部

秋田県水防支部

 大曲出張所

   TEL 0187(63)3340

 　FAX   752-6529

東北電力(株)秋田支店

TEL 018(863)3151(代表)

    FAX 0182(32)0246

    FAX 0187(63)1328

 　FAX 0183(73)2117

 　ﾏｲｸﾛ　752-6521～3

   TEL 0182(35)2195

 大仙市総務部

   TEL 0187(84)4903

    FAX   718-60,61

   秋田河川国道事務所 

 　  流域治水課

　 FAX　 82-3790

共
同
発
表   FAX 0183(72)2164

 　ﾏｲｸﾛ　752-351,352,403

資料５－２　直轄河川洪水予報伝達系統図（湯沢河川国道事務所）

雄物川上流　洪水予報伝達系統図

   TEL 018(864)2288

   FAX 022(225)7763

            3791,3792

東北地方整備局

 水災害予報センター

   TEL 022(225)2171

　 ﾏｲｸﾛ　82-3866,3861,

            3871,3852

（(一財)河川情報センター）

「川の防災情報」管理者

　　TEL 022(268)7471

　　FAX 022(225)5506

    ﾏｲｸﾛ　718-21,22

TEL  018(864)3955

FAX  018(862)5199

秋田地方気象台
湯沢河川国道事務所

流域治水課

   TEL 0183(73)5544

東日本旅客鉄道㈱

 　 ﾏｲｸﾛ　759-32

    FAX   759-51

 　FAX   751-359

 成瀬ダム工事事務所

 　調査設計課

 　FAX　 752-359 総務省消防庁

   TEL 0182(42)0109

   TEL 0187(49)2170

 　FAX   754-400

 　ﾏｲｸﾛ　755-351,352

 　ﾏｲｸﾛ　754-332,330

   ﾏｲｸﾛ　751-351,354,512     

   TEL 0182(23)8450

 　FAX   755-319

秋田支社
 　ﾏｲｸﾛ　752-6421～3

凡例

TEL 03(5253)5111

報道機関

 　FAX   752-6429

TEL 018(860)4563

FAX 018(824)1190

TEL 018(825)8141

秋田県水防支部

秋田県水防支部

   TEL 0183(62)2111

 　FAX 0183(62)2120

総合防災課

   TEL 0187(63)1111

 　FAX 0187(62)9400

 危機対策課

 湯沢市総務部総務課

総合防災室

   TEL 0183(55)8250
    FAX 0183(73)4206

    TEL 0183(73)6168

平鹿地域振興局 建設部

    TEL 0182(32)6210

 　FAX 0187(85)2107

 横手市総務企画部

　国土交通省通信系
　(洪水予警報ｼｽﾃﾑによるEﾒｰ

　気象庁通信系

　防災情報提供ｼｽﾃﾑ

　 ﾃﾚﾋﾞ、ﾗｼﾞｵ、新聞等、広報車等

　県通信系

　加入電話・FAX

NTT五反田センタ
※洪水予報のうち
洪水警報のみ伝達

日本放送協会秋田放送局

 羽後町町民生活課

秋田県総合防災課

FAX 018(865)7357

（東北電力気象情報ｼｽﾃﾑから受信）

建設部河川砂防課

    TEL 018(860)2511

    FAX 018(860)3809

FAX 018(831)0585

仙北地域振興局 建設部

    TEL 0187(63)8127

 十文字出張所

秋田県水防本部

 玉川ダム管理所

住　　　民

 美郷町住民生活課

※注 ＮＴＴ五反田センタへの

指定河川洪水警報の通知は、一

般の利用に適合する洪水警報の

通知をもって代える場合がある

（気象業務法第15条第1項、同

施行令第8条第4号）。
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資料５－３ 秋田県管理河川洪水予報発表形式

（見出し）

（主文）

（警戒レベル相当情報等早見表）

更新

市区町村ごとの警戒レベル相当の数値は、同一洪水予報区間内の基準水位観測所の 警戒レベル５相当

受け持ち区間ごとの警戒レベル相当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸水が 警戒レベル４相当

想定される地区が含まれる市区町村に対して一律に表示しているものです。 警戒レベル３相当

警戒レベル相当早見表の見方について 警戒レベル２未満

[防災用語ウェブサイト：早見表]

https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?key=hayamihyo

（氾濫による浸水が想定される地区）

正規 太平
たいへい

川
がわ

レベル５氾濫
　　　　　　　　

特別警報/レベル５氾濫
　　　　　

発生情報

（警戒レベル５相当情報）
太 平 川 洪 水 予 報 第 〇 号
令 和 〇 〇 年 〇 月 〇 日 〇 〇 時 〇 〇 分

秋 田 県 建 設 部 河 川 砂 防 課
　あきたけんけんせつぶかせんさぼうか

秋 田 地 方 気 象 台
　あきたちほうきしょうだい

共 同 発 表

　　　　　　　　　太平
　　　たいへいがわ

川では、氾濫が発生

　氾濫発生箇所：太平
　たいへいがわ

川 秋田市
あきたし

太平本町
たいへいもとまち

、太平
　　たいへいがわ

川　秋田市
あきたし

牛島
うしじま

【警戒レベル５相当】災害が発生しています。太平川
たいへいがわ

では、秋田市
あきたし

太平本町
たいへいもとまち

（不明
ふめい

）付近において

氾濫の発生を確認しました。直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な

防災行動をとってください。

【警戒レベル５相当】災害が発生しています。太平川
たいへいがわ

では、秋田市
あきたし

牛島
うしじま

（不明
ふめい

）付近において

氾濫の発生を確認しました。直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な

防災行動をとってください。

太平川レベル５氾濫特別警報/氾濫発生情報（警戒レベル５相当情報）

新
着
・
更
新

新着・更新 更新 更新

基準水位観測所名

現況水位
５

（氾濫の確認）
５

（氾濫の確認）

予測水位

太平本町 牛島

対象河川 太平川 太平川
警戒レベル（　）相当 ５ ５

２ 警戒レベル２

氾濫箇所 氾濫による浸水が想定される地区※

太平本町
□秋田県
〇秋田市

秋田市 ５ ５

５

４

３

秋田市牛島
□秋田県
〇秋田市

※氾濫による浸水が想定される地区については、一定の条件下に基づく計算結果での推定です。
　気象条件や堤防の決壊の状況によっては、この地区以外でも氾濫による浸水がおこる可能性があります。
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（雨量）
多いところでは１時間に〇〇ミリの雨が降っています。

この雨は当分この状態が続くでしょう。

（水位または流量）

水位（m）

水位（m）

・ゼロ点高に関する解説　

　https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/kwb_apend/html/reference.html

（参考）

（受け持ち区間）

太平川流域（太平本町） 〇〇〇ミリ 〇〇ミリ

流域
〇日〇〇時〇〇分～〇日〇〇時〇〇分

までの流域平均雨量
〇日〇〇時〇〇分～〇日〇〇時〇〇分

までの流域平均雨量の見込み

流域
〇日〇〇時〇〇分～〇日〇〇時〇〇分

までの流域平均雨量
〇日〇〇時〇〇分～〇日〇〇時〇〇分

までの流域平均雨量の見込み

太平川流域 〇〇〇ミリ 〇〇ミリ

〇〇日
基準観測所 00:00現在 01:00予測 02:00予測 03:00予測 04:00予測 05:00予測 06:00予測

X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX

01:00予測 02:00予測 03:00予測 04:00予測 05:00予測 06:00予測

警戒レベル５相当

太平本町

（秋田市）

〇〇日
基準観測所 00:00現在

X.XX

警戒レベル５相当

牛島

（秋田市）

太平本町 牛島

X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX X.XX

基準観測所 基準観測所 基準観測所

秋田市 秋田市

太平川 太平川

左岸　秋田市太平山谷字鵁ノ鳥地先

　　（地主橋）から八田川合流点まで

左岸　八田川合流点から旭川合流点
　　　まで受け持ち区間

右岸　秋田市太平山谷字地主地先

　　（地主橋）から八田川合流点まで

右岸　八田川合流点から旭川合流点
　　　まで

避難判断水位1.70m

ゼロ点高EL=13 .91m

氾濫危険水位2.20m

氾濫注意水位1.50m

氾濫危険水位3.50m

避難判断水位3.20m

氾濫注意水位2.90m

ゼロ点高EL＝0.67m

氾濫発生水位2.58m

氾濫発生水位4.00m
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□雨の情報を知りたい方はこちら

□洪水予報文、川の水位を確認したい方はこちら

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

 問い合わせ先
  水位関係：秋田県建設部河川砂防課 電話：018-860-2514
  気象関係：気象庁 仙台管区気象台 気象防災部 予報課 電話：022-290-5320

川の防災情報　洪水予報画面
https://www.river.go.jp/kawabou/pc/rw?
rwtype=10&rwcd=8202211200

水害リスクライン https://frl.river.go.jp/TopViewMain?header&areacd=82

浸水ナビ
https://suiboumap.gsi.go.jp/ShinsuiMap/Map//?
x=140.126111100&y=39.703888900&z=13

今後の雨（解析雨量、降水短時間予報）
https://www.jma.go.jp/bosai/kaikotan/#zoom:8/lat:39.70388
8900/lon:140.126111100/colordepth:normal/elements:slmcs
&slmcs_fcst&rasrf

川の防災情報 水害リスクライン 浸水ナビ今後の雨（解析雨量、
降水短時間予報）
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資料５－４ 秋田県管理河川洪水予報及び氾濫等の通報に係る伝達系統図（太平川） 

 

 太平川洪水予報伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋田県建設部 
河川砂防課 

 
TEL 018-(860)-2514 
FAX 018-(860)-3809 

東北地方整備局 
秋田河川国道事務所 

秋田地方気象台 
 

TEL 018-(864)-3955 
FAX 018-(862)-5199 

総務省 消防庁 

NTT五反田センタ 
※警報のみ 

秋田県総合防災課 

日本放送協会秋田放送局 

東日本旅客鉄道㈱ 
秋田支社 

東北電力㈱秋田支店 
（東北電力気象情報システムから受信） 

水防管理団体 
秋田市 

防災安全対策課 

住  民 

共
同
発
表 

※注 ＮＴＴ五反田センタへの指定河

川洪水警報の通知は、一般の利用に適

合する洪水警報の通知をもって代える

場合がある（気象業務法第15条第1項、

同施行令第8条第4号）。 

関係市町村 

凡例 

気象情報伝送処理システム 

防災情報提供システム 

テレビ、ラジオ、新聞、広報車等 

県通信系 

加入電話、ＦＡＸ等 

報道機関 

秋田地域振興局 
建設部 
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資料５－５ 秋田県管理河川水位到達情報通知発表形式 
 

 ○○川 氾濫注意情報        第１報 
                                                              
                                                            令和  年  月  日 
                                                                        時  分  発  表 
                                                               秋田県 
 【主文】 
    ○○川は、○○日○○時に、■■市△△水位観測所で、水防団出動の目安のひ 
    とつとなる、氾濫注意水位（警戒水位）○○ｍ〔警戒レベル２〕に達しました。 
 
 

△△水位観測所では、○○日○○時から○○時の１時間に、約○.○○ｍ水位が上昇し、今後とも水
位の上昇が見込まれます。 
  また、△△水位観測所の受け持つ区間（左岸：■■市○○字△△～○○川合流点、右岸：■■市○ 
○字△△～◎◎川合流点）では氾濫のおそれがありますので、各自十分安全確保を図るとともに、市
町村長が発する避難情報や河川周囲の状況に留意をお願いします。 

                                                                        
（参考） 

○○川   △△水位観測所（■■市○○字△△） 
                  （受け持ち区間は左岸：■■市○○字△△～○○川合流点、右岸：■■市 
                  ○○字△△～◎◎川合流点まで） 

氾  濫  危  険  水  位（洪水特別警戒水位）：  ◎◎ｍ 
避 難 判 断 水 位：  △△ｍ 
氾 濫 注 意 水 位（警戒水位）：  ○○ｍ 
 

(T.P） 　 　△△水位観測所

　■レベル３　避難判断水位超過（△ｍ～◎ｍ）

　■レベル２　氾濫注意水位（警戒水位）

　　　　　　　　　　　　　　　超過（※ｍ～△ｍ）

【参考】警戒レベル （問い合わせ先）
　■レベル５　氾濫の発生

　■レベル４　氾濫危険水位（洪水特別警戒水位） 秋田県
　　　　　　　　　　　　　　　超過（◎◎ｍ～） TEL:

○○時
●●ｍ■■時

◎◎ｍ△△時
※※ｍ△時

■■ｍ

氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）◎◎ｍ
避難判断水位 △△ｍ
氾濫注意水位（警戒水位） ○○ｍ

◆：今回出水の水位変化
（△△水位観測所）

：氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）

：避難判断水位

 
 



107 
 

 
資料５－５ 秋田県管理河川水位到達情報通知発表形式 
 

 ○○川 氾濫警戒情報        第２報 
                                                              
                                                           令和  年  月  日 
                                                                         時  分  発  表 
                                                               秋田県 
 【主文】 
   ○○川 は、○○日 ○○時 に、■■市 △△水 位 観 測 所 で、避 難 準 備 等 の目 安 のひと
つとなる水位である、避難判断水位〔警戒ﾚﾍﾞﾙ 3〕○○ｍに達しました。 
 

 △△水位観測所では、○○日○○時～○○時の１時間に、約○.○○ｍ水位が上昇し、今後とも水位
の上昇が見込まれます。 
 また、△△水位観測所の水位が、あと▲．▲ｍ上昇すると、△△水位観測所の受け持ち区間（左岸：
■■市○○大字△△～○○川合流点、右岸■■市○○大字△△～○○川合流点）のうち、特に堤防
の低い箇所では、氾濫のおそれがあります。 
 本情報は避難準備等の目安の一つとなる情報ですので、■■市長が発する避難情報に十分注意し
て下さい。 

 
 （参考） 
  ○○川   △△水位観測所（■■市○○字△△） 
                受け持ち区間は、 左岸：■■市○○大字△△ 
                 右岸：■■市○○大字△△          ～○○川合流点まで     
              氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）：  ◎◎ｍ 
              避難判断水位：  △△ｍ 

(T.P） 　 　△△水位観測所

　■レベル３　避難判断水位超過（△ｍ～◎ｍ）

　■レベル２　氾濫注意水位（警戒水位）

　　　　　　　　　　　　　　　超過（※ｍ～△ｍ）

【参考】警戒レベル （問い合わせ先）
　■レベル５　氾濫の発生

　■レベル４　氾濫危険水位（洪水特別警戒水位） 秋田県
　　　　　　　　　　　　　　　超過（◎◎ｍ～） TEL:

○○時
●●ｍ■■時

◎◎ｍ△△時
※※ｍ△時

■■ｍ

氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）◎◎ｍ
避難判断水位 △△ｍ
氾濫注意水位（警戒水位） ○○ｍ

◆：今回出水の水位変化
（△△水位観測所）

：氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）

：避難判断水位
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資料５－５ 秋田県管理河川水位到達情報通知発表形式 
 
 

 ○○川 氾濫危険情報        第３報 
                                                              
                                                           令和  年  月  日 

 時  分  発 表 
                                                               秋田県 
 【主文】 
   ○○川は、○○日○○時に、■■市の△△水位観測所で、避 難勧告等の目安のひ 
 とつとなる水位である、氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）〔警戒ﾚﾍﾞﾙ 4〕○○ｍに達しま
した。 

 
   
  △△水位観測所での水位は、さらに上昇する見込みです。 
  △△水位観測所の受け持ち区間（左岸：■■市○○大字△△～○○川合流点、右岸■■市○○ 
 大字△△～○○川合流点）では”氾濫するおそれ”がありますので、厳重な警戒をし、■■市長か 
 らの避難情報に十分注意して下さい。 
 
 

 
（参考） 

○○川   △△水位観測所（■■市○○字△△） 
               受け持ち区間は、 左岸：■■市○○大字△△ 
                 右岸：■■市○○大字△△      ～○○川合流点まで     
              氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）：  ◎◎ｍ 

避難判断水位：  △△ｍ 

 

(T.P） 　 　△△水位観測所

　■レベル３　避難判断水位超過（△ｍ～◎ｍ）

　■レベル２　氾濫注意水位（警戒水位）

　　　　　　　　　　　　　　　超過（※ｍ～△ｍ）

【参考】警戒レベル （問い合わせ先）
　■レベル５　氾濫の発生

　■レベル４　氾濫危険水位（洪水特別警戒水位） 秋田県
　　　　　　　　　　　　　　　超過（◎◎ｍ～） TEL:

○○時
●●ｍ■■時

◎◎ｍ
△△時
※※ｍ

▽時
▼▼ｍ

氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）◎◎ｍ
避難判断水位 △△ｍ
氾濫注意水位（警戒水位） ○○ｍ

◆：今回出水の水位変化
（△△水位観測所）

：氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）

：避難判断水位

△時
■■ｍ
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資料５－５ 秋田県管理河川水位到達情報通知発表形式 
 

 ○○川 氾濫発生情報        第４報 
                                                              
                                                           令和  年  月  日 

 時  分  発 表 
                                                               秋田県 
 【主文】 
   ○○川は、○○日○○時に、■■市□□地区（左岸・右岸）より氾濫し、警戒ﾚﾍﾞﾙはﾚ
ﾍﾞﾙ５に移行しました。 
 

   
 このため、現在、◇◇◇◇◇で浸水しています。 
 引き続き、高い水位が続く見込みであり、氾濫が拡大するおそれがありますので、氾濫による浸 
水が予想される地域では、厳重な警戒をして下さい。 
 
 
 
 

 
（参考） 

○○川   △△水位観測所（■■市○○字△△） 
                   受け持ち区間は、 左岸：■■市○○大字△△ 
                   右岸：■■市○○大字△△      ～○○川合流点まで     
                  氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）：  ◎◎ｍ 

避難判断水位：  △△ｍ 
 

(T.P） 　 　△△水位観測所

　■レベル３　避難判断水位超過（△ｍ～◎ｍ）

　■レベル２　氾濫注意水位（警戒水位）

　　　　　　　　　　　　　　　超過（※ｍ～△ｍ）

【参考】警戒レベル （問い合わせ先）
　■レベル５　氾濫の発生

　■レベル４　氾濫危険水位（洪水特別警戒水位） 秋田県
　　　　　　　　　　　　　　　超過（◎◎ｍ～） TEL:

○○時
●●ｍ■■時

◎◎ｍ
△△時
※※ｍ

▽時
▼▼ｍ

氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）◎◎ｍ
避難判断水位 △△ｍ
氾濫注意水位（警戒水位） ○○ｍ

◆：今回出水の水位変化
（△△水位観測所）

：氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）

：避難判断水位

△時
■■ｍ

 



資料５－６　直轄河川水位到達情報通知・水防警報伝達系統図（能代河川国道事務所）

　

米代川　水位到達情報通知・水防警報伝達系統図

凡 例
洪水予警報システム

（Ｅメール）

加入電話

ラジオ・テレビ等放送

東北地方整備局

水災害予報センター

TEL 022(225)2171
ﾏｲｸﾛ 82－3866、3861

3871、3852
FAX 82－3790

能代河川国道事務所

TEL代表 0185(70)1001
TEL直通 0185(70)1176
ﾏｲｸﾛ 753－351 , 354

二ツ井出張所

ﾏｲｸﾛ 753－61－21～

秋田県水防本部 （河川砂防課）

TEL 018(860)2514
FAX 018(860)3809
ﾏｲｸﾛ 759－32
FAX 751－51

「川の防災情報」管理者

（（財）河川情報センター）

TEL 022(268)7471
FAX 022(225)5506
ﾏｲｸﾛ 718－22 , 21

北
秋
田
支
部

0 1 8 6 ( 6 2 ) 3 1 1 6

一 般 住 民

山
本
支
部

0 1 8 5 (  5 2 ) 6 1 0 9

関係機関へ

総
合
防
災
課

北
秋
田
市

0 1 8 6  ( 6 2 ) 1 1 1 1

大
館
市

0 1 8 6  ( 4 3 )  7 1 1 0

秋
田
地
方
気
象
台

県

警

本

部

陸
上
自
衛
隊

第
二
十
一
普
通
科
連
隊

鷹巣出張所

ﾏｲｸﾛ 753－62－21～

報
道
機
関

N
H
K
秋
田
放
送
局

秋
田
放
送

秋
田
テ
レ
ビ

秋
田
朝
日
放
送

エ
フ
エ
ム
秋
田

他
報
道
機
関

能
代
市

0 1 8 5  ( 8 9 )  2 1 1 5

※水防警報通知時のみ

※水位到達情報通知時のみ
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資料５－６　直轄河川水位到達情報通知・水防警報伝達系統図（秋田河川国道事務所）

　

雄物川下流・子吉川　水位到達情報通知・水防警報伝達系統図

※

水
防
警
報
通
知
時
の
み

凡 例
洪水予警報システム

（Ｅメール）

加入電話

ラジオ・テレビ等放送

東北地方整備局

水災害予報センター

TEL 022(225)2171
ﾏｲｸﾛ 82－3861、3866

3871、3852
FAX 82－3790

秋田河川国道事務所

TEL代表 018(823)4167
TEL直通 018(864)2288
ﾏｲｸﾛ 751－351、352

355、512
FAX 751－359

茨 島 出 張 所

TEL 018(862)4362
ﾏｲｸﾛ 751－6121～2

751－6132
FAX 751－6150

秋田県水防本部 （河川砂防課）

TEL 018(860)2514
FAX 018(860)3809
ﾏｲｸﾛ 759－32
FAX 751－51

「川の防災情報」管理者

（（財）河川情報センター）

TEL 022(268)7471
FAX 022(225)5506
ﾏｲｸﾛ 718－22
FAX 718－60、61

秋
田
支
部

0 1 8 (  8 6 0 ) 3 4 8 2

住 民

由
利
支
部

0 1 8 4 (  2 2 )  5 4 3 8

関係機関へ

総
合
防
災
課

由
利
本
荘
市

0 1 8 4  ( 2 4 )  6 2 3 8

秋
田
市

0 1 8  ( 8 8 8 )  5 4 3 4

秋
田
地
方
気
象
台

県

警

本

部

陸
上
自
衛
隊

第
二
十
一
普
通
科
連
隊

子 吉 川 出 張 所

TEL 0184(22)6360
ﾏｲｸﾛ 751－6221～2

751－6232
FAX 751－6250

報
道
機
関

N
H
K
秋
田
放
送
局

秋
田
放
送

秋
田
テ
レ
ビ

秋
田
朝
日
放
送

エ
フ
エ
ム
秋
田

他
報
道
機

※水防警報通知時のみ

※水位到達情報通知時のみ
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資料５－６　直轄河川水位到達情報通知・水防警報伝達系統図（湯沢河川国道事務所）

　

雄物川上流　水位到達情報・水防警報伝達系統図

※水防警報通知時のみ

※水位到達情報通知時のみ

凡 例
洪水予警報システム

（Ｅメール）

加入電話

ラジオ・テレビ等放送

東北地方整備局

水災害予報センター

TEL 022(225)2171（代表）
ﾏｲｸﾛ （82）3866,3861,3871
FAX （82）3790

湯沢河川国道事務所

0183(73)3174（代表）
0183(73)5544（直通）
ﾏｲｸﾛ 752－351、352

大曲出張所
0187(63)3340

秋田県水防本部 （河川砂防課）

TEL 018(860)2514
FAX 018(860)3809
ﾏｲｸﾛ 759－32

「川の防災情報」管理者

（（財）河川情報センター）

TEL 022(268)7471
FAX 022(225)5506
ﾏｲｸﾛ 718－22

関係機関へ

総
合
防
災
課

秋
田
地
方
気
象
台

県

警

本

部

陸
上
自
衛
隊

第
二
十
一
普
通
科
連
隊

報
道
機
関

N
H
K
秋
田
放
送
局

秋
田
放
送

秋
田
テ
レ
ビ

秋
田
朝
日
放
送

エ
フ
エ
ム
秋
田

他
報
道
機

十文字出張所

0182(42)0109

秋田河川国道事務所

TEL 018(864)2288
横手市

（危機対策課）
0182(35)2195

雄勝支部

（建設部）

平鹿支部

（建設部）

仙北支部

（建設部）

大仙市

（総合防災課）
0187(63)1111

横手市

（危機対策課）
0182(35)2195

羽後町
0183(62)2111

湯沢市

（総合防災班）
0183(55)8250

※水防警報通知時のみ

※水位到達情報通知時のみ

住 民
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資料５－７ 秋田県管理河川 水防警報、水位到達情報通知及び氾濫等の通報に係る伝達系統図 
 
 
  注）避難判断水位は、従来の 
    特別警戒水位である。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     水防指令は県における水防体制に基づき、関係機関及び一般に通知する系統を示す。 

凡　　　　例

　　　　知事発令の水防警報、

　　　　氾濫情報

水 

防 

管 

理 

団 

体 
    

(  

市  

町  

村  
) 

秋 

田 

地 

方 

気 

象 

台  

県
警
本
部  

陸
上
自
衛
隊 

第
二
十
一
普
通
科
連
隊 

報
道
機
関 

Ｎ
Ｈ
Ｋ

テ
レ
ビ    

          

エ
フ
エ
ム

関 

一般住民 

水 防 本 部 長 
（ 知 事 ） 

副 本 部 長 
（ 副 知 事 ） 

危 機 管 理 監 
（総合防災課） 

水 防 長 
（ 建 設 部 長 ） 

副 水 防 長 
（河川砂防課長） 

水 防 本 部 
（河川砂防課） 

水 防 支 部 
（ 地 域 振 興 局 建 設 部 ） 

国 土 交 通 省 
水 管 理 ・ 国 土 保 全 局 
（破堤等重大な被害が発生したとき） 

東 北 地 方 整 備 局 
河 川 部  地 域 河 川 課 
（氾濫危険水位を超過する見込み、ま

たは超過した場合、あるいは浸水被害

等が発生した場合） 



資料５－８　直轄河川水防警報発表形式

（見出し）

（現況）

（発表）

（水防警報発表状況）

新着

新着

新着

（参考）
     　　十二所十二所基準観測所（大館市）

 （受け持ち区間は　米代川左岸：大館市比内町扇田地内から大館市外川原地内（北秋田市境）、
右岸：大館市山館地内から大館市長坂地内（北秋田市境））

□水防警報に関する川の水位を確認したい方はこちら

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

待機

能代市 － － － 解除

北秋田市 －

準備

新着・更新

正規
水防警報（準備）

令 和 ０ ０ 年 ０ 月 ０ 日 ０ ０ 時 ０ ０ 分

国 土 交 通 省 能 代 河 川 国 道 事 務 所 発 表

　　米代川
よねしろがわ

の十二所
じゅうにしょ

基準観測所　水防機関準備

（第○号）

　　米代川
よねしろがわ

の十二所
じゅうにしょ

基準観測所（大館
おおだて

市
し

）の水位は、○日○○時○○分現在××.××mです。

　　水防機関は準備してください。

鷹巣

米代川

秋田河川国道事務所水防警報発表状況

川の防災情報　水防警報画面
https://www.river.go.jp/kawabou/pc/rw?rwtype=20&rwcd=21
04500002&fld=1

準備

対象河川

水防警報発表状況

大館市

待機

新
着
・
更
新

新着

十二所

米代川

基準水位観測所名

－

水害リスクライン https://frl.river.go.jp/TopViewMain?header&areacd=82

浸水ナビ
https://suiboumap.gsi.go.jp/ShinsuiMap/Map//?x=140.67027
78&y=40.2166667&z=13

問い合わせ先
国土交通省　能代河川国道事務所 流域治水課 電話：0185-70-1176

－

堂ヶ岱

小猿部川

－

二ツ井

米代川
藤琴川

－

向能代

米代川

解除

川の防災情報

洪水予報画面
水害リスクライン 浸水ナビ
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資料５－８　直轄河川水防警報発表形式

（見出し）

（現況）

（発表）

（水防警報発表状況）

新着

（参考）
　　矢島　矢島基準観測所（由利本荘市）

（受け持ち区間は　子吉川左岸：由利本荘市吉沢から由利本荘市滝沢橋まで、右岸：由利本荘市
吉沢から由利本荘市滝沢橋まで）

□水防警報に関する川の水位を確認したい方はこちら

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

正規
水防警報（準備）

令 和 ０ ０ 年 ０ 月 ０ 日 ０ ０ 時 ０ ０ 分

国 土 交 通 省 秋 田 河 川 国 道 事 務 所 発 表

　　子吉川
こよしがわ

の矢島
やしま

基準観測所　水防機関準備

（第○号）

　　子吉川
こよしがわ

の矢島
やしま

基準観測所（由利本荘市
ゆりほんじょうし

）の水位は、○日○○時○○分現在××.××mです。

秋田河川国道事務所水防警報発表状況

川の防災情報　水防警報画面
https://www.river.go.jp/kawabou/pc/rw?rwtype=20&rwcd=2104300
013&fld=1

－

対象河川

水防警報発表状況

　　水防機関は準備してください。

秋田市

由利本荘市

新
着
・
更
新

椿川

雄物川

水害リスクライン https://frl.river.go.jp/TopViewMain?header&areacd=82

浸水ナビ
https://suiboumap.gsi.go.jp/ShinsuiMap/Map//?x=140.157222747802
76&y=39.61468103631424&z=13

問い合わせ先
国土交通省　秋田河川国道事務所 流域治水課 電話：018-864-2288

新着・更新

基準水位観測所名

新着

矢島

子吉川

準備

－

準備

明法

子吉川

－

鮎瀬

子吉川

－

二十六木橋

子吉川

－

川の防災情報

洪水予報画面
水害リスクライン 浸水ナビ
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資料５－８　直轄河川水防警報発表形式

令和〇〇年〇〇月〇〇日〇〇時〇〇分

国土交通省　湯沢河川国道事務所発表

（見出し）

（現況）

（発表）

（水防警報発表状況）

新着

（参考）
　　神宮寺　神宮寺基準観測所（大仙市）

（受け持ち区間は　雄物川左岸：玉川合流点から大仙市正手沢、右岸：玉川合流点から大仙市協和小種）

□水防警報に関する川の水位を確認したい方はこちら

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

正規
水防警報（出動）

（第○号）

　　雄物川
おものがわ

の神宮寺
じんぐうじ

基準観測所　水防機関出動
しゅつどう

基準水位観測所名 岩舘 長野 神宮寺岩崎橋

新着・更新

湯沢河川国道事務所水防警報発表状況

新
着
・
更
新

－ －－

水害リスクライン https://frl.river.go.jp/TopViewMain?header&areacd=82

浸水ナビ
https://suiboumap.gsi.go.jp/ShinsuiMap/Map//?x=140.15722274780276&y=39.614681036
31424&z=13

問い合わせ先
国土交通省　湯沢河川国道事務所 流域治水課 電話：0183-73-5544

－

－ －

川の防災情報　水防警報画面
https://www.river.go.jp/kawabou/pc/rw?rwtype=20&rwcd=2104300013&fld=1

－

大仙市 － 出動－－

横手市 －

－ －

成瀬川 雄物川
成瀬川
皆瀬川

－ － －

新着

　　雄物川
おものがわ

の神宮寺
じんぐうじ

基準観測所（大仙
だいせん

市
し

）の水位は、○日○○時○○分現在××.××mです。

　　水防機関は準備してください。

湯沢市 － － － － －

雄勝郡羽後町 － － －

大曲橋（雄
物川）
雄物川
横手川
丸子川

雄物川玉川

水防警報発表状況

－

出動

雄物川対象河川 雄物川

柳田橋 安養寺 雄物川橋

川の防災情報 洪水予報画面 水害リスクライン 浸水ナビ
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資料５－９　秋田県管理河川での水防警報の発表形式

【準備】 （ 水　防　支　部 ）

支 部 長 総括責任者 副総括責任者

　 発　信

発信機関名

河 川 名 種　　類 発表番号
発 表 支

部

○
○
川

準
備

○○
地域振興局

【問い合わせ先】 秋田県　○○地域振興局　建設部　○○課　TEL     -    -

秋田県　建設部　河川砂防課　TEL  018-860-2514

ＦＡＸ：（昼）018-845-0125（内228）→ＦＡＸ切換

　　　　（夜・休）018-845-0125（内302）→ＦＡＸ切換

水防本部
（建設部河川砂防課）

秋田地方気象台

県警本部
（警備二課）

総合防災課

自衛隊

ＦＡＸ：　０１８－８２４－１１９０

ＴＥＬ：（昼）018-845-0125（内228)

　　　　（夜・休）018-845-0125（内302）

ＦＡＸ：（昼）018-863-1451

　　　　（夜・休）018-863-1111（内2079）→ＦＡＸ切換

ＴＥＬ：　０１８－８６０－４５６３

ＦＡＸ：　０１８－８６２－５１９９

ＴＥＬ：（昼）018-863-1111（内5724)

　　　　（夜・休）018-863-1111（内2070）

ＴＥＬ：　０１８－８６０－２５１４ 受信時刻：

ＦＡＸ：　０１８－８６０－３８０９ 受信者名：

ＴＥＬ：　０１８－８６４－３９５５

○○市
受信時刻：

受信者名：

ＴＥＬ：（昼）　　－　　－　　　（夜）　　－　　－

ＦＡＸ：（昼）　　－　　－　　　（夜）　　－　　－

副支部長

○○年○○月○○日

　　　○○時○○分
　発信取扱者

　　○○地域振興局　建設部

　　　　○○課　　○○　○○秋田県　○○地域振興局

水 防 要 員

　　　　　　○○水位観測所の水位は○○：○○分現在　　○．○○ｍに達し、

　　　　　　　　（水防団待機水位：○．○○ｍ、氾濫注意水位：○．○○ｍ）

　　　　　なお増水する見込みです。

　　　　　　○○○○○　より　○○○○○　までの

　　　　　　水防団の　準備　を要します。

警　　報

水
防

　　　○○年○○月○○日

　　　　　○○時○○分

発 表 日 時
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資料５－９　秋田県管理河川での水防警報の発表形式

【出動】 （ 水　防　支　部 ）

支 部 長 総括責任者 副総括責任者

　 発　信

発信機関名

河 川 名 種　　類 発表番号
発 表 支

部

○
○
川

出
動

○○
地域振興局

【問い合わせ先】 秋田県　○○地域振興局　建設部　○○課　TEL     -    -

秋田県　建設部　河川砂防課　TEL  018-860-2514

ＦＡＸ：（昼）018-845-0125（内228）→ＦＡＸ切換

　　　　（夜・休）018-845-0125（内302）→ＦＡＸ切換

総合防災課
ＴＥＬ：　０１８－８６０－４５６３

ＦＡＸ：　０１８－８２４－１１９０

自衛隊

ＴＥＬ：（昼）018-845-0125（内228)

　　　　（夜・休）018-845-0125（内302）

県警本部
（警備二課）

ＴＥＬ：（昼）018-863-1111（内5724)

　　　　（夜・休）018-863-1111（内2070）

ＦＡＸ：（昼）018-863-1451

　　　　（夜・休）018-863-1111（内2079）→ＦＡＸ切換

水防本部
（建設部河川砂防課）

ＴＥＬ：　０１８－８６０－２５１４ 受信時刻：

ＦＡＸ：　０１８－８６０－３８０９ 受信者名：

秋田地方気象台
ＴＥＬ：　０１８－８６４－３９５５

ＦＡＸ：　０１８－８６２－５１９９

　　　　　　○○○○○　より　○○○○○　までの

　　　　　　水防団の　出動　を要します。

○○市
ＴＥＬ：（昼）　　－　　－　　　（夜）　　－　　－ 受信時刻：

ＦＡＸ：（昼）　　－　　－　　　（夜）　　－　　－ 受信者名：

　　　　　氾濫注意水位（警戒水位）を○．○○ｍ超えており、なお増水のおそれがあるので、

副支部長 水 防 要 員

○○年○○月○○日

　　　○○時○○分
　発信取扱者

　　○○地域振興局　建設部

　　　　○○課　　○○　○○秋田県　○○地域振興局

警　　報 発 表 日 時

水
防

　　　○○年○○月○○日

　　　　　○○時○○分

　　　　　　○○水位観測所の水位は○○：○○分現在　　○．○○ｍに達し、

　　　　　　　　（氾濫注意水位：○．○○ｍ、避難判断水位：○．○○ｍ）
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資料５－９　秋田県管理河川での水防警報の発表形式

【解除】 （ 水　防　支　部 ）

支 部 長 総括責任者 副総括責任者

　 発　信

発信機関名

河 川 名 種　　類 発表番号
発 表 支

部

○
○
川

解
除

○○
地域振興局

【問い合わせ先】 秋田県　○○地域振興局　建設部　○○課　TEL     -    -

秋田県　建設部　河川砂防課　TEL  018-860-2514

ＦＡＸ：（昼）018-845-0125（内228）→ＦＡＸ切換

　　　　（夜・休）018-845-0125（内302）→ＦＡＸ切換

総合防災課
ＴＥＬ：　０１８－８６０－４５６３

ＦＡＸ：　０１８－８２４－１１９０

自衛隊

ＴＥＬ：（昼）018-845-0125（内228)

　　　　（夜・休）018-845-0125（内302）

県警本部
（警備二課）

ＴＥＬ：（昼）018-863-1111（内5724)

　　　　（夜・休）018-863-1111（内2070）

ＦＡＸ：（昼）018-863-1451

　　　　（夜・休）018-863-1111（内2079）→ＦＡＸ切換

水防本部
（建設部河川砂防課）

ＴＥＬ：　０１８－８６０－２５１４ 受信時刻：

ＦＡＸ：　０１８－８６０－３８０９ 受信者名：

秋田地方気象台
ＴＥＬ：　０１８－８６４－３９５５

ＦＡＸ：　０１８－８６２－５１９９

　　　　　　○○○○○　より　○○○○○　までの

　　　　　　水防団の　解除　を要します。

○○市
ＴＥＬ：（昼）　　－　　－　　　（夜）　　－　　－ 受信時刻：

ＦＡＸ：（昼）　　－　　－　　　（夜）　　－　　－ 受信者名：

　　　　　引き続き、減水する見込みです。

副支部長 水 防 要 員

○○年○○月○○日

　　　○○時○○分
　発信取扱者

　　○○地域振興局　建設部

　　　　○○課　　○○　○○秋田県　○○地域振興局

警　　報 発 表 日 時

水
防

　　　○○年○○月○○日

　　　　　○○時○○分

　　　　　　○○水位観測所の水位は○○：○○分現在　　○．○○ｍに達し、

　　　　　　　　（水防団待機水位：○．○○ｍ、氾濫注意水位：○．○○ｍ）
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第６章 水 防 作 業 及 び 工 法 

 

１ 水 防 作 業 

 洪水時において堤防に異常の起こる時期は、洪水時間にもよるが、おおむね水位の時又はその前後

である。然し法崩れ陥没等の通常減水時に生ずる場合が多いことから最盛期を過ぎても完全に通過す

るまで警戒を解いてはならない。 

 工法を選ぶにあたっては、堤防の組成材料、流速、法面、護岸の状態等を考慮して最も有効でしか

も使用材料がその附近で入手し易い工法を施行するが、当初の工法で成果が認められないときはこれ

に代わるべき工法を次々と行い極力防止に努めなければならない。 水防作業を必要とする異常な状

態は概ね次の通りである。 

 

(1) 漏  水 

(2) 表法のかけ崩れ 

(3) 天端及裏法の亀裂又は欠け崩れ 

(4) 溢  水 

(5) 樋門等の漏水 

 

２ 水 防 工 法 

水防工法には現場の状態に応じた工法を必要とする関係上、その工法も 23 種類位ある。 
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６－１ 水防工法一覧表 

 

原 因 工 法 工 法 の 概 要 利用箇所、河川 おもに使用する資材 

 
 

 

水

 

積み土のう工 

 

堤防の上端（天端）に土のうを数段

積み上げる 

一般河川 

 

土のう、鉄筋棒、 

防水シート 

せき板工 

 

堤防の上端（天端）にくいを打ちせ

き版をたてる 

都市周辺河川 

（土のうの入手困難） 

鋼製支柱、軽量鋼

板 

蛇かご積み工 

 

堤防の上端（天端）に土のうの代わ

りに蛇かごを置く 

急流河川 

 

鉄線蛇かご、玉石、防

水シート 

水マット工 

（連結水のう工） 

 

堤防の上端（天端）にビニロン帆布

製水マットを置く 

 

都市周辺河川 

（土のう、板など入手困

難） 

既製水のう、 

ポンプ、鉄パイプ 

 

裏むしろ張り工 

 

堤防の居住側堤防斜面（裏のり面）

をむしろで被覆する 

あまり高くない堤体の

固い箇所 

むしろ、半割竹、 

土俵 

裏シート張り工 

 

 

堤防の居住側堤防斜面（裏のり面）

を防水シートで被覆する 

 

都市周辺河川 

（むしろ、竹の入手困

難） 

防水シート、 

鉄筋ピン、土のう、 

軽量鉄パイプ 

 

 

 

 

 

 

漏 

 

 

 

 

 

水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

釜段工 

（釜築き、釜止め

） 

裏小段、居住側堤防斜面（裏のり）

先平地に円形に積み、土俵にする 

一般河川 

 

 

土のう、鉄筋棒、 

防水シート、 

ビニールパイプ 

水マット式 

    釜段工 

 

裏小段、居住側堤防斜面（裏のり）

先平地にビニロン帆布製中空円形

水マットを積み上げる 

都市周辺河川 

（土砂、土のうの入手困

難） 

既製水のうポンプ、鉄

パイプ 

 

鉄板式釜段工 

（簡易釜段工） 

 

裏小段、居住側堤防斜面（裏のり）

先平地に鉄板を円筒形に組み立て

る 

都市周辺河川 

（土砂、土のうの入手困

難） 

鉄板、土のう、 

パイプ、 

鉄パイプぐい 

月の輪工 

 

 

居住側堤防斜面（裏のり）部により

かかり半円形に積み土俵する 

一般河川 

 

 

土のう、パイプ、 

防水シート、鉄筋棒 

水マット月の輪工 

 

 

裏小段、居住側堤防斜面（裏のり）

先にかかるようにビニロン帆布製

水のうを組み立てる 

都市周辺河川 

（土砂、土のうの入手困

難） 

既製水のう、 

くい土のう、 

ビニロンパイプ 

たる伏せ工 

 

 

裏小段、居住側堤防斜面（裏の

り）先平地に底抜きたる又はお

けを置く 

一般河川 

 

 

たる、防水シート、

土のう 

 

導水むしろ張り

工 

 

居住側堤防斜面（裏のり）、犬

走りにむしろなどを敷きならべ

る 

一般河川 

（漏水量の少ない箇所） 

 

防水シート、丸太、

竹 

 

 

 

漏 

 

 

水 

 

 

 

詰め土のう工 

 

 

川側堤防斜面（川表のり面）の漏水

口に土のうなどを詰める 

 

一般河川 

（構造物のあるところ、水

深の浅い部分） 

土のう、木ぐい、 

竹ぐい 

 

むしろ張り工 

 

川側（川表）の漏水面にむしろを張

る 

一般河川 

（水深の浅い所） 

むしろ、竹、土のう、

竹ピン 

継ぎむしろ張り工 

 

 

川側（川表）の漏水面に継ぎむしろ

を張る 

 

一般河川 

（漏水面の広い所） 

 

むしろ、なわ、くい、

ロープ、竹、土のう 
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原 因 工 法 工 法 の 概 要 利用箇所、河川 おもに使用する資材 

 

 

漏 

 

 

水 

 

 

 

シート張り工 

 

 

 

川側（川表）の漏水面に防水シート

を張る 

 

 

都市周辺河川 

（むしろが入手困難） 

 

 

防水シート、くい、 

鉄パイプ、ロープ、 

土のう 

 

たたみ張り工 

 

 

 

川側（川表）の漏水面にたたみを張

る 

 

 

一般河川 

（水深の浅いところ） 

 

 

土俵の代わりに土の

う 

 

 

深
掘

 

むしろ張り工、 

継ぎむしろ張り工、 

シート張り工、 

たたみ張り工 

漏水防止と同じ 

 

 

 

芝付き堤防で比較的緩

流河川 

 

 

漏水防止と同じ 

 

 

 

木流し工 

（竹流し工） 

樹木（竹）に重り土のうをつけて流

し、局部を被覆する 

急流河川 

 

立木、土のう、鉄線、

ロープ、くい 

立てかご工 

 

川側堤防斜面（表のり面）に蛇かご

を立てて被覆する 

急流河川 

砂利堤防 

鉄線蛇かご、くい、詰

め石、鉄線 

捨て土のう工、 

捨て石工 

 

川側堤防斜面（表のり面）決壊箇所

に土のう又は大きな石を投入する 

急流河川 

 

 

土のう、石、異形コン

クリートブロック 

竹網流し工 

 

 

竹を格子形に結束し土のうをつ

けて、堤防斜面（のり面）を被

覆する 

緩流河川 

 

 

竹、くい、ロープ、

土のう 

 

 

 

決 

 

 

 

壊 

 

 

わく入れ工 

 

深掘れ箇所に川倉、牛わく、鳥脚な

どの合掌木を投入する 

急流河川 

 

わく組み、蛇かご、石

俵、鉄線 

築きまわし工 

 

 

 

堤防の川側（表）が決壊したとき、

断面の不足を居住側堤防斜面（裏の

り）で補うため杭を打ち中詰の土の

うを入れる 

凸側堤防 

他の工法と併用 

 

 

くい、割竹、板、 

土のう、くぎ 

 

 

びょうぶ返し工 

 

 

竹を骨格とし、かや、よしでびょう

ぶを作り堤防斜面（のり面）を

覆う 

比較的緩流河川 

 

 

竹、なわ、ロープ、

わら、かや、土のう 

 

 

 

 

 

き 

 

 

 

 

 

 

裂 

 

 

 

 

 

 

上端 

 
天端 

 

折り返し工 

 

 

上端（天端）のき裂をはさんで両肩

付近に竹をさし折り曲げて連結す

る 

粘土質堤防 

 

 

竹、土のう、ロープ 

 

くい打ち継ぎ工 

 

折り返し工の竹の代わりにくいを

用いて鉄線でつなぐ 

砂質堤防 

 

くい、鉄線 

 

上端 

 

天端 

 

 

居住 

側  

堤防 

斜面 

 

裏 

のり 

 

控え取り工 

 

 

き裂が上端（天端）から居住側堤防

斜面（裏のり）にかけて生じるもの

で折り返し工と同じ 

粘土質堤防 

 

 

竹、土のう、なわ、ロ

ープ、鉄線 

 

継ぎ縫い工 

 

 

き裂が上端（天端）から居住側堤防

斜面（裏のり）にかけて生じるもの

で控え取り工と同じ 

砂質堤防 

 

 

くい、竹、鉄線、 

土のう 

 

ネット張り 

   き裂防止工 

 

 

 

 

 

継ぎ逢い工のうち竹の代わりに鉄

線を用いる 

 

 

 

 

 

石質堤防 

 

 

 

 

 

 

くい、金鋼、鉄線、土

のう 
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原 因 工 法 工 法 の 概 要 利用箇所、河川 おもに使用する資材 

崩
壊 

 

 

 

 

き 

 

 

 

裂 

 

 

 

 

 

五徳縫い工 

 

居住側堤防斜面（裏のり面）のき裂

を竹で縫い崩壊を防ぐ 

粘土質堤防         

             

竹、なわ、ロープ、鉄

線、土のう 

五徳縫い工 

（くい打ち） 

 

居住側堤防斜面（裏のり面）のき裂

をはさんでくいを打ちロープで引

き寄せる 

粘土質堤防 

 

 

くい、ロープ、 

土のう、丸太 

 

竹さし工 

 

 

 

居住側堤防斜面（裏のり面）のき裂

が浅いとき、堤防斜面（のり面）が

すべらないように竹をさす 

粘土質堤防       

 

 

 

竹、土のう 

 

 

 

力ぐい打ち工 

 

居住側堤防斜面（裏のり）先付近に

くいを打ちこむ 

粘土質堤防 

 

くい、土のう 

 

かご止め工 

 

 

居住側堤防斜面（裏のり面）にひし

形状にくいを打ち、竹又は鉄線で縫

う 

砂質堤防 

 

 

くい、竹、鉄線、 

土のう 

 

 

 

 

 

崩 

 

 

 

 

 

壊 

 

 

 

 

 

立てかご工 

 

居住側堤防斜面（裏のり面）に蛇か

ごを立て被覆する 

急流河川 

 

鉄線蛇かご、くい、 

詰め石、そだ 

くい打ち積み  

     土のう工 

 

居住側堤防斜面（裏のり面）にくい

を打ち込み、中詰めに土のうを入れ

る 

砂質堤防 

 

 

くい、布木、鉄線、土

のう 

 

土のう羽口工 

 

居住側堤防斜面（裏のり面）に土の

うを小口に積み上げる 

一般堤防 

 

竹ぐい、土砂、 

土のう 

つなぎくい打ち工 

 

 

 

居住側堤防斜面（裏のり面）にくい

を数列打ちこれを連結して中詰め

に土のうを入れる 

 

一般堤防 

 

 

 

くい、土のう、布木、 

鉄線、土砂 

 

さくかき詰め 

      土のう

工 

つなぎくい打ちとほぼ同じでさ

くを作る 

一般堤防 

 

くい、竹、そだ、 

鉄線、土のう 

築きまわし工 

 

 

居住側堤防斜面（裏のり面）に

くい打ちさくを作り中詰め土の

うを入れる 

一般堤防 

 

 

くい、さく材、布木

、 

土のう 

そ 

の 

他 

流下物除去作業 

 

橋のピアなどに堆積した流木の除

去 

一般河川 

 

長尺竹、とび口 

 

水防対策車 現地対策本部の設置 一般河川 指揮車、無線車 
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 ６－２ 本県の河川に適していると思われる水防工法 

左
岸

右
岸

上
流

分
岐
点

派

川

下
流

人
家

堤内

川裏
堤防

堤外

川表

裏法 (ノ リ )

犬
走
り

裏
小
段

堤
防
上
面

(

馬
踏)

表
法

(

ノ

リ)

表
小
段

川
底

名 称

下

流

に

向

っ

て

左

岸

、

右

岸

の

名

称

を

付

す

。

基本的水防工法

竹尖げ、こしらえおよび土俵作り

支
流

田

 

基 本 作 業

桟俵の当て方

掛け2
土俵作業、竹尖げ

壷掛け1

土 の 入 れ 方

中
心
に
結
い
付
け
る

竹の尖げ方

切

り
と
り

3～4cm

土
俵
括
り
縄
は
２
ヶ

所

と
す

る
。

 竹尖げの方法は、竹の経の 5 倍のあいだを斜めにそいで、割れを防ぐため図のように節を残す。 

 竹の太い場合には節の後方の両側をそぐ、竹夭げの数が少ない場合などを用いるが、数の多い場合

で、迅速に行わねばならない時には竹夭げ専用の鎌を使用する。 

 土俵作りの方法は、空俵の両端に桟俵を当て、1 壷がけ、又は 2 壷がけに取りつけ、（普通は 2 壷

がけを用いる）、次に俵の腹を縦に鎌で切り開き、土砂を 50～60kg 位になるべく均等に詰め、胴を 2

～3 ヶ所縄で 2 重巻にして堅く締める。 
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第   １   図 

木  流  し  工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   木流し工（掛け木） 

  目   的 

     流水を緩和して川表堤防腹崩壊の拡大を防止する。 

  考 え 方 

    急流部に適する工法で、樹木を根本から伐り、枝に重り土のう（又は石俵）をつけ、 

   根本は鉄線又は縄でしばり、その一端を留杭に結束し、上流より流しかけて崩壊面に固定 

   させる。枝を用いる場合は数本結束して用いる。 

  用  材 

    松、杉、柳などの枝葉の茂ったもの、土のう、鉄線、(縄)杭 

 

 

留杭 

枕土のう 

水流 

重り土のう 

みみかくし 

土のう取付用胴締め縄 
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第   ２   図 

積 土 の う 工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   積 土 の う 工 

  目  的 

    溢水防止 

  拵 え 方 

    表層が欠け込んでも差支えないように川表層から 50cm 乃至 1 米引退けて所要の高さ 

   に土俵を積み上げる。 

    1 段積のときは長手又は小口積とし、俵の継目に土を填めて充分にふみ固め莚や藁 

   などを押しあて透水を防ぐ。 

    3 俵重ねのときは木杭を串差とする。 

  用   材 

    土のう、木杭、塊土 

 

 
 

表
層 

0.5～1.0ｍ(一段) 

(二段) 

(三段) 

正面図 

土
俵 

杭 

正面図 
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第   ３   図 

シ ー ト 張 り 工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   シート張り工 

  目   的 

    堤防表法崩壊及び透水防止。 

  拵 え 方 

    崩壊面の大きさに応じ、シートを 9 枚、12 枚或は 15 枚を縄で縫い合せ、横に 90cm 

   間隔に細竹をあらく縫い付け、下端に重り土俵を取り付け、これを心にして簀の子巻 

   とし、天端から廻し縄を徐々にゆるめて垂れおろし所々針子縫をし煽りどめの重り土の 

   うを載せて固定させる。 

    下端の重り土のうの荷を直接莚に負わせぬよう二本撚り縄で各々の細竹を繋ぎ天端の 

   留杭に結束する。シートをはぎ合わすには細竹で拵えた縫針を使うのが便利である。 

  用   材 

    シート、二子縄、土俵、竹、（簀子用）、留杭 

 

 

 

上流測重り土のう連結方法 

縄の間に入れる 

留杭 

縄 

 試縄 

 1.5m  2m 

防水シート 

水流 

重り土のう 
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第   ４   図 

控   取   り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   控 取 り 

  目   的 

    堤防天端及び裏法面の亀裂をしぼって崩壊を防止する。 

   控 え 方 

    川裏の法尻に 2 米乃至 5 米間隔に土のうをおき、竹で蛇腹縫して固定させる。これに 

   竹をつき差し、双方の竹を折返して縄にして結束する。折返し部分には桟俵などを 

   中心にして又折返し工と同様枕土のうを用いる。 

  用   材 

    土のう、桟俵、竹 

 

 

 

 

 

 断面図  

平   面    図  

重
り
土
の
う 

枕
土
の
う 

竹  

枕
土
の
う 
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第   ５   図 

                     月 の 輪 工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   月 の 輪 工 

  目   的 

    堤防裏法の漏水を堰き上げて圧力を弱める。 

   拵 え 方 

    漏水口の周囲尻法に土のうを半月状に積み上げ、この中に漏れ水を淀ませて上透水を 

   堤内の水路などに放流させる。 

    土のう積の高さは水圧を弱めうる程度でよく、若し三俵重ね以上になるときは留杭又は 

   欄杭を打ち、土のうの頂部を蛇腹縫にする場合もある。上透水の流し口には莚をあけ、 

   その先に樋をかけて導く。 

   土俵と土俵の間には塊土を詰め充分ふみ固めて空隙より漏水を防ぐ。 

    月の輪の大きさは普通半径 1.5 米～2 米位。 

  用   材  土のう、塊土、樋、杭木 

0.5m 0.5m 

内側土のう 

(長 手) 
1.8m 

外側土のう 

(小 口) 中詰真土 

あんこ 

月 の 輪  

 側 面 図 樋(長 5.0m) 

帯結び(１ヶ所 2.0m) 
●杭(長 1.2m) 

漏水 ●●● 

水叩土俵 

m 
0.5 1.0m 

m 
0.3 

m 
0.5 0.9m 

●杭 4 本(長 1.5m) 
1.70m 1.90m 

 あんこ(中詰真土) 
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第   ６   図 

                     釜   段   工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   釜築き（釜段） 

  目   的 

    堤防裏法尻平場の噴水をせき上げて圧力を弱める。 

  拵 え 方 

    漏水口又は噴出口の周囲に環状に土のうを積み上げこの内に水をせき上げて圧力を弱め、 

   水流から上透水をすみやかに放流させる。 

    噴出口の小さい場合は底抜きの樋、樽、又は土管で足りる。 

    土のうと土のうの間には塊土を飼い込んで充分にふみ固め漏れ水を防ぐ。水流しには莚を 

   当て、その先に樋を仕掛ける場合もある。 

    釜築きの大きさは普通直径２～３米。 

    ３段以上のときは杭棚にして崩れを防ぐ。 

  用   材 

    土のう（空俵）、塊土、莚（棚杭用）、柳（棚用） 

平 面  

漏 

水 

口 

断    面  

莚 漏 

水 
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第７章 氾濫・決壊・漏水等の通報 

 

資料７－１ 氾濫・決壊・漏水等の通報に係る運用指針 
 

１．本運用指針の取扱い  

本運用指針は、令和７年 12 月の水防法の改正を踏まえ、水防法第 24 条の２の氾濫等

の通報、水防法第 25 条の決壊の通報等の標準的な考え方を記したものである。 

水防法第 24 条の２及び第 25 条の通報については各地域で定められる水防計画で定め

るところにより運用されることとなっているため、本指針を参酌の上、地域の実態に即

したものとなるよう、各地域の水防協議会において関係者で綿密に協議を行うよう努め

られたい。 

【解説】 

令和３年の災害対策基本法改正により、市町村長が新たに緊急安全確保措置を指示で

きることが規定され、災害の発生が切迫している状況について市町村が住民に周知し、

立退き避難に加えて緊急安全確保も含めて、適確な避難行動につなげていくことが非常

に重要となってきている。 

水防法においてはこれまで、水災害が発生又は切迫している状況について、水防管理

者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者による決壊の通報、洪水予報河

川等における氾濫発生情報（越水等の確認情報）の提供のほか、地域毎の水防計画に基

づき越水等が発生した際に水防に協力する立場の河川管理者による周知等によって情報

提供が行われてきた。 

一方、近年、観測技術の高度化・観測設備の整備の進展等により、河川管理者、下水

道管理者及び海岸管理者（以下「河川管理者等」という。）が氾濫の発生の危険が切迫

した状態にあることをプッシュ型で情報提供する素地が整ってきたところである。 

こうした状況を踏まえ、令和７年 12 月に水防法が改正され、氾濫の発生による著しい

危険が切迫し、命の危険から直ちに身の安全を確保することが必要な緊急的な状況下に

おける河川管理者等による氾濫等の通報が規定され、水防管理者及び市町村長の緊急安

全確保措置の指示等に活用されることとなった。 

氾濫等の通報に当たっては、通報方法、通報先に加え、その前提となる通報対象の河

川、下水道及び海岸（以下「河川等」という。）の区域や通報の基準などについて、都

道府県の水防協議会で協議を行い、水防計画に定めることとなっているが、この協議過

程においては、これまで以上に河川管理者等と水防関係者（水防活動を行う関係者をい

い、水防法第 24 条の２第２項に基づき氾濫等の通知・周知を行う都道府県知事・国土交

通大臣、水防法第 26 条に基づき決壊後の処置を行う水防管理者、水防団長、消防機関

の長、水防協力団体の長、水防法第 29 条に基づき緊急安全確保措置の指示を行う水防

管理者を含む、以下同じ）のコミュニケーションが重要となる。 

そこで、地域における円滑な検討・協議や効果的な制度運用に資するよう、本指針で

全国標準的な考え方を示すこととした。 

なお、これまでも河川管理者等の公物管理者は、水防関係者が求めに応じて情報を提
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供するなど、時には管理事務の一環で入手した情報を臨機に提供している。今回の水防

法改正により、命の危険が迫る氾濫等を通報する公物管理者の責務が法律に特別に明記

されることとなったが、両者が地域の水災被害の軽減のため、平時においても水災時に

おいても協力しあっていく関係性については、今後も何ら変わりがない。 

 

２．氾濫等の通報、決壊の通報を実施する意義について  

氾濫等の通報及び決壊の通報は、氾濫に起因する損害を軽減するため、市町村長又は

水防管理者による緊急安全確保措置の指示等の実施の目安として活用されることとな

る。 

【解説】 

水防法第 24 条の２第２項又は水防法第 25 条第２項により氾濫等又は決壊の通知を受

けた水防管理者は、水防法第 26 条に基づき堤防その他の施設が決壊したときはできる限

り氾濫による被害が拡大しないように努める必要があるほか、水防法第 29 条に基づき緊

急安全確保措置の指示ができることとなっている。また、水防法第 13 条の４に基づき氾

濫等又は決壊の通知を受けた市町村長は災害対策基本法第 60 条第３項に基づき、緊急安

全確保措置の指示ができることとなっている。 

氾濫等の通報や決壊の通報を運用するに当たっては、同通報が最終的に緊急安全確保

措置の指示を行う判断材料として活用されることを踏まえ、各地域の水防協議会におい

て通報の具体的な基準などについて協議を行い、それぞれの水防計画に定めることが必

要である。 

 

３．水防法第 24 条の２の氾濫等の通報の基本的な考え方  

（１）河川管理者等による氾濫等の通報 

氾濫等の通報は、河川等の公物の状況を最も良く知る公物管理者が、公物管理事務の

一環で把握できる施設情報等を活用して、氾濫による著しい危険が切迫していると認め

られるときに、同公物管理者に通報義務が課されるものである。 

【解説】 

水防法第 24 条の２に基づく通報は、河川管理者等が、浸水想定区域における氾濫によ

る著しい危険が切迫していると認められるときに（住民等の生命に被害が及ぶ蓋然性が

高まる状況に到ったことが判断できた際に）、直ちにその状況を関係都道府県知事その

他関係者に通報し、通報を受けた都道府県知事（当該通報をした者が河川管理者又は海

岸管理者である国土交通大臣の場合にあっては、水防を担う国土交通大臣）が、その状

況により相当な損害を生ずるおそれがあると認められるときに（氾濫特性及び地域特性

を踏まえて、氾濫により住民等の生命に強く被害が及ぶおそれがある判断した際に）、

水防管理者及び量水標管理者並びに気象庁長官に通知するとともに、必要に応じ報道機

関の協力を求めて、これを一般に周知するものである。 

河川管理者等に氾濫等の通報が特別に求められることとなった背景としては、命の危

険が生ずる氾濫等については通報主体を複数化して一刻も早くその発生を把握する必要

があるほか、公物管理事務の一環で入手可能な施設情報（水防関係者では必ずしも把握

できない状況）等を水防関係者が活用することが有効であるからである。 
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本運用において河川管理者等は、従来の河川等の公物管理者としての役割の範囲内で

把握している情報を活用して、氾濫による著しい危険が切迫していると認められるとき

にのみ通報義務が課されている。そのため、河川等の管理に必要な情報等による把握を

基本とし、巡視体制を増強することや新たに水位計や河川等監視カメラを設置すること

などの追加的な措置の責務まで求められるものではない。即ち、河川管理者等は「河川

等の管理事務の一環として把握した情報を通報する」という責務を負うにとどまり、河

川法等の公物管理法の改正があった訳ではないので、公物管理に関する役割が変化した

ものではない。従って、公物管理者としての管理事務が適切に実施されていたにも関わ

らず、氾濫を発見できなかったのであれば、それが直ちに「通報義務を果たしていない」

となるものではない点に留意する必要がある。 

また、本通報が水防管理者や市町村長が行う緊急安全確保措置の指示の判断材料とし

て活用されることになることから本通報の確度が低い場合、まだ十分に避難所へ向かう

ことで難を逃れられる可能性の高い住民らが、不用意に水平避難を諦め、被災する事態

も起こりかねない。このため、本通報においては、市町村長が適切に緊急安全確保措置

の指示ができるよう情報の確度（情報（そのもの）の正確さ、当該箇所で氾濫等が発生

する精確さ（氾濫想定地点と水位観測所などの計測地点との距離による空間的な確実

性）、氾濫等の発生タイミングの精確さ（計測間隔による時間的な確実性））が重要な

観点となることに留意することが必要である。 

 

（２）都道府県知事等が行う氾濫等の通知の対象となる河川等の区域 

緊急安全確保措置の指示等を行う水防管理者や市町村長が「相当な損害」が生じると

考える氾濫、すなわち、住民等に対して行動変容に特に留意を呼びかける必要がある氾

濫が発生する河川等の区域を通報の対象とする。 

【解説】 

都道府県知事等が行う通知は、水防管理者や市町村長が行う緊急安全確保措置の指示

等の氾濫による損害の軽減を目的としているが、通報の対象となる箇所（河川等の区域）

や氾濫の規模（相当な損害）に際限がないと、通報が相次いでしまうことが想定され、

かえって水防管理者が効果的かつ効率的な水災対応ができなくなるおそれがある。 

このため、水防法上は浸水想定区域を作成しているあらゆる河川、下水道、海岸が通

報の対象となりうるが、避難行動の指示等の水災対応との連動を考えると、緊急安全確

保措置の指示等を行う水防管理者や市町村長が相当な損害が生じると考える氾濫等と整

合を取ることが、不可欠である。 

具体的には、緊急安全確保措置を指示する際に住民等に対して行動変容に特に留意を

呼びかける必要があるような氾濫、すなわち、例えば氾濫が発生した際に単なる高所移

動ではなく、堅牢かつ十分な高さを有する近隣の建物への移動が必要となるような事態

をもたらす以下の氾濫については、少なくとも通報の対象となると考えられる。 

 

＜通報が必要と想定される氾濫の例＞ 

・家屋倒壊等氾濫想定区域における氾濫 

（木造家屋の場合は、近隣の堅牢な建物への立ち退き避難が必要） 
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・平屋住宅所在エリアで「深い浸水深が所在する区域※１」における氾濫 

（平屋の場合は、近隣の２階以上の建物への立ち退き避難が必要） 

・氾濫流が流入すると脱出が困難になる地下街等（水防法第 15 条で定められた地下街

等）が所在する区域における氾濫 

（速やかに地下街等からの立ち退き避難が必要） 

 

※１「水害の被害指標分析の手引」（H25 試行版）では、65 歳以上の場合、水深 1.7m（１

階床高 50cm）では死亡率が 12％となる。また、洪水浸水想定区域図作成マニュアル

（第４版）では、３m は２階床下に相当するとされている。地域の特性や氾濫の特性

に応じて浸水深を設定することが望ましい。 

 

なお、対象となる具体の区域や浸水深の検討に当たっては、浸水想定区域内の建物の

床面の高さ等、地域の特性に応じて水防管理者及び市町村長のニーズが変わることに留

意することが必要である。また、河川・海岸の堤防が決壊・倒壊した場合は、堤防近傍

では家屋でさえ破壊するほどの勢いで氾濫流が一気に流れる場合があるため、氾濫の特

性によっても水防管理者及び市町村長のニーズが変わることに留意することが必要であ

る。 

また、洪水予報河川については、これまでも水防法第 10 条及び第 11 条に基づき氾濫

発生情報が通知してきていることから、当該河川については引き続き氾濫等の通報の対

象にすべきである。 

 

（３）水防協議会における協議 

河川管理者等が行う氾濫等の通報の対象となる河川等の区域及び通報の基準につい

て、予め各地域の水防協議会において関係者間で協議を行い、それぞれの水防計画に定

める。 

【解説】 

３．（１）及び（２）より、水位計や河川等監視カメラが設置されている箇所にも限

りがあるなど、河川管理者等の公物管理者側が管理事務の一環として氾濫等を発見する

努力を尽くしても人員・施設等からその対応には自ずと限界がある。また水防関係者に

とっても通報数が多数となると深刻な被害をもたらす重篤な氾濫通報を見逃すなど、処

理能力に限界が生じるおそれがあるため、行動変容に特に留意が必要となるような氾濫

に限定した通報のみがほしいというニーズがある。この両者を総合的に勘案し、さらに、

警戒レベル５相当の危険が迫る緊急時には迅速な判断が求められる観点から、通報を行

う際の具体的な通報方法や通知先となる関係者に加え、その前提となる通報対象の河川

等の区域や通報の基準などについて「水防計画で定める」ことで、迅速かつ確実な制度

の運用を行うことが望ましい。 

このため、水防協議会において、河川管理者等の考える「氾濫による著しい危険」を

もたらす氾濫と、都道府県知事等の考える「相当な損害」をもたらす氾濫について認識

を提示し合い、氾濫等の通報の対象を協議しておくことが重要である。 
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図１ 水防計画に定める氾濫等の通報の対象となる河川等の区域と通報の基準 

 

具体的には、水防管理者や市町村長が必要と考える氾濫等の通報に対して、河川管理

者等が従来の河川等の公物管理者としての役割の範囲内で把握しうる氾濫等の切迫・発

生情報を列挙した上で、水防計画に記載する河川等の区域及び通報の基準について水防

協議会で協議することが必要である。なお、水防計画に記載されていない事案の発生に

ついて河川管理者等が河川等の管理事務の一環として把握した場合は、水防法第 24 条の

２に基づく通報であるかに関わらず、１．（１）で記載したとおり、これまで通りの河

川管理者等と水防関係者との関係から当該氾濫等の通報を実施することで問題ない。 

なお、氾濫等の通報の対象となる河川等の区域及び通報の基準を水防計画に定めた場 

合は、ウェブサイトに掲載する等により住民に周知する。 

 

（４）河川管理者等が把握した情報と通報との関係 

河川管理者等が通報を行う基準としては、目視等で確認した最も信頼できる情報であ

る「確認情報」と併せて観測区間を網羅的に把握可能な「計測情報」も基本として活用

する。 

「推定・予測情報」は確度が低いため通報の基準に活用しないことを原則とするが、

「確認情報」「計測情報」がない場合は推定・予測情報」を用いることでよい。その際

は可能な限り多くの情報を用いて一定の確度を保つようにする。 

【解説】 

河川管理者等が把握可能な氾濫の切迫・発生情報としては大別すると確認情報、計測

情報、推定・予測情報がある。 

確認情報： 

・巡視や河川等監視カメラによる越水及び破堤等の確認 

・堤防の異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべり等の確認 

計測情報： 

・水位計・放流量等による計測数値により氾濫の切迫・発生を判断（計測情報と対

象区間の越水の可能性を予め整理されている場合はその区間評価情報を含む） 

（例１）基準水位観測所等の水位による対象区間の越水の可能性の把握 

（氾濫発生水位の到達） 

（例２）異常洪水時防災操作した際のダム直下の越水の可能性の把握 

（ダムから○○m3/s 以上の放流） 

・施設の操作及び機能支障情報から氾濫の切迫・発生を判断（予め設定した水位に
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達した状況等で施設の操作及び機能支障を確認） 

（例３）排水機場のポンプを停止した際の越水の可能性の把握 

（対象河川の水位が○○m 以上の時にポンプの停止） 

推定・予測情報： 

・計測情報や雨量情報を元に予測モデルにより氾濫の切迫・発生を推定 

・洪水対応時に計測情報（急激な水位変動等）から越水・破堤を推定 

（例４）水位計の急激な水位低下等から決壊の可能性を推定 

 

確認情報は情報の確度が高いため、災害が発生又は切迫の確認には有効な情報である

が、巡視による確認は、人員面での制約に加え、暴風雨や夜間等の悪条件下ではほとん

ど確認が不可能であり、見逃しが多発するおそれがある。河川等監視カメラについては、

設置箇所が限定的であるため、確認できる区間が限られる。また、計測情報は、一定の

区間を対象として定量的に計測可能であることから、確認情報よりも確度は劣るものの

少ない労力で早期かつ広範囲に状況把握できる。推定・予測情報は、予測に用いるデー

タや予測手法によって精度が大きく変化し計測情報と比較して情報の確度は落ちると考

えられる。 

このため、河川管理者等が通報を行う基準としては、目視等で確認した最も信頼でき

る情報である確認情報と併せて観測区間を網羅的に把握可能な計測情報も基本として活

用する。なお、推定・予測情報は確度が低いため通報の基準に活用しないことを原則と

するが、確認情報や計測情報がない場合は「推定・予測情報」を用いることでよい。そ

の際は、事前の予測情報や周辺状況により氾濫が発生しているおそれが高いと思われる

段階で、可能な限り多くの情報を用いて一定の確度を保つようにする。また、水防管理

者及び市町村長が緊急安全確保措置の指示を行う上で、情報の確度も重要な情報である

ことから、平時から河川管理者等は通報する氾濫の確度について水防関係者とコミュニ

ケーションを行うとともに、災害時においても確度の低い情報を通報した後に確度の高

い情報を把握した場合はその情報を追加で通報することや可能な場合は通報する氾濫の

確度について解説することが望ましい。 

なお、推定・予測情報の確度を十分に理解する者（水防関係者や関係する河川管理者

等）に対し、内部情報として推定・予測情報を提供し、提供先の水災対応に役立てるこ

とについては問題ない。 

以下に通報の基準に用いる情報を概念的に示した図及びそれぞれの情報を用いる際の

メリット・デメリットを提示する。 
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図２ 通報の基準に用いる情報 

 

 

図３ 確認情報、計測情報、推定・予測情報のメリット及びデメリット 

 

４．水防法 25 条の決壊の通報の基本的な考え方 

水防管理者等は、重要水防箇所を中心に巡視を行い、その際に堤防その他施設の決壊

等を発見した場合に通報を行うこととなっている。河川管理者等が行う氾濫等の通報の

対象となる河川等の区域及び通報の基準について水防協議会で協議する際に、併せて水

防管理者等が重点的に巡視等を行う箇所等を改めて議論する。 

【解説】 

水防管理者等は、都道府県から非常配備体制が指令された際は、河川等の監視及び警

戒をさらに厳重にし、重要水防箇所を中心として巡視を行うこととなっている（水防計

画の手引き（都道府県版）10.2 巡視及び警戒を参照）。その水防活動の際に、堤防、ダ

ムその他の施設が決壊したときは、水防法第 25 条に基づき水防管理者等は、直ちに都

道府県知事その他関係者に通報を行うこととなっている。令和７年の水防法改正により、

新たに河川管理者等による氾濫等の通報が規定されたことを踏まえ、河川管理者等が把
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握、確認できない区域を中心に水防管理者等が通報できるようにすることが効果的・効

率的であるため、河川管理者等が行う氾濫等の通報の対象となる河川等の区域及び通報

の基準について水防協議会で協議する際に、併せて水防管理者等が重点的に巡視等を行

う箇所等を改めて議論することが望ましい。 

なお、水防管理者又は市町村長による緊急安全確保措置の指示があった場合は、水防

関係者の安全確保・水防活動維持の観点から、水防関係者は直ちに待避を行い、水防法

25 条に基づく通報は、安全な場所で監視カメラ等により堤防、その他の施設の決壊又は

越水・溢水を確認できた場合のみ行う。 

 

５．氾濫等の通報の対象となる河川等の区域及び通報の基準等の見直し 

河川管理者等が行う氾濫等の通報の対象となる河川等の区域及び通報の基準、水防管

理者等が重点的に巡視等を行う箇所等については、今後の技術の進展や観測施設の整備

状況、氾濫特性・地域特性変化に応じて、都道府県の水防協議会で協議を行い必要に応

じて見直す。 

【解説】 

技術の進展や、水位計等の観測施設の新たな整備等、状況の変化が今後生じた場合は、

必要に応じて河川管理者等が行う氾濫等の通報の対象となる河川等の区域及び通報の基

準、水防管理者等が重点的に巡視等を行う箇所等の見直しを行う。また、築堤等の河川

・海岸整備の進捗などによる氾濫特性の変化、新たな地下街等の整備等、氾濫域の土地

利用状況の変化が今後生じた場合も必要に応じて見直しを行う。 
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資料７－２ 氾濫・決壊・漏水等の通報系統 

 

（１）河川管理者（国）による氾濫等の通報の伝達経路 

資料７－４のとおり 

 

（２）河川管理者（国）による氾濫等の通報のうち、例外的な対応をする場合の伝達

経路伝達経路 

資料７－５のとおり 

 

（３）河川管理者（秋田県）による氾濫等の通報の伝達経路 

資料５－４及び資料５－７のとおり 

 

（４）水防に際し確知した決壊等の通報に係る伝達経路 

資料５－４及び資料５－７のとおり 

 

 

資料７－３ 氾濫等の通報によるレベル５氾濫発生情報 

 

○洪水予報河川（国） 発表形式（例） 

 資料５－１のとおり 

 

○洪水予報河川（秋田県） 発表形式（例） 

 資料５－３のとおり 

 

○水位周知河川 （秋田県）発表形式（例） 

資料５－５のとおり 

 

 



　　ﾏｲｸﾛ　718-21,22
　 ﾏｲｸﾛ　82-3866,3861,

　　FAX   718-60,61
            3871

　 FAX   82-3790,

　　　　　　3791,3792

資料７－４　直河川管理者（国）による氾濫等の通報の伝達経路（能代河川国道事務所）

米代川　洪水予報伝達系統図

「川の防災情報」管理者
東北地方整備局

(一財)河川情報センター
 水災害予報センター

TEL 022(268)7471
   TEL 022(225)2171

FAX 022(225)5506
   FAX 022(225)7763

能代河川国道事務所    TEL 0185(70)1176

森吉山ダム管理支所    FAX 0185(70)1141
総務省消防庁

   TEL 0186(60)7231  　ﾏｲｸﾛ　753-351,354
TEL 03(5253)5111     　ﾏｲｸﾛ 753-63-21,25  　FAX　 753-359

共
同
発
表

秋田地方気象台
能代河川国道事務所

TEL  018(864)3955
流域治水課

FAX  018(862)5199

 　FAX  753-63-40

NTT五反田センタ
※警報のみ

能代河川国道事務所

 二ツ井出張所
秋田県総合防災課

   TEL 0185-73-5432
TEL 018(860)4563

 　ﾏｲｸﾛ 753-61-21,22,25
秋田県水防本部 FAX 018(824)1190

 　FAX  753-61-40
建設部河川砂防課

日本放送協会秋田放送局    TEL 018(860)2511
能代河川国道事務所 TEL 018(825)8141

    FAX 018(860)3809
 鷹巣出張所 FAX 018(831)0585

　  ﾏｲｸﾛ　759-32

FAX 018(831)4098
鹿角市総務課危機管理室

TEL 0186(30)0299 東北電力(株)秋田支店

FAX 0186(30)1122 TEL 018(863)3151(代表)

   TEL 0186-62-1226
　  FAX   759-51 東日本旅客鉄道(株) 　ﾏｲｸﾛ 753-62-21,22,25

秋田支社
 　FAX  753-62-40

TEL 018(825)2750

北秋田市総務課危機管理係
秋田県水防支部

TEL 0186(62)1111
北秋田地域振興局 建設部

FAX 0186(63)2586
    TEL 0186(62)3116

FAX 018(865)7357
秋田県水防支部

大館市危機管理課 （東北電力気象情報ｼｽﾃﾑから受信）
鹿角地域振興局 建設部

TEL 0186(43)7100
    TEL 0186(23)2316

報道機関FAX 0186(49)1198
    FAX 0186(23)6074

凡例

　国土交通省通信系

    FAX 0186(62)9540
能代市総合防災課

TEL 0185(89)2115
秋田県水防支部

FAX 0185(89)1792
山本地域振興局 建設部

　加入電話・ＦＡＸ等

（洪水予警報等作成ｼｽﾃﾑによるEﾒｰﾙ）

住　　　民
　気象庁通信系

　 防災情報提供ｼｽﾃﾑ

　 ﾃﾚﾋﾞ、ﾗｼﾞｵ、新聞、広報車等

　県通信系

    TEL 0185(52)6109

    FAX 0185(54)5226

水防管理団体
（市町村）

関係市町村

※注 東日本電信電話㈱又は西
日本電信電話㈱への指定河川洪
水警報の通知は、一般の利用に
適合する洪水警報の通知をもっ
て代える場合がある（気象業務
法第15条第1項、同施行令第8条
第4号）。

※注 ＮＴＴ五反田センタへ

の指定河川洪水警報の通知は、

一般の利用に適合する洪水警

報の通知をもって代える場合

がある（気象業務法第15条第1
項、同施行令第8条第4号）。
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　防災情報提供ｼｽﾃﾑ

　 ﾃﾚﾋﾞ、ﾗｼﾞｵ、新聞等、広報車等

　県通信系

　加入電話・FAX

　(洪水予警報ｼｽﾃﾑによるEﾒｰﾙ)
住　　　民

　気象庁通信系

 　FAX 018(888)5435     TEL 0184(22)5439

    FAX 0184(22)5493

由利本荘市危機管理課

   TEL 0184(24)6238

 　FAX 0184(23)8191

水防管理団体
（市町村）

関係市町村

凡例

　国土交通省通信系

秋田市防災安全対策課 秋田県水防支部
報道機関

   TEL 018(888)5434 由利地域振興局 建設部

TEL 018(825)2750

 玉川ダム管理所 FAX 018(831)4098

   TEL 0187(49)2170 秋田県水防支部
東北電力(株)秋田支店

 　ﾏｲｸﾛ　754-332 秋田地域振興局 建設部
  TEL 018(863)3151(代表)

 　ﾏｲｸﾛ　754-333・335     TEL 018(860)3481
  FAX 018(865)7357

 　FAX   754-400     FAX 018(860)3826
（東北電力気象情報ｼｽﾃﾑから受信）

 　ﾏｲｸﾛ　751-6221,6222   ﾏｲｸﾛ　759-32 FAX 018(831)0585

             6232   FAX   759-51
東日本旅客鉄道(株)

 　FAX   751-6250
秋田支社

 子吉川出張所 TEL 018(860)2514 日本放送協会秋田放送局

   TEL 0184(22)6360 FAX 018(860)3809 TEL 018(825)8141

             6132 秋田県総合防災課

 　FAX   751-6150 TEL 018(860)4563
秋田県水防本部

FAX 018(824)1190
建設部河川砂防課

 　ﾏｲｸﾛ　751-351,352

　 FAX   751-359 TEL 03(5253）5111

 茨島出張所
NTT五反田センタ

※警報のみ   TEL 018(862)4362

 　ﾏｲｸﾛ　751-6121,6122

 　FAX   752-359              355,512 総務省消防庁

 　ﾏｲｸﾛ　752-351・354

FAX   718-60,61 　 FAX   82-3790

            3791,3792

秋田河川国道事務所
秋田地方気象台

流域治水課

 湯沢河川国道事務所    TEL 018(864)2288 TEL  018(864)3955

   TEL 0183(73)5544    FAX 018(864)5204 FAX  018(862)5199

TEL 022(268)7471 FAX 022(225)7763

FAX 022(225)5506 　 ﾏｲｸﾛ　82-3866,3861

ﾏｲｸﾛ　718-22　　             3871,3852

（(一財)河川情報センター） TEL 022(225)2171

資料７－４　氾濫・決壊・漏水等の通報の伝達経路（秋田河川国道事務所）

東北地方整備局

「川の防災情報」管理者 水災害予報センター

※注 東日本電信電話㈱又は西
日本電信電話㈱への指定河川洪
水警報の通知は、一般の利用に
適合する洪水警報の通知をもっ
て代える場合がある（気象業務
法第15条第1項、同施行令第8条
第4号）。

※注 ＮＴＴ五反田センタへの

指定河川洪水警報の通知は、一

般の利用に適合する洪水警報の

通知をもって代える場合がある

（気象業務法第15条第1項、同

施行令第8条第4号）。
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　　TEL 022(268)7471    TEL 022(225)2171

　　FAX 022(225)5506    FAX 022(225)7763

    ﾏｲｸﾛ　718-21,22 　 ﾏｲｸﾛ　82-3866,3861,

資料７－４　氾濫・決壊・漏水等の通報の伝達経路（湯沢河川国道事務所）

雄物川上流　洪水予報伝達系統図

「川の防災情報」管理者 東北地方整備局

（(一財)河川情報センター）  水災害予報センター

    FAX   718-60,61             3871,3852

　 FAX　 82-3790

            3791,3792

湯沢河川国道事務所
秋田地方気象台

流域治水課
TEL  018(864)3955

   秋田河川国道事務所    TEL 0183(73)5544

 　FAX   751-359 TEL 03(5253)5111

 成瀬ダム工事事務所 NTT五反田センタ
※洪水予報のうち
洪水警報のみ伝達

 　調査設計課

   TEL 0182(23)8450 秋田県水防本部

FAX  018(862)5199
 　  流域治水課    FAX 0183(72)2164

   TEL 018(864)2288  　ﾏｲｸﾛ　752-351,352,403

   ﾏｲｸﾛ　751-351,354,512      　FAX　 752-359 総務省消防庁

   TEL 0187(49)2170     FAX   759-51
日本放送協会秋田放送局 　ﾏｲｸﾛ　754-332,330

TEL 018(825)8141
 　FAX   754-400

FAX 018(831)0585

 　ﾏｲｸﾛ　755-351,352 建設部河川砂防課
秋田県総合防災課

 　FAX   755-319     TEL 018(860)2511
TEL 018(860)4563

    FAX 018(860)3809
FAX 018(824)1190

 玉川ダム管理所  　 ﾏｲｸﾛ　759-32

 十文字出張所
東日本旅客鉄道㈱   TEL 0182(42)0109

秋田支社
 　ﾏｲｸﾛ　752-6421～3

秋田県水防支部 TEL 018(825)2750
 　FAX   752-6429

仙北地域振興局 建設部 FAX 018(831)4098

（東北電力気象情報ｼｽﾃﾑから受信）

平鹿地域振興局 建設部
 横手市総務企画部

    TEL 0182(32)6210
報道機関 危機対策課

    FAX 0182(32)0246
   TEL 0182(35)2195

    TEL 0187(63)8127
 大曲出張所

    FAX 0187(63)1328 東北電力(株)秋田支店
   TEL 0187(63)3340

TEL 018(863)3151(代表)
 　ﾏｲｸﾛ　752-6521～3

FAX 018(865)7357
 　FAX   752-6529

秋田県水防支部

 　FAX 0182(36)0261

秋田県水防支部
 湯沢市総務部総務課

雄勝地域振興局 建設部
総合防災室

    TEL 0183(73)6168
   TEL 0183(55)8250

    FAX 0183(73)4206
 　FAX 0183(73)2117

関係市町村   TEL 0187(84)4903

 　FAX 0187(85)2107

 羽後町町民生活課

   TEL 0183(62)2111

 　FAX 0183(62)2120

 大仙市総務部

総合防災課

   TEL 0187(63)1111

 　FAX 0187(62)9400

 美郷町住民生活課
水防管理団体
（市町村）

　 ﾃﾚﾋﾞ、ﾗｼﾞｵ、新聞等、広報車等

　県通信系

　加入電話・FAX

住　　　民

凡例

　国土交通省通信系
(洪水予警報ｼｽﾃﾑによるEﾒｰﾙ)

　気象庁通信系

　防災情報提供ｼｽﾃﾑ

※注 ＮＴＴ五反田センタへの

指定河川洪水警報の通知は、一

般の利用に適合する洪水警報の

通知をもって代える場合がある

（気象業務法第15条第1項、同

施行令第8条第4号）。
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　　　　　　3791,3792

資料７－５　氾濫・決壊・漏水等の通報のうち、例外的な対応をする場合の伝達経路（能代河川国道事務所）

米代川　洪水予報伝達系統図

「川の防災情報」管理者
東北地方整備局

(一財)河川情報センター
 水災害予報センター

TEL 022(268)7471
   TEL 022(225)2171

FAX 022(225)5506
   FAX 022(225)7763

　　ﾏｲｸﾛ　718-21,22
　 ﾏｲｸﾛ　82-3866,3861,

　　FAX   718-60,61
            3871

　 FAX   82-3790,

共
同
発
表

秋田地方気象台
能代河川国道事務所

TEL  018(864)3955
流域治水課

FAX  018(862)5199

   TEL 0185-73-5432

能代河川国道事務所    TEL 0185(70)1176

森吉山ダム管理支所    FAX 0185(70)1141

   TEL 0186(60)7231  　ﾏｲｸﾛ　753-351,354

 　ﾏｲｸﾛ 753-63-21,25  　FAX　 753-359

 　FAX  753-63-40

能代河川国道事務所

 二ツ井出張所

FAX 0186(30)1122

 　ﾏｲｸﾛ 753-61-21,22,25
秋田県水防本部

 　FAX  753-61-40
建設部河川砂防課

    TEL 018(860)2511
能代河川国道事務所

    FAX 018(860)3809
 鷹巣出張所

　  ﾏｲｸﾛ　759-32
   TEL 0186-62-1226

　  FAX   759-51
 　ﾏｲｸﾛ 753-62-21,22,25

 　FAX  753-62-40

鹿角市総務課危機管理室

TEL 0186(30)0299

秋田県水防支部
大館市危機管理課

鹿角地域振興局 建設部
TEL 0186(43)7100

    TEL 0186(23)2316
FAX 0186(49)1198

    FAX 0186(23)6074

北秋田市総務課危機管理係
秋田県水防支部

TEL 0186(62)1111
北秋田地域振興局 建設部

FAX 0186(63)2586
    TEL 0186(62)3116

    FAX 0186(62)9540
能代市総合防災課

TEL 0185(89)2115
秋田県水防支部

FAX 0185(89)1792
山本地域振興局 建設部

住　　　民
　 防災情報提供ｼｽﾃﾑ

　 ﾃﾚﾋﾞ、ﾗｼﾞｵ、新聞、広報車等

    TEL 0185(52)6109

    FAX 0185(54)5226

水防管理団体
（市町村）

　県通信系

　加入電話・ＦＡＸ等

凡例

　国土交通省通信系
（電話・メール等）

※注 東日本電信電話㈱又は西日本電
信電話㈱への指定河川洪水警報の通知
は、一般の利用に適合する洪水警報の
通知をもって代える場合がある（気象
業務法第15条第1項、同施行令第8条第
4号）。
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FAX   718-60,61 

　 ﾃﾚﾋﾞ、ﾗｼﾞｵ、新聞等、広報車等

　県通信系

　加入電話・FAX

　(電話・メール等）

秋田地方気象台

TEL  018(864)3955

FAX  018(862)5199

　 FAX   82-3790

            3791,3792

秋田河川国道事務所

流域治水課

　 FAX   751-359

 湯沢河川国道事務所    TEL 018(864)2288

   TEL 0183(73)5544

TEL 022(268)7471 FAX 022(225)7763

FAX 022(225)5506 　 ﾏｲｸﾛ　82-3866,3861

ﾏｲｸﾛ　718-22　　             3871,3852

（(一財)河川情報センター） TEL 022(225)2171

資料７－５　氾濫・決壊・漏水等の通報のうち、例外的な対応をする場合の伝達経路（秋田河川国道事務所）

東北地方整備局

「川の防災情報」管理者 水災害予報センター

   FAX 018(864)5204

 　ﾏｲｸﾛ　752-351・354  　ﾏｲｸﾛ　751-351,352

 　FAX   752-359              355,512

 子吉川出張所 TEL 018(860)2514

 茨島出張所

   TEL 018(862)4362

 　ﾏｲｸﾛ　751-6121,6122

             6132

 　FAX   751-6150
秋田県水防本部

建設部河川砂防課

   TEL 0184(22)6360 FAX 018(860)3809

 　ﾏｲｸﾛ　751-6221,6222   ﾏｲｸﾛ　759-32

             6232   FAX   759-51

 　FAX   751-6250

 玉川ダム管理所

   TEL 0187(49)2170 秋田県水防支部

 　ﾏｲｸﾛ　754-332 秋田地域振興局 建設部

 　ﾏｲｸﾛ　754-333・335     TEL 018(860)3481

 　FAX   754-400     FAX 018(860)3826

秋田市防災安全対策課 秋田県水防支部

   TEL 018(888)5434 由利地域振興局 建設部

住　　　民

 　FAX 018(888)5435     TEL 0184(22)5439

    FAX 0184(22)5493

由利本荘市危機管理課

   TEL 0184(24)6238

 　FAX 0184(23)8191

水防管理団体
（市町村）

凡例

　国土交通省通信系

※注 東日本電信電話㈱又は西
日本電信電話㈱への指定河川洪
水警報の通知は、一般の利用に
適合する洪水警報の通知をもっ
て代える場合がある（気象業務
法第15条第1項、同施行令第8条
第4号）。
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資料７－５ 氾濫・決壊・漏水等の通報のうち、例外的な対応をする場合の伝達経路（湯沢河川国道事務所）

雄物川上流　洪水予報伝達系統図

「川の防災情報」管理者 東北地方整備局

（(一財)河川情報センター）  水災害予報センター

　　TEL 022(268)7471    TEL 022(225)2171

　　FAX 022(225)5506    FAX 022(225)7763

    ﾏｲｸﾛ　718-21,22 　 ﾏｲｸﾛ　82-3866,3861,

秋田地方気象台
流域治水課

TEL  018(864)3955
   秋田河川国道事務所    TEL 0183(73)5544

FAX  018(862)5199

   ﾏｲｸﾛ　751-351,354,512      　FAX　 752-359

    FAX   718-60,61             3871,3852

　 FAX　 82-3790

            3791,3792

湯沢河川国道事務所

 　  流域治水課    FAX 0183(72)2164

   TEL 018(864)2288  　ﾏｲｸﾛ　752-351,352,403

   TEL 0187(49)2170     FAX   759-51

 　FAX   751-359

 成瀬ダム工事事務所

 　調査設計課

   TEL 0182(23)8450 秋田県水防本部

 　ﾏｲｸﾛ　755-351,352 建設部河川砂防課

 　FAX   755-319     TEL 018(860)2511

    FAX 018(860)3809

 玉川ダム管理所  　 ﾏｲｸﾛ　759-32

 　FAX   752-6529
秋田県水防支部

 　ﾏｲｸﾛ　754-332,330

 　FAX   754-400

 十文字出張所

   TEL 0182(42)0109

 　ﾏｲｸﾛ　752-6421～3
秋田県水防支部

 　FAX   752-6429
仙北地域振興局 建設部

    TEL 0187(63)8127
 大曲出張所

    FAX 0187(63)1328
   TEL 0187(63)3340

 　ﾏｲｸﾛ　752-6521～3

平鹿地域振興局 建設部
 横手市総務企画部

    TEL 0182(32)6210
 危機対策課

    FAX 0182(32)0246
   TEL 0182(35)2195

 　FAX 0182(36)0261

秋田県水防支部
 湯沢市総務部総務課

雄勝地域振興局 建設部
総合防災室

    TEL 0183(73)6168
   TEL 0183(55)8250

    FAX 0183(73)4206
 　FAX 0183(73)2117

 羽後町町民生活課

   TEL 0183(62)2111

 　FAX 0183(62)2120

水防管理団体
（市町村）

   TEL 0187(84)4903

 　FAX 0187(85)2107

 大仙市総務部

総合防災課

   TEL 0187(63)1111

 　FAX 0187(62)9400

 美郷町住民生活課

　県通信系

　加入電話・FAX

住　　　民

凡例

　(電話・ﾒｰﾙ等)

　 ﾃﾚﾋﾞ、ﾗｼﾞｵ、新聞等、広報車等

　国土交通省通信系

※注 東日本電信電話㈱又は西
日本電信電話㈱への指定河川洪
水警報の通知は、一般の利用に
適合する洪水警報の通知をもっ
て代える場合がある（気象業務
法第15条第1項、同施行令第8条
第4号）。
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第８章 隣接市町村に対する水防通報 

 

８－１ 隣接市町村に対する水防通報 

（子吉川水系） 

 

芋川

由利本荘市 子

吉

川

石沢川

荒沢川

羽後町

子吉川
凡 例

笹
子
川

直 県
轄 管
管 理
理 区
区 管
間

日　　本　　海
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（雄物川水系） 

秋田市
岩見川

雄

物

川

玉川

大仙市 仙北市

丸子川

美郷町
美郷町 横手市

横手川

横手市

東成瀬村
羽後町 　　　　西馬音内川

皆瀬川 成瀬川

湯沢市

高松川

雄

物

川 役内川

湯沢市 凡　　例

直　　　県
轄　　　管
管　　　理
理　　　区
区　　　管
間

　 日　　　本　　　海

川
内

木
桧
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 （米代川水系） 

 

 

 

米
能代市 藤里町

代

上小阿仁村 川
　　　　 藤琴川

阿仁川

　 小猿部川

北秋田市 大館市

早口川

岩瀬川

大館市

引欠川

    長木川

　　犀川 小坂町

大館市 　大湯川

　福士川

　熊沢川

凡   例
鹿角市

直　　　県
轄　　　管
管　　　理
理　　　区
区　　　管
間

　 日　　　本　　　海

小
阿
仁
川

小
又
川

川
毛

粕

下
内

川

小
坂

川

鹿角



９－１　秋田県内ダム一覧表

（県所管）

ダム名 萩形 森吉 早口 山瀬 素波里 水沢 旭川

 諸 元

米代川左支
川

小阿仁川

米代川左支
川

小又川

米代川右支
川

早口川

米代川右支
川

岩瀬川

米代川右支
川

粕毛川
水沢川本川

雄物川右支
川

旭川

重 力 式
コンクリート

重 力 式
コンクリート

重 力 式
コンクリート

中 央 コ ア 型
ロックフィル

重 力 式
コンクリート

中 央 コ ア 型
ロックフィル

重 力 式
コンクリート

堤 高 (ｍ) 61.0 62.0 61.0 62.0 72.0 46.5 51.5

堤 頂 長 (ｍ) 173.0 105.0 178.0 380.0 142.0 235.0 380.0

堤 体 積 （㎡） 111,000 75,000 199,000 1,625,000 115,000 568,000 125,000

堤 頂 標 高 (ｍ) 227.0 353.0 316.0 198.0 152.0 186.5 146.5

集 水 面 積 （k㎡） 86.7
直接 125.0
間節  14.0

48.5 67.2 100.0 27.0 34.4

貯 水 池 面 積 （k㎡） 0.85 1.56 0.33 0.94 1.92 0.24 0.35

総 貯 水 容 量 （㎥） 14,950,000 37,200,000 6,550,000 12,900,000 42,500,000 3,001,000 5,200,000

有 効 貯 水 容 量 （㎥） 11,650,000 26,900,000 5,050,000 10,900,000 39,500,000 2,596,000 4,200,000

堆 砂 容 量 （㎥） 3,300,000 4,000,000 1,500,000 2,000,000 3,000,000 405,000 1,000,000

サーチャージ容量 （㎥） 2,750,000 3,400,000 800,000 1,800,000 3,000,000 1,726,000 4,200,000

予 備 放 流 量 （㎥） 520,000 4,300,000 150,000 - 1,000,000 - -

洪 水 調 節 容 量 （㎥） 10,000,000 9,800,000 5,050,000 7,900,000 13,000,000 2,312,000 4,200,000.00

常 時 満 水 位 (ｍ) 223.0 350.0 311.5 190.8 149.6 172.5 128.5

サーチャージ水位 (ｍ) 226.0 352.0 314.0 192.7 151.0 181.5 144.5

洪水期間制限水位 (ｍ) 211.5 348.6 290.2 181.5 144.2 168.0 -

予 備 放 流 水 位 (ｍ) 210.25
洪水期融雪期 345.6

348.6
289.0 - 143.5 - -

堆 砂 位 (ｍ) 205.5 320.0 289.0 173.5 110.6 165.0 125.0

計 画 高 水 流 量 (㎥／ｓ) 650 440 630 760 900 189 220

計 画 放 流 量 (㎥／ｓ) 50 190 170 200 250 27 50

調 節 流 量 (㎥／ｓ) 600 250 460 560 650 162 170

洪 水 流 量 (㎥／ｓ) 50 82 50 100 100 60 40

発電最大使用水量 (㎥／ｓ) 14.0 16.5 6.0 5.5 12.0 - -

発電常時使用水量 (㎥／ｓ) 2.58 4.59 0.85 1,73 3.30 - -

発 電 最 大 出 力 （kw） 15,500 6,500 7,500 2,100 6,300 - -

発 電 常 時 出 力 （kw） 1,900 1,680 740 540 970 - -

一定量 一定率一定量 一定率一定量 自然調節 一定率一定量 自然調節 自然調節

Ｓ 37.4 Ｓ 27.4 Ｓ 46.4 Ｓ 52.4 Ｓ 42.4 Ｓ 52.4 Ｓ 43.4

Ｓ 42.3 Ｓ 28.10 Ｓ 52.3 Ｈ  4.3 Ｓ 46.3 Ｈ  7.3 Ｓ 48.3

クレストラジアル
ゲート　　  　1門
コンジットラジアルゲー
ト　　　  1門
放流ゲート　　1門
(ジェットフロー
ゲート　φ700)

クレストローラー
ゲート　　　 1門

クレストラジアル
ゲート　　　   2門
コンジェットラジアル
ゲート　     1門

オリィスゲート
2.47×5.0　　　2門
オリフィスゲート
2.40×3.80　　 1門
自由越流堤
1.90×5.0　　　2門
自由越流堤
3.0×100.0　　 1門

クレストラジアル
ゲート　　　　2門
放流管　　　　1門
温水放流管　　1門

半管路式ローラー
ゲート
1.3×1.3　　　 1門
スライドゲート
φ900　　　　　2門
自由越流堤
(直入式シュート型)
2.5×80.27　　 1門

クレストラジアル
ゲート　　　2門
コンジットコース
ターゲート　1門
コンジットラジア
ルゲート　　1門

放 流 設 備

第９章　ダム一覧表

型 式

洪 水 調 節 方 式

着 手 年 月 日

完 成 年 月 日
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９－１　秋田県内ダム一覧表

（県所管）

ダム名

 諸 元

堤 高 (ｍ)

堤 頂 長 (ｍ)

堤 体 積 （㎡）

堤 頂 標 高 (ｍ)

集 水 面 積 （k㎡）

貯 水 池 面 積 （k㎡）

総 貯 水 容 量 （㎥）

有 効 貯 水 容 量 （㎥）

堆 砂 容 量 （㎥）

サーチャージ容量 （㎥）

予 備 放 流 量 （㎥）

洪 水 調 節 容 量 （㎥）

常 時 満 水 位 (ｍ)

サーチャージ水位 (ｍ)

洪水期間制限水位 (ｍ)

予 備 放 流 水 位 (ｍ)

堆 砂 位 (ｍ)

計 画 高 水 流 量 (㎥／ｓ)

計 画 放 流 量 (㎥／ｓ)

調 節 流 量 (㎥／ｓ)

洪 水 流 量 (㎥／ｓ)

発電最大使用水量 (㎥／ｓ)

発電常時使用水量 (㎥／ｓ)

発 電 最 大 出 力 （kw）

発 電 常 時 出 力 （kw）

放 流 設 備

型 式

洪 水 調 節 方 式

着 手 年 月 日

完 成 年 月 日

岩見 大内 鎧畑 協和 大松川 皆瀬 板戸 砂子沢

雄物川右支
川

三内川

子吉川右支
川

畑川

雄物川右支
川

玉川

雄物川右支
川

淀川

雄物川右支
川

松川

雄物川右支
川

皆瀬川

雄物川右支
川

皆瀬川

米代川水系
右

支川砂子沢
川

重 力 式
コンクリート

重 力 式
コンクリート

重 力 式
コンクリート

重 力 式
コンクリート

重 力 式
コンクリート

表面遮水壁型
ロックフィル

重 力 式
コンクリート

重 力 式
コンクリート

66.5 27.5 58.5 49.3 65.0 66.5 28.7 78.5

242.0 106.0 236.0 222.5 296.0 215.0 120.0 185.0

197,000 21,490 192,000 168,900 294,000
コ　 　95,000
ロ　　480,000 30,900 283,000

152.5 76.0 328.5 239.3 192.0 255.0 202.0 353.5

73.1 3.4 320.3 24.4 38.2 172.0 182.0 17.0

0.95 0.13 2.55 0.49 0.74 1.50 0.21 0.44

19,300,000 724,000 51,000,000 7,800,000 12,150,000 31,600,000 1,598,000 8,650,000

16,000,000 626,000 43,000,000 7,050,000 11,000,000 26,300,000 1,371,000 7,630,000

3,300,000 98,000 8,000,000 750,000 1,150,000 5,300,000 227,000 1,020,000

3,300,000 443,000 5,000,000 5,500,000 2,900,000 1,600,000 - 2,000,000

- -非洪水期　4,176,000 - - - - -

12,500,000.00 443,000.00 32,000,000.00 5,500,000.00 6,300,000.00 16,200,000.00 - 2,000,000.00

147.5 67.0 325.0 220.4 183,7 250.0 194.9 343.0

150.5 71.0 327.0 235.3 188.0 251.0 - 348.0

133.0 - 309.5 - 177.5 237.5 - -

排洪水期　133.0 - 非洪水期  322.97 - - 非洪水期　  237.5 - -

124.0 63.0 299.0 212.0 160.2 222.5 184.5 314.0

660 45 700 390 390 1,300 - 130

30 8 200 39 45 400 - 30

630 37 500 351 345 900 - 100

30 8 200 40 45 100 - 25

12.0 - 35.0 - 2.9 12.0 15.0 -

4.29 - 11.82 - 1.11 4.58 3.82 -

5,400 - 15,700 - 1,000 5,300 2,000 -

1,100 - 3,000 - 230 2,700 480 -

一定量 自然調節 自然調節､一定量 自然調節 自然調節 自然調節､一定量 - 自然調節

Ｓ 47.4 Ｈ 3.4 Ｓ 27.4 Ｓ 60.4 Ｓ 58.4 Ｓ 33.4 Ｓ 56.4 Ｈ 4.4

Ｓ 54.3 Ｈ 20.3 Ｓ 33.3 Ｈ 10.3 Ｈ 11.3 Ｓ 38.10 Ｓ 60.3 Ｈ 22.9

クレストラジアル
ゲート　　　　 2門
コンジットコース
ターゲート　　 1門
コンジットホロ-
ジェットバルブ
　　　　　　  1門

オリフィスゲート
　1.40×1.30　　 1門
自由越流堤
　3.0×5.5　　　 2門

クレストラジアル
ゲート　　　  3門
オリフィスローラーゲー
ト　　    2門

オリィスゲート
　2.1×2.0　　　1門
自由越流堤
　2.4×11.5　　 6門

オリフィスゲート
　2.35×2.35    1門
　2.15×2.45 　 2門
自由越流堤
　2.0×11.5 　 11門

クレストローラー
ゲート　　　　2門
オリフィスゲート
　　　　　　　1門
ハウェルバンガ-
バルブ　　　　1門

自由越流堤
　7.1×60　 　1門
高圧スライドゲート
1.65×1.65
              1門

自由越流堤
　5.0×3.9　　　1門
　2.9×12.0　　 2門
ジェットフローゲート
　φ500×1条､
　φ300×1条
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（国土交通省所管）

ダム名 玉川ダム 森吉山ダム

 諸 元

雄物川右支
川

玉川

米代川左支
川

阿仁川右支
川

重 力 式
コンクリート

ロックフィル

堤 高 (ｍ) 100.0 89.9

堤 頂 長 (ｍ) 441.5 786.0

堤 体 積 （㎡） 1,150,000.0 5,850.0

堤 頂 標 高 (ｍ) 406.0 183.9

集 水 面 積 （k㎡） 287.0 248.0

貯 水 池 面 積 （k㎡） 8.3 3.2

総 貯 水 容 量 （㎥） 254,000,000 78,100,000

有 効 貯 水 容 量 （㎥） 229,000,000 68,100,000

堆 砂 容 量 （㎥） 25,000,000 10,000,000

サーチャージ容量 （㎥） 39,000,000 －

予 備 放 流 量 （㎥） － －

洪 水 調 節 容 量 （㎥） 107,000,000 50,500,000

常 時 満 水 位 (ｍ) 397.4 156.7

サーチャージ水位 (ｍ) 402.4 177.2

洪水期間制限水位 (ｍ) 387.2 －

予 備 放 流 水 位 (ｍ) － －

堆 砂 位 (ｍ) 353.7 143.2

計 画 高 水 流 量 (㎥／ｓ) 2,800 2,300

計 画 放 流 量 (㎥／ｓ) 200 160

調 節 流 量 (㎥／ｓ) 2,600 2,200

洪 水 流 量 (㎥／ｓ) 200 160

発電最大使用水量 (㎥／ｓ) 40.0 20.0

発電常時使用水量 (㎥／ｓ) 10.93 3.52

発 電 最 大 出 力 （kw） 23,600 11,000

発 電 常 時 出 力 （kw） 3,300 0

一定量 自然調節

Ｓ 50.4 S60.8

H 3.3 H24.4

クレストゲート  　4門
ｵﾘﾌｨｽｹﾞｰﾄ　　　 1門
コンジットゲート  2門
放流ゲート　　　　1門
(ジェットフロー
ゲート　φ2,400)

放流ゲート  　1門
(ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰ
        ｹﾞｰﾄφ2,700)
常用洪水吐
非常用洪水吐

放 流 設 備

型 式

洪 水 調 節 方 式

着 手 年 月 日

完 成 年 月 日
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資料１０－１　水防活動報告書様式（例）

令和　　　　　年　　　　月　　　　日

作成責任者

川 m

mm

田 家 道路

㎡ 戸 m

㎡ 戸 m

水防活動に関する

自　己　批　判

備　　　考

水防団員 消防団員 その他 合計

人 人 人 人

雨 量 水 位 の
状 況

水 防 関 係 者 の
死 傷

丸 太

居 住 者 の
出 動 状 況

万 年 、 土 俵

m ㎡ m 人

m ㎡ m 人

　　　　工　　　　法

堤防 畑 鉄道 人口 その他

日 時 自　　　　　　　　月　　　日　　　時　　　　　　　　至　　　　　　　　月　　　日　　　時

　　　箇　　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　m

雨　　　量

川
左 岸

地先　　　　　　　　m
右 岸

使 用
資 器 材

か ま す 、 俵

な わ

そ の 他

第１０章　水防報告

水 防
実 施 箇 所

出 動
人 員

水 防 作 業
の 概 況

及 び 工 法

水 防 の
結 果

効果

被害

水防活動実施報告書

出 水 の
概 況

警戒水位
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資料１０－２　水防活動報告書様式（例）
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第１１章 水防協力団体の申請・指定及び運用 

 

１１－１ 水防協力団体指定要領 

 

○○市（町、村）水防協力団体指定要領 

 

１．通則 

○○市（町、村）における水防協力団体の指定は、水防法（以下「法」という。）及び

国土交通省令（以下「省令」という。）その他の法令並びに関連通知のほか、この要領に

定めるところにより行う。 

 

２．水防協力団体の要件（法第36 条第1 項関係） 

水防協力団体の指定に当たっては、法第36 条に基づき、次項に規定する業務を適正かつ確

実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして省令で定める団体

（以下「法人等」という。）であり、かつ、反社会的勢力でないことをその要件とする。 

 

３．水防協力団体の業務（法第37 条関係） 

水防協力団体は、次に掲げる業務の範囲内で行うものとし、業務を行うに当たっては、水

防管理者の所轄下にある水防団又は消防機関が行う水防活動と調和を図るものとする。 

（１）河川巡視、土のうの袋詰め及び運搬、避難支援などの水防団又は消防機関が行う水防

上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力することとし、構成員の安全を確保した

上で行うことが可能な活動 

（２）水防に必要な器具、資材又は設備の保管及びその提供 

（３）水防協力団体の業務や活動を含む水防に関する広報活動、水防に関する情報の収集及

びその提供 

（４）水防に関する意識調査、実態調査等の水防に関する調査研究 

（５）講習会や研修会等の実施等の水防に関する知識の普及及び啓発 

（６）水防意識の高揚を図るための自主的なパンフレットの作成、各種行事等の開催等の前

各号に掲げる業務に附帯する業務 

 

４．水防協力団体の申請方法（法第36 条第1 項・第3 項関係） 

（１）水防協力団体の要件を満たす者で、○○市（町、村）水防協力団体の指定を受けよう

とする者は、水防管理者あてに「○○市（町、村）水防協力団体指定申請書」（資料

１０－２）に「水防協力団体活動業務計画書」（資料１０－３）及び「水防協力団体

組織体制一覧表（連絡先）」（任意様式）を添えて、申請するものとする。 

（２）水防協力団体の名称、住所、事務所の所在地、業務内容、組織体制の変更をする場合

も同様とする。（任意様式） 
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５．水防協力団体の指定（法第36 条第2 項・第4 項関係） 

（１）水防管理者は、前項の申請の審査を行い、業務を適正かつ確実に行うことができる法

人等であると認められる場合は、水防協力団体として指定することができる。また、

指定をしたときは、当該水防協力団体に対し、「○○市（町、村）水防協力団体認定

書」（資料１０－４）を交付するとともに、当該水防協力団体の名称、住所及び事務

所の所在地を公示する。 

（２）水防協力団体の名称、住所又は事務所の所在地の変更の届出があったときは、当該届

出に係る事項を公示する。 

 

６．その他 

（１）この要領を変更する必要が生じたときは、関係機関と調整の上、改訂するものとする

。 

（２）その他この要領の実施に必要な事項については、別途定めるものとする。 

 

附 則 

この要領は、令和○○年○○月○○日から施行する。 
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１１－２ 水防協力団体指定申請書様式 

 

○○市（町、村）水防協力団体指定申請書 

 

年  月  日 

○○市（町、村）水防管理者 

○○市（町、村）長      様 

住   所 

（事務所所在地） 

団体の名称 

代表者氏名 

 

水防法第３６条第１項及び○○市（町、村）水防協力団体指定要領第４の規定に基づき、○

○市（町、村）水防協力団体の指定を受けたいので、別添「水防協力団体協力活動業務計画書

」（資料１０－３）を添えて申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157

１１－３ 水防協力団体協力活動業務計画書 

 

 

水防協力団体協力活動業務計画書 

 

年  月  日 

○○市（町、村）水防管理者 

 ○○市（町、村）長      様 

住   所 

（事務所所在地） 

団体の名称 

代表者氏名 

 

○○市（町、村）の実施する水防活動に協力するため、以下の業務を実施します。 

 

※自由記載 

【記載例】 

平時の活動事例 

・ 土のう袋など水防資器材や設備等の保管場所の提供 

・ 水防団員・消防団員の募集ポスターや水防に関する動画等の広報資料を水防協力団体

のオフィスや店舗等に掲示 

・ 講習会や研修会の実施を通じた水防知識の普及啓発 

・ 小中学校や自治会に対する出前講座等の実施 

・ 水防意識高揚のためのパンフレット作成や各種行事の開催 

・ 水防演習や避難訓練への参加、物資提供、ブース出展 

                                    など 

災害時の活動事例 

・ 土のうの袋詰めや運搬 

・ 子どもやお年寄りなどの救護 

・ 住民の避難誘導、避難所開設・運営への支援 

・ 土のう袋など水防資器材の設備等の提供 

・ 水防団員・消防団員の休憩場所の提供 

                                    など 

◎その他ご協力いただける活動がありましたら、具体的に内容をご記入ください。 

※自由記載 
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１１－４ 水防協力団体認定書様式 

 

○○市（町、村）水防協力団体認定書 

 

年  月  日 

住   所 

（事務所所在地） 

団体の名称 

代 表 者○○○○ 様 

○○市（町、村）水防管理者 

○○市（町、村）長  

 

水防法第３６条第１項及び○○市（町、村）水防協力団体指定要領第４の規定に基づき、貴

団体を○○市（町、村）水防協力団体に指定します。 
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１１－５ 水防協力団体との水防協働活動実施要領 

 

○○市（町、村）における水防協力団体との水防協働活動実施要領 

 

１．通則 

○○市（町、村）水防協力団体指定要領に基づき指定された水防協力団体と、水防団又

は水防活動を行う消防機関（以下「水防団等」という。）との連携については、水防法及

びその関連通知並びに○○市（町、村）水防計画（地域防災計画）のほか、この要領に定

めるところによる。 

 

２．水防団等と水防協力団体との連携（水防法第38 条関係） 

水防法第36 条及び○○市（町、村）水防協力団体指定要領に基づき指定された水防協力団

体が行う水防活動は、水防団等による水防活動に対する協力業務であり、○○市（区、町、

村、水防事務組合、水害予防組合）からの情報提供や指導、助言を受け、水防団等と密接

に連携して行うものとする。 

 

３．活動報告書の提出（水防法第39 条関係） 

水防管理者は、水防団等と連携して行われる水防の効果が最大限発揮されるよう、指定され

た水防協力団体に対し、水防活動の活動記録についてその内容を明記した「水防協力団体活動

報告書」(資料１０－６)を提出させることができる。 

 

４．情報提供等（水防法第40 条関係） 

水防管理者は、○○市（町、村）水防協力団体指定要領４に基づき提出された「水防協力団

体活動業務計画書」や前項の「水防協力団体活動報告書」で示された活動内容について、その

活動の実施に関し、必要な情報の提供や指導、助言を行う。 

 

５．その他 

（１）この要領を変更する必要が生じたときは、関係機関と調整の上、その都度改訂するも

のとする。 

（２）その他この要領の実施に必要な事項については、別途定めるものとする。 

 

附 則 

この要領は、令和○○年○○月○○日から施行する。 
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１１－６ 水防協力団体協力活動報告書様式 

 

○○市（町、村）水防協力団体協力活動報告書 

 

年  月  日 

○○市（町、村）水防管理者 

○○市（町、村）長      様 

住   所 

（事務所所在地） 

団体の名称 

代表者氏名 

 

別紙のとおり水防協力活動を実施したので、○○市（町、村）水防協力団体との水防協働活

動実施要領第３の規定に基づき提出します。 
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 秋 田 県 水 防 協 議 会  

 

１ 秋田県水防協議会委員名簿 

（令和８年度）  

 
 

 

 

 

役職 現職名 委員氏名 就任年月日 選任の理由

会長 秋田県知事 鈴木　健太 令和7年4月20日
水防法第８条第４項

委員
秋田県町村会理事
藤里町長

佐々木　文明 令和7年4月1日
町村会の代表
（昭和２４年建設次官通牒による）

委員
秋田県指定水防管理団体連合
協議会会長　大館市長

石田　健佑 令和6年9月1日
河川協会等の代表
（昭和２４年建設次官通牒による）

委員
東日本旅客鉄道株式会社
執行役員秋田支社長

小泉　暁 令和8年4月1日
輸送関係者の代表
（昭和２４年建設次官通牒による）

委員
ＮＴＴ東日本株式会社
秋田支店長

澤村　誉 令和4年7月1日
通信関係者の代表
（昭和２４年建設次官通牒による）

委員
東北電力株式会社
執行役員秋田支店長

丸山　丈 令和8年4月1日
工作物管理者等の代表
（昭和２４年建設次官通牒による）

委員
陸上自衛隊第２１普通科連隊長
(兼)秋田駐屯地司令

清田　裕幸 令和7年8月1日
水防に密接な関係者
（昭和２４年建設次官通牒による）

委員 東北森林管理局長 箕輪　富男 令和7年7月1日
水防に密接な関係者
（昭和２４年建設次官通牒による）

委員 秋田地方気象台長 安藤　昭芳 令和7年4月1日
気象関係職員
（昭和２４年建設次官通牒による）

委員
東北地方整備局
秋田河川国道事務所長

尾﨑　精一 令和7年4月1日
地方整備局関係職員
（昭和２４年建設次官通牒による）

委員
東北地方整備局
湯沢河川国道事務所長

田中　甫幸 令和7年4月1日
地方整備局関係職員
（昭和２４年建設次官通牒による）

委員
東北地方整備局
能代河川国道事務所長

須藤　隆之 令和8年4月1日
地方整備局関係職員
（昭和２４年建設次官通牒による）

委員 公募委員 蝦名　萬智子 令和4年4月1日
民間の知識経験者
（昭和２４年建設次官通牒による）

委員 秋田県警察本部長 小林　稔 令和7年4月1日
警察関係職員
（昭和２４年建設次官通牒による）

委員
秋田県総務部危機管理監
(兼)報道監

米田　裕之 令和8年4月1日
消防関係職員
（昭和２４年建設次官通牒による）

委員 秋田県建設部長 近藤　雅 令和8年4月1日
土木関係職員
（昭和２４年建設次官通牒による）
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２ 秋田県水防協議会条例 

昭 和 25 年 4 月 25 日  

秋 田 県 条 例 第 15 号  

最 終 改 正 平 成 26 年 4 月 1 日 条 例 第 72 号  

秋 田 県 水 防 協 議 会 条 例 をここに公 布 する｡ 

 

秋  田 県  水 防  協  議 会  条 例  

 

 (設 置 ) 

第 一 条 水 防 法 (昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 九 十 三 号 )第 八 条 第 一 項 の規 定 に基 づき､水 防 計 画 その他

水 防 に関 重 要 な事 項 を調 査 審 議 するため､秋 田 県 水 防 協 議 会 (以 下 ｢協 議 会 ｣という｡)を置 く｡ 

 (会 長 ) 

第 二 条 会 長 は､協 議 会 を代 表 し､会 務 を総 理 する｡ 

 2． 会 長 に事 故 あるときは､会 長 のあらかじめ指 定 した委 員 が､その職 務 を代 理 する｡ 

3． 会 長 及 び会 長 の職 務 を代 理 する者 に事 故 あるときは､出 席 委 員 のうちから互 選 された者 が、その職

務 を代 理 する｡ 

(委 員 ) 

第 三 条 委 員 の定 数 は、十 五 人 以 内 とする。 

2.関 係 行 政 機 関 の職 員 である委 員 の任 期 は、当 該 職 に在 る期 間 とし､その他 の委 員 の任 期 は二 年 と

する｡ただし､補 欠 の委 員 の任 期 は前 任 者 の残 任 期 間 とする｡ 

3． 前 項 の委 員 は再 任 されることができる｡ 

(招 集 ) 

第 四 条 会 長 は､会 議 を招 集 し､議 長 となる｡ 

(議 事 ) 

第 五 条 協 議 会 は､委 員 の二 分 の一 以 上 が出 席 しなければ､会 議 を開 く事 ができない｡ 

 2． 協 議 会 の議 事 は､出 席 委 員 の過 半 数 で決 し､可 否 同 数 のときは､会 長 の決 するところによる｡ 

(雑 則 ) 

第 六 条 この条 例 の定 めるものを除 く外 ､協 議 会 の運 営 について必 要 な事 項 は会 長 が定 める｡ 

 附 則  

 この条 例 は､公 布 の日 から施 行 する｡ 

 附 則  

 (平 成 12 年 条 例 第 100 号 ) 

 この条 例 は、平 成 12 年 4 月 1 日 から施 行 する。 

 (平 成 26 年 条 例 第 72 号 ) 

 この条 例 は、平 成 26 年 4 月 1 日 から施 行 する。 
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関係法令１　水防法

出典：e-Govポータル　（https://www.e-gov.go.jp）
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出典：e-Govポータル　（https://www.e-gov.go.jp）
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出典：e-Govポータル　（https://www.e-gov.go.jp）
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出典：e-Govポータル　（https://www.e-gov.go.jp）
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２　水防法施行規則
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３ 秋田県水防規則 

                       （昭和二十五年九月九日秋田県規則第三十一号） 

                        最終改正：平成十七年七月一日規則第七二号 

 

 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十一条、第十三条第一項及び第三十六条第二項の規定

に基き、秋田県水防規則を次のように制定する。 

 

（優先通行の標識） 

第一条 防法第十八条の規定による優先通行の標識の様式は、様式第一号によるものとする。 

２ 水防のため出動する車両は、前項の標識を使用しなければならない。 

   （平一七規則七二・一部改正） 

 

（水防信号） 

第二条 水防法第二十条第一項の規定による水防信号は、別表のとおりとし、水防管理者又はその

命を受けた者が発しなければならない。 

   （平一七規則七二・一部改正） 

 

（身分証明書） 

第三条 水防法第四十九条第二項の規定により県の職員が携帯する身分を示す証票の様式は、様式

第二号によるものとする。 

   （平一七規則七二・一部改正） 

 

 附則 

  この規則は、公布の日から施行する。 

 附則(昭和三五年規則第五七号) 

  この規則は、昭和三十六年一月一日から施行する。 

 附則(平成一七年規則第七二号) 

  この規則は、平成十七年七月一日から施行する。 

 

 

別表 水防信号(第 2 条関係) 

    (平 17 規則 72・追加) 
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様式第 1 号 優先通行の標識(第 1 条関係) 

    (平 17 規則 72・追加) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 様式第 2 号 身分証明書(第 3 条関係) 

    （平 17 規則 72・追加） 

（表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面） 

 

白

備考　図及び文字を赤色で、その他の部分を白色で表示する。

水防管理団体名

6
0
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

90センチメートル

赤

（資料の提出及び立入り）

　しなければならない。

水防法抜粋

　　関係者に対して資料の提出を命じ、又は当該職員、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する

第49条　都道府県知事又は水防管理者は、水防計画を作成するために必要があると認めるときは、

　　者をして必要な土地に立ち入らせることができる。

2　都道府県の職員、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、前項の規定により必要な土地

　に立入る場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示

第　　　号

所　 属

職氏名

年 月 日生

年 月 日交付

秋田県知事

上記の者は、水防法第49条第1項の規定による立入りをすることができる職員であることを証明する。

身　　分　　証　　明　　書

７
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

９センチメートル

印
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４ 水防施設費国庫補助規則 

                         （昭和二十六年三月二十九日建設省令第五号） 

                      最終改正：平成二三年七月一日国土交通省令第五〇号 

 

 水防施設費国庫補助規則を次のように定める。 

 

（補助の目的） 

第一条  国土交通大臣は、水災を警戒し、防ぎよし、及びこれに因る被害を軽減するために必要な水防

施設の充実強化を図るため、都道府県に対して、この規則の定めるところにより、補助金を交付する。 

 

（定義） 

第二条  この規則で「水防施設」とは、水防に必要な器具、資材及び設備をいう。 

 

（補助の対象） 

第三条  国は、左に掲げる費用について、毎年度予算の範囲内において、補助金を当該都道府県に対し

て交付する。 

 一  都道府県が水防施設を整備するために要する費用 

 二  水防管理団体が水防施設を整備するために要する費用について、都道府県が当該水防管理団体に

対して助成する費用 

 三  都道府県がその助成に係る水防管理団体の水防施設の整備の状況を監督するために要する費用 

 

（計画書の提出・内定額の通知） 

第四条  都道府県知事は、水防施設について国庫の補助を受けようとするときは、あらかじめ、別に定

める様式の計画書を水管理・国土保全局長に提出しなければならない。 

２  前項の計画書に基き国庫において補助しようとする額が内定したときは、水管理・国土保全局長は、

内定した金額を当該都道府県知事に通知しなければならない。 

 

（国庫補助申請書の提出） 

第五条  都道府県知事は、同条第二項の内定通知を受けたときは、都道府県の議会のこれに関する議決

を経て、当該予算書の関係部分の写及び実施計画書を添えて、国土交通大臣に国庫補助申請書を提出

しなければならない。 

２  前項の実施計画書及び国庫補助申請書の様式は、別に定める。 

 

（国庫補助通知書の交付） 

第六条  国土交通大臣は、前条の国庫補助申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と

認めるときは、補助額を決定し、国庫補助通知書を交付するものとする。 

 

（実施計画書の変更） 

第七条  前条の国庫補助通知書を受けた後において、実施計画書の内容について著しい変更をしようと

するときは、都道府県知事は、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 

 

（報告事項） 

第八条  都道府県知事は、天災その他の災害により国庫の補助に係る水防施設に著しい被害を受けたと

きは、直ちにその状況を水管理・国土保全局長に報告しなければならない。 

 

（検査） 

第九条  国土交通大臣又は都道府県知事は、国庫の補助に係る水防施設に関して、必要な検査をするこ

とができる。 
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（認定） 

第十条  国庫の補助に係る水防施設が整備されたときは、都道府県知事は、直ちに別に定める様式の精

算書を国土交通大臣に提出して、その認定を受けなければならない。 

 

（補助金の返納） 

第十一条  水防施設が整備された場合において、整備費に剰余を生じたときは、その剰余のうち、補助

金に相当する額は国庫に返納しなければならない。但し、百円に満たないときは、この限でない。 

 

（補助金の返還命令） 

第十二条  補助金の交付を受けた都道府県について、左の各号の一に該当する事由が生じたときは、国

土交通大臣は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 一  補助金を使用しないとき、又は補助の目的に反して使用したとき。 

 二  この規則の規定に違反したとき。 

 三  補助金交付の条件に違反したとき。 

 

（水防管理団体に対する助成の手続） 

第十三条  水防管理団体に対して都道府県が助成をする場合の手続その他必要な事項は、都道府県知事

が定める。 

 

   附 則 

 この省令は、昭和二十六年四月一日から施行する。 

   附 則 （昭和二七年七月一四日建設省令第二二号） 

 この省令は、公布の日から施行する。 

   附 則 （平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号） 抄 

（施行期日） 

１  この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年

一月六日）から施行する。 

   附 則 （平成二三年七月一日国土交通省令第五〇号） 抄 

（施行期日） 

１  この省令は、公布の日から施行する。 
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５ 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（抄） 

                           （昭和三十七年九月六日法律第百五十号） 

                          最終改正：令和四年五月二五日法律第五二号 

 

（趣旨）  

第一条  この法律は、災害対策基本法 （昭和三十六年法律第二百二十三号）に規定する著しく激甚で

ある災害が発生した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別

の助成措置について規定するものとする。  

 

（水防資材費の補助の特例）  

第二十一条  激甚災害であつて政令で定める地域に発生したものに関し、都道府県又は水防法 （昭和

二十四年法律第百九十三号）第二条第二項に規定する水防管理団体が水防のため使用した資材に関す

る費用で政令で定めるものについては、国は、予算の範囲内において、その費用の三分の二を補助す

ることができる。 

 

 

 

 

 

６ 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(抄) 
                           （昭和三十七年十月十日政令第四百三号） 

                         最終改正：令和五年五月二六日政令第一九二号 

 

 （水防資材に関する補助の特例の対象となる地域）  

第三十九条  法第二十一条の政令で定める地域は、次の各号のいずれかに該当する区域とする。  

 一  法第二十一条の規定により都道府県に対し補助する場合にあつては、激甚災害に関し当該都道府

県が水防のため使用した次条第二項の資材の取得に要した費用が百九十万円を超える都道府県の区

域 

 二  法第二十一条 の規定により水防法（昭和二十四年法律第百九十三号）第二条第二項に規定する

水防管理団体（以下この号及び次条において「水防管理団体」という。）に対し補助する場合にあつ

ては、激甚災害に関し当該水防管理団体が水防のため使用した次条第二項の資材の取得に要した費

用が三十五万円を超える水防管理団体の区域  

２  前項の区域は、国土交通大臣が告示する。  

 

（水防資材の費用）  

第四十条  法第二十一条の政令で定める費用は、激甚災害に関し水防のため使用した資材の取得に要し

た費用のうち、都道府県にあつては百九十万円を超える部分、水防管理団体にあつては三十五万円を

超える部分とする。 

２  前項の資材は、俵、かます、布袋類、畳、むしろ、縄、竹、生木、丸太、くい、板類、鉄線、くぎ、

かすがい、蛇籠、置石及び土砂とする。ただし、水防の用途に再使用し、又は他の用途に使用すること

ができるもの及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第四条の規定により災害復旧事業の

事業費に含まれる費用に係るものを除く。  
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７ 気象業務法（抄） 

                          （昭和二十七年六月二日法律第百六十五号）                         

最終改正：令和七年一二月一二日法律第八十六号 

第一章 総則 

 

（目的） 

第一条  この法律は、気象業務に関する基本的制度を定めることによつて、気象業務の健全な発達を図

り、もつて災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象

業務に関する国際的協力を行うことを目的とする。 

 

（定義） 

第二条  この法律において「気象」とは、大気（電離層を除く。）の諸現象をいう。 

（２から５項まで省略） 

６  この法律において「予報」とは、観測の成果に基く現象の予想の発表をいう。 

７  この法律において「警報」とは、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報をいう。 

（８項省略） 

 

第三章 予報及び警報 

 

（予報及び警報） 

第十三条  気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象（地震にあつては、地震動に限る。第十

六条を除き、以下この章において同じ。）、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合す

る予報及び警報をしなければならない。ただし、次条第一項の規定により警報をする場合は、この限

りでない。 

２  気象庁は、前項の予報及び警報の外、政令の定めるところにより、津波、高潮、波浪及び洪水以外

の水象についての一般の利用に適合する予報及び警報をすることができる。 

３  気象庁は、前二項の予報及び警報をする場合は、自ら予報事項及び警報事項の周知の措置を執る外、

報道機関の協力を求めて、これを公衆に周知させるように努めなければならない。 

 

第十三条の二  気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大

きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定めるところに

より、その旨を示して、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての一般の利用に適合する警報をしな

ければならない。 

２  気象庁は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなけれ

ばならない。この場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係

市町村長の意見を聴かなければならない。 

３  気象庁は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

４  前二項の規定は、第一項の基準の変更について準用する。 

５  気象庁は、水防法（昭和二十四年法律第百九十三号）第十一条の三第一項の規定により指定された

海岸について第一項の規定により高潮の警報をする場合において、水位の変動の状況、堤防、水門等

の損壊の状況その他の当該海岸の状況に関する情報を必要とするときは、水防に関する事務を行う国

土交通大臣又は関係都道府県知事に対し、当該情報の提供を求めることができる。 

６ 気象庁は、次の各号に掲げる河川について第一項の規定により洪水の警報をする場合において、水

位又は流量の変動の状況、堤防、水門等の損壊の状況その他の当該河川の状況に関する情報を必要と

するときは、当該各号に定める者に対し、当該情報の提供を求めることができる。 

一 水防法第十条第二項の規定により指定された河川 水防に関する事務を行う国土交通大臣 

二 水防法第十一条第一項の規定により指定された河川 関係都道府県知事 

７ 前二項の規定により情報の提供の求めを受けた国土交通大臣又は都道府県知事は、当該求めに応

じて、当該情報を提供しなければならない。 
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８ 気象庁は、前項の規定により提供を受けた情報を活用するに当たつて、特に専門的な知識を必要と

する場合には、当該情報を提供した国土交通大臣又は都道府県知事の技術的助言を求めなければな

らない。 

９ 前条第三項の規定は、第一項の警報（第十五条の二第一項において「特別警報」という。）をする

場合に準用する。 

第十四条  気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての航空

機及び船舶の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。 

２  気象庁は、気象、地象及び水象についての鉄道事業、電気事業その他特殊な事業の利用に適合する

予報及び警報をすることができる。 

３  第十三条第三項の規定は、第一項の予報及び警報をする場合に準用する。 

第十四条の二  気象庁は、政令の定めるところにより、気象、津波、高潮及び洪水についての水防活

動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。 

２ 気象庁は、水防法第十一条の三第一項の規定により指定された海岸について、水防に関する事務を

行う国土交通大臣及び都道府県知事と共同して、水位を示して高潮についての水防活動の利用に適

合する予報及び警報をしなければならない。 

３ 気象庁は、水防法第十条第二項の規定により指定された河川について、水防に関する事務を行う国

土交通大臣と共同して、当該河川の水位又は流量（氾濫した後においては、水位若しくは流量又は氾

濫により浸水する区域及びその水深）を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び

警報をしなければならない。 

４ 気象庁は、水防法第十一条第一項の規定により指定された河川について、都道府県知事と共同し

て、水位又は流量を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければな

らない。この場合において、同法第十一条の二第二項の規定による情報の提供を受けたときは、これ

を踏まえるものとする。 

５ 気象庁は、水防法第十一条の二第二項の規定により提供を受けた情報を活用するに当たつて、特に

専門的な知識を必要とする場合には、水防に関する事務を行う国土交通大臣の技術的助言を求めな

ければならない。 

６ 第十三条第三項の規定は、第一項から第四項までの予報及び警報をする場合に準用する。この場合

において、同条第三項中「前二項の予報及び警報をする場合は、」とあるのは、「第十四条の二第一

項から第四項までの予報及び警報をする場合は、同条第一項の場合にあつては単独で、同条第二項の

場合にあつては水防に関する事務を行う国土交通大臣及び都道府県知事と共同して、同条第三項の

場合にあつては水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して、同条第四項の場合にあつては都

道府県知事と共同して、」と読み替えるものとする。 

第十五条  気象庁は、第十三条第一項、第十四条第一項又は前条第一項から第四項までの規定により、

気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその

警報事項を警察庁、消防庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社（日本電信

電話株式会社等に関する法律（昭和五十九年法律第八十五号）第一条の二第二項に規定する東日本電

信電話株式会社をいう。以下同じ。）、西日本電信電話株式会社（同法第一条の二第三項に規定する西

日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。）又は日本放送協会の機関に通知しなければならない。地震

動の警報以外の警報をした場合において、警戒の必要がなくなつたときも同様とする。 

２  前項の通知を受けた警察庁、消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式

会社の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知するように努めなければならない。 

３  前項の通知を受けた市町村長は、直ちにその通知された事項を公衆及び所在の官公署に周知させる

ように努めなければならない。 

４  第一項の通知を受けた国土交通省の機関は、直ちにその通知された事項を航行中の航空機に周知さ

せるように努めなければならない。 

５  第一項の通知を受けた海上保安庁の機関は、直ちにその通知された事項を航海中及び入港中の船舶

に周知させるように努めなければならない。 

６  第一項の通知を受けた日本放送協会の機関は、直ちにその通知された事項の放送をしなければなら

ない。  
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第十五条の二  気象庁は、第十三条の二第一項の規定により、気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水

の特別警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその特別警報に係る警報事項を警察庁、

消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会

の機関に通知しなければならない。地震動の特別警報以外の特別警報をした場合において、当該特別

警報の必要がなくなつたときも同様とする。 

２  前項の通知を受けた都道府県の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知しなけれ

ばならない。 

３  前条第二項の規定は、警察庁、消防庁、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機

関が第一項の通知を受けた場合に準用する。 

４  第二項又は前項において準用する前条第二項の通知を受けた市町村長は、直ちにその通知された事

項を公衆及び所在の官公署に周知させる措置をとらなければならない。 

５  前条第五項の規定は海上保安庁の機関が第一項の通知を受けた場合に、同条第六項の規定は日本放

送協会の機関が第一項の通知を受けた場合に、それぞれ準用する。  
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８ 気象業務法施行令（抄） 

                      （昭和二十七年十一月二十九日政令第四百七十一号） 

                         最終改正：令和五年一〇月四日政令第二九九号 

（一般の利用に適合する予報及び警報） 

第四条 法第十三条第一項の規定による気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用

に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下

欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。 

種類 内容 

天気予報 当日から三日以内における風、天気、気温等の予報 

週間天気予報 当日から七日間の天気、気温等の予報 

季節予報 当日から一箇月間、当日から三箇月間、暖候期、寒候期、梅雨期等の天気、

気温、降水量、日照時間等の概括的な予報 

地震動予報 地震動（発生した断層運動による地震動をいう。以下この条及び次条におい

て同じ。）の予報 

火山現象予報 噴火、降灰等の予報 

津波予報 津波の予報 

波浪予報 当日から三日以内における風浪、うねり等の予報 

気象注意報 風雨、風雪、強風、大雨、大雪等によつて災害が起こるおそれがある場合に

、その旨を注意して行う予報 

地震動注意報 地震動によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予

報 

火山現象注意報 噴火、降灰等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して

行う予報 

土砂崩れ注意報 大雨、大雪等による土砂崩れによつて災害が起こるおそれがある場合に、そ

の旨を注意して行う予報 

津波注意報 津波によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 

高潮注意報 台風等による海面の異常上昇の有無及び程度について一般の注意を喚起する

ために行う予報 

波浪注意報 風浪、うねり等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意し

て行う予報 

洪水注意報 洪水によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 

気象警報 暴風雨、暴風雪、大雨、大雪等に関する警報 

地震動警報 地震動に関する警報 

火山現象警報 噴火、降灰等に関する警報 
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土砂崩れ警報 大雨、大雪等による土砂崩れに関する警報 

津波警報 津波に関する警報 

高潮警報 台風等による海面の異常上昇に関する警報 

波浪警報 風浪、うねり等に関する警報 

洪水警報 洪水に関する警報 

 

（特別警報） 

第五条 法第十三条の二第一項の規定による特別警報は、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ

同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。 

種類 内容 

気象特別警報 暴風雨、暴風雪、大雨、大雪等に関する特別警報 

地震動特別警報 地震動に関する特別警報 

火山現象特別警報 噴火、降灰等に関する特別警報 

土砂崩れ特別警報 大雨、大雪等による土砂崩れに関する特別警報 

津波特別警報 津波に関する特別警報 

高潮特別警報 台風等による海面の異常上昇に関する特別警報 

波浪特別警報 風浪、うねり等に関する特別警報 

 

（水防活動の利用に適合する予報及び警報） 

第七条 法第十四条の二第一項の規定による予報及び警報は、随時に、次の表の区分に従い、水防活動

の利用に適合するように行うものとする。 

種類 内容 

水防活動用気象注意報 風雨、大雨等によつて水害が起こるおそれがある場合に、その旨を

注意して行う予報 

水防活動用気象警報 暴風雨、大雨等によつて重大な水害が起こるおそれがある場合に、

その旨を警告して行う予報 

水防活動用津波注意報 津波によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して

行う予報 

水防活動用津波警報 津波に関する警報 

水防活動用高潮注意報 台風等による海面の異常上昇の有無及び程度について注意を喚起す

るために行う予報 

水防活動用高潮警報 台風等による海面の異常上昇に関する警報 

水防活動用洪水注意報 洪水によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して

行う予報 
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水防活動用洪水警報 洪水に関する警報 

 

（警報事項の通知） 

第八条 法第十五条第一項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る通知先に行うものとする。 

一 法第十三条第一項の規定による警報をした場合 次の表の上欄に掲げる警報の種類に応じ、それ

ぞれ同表の下欄に掲げる通知先 

種類 通知先 

気象警報 

高潮警報 

波浪警報 

消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電

話株式会社及び日本放送協会の機関 

地震動警報 日本放送協会の機関 

火山現象警報 

津波警報 

警察庁、消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日

本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関 

土砂崩れ警報 

洪水警報 

消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及

び日本放送協会の機関 

 

（二 省略） 

 

三 法第十四条の二第一項の規定による警報をした場合 次の表の上欄に掲げる警報の種類に応じ、

それぞれ同表の下欄に掲げる通知先 

種類 通知先 

水防活動用気象警

報 

水防活動用高潮警

報 

水防活動用洪水警

報 

消防庁、国土交通省、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電

信電話株式会社の機関 

水防活動用津波警

報 

警察庁、消防庁、国土交通省、都道府県、東日本電信電話株式会社及び

西日本電信電話株式会社の機関 

 

四 法第十四条の二第二項又は第三項の規定による警報をした場合 消防庁、都道府県、東日本電信電

話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関 
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９ 退職水防団員等報償規程 

昭和三十八年二月九日建設省告示第百六十二号 

最終改正：平成二八年一一月九日国土交通省告示第一一九九号 

（趣 旨） 

第一条 水防団長又は水防団員（以下「団員等」という。）の勤務の特殊性にかんがみ、団員等として多

年勤続した者が退職した場合において、その功労に報いるため、この規程の定めるところにより、報

償を行う。 

 

（報償を受ける者） 

第二条 報償は、団員等として十五年以上勤続して退職した者に対して行なう。ただし、すでに報償を

受けた者については、この限りでない。 

 

（報償を行う者） 

第三条 報償は､国土交通大臣が行う｡ 

 

（報償の方法） 

第四条 報償は、賞状及び記念品を授与して行う。 

２ 団員等が死亡により退職し、又は退職後報償の日前に死亡したときは、その者に対する賞状及び記

念品は、その者の遺族に交付する。 

 

（勤続期間の計算） 

第五条 報償の決定の基礎となる勤続期間の計算は、団員等としての在職期間による。 

２ 団員等が退職した後再び団員等となったときは、前項の勤続期間の計算については、前後の在職期

間を合算する。 

３ 前二項の規定による在職期間の計算は、団員等となった日の属する月（前項の規定による後の在職

期間については、再び団員等となった日に属する月の翌月）から退職した日の属する月までの月数に

よる。 

 

（報償の制限） 

第六条 団員等が次の各号の一に該当する場合においては、その引き続いた在職期間については、報償

を行わない。 

一 在職中禁こ以上の刑に処せられたとき。 

二 懲戒免職若しくは停職処分又はこれらに準ずる処分を受けたとき。 

三 前各号に掲げる場合のほか、報償を行うことが不適当と認められるとき。 

 

（報償の時期） 

第七条 報償は、毎年一回行う。ただし、特別の必要があるときは随時報償を行なう。 

 

（報償の手続） 

第八条 都道府県知事は、その統括する都道府県の区域内においてこの規程により報償を受ける資格が

あると認められる者を調査してその名簿（以下「名簿」という。）を作成し、国土交通大臣に提出しな

ければならない。 

２ 国土交通大臣は、特別の必要がある場合においては、期日を示して都道府県知事に前項の調査並び

に名簿の作成及び提出を求めることができる。 

３ 国土交通大臣は、名簿を審査して報償を受けるべき者を決定する。 

４ 名簿には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 氏名及び住所 

二 勤続期間 

三 所属水防団名及び当該水防団が所属する水防管理団体名 
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１０ 水防功労者表彰規則 

                          （昭和三十一年三月三十日建設省令第六号） 

                    最終改正：平成二八年一〇月一七日国土交通省令第七四号 

 

 水防法 （昭和二十四年法律第百九十三号）第三十四条の二 の規定に基き、水防功労者報賞規則を次

のように定める。 

 

（通則） 

第一条  国土交通大臣が、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関し著しい功労があ

ると認められるもの（以下「水防功労者」という。）に対して行う表彰については、この規則の定める

ところによる。 

 

（表彰の推薦） 

第二条  都道府県知事は、当該都道府県に水防功労者であると認められる者があるときは、その旨を国

土交通大臣に推薦するものとする。 

 

（表彰の方法） 

第三条  国土交通大臣は、前条の規定による推薦に基づいて表彰を行うものとする。 

２  前項の表彰は、賞状を授与して行うものとする。 

３  第一項の表彰は、前項の賞状に報賞金その他の副賞を付して行うことができる。 

 

（報賞金） 

第四条  前条第三項の報賞金は、表彰を受ける者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しく

は病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状

態となつた場合に付するものとし、その額は次のとおりとする。 

一  死亡した者に対しては、その功労の程度に応じて別表第一に定める額 

二  非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 （昭和三十一年政令第三百三十五号）第六

条第二項 に規定する第一級から第八級までの障害等級に該当する障害の状態となつた者に対しては、

その功労及び障害の程度に応じて別表第二に定める額 

三  前二号に該当する者以外の者に対しては、その功労及び負傷、病気又は障害の程度に応じて百九十

万円以下で国土交通大臣が定める額 

 

（表彰の時期） 

第五条  表彰は、毎年一回行う。ただし、特別の必要があるときは、随時表彰を行うことができる。 

 

（死亡した者の表彰） 

第六条  表彰を受ける者が、表彰の日以前に死亡したときは、その者に対する賞状及び報賞金その他の

副賞は、その者の遺族に交付するものとする。 

 

   附 則 

 この省令は、公布の日から施行する。 

   附 則 （昭和五五年五月七日建設省令第五号） 

 この省令は、公布の日から施行する。 

   附 則 （昭和五七年九月二九日建設省令第一三号） 

 この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 

   附 則 （昭和六一年七月二五日建設省令第七号） 

１  この省令は、公布の日から施行する。 

２  改正後の水防功労者報賞規則別表第一及び別表第二の規定は、昭和六十一年三月一日以後に行われ

た水防に係る水防功労者に対する報賞金について適用し、同日前に行われた水防に係る水防功労者に
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対する報賞金については、なお従前の例による。 

   附 則 （平成一〇年三月三〇日建設省令第四号） 

１  この省令は、公布の日から施行する。 

２  改正後の水防功労者報賞規則第四条第三号、別表第一及び別表第二の規定は、平成十年一月一日以

後に行われた水防に係る水防功労者に対する報賞金について適用し、同日前に行われた水防に係る水

防功労者に対する報賞金については、なお従前の例による。 

   附 則 （平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号） 抄 

（施行期日） 

１  この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年

一月六日）から施行する。 

   附 則 （平成一七年六月一日国土交通省令第六二号） 抄 

（施行期日） 

第一条  この省令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の

一部を改正する法律の施行の日（平成十七年七月一日）から施行する。 

   附 則 （平成一八年一〇月三日国土交通省令第九九号） 

この省令は、公布の日から施行する。 

   附 則 （平成二八年一〇月一七日国土交通省令第七四号） 

この省令は、公布の日から施行する。 

 

別表第一（第四条第一号関係）  

 

別表第二（第四条第二号関係）  

功労の程度 金額

（一）　特に抜群の功労があり他の模範となると認
められる者

25,200,000円

（二）　抜群の功労があり他の模範となると認められ
る者

18,700,000円

（三）　特に顕著な功労があると認められる者 13,600,000円以下9,000,000円以上

（四）　多大な功労があると認められる者 4,900,000円

第一級 18,700,000円
13,600,000円以下
9,000,000円以上

4,900,000円

第二級 15,500,000円
12,100,000円以下
7,900,000円以上

4,600,000円

第三級 13,600,000円
10,700,000円以下
7,100,000円以上

4,100,000円

第四級 12,100,000円
9,500,000円以下
6,400,000円以上

3,600,000円

第五級 10,300,000円
8,200,000円以下
5,500,000円以上

3,100,000円

第六級 9,000,000円
7,000,000円以下
4,700,000円以上

2,800,000円

第七級 7,600,000円
5,900,000円以下
4,100,000円以上

2,300,000円

第八級 6,400,000円
4,900,000円以下
3,400,000円以上

1,900,000円

（三）　多大な功労があると認
められる者

一　この表の障害等級及び金額の決定については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条第
五項から第八項まで（第六項第一号を除く。）の規定の例による。
二　特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であつて障害等級が第一級に該当するものについては、第一
級の最高額に1,900,000円を加算することができる。

　　　　　　功労の程度

障害の程度

（一）抜群の功労があり他の模
範となると認められる者

（二）　特に顕著な功労がある
と認められる者


